
平 成 ２ １ 年 第 ３ 回

名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録 目 次

第 １ 号 （ ９ 月 １ 日 ）

……………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １

…………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 １

……………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ２

……………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ２

……………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ２

………………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ２

………………………………………………………………………………………………１．開会宣告・開議宣告 ４

…………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ４

……………………………………………………………………………１．日程第２．会期の決定（１８日間） ４

１．日程第３．平成２１年第２回定例会付託請願第１号 名寄市が建設（新築及び改築）

……………………………………………する公共施設に石油燃料設備の採択についての請願 ４

………………………………………………………………………○建設常任委員長報告（中野秀敏委員長） ４

…………………………………………………………………………………………………………………○採択 ５

…………………………………………………………………………………１．日程第４．行政報告（島市長） ５

…………………………………………１．日程第５．議案第１号 なよろ市立天文台条例の制定について １３

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １３

…………………………………………………………………○総務文教常任委員会付託・閉会中継続審査 １４

……………………………………１．日程第６．議案第２号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について １４

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １４

…………………………………………………………………○総務文教常任委員会付託・閉会中継続審査 １４

…………………………………１．日程第７．議案第３号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について １４

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １４

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １４

……………………１．日程第８．議案第４号 名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一部改正について １４

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １５

………………………………………………………………………○経済常任委員会付託・閉会中継続審査 １５

……………………………１．日程第９．議案第５号 名寄市肉牛繁殖センター条例の一部改正について １５

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １５

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １５

………………………………………………１．日程第１０．議案第６号 合併特例区規約の変更について １５

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １５

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １６



………………………１．日程第１１．議案第７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について １６

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １６

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １６

１．日程第１２．議案第８号 市道路線の廃止について

………………………………………………………議案第９号 市道路線の認定について １７

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １７

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １７

……………………………………１．日程第１３．議案第１０号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算 １７

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １７

…………………………………………………………………………………○補足説明（佐々木総務部長） １８

…………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） １９

…………………………………………………………………………………………○質疑（高橋伸典議員） ２１

…………………………………………………………………………………………○質疑（谷内 司議員） ２２

…………………………………………………………………………………………○質疑（竹中憲之議員） ２４

…………………………………………………………………………………………○質疑（田中好望議員） ２５

…………………………………………………………………………………………○質疑（熊谷吉正議員） ２７

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３１

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ３２

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ３２

……………………１．日程第１４．議案第１１号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算 ３２

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） ３２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３２

…………………………１．日程第１５．議案第１２号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ３２

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） ３２

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３３

…………………１．日程第１６．議案第１３号 平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算 ３３

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） ３３

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３３

………………………………１．日程第１７．議案第１４号 平成２１年度名寄市病院事業会計補正予算 ３３

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） ３３

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３４

１．日程第１８．議案第１５号 平成２０年度名寄市各会計決算の認定について

議案第１６号 平成２０年度名寄市病院事業会計決算の認定について

…………………議案第１７号 平成２０年度名寄市水道事業会計決算の認定について ３４

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） ３４

…………………………………………………………○決算審査特別委員会設置・付託・閉会中継続審査 ３４

１．日程第１９．議案第１８号 特別職の職員の給与の支給特例に関する条例の制定に

…………………………………………………………………………ついて ３４



………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） ３４

…………………………………………………………………………………………………………○原案可決 ３４

…………………１．日程第２０．報告第１号 平成２０年度名寄市風連特例区会計決算の報告について ３５

………………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） ３５

……………………………………………………………………………………………………………○報告済 ３５

……………………………………………………………………………１．日程第２１．議員の派遣について ３５

…………………………………………………………………………………………………………○派遣決定 ３５

………………………………………………………………………………………………………１．休会の決定 ３５

…………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ３５



第２号（９月１６日）

…………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ３７

………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ３７

…………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ３７

…………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ３７

…………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ３７

……………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ３７

…………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ３８

………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ３８

……………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 ３８

…………………………………………………………………………………………○質問（佐藤 靖議員） ３８

…………………………………………………………………………………………○質問（大石健二議員） ５０

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ６０

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ６０

…………………………………………………………………………………………○質問（高橋伸典議員） ６０

…………………………………………………………………………………………○質問（山口祐司議員） ７０

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ７８

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ７８

………………………………………………………………………………………○質問（木戸口 真議員） ７８

…………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 ８９

…………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 ８９

…………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 ８９



第３号（９月１７日）

…………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 ９１

………………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 ９１

…………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 ９１

……………………………………………………………………………………………………………１．説明員 ９１

…………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 ９２

………………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 ９２

……………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 ９２

…………………………………………………………………………………………○質問（黒井 徹議員） ９２

……………………………………………………………………………………○質問（佐々木 寿議員） １０２

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １１２

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １１２

………………………………………………………………………………………○質問（駒津喜一議員） １１２

………………………………………………………………………………………○質問（川村幸栄議員） １１８

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １２８

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １２８

………………………………………………………………………………………○質問（持田 健議員） １２９

………………………………………………………………………………………………………１．散会宣告 １３６



第４号（９月１８日）

………………………………………………………………………………………………………１．議事日程 １３９

…………………………………………………………………………………………………１．追加議事日程 １３９

……………………………………………………………………………………１．本日の会議に付した事件 １３９

………………………………………………………………………………………………………１．出席議員 １３９

………………………………………………………………………………………………………１．欠席議員 １４０

………………………………………………………………………………………………１．事務局出席職員 １４０

…………………………………………………………………………………………………………１．説明員 １４０

………………………………………………………………………………………………………１．開議宣告 １４１

……………………………………………………………………………１．日程第１．会議録署名議員指名 １４１

…………………………………………………………………………………………１．日程第２．一般質問 １４１

………………………………………………………………………………………○質問（佐藤 勝議員） １４１

………………………………………………………………………………………○質問（田中之繁議員） １５２

…………………………………………………………………………………１．日程の追加（小野寺議長） １６０

……………………………………………………………………………………………………………○決定 １６０

……………………………………………………………………………………１．追加日程第１．緊急質問 １６０

………………………………………………………………………………………○質問（熊谷吉正議員） １６０

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １６１

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １６２

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １６４

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １６４

１．日程第３．議案第１９号 工事請負契約の変更について

………………………………………………議案第２０号 工事請負契約の変更について １６４

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １６４

…………………………………………………………………………○補足説明（野間井建設水道部長） １６４

………………………………………………………………………………………○質疑（川村幸栄議員） １６５

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １６６

……………………………………１．日程第４．議案第２１号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算 １６６

……………………………………………………………………………………○提案理由説明（島市長） １６６

………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １６６

１．日程第５．意見書案第１号 大胆できめ細かな雇用対策を求める意見書

意見書案第２号 米価暴落に歯止めをかける緊急対策と米を守る抜本対

策を求める意見書

意見書案第３号 核兵器廃絶へ速やかな国際交渉の開始を求める意見書

意見書案第４号 季節労働者対策の強化を求める要望意見書

………………………………………………意見書案第５号 道路の整備に関する意見書 １６６



………………………………………………………………………………………………………○原案可決 １６７

……………………………………………１．日程第６．報告第２号 例月現金出納検査報告について １６７

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 １６７

…………………………………………………１．日程第７．閉会中継続審査（調査）の申し出について １６７

………………………………………………………………………………………○継続審査（調査）決定 １６７

……………………………………………………………………………１．日程第８．委員の派遣について １６７

………………………………………………………………………………………………………○派遣決定 １６７

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １６７

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １６７

…………………………………………………………………………………１．日程第９．議員の派遣報告 １６７

……………………………………………………………………………………○報告（小野寺一知議員） １６７

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 １６９

………………………………………………………………………………………………………１．休憩宣告 １６９

………………………………………………………………………………………………………１．再開宣告 １６９

………………………………………………………………………………１．日程第１０．委員の派遣報告 １６９

…………………………………………………………………○建設常任委員長報告（中野秀敏委員長） １６９

………………………………………………………………○議会報特別委員長報告（佐藤 勝委員長） １７１

…………………………………………………………………………………………………………○報告済 １７２

………………………………………………………………………………………………………１．閉会宣告 １７２

……………………………………………………………………………………………………１．質問文書表 １７３

……………………………………………………………………………………………………１．議決結果表 １７８



－1－

平成２１年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２１年９月１日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２１年第２回定例会付託請願第１

号 名寄市が建設（新築及び改築）す

る公共施設に石油燃料設備の採択につ

いての請願（建設常任委員会報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 なよろ市立天文台条例の

制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市農産物簡易加工処

理施設条例の一部改正について

日程第９ 議案第５号 名寄市肉牛繁殖センター

条例の一部改正について

日程第10 議案第６号 合併特例区規約の変更に

ついて

日程第11 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第12 議案第８号 市道路線の廃止について

議案第９号 市道路線の認定について

日程第13 議案第１０号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第14 議案第１１号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第15 議案第１２号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第16 議案第１３号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第17 議案第１４号 平成２１年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第18 議案第１５号 平成２０年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第１６号 平成２０年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１７号 平成２０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第19 議案第１８号 特別職の職員の給与の

支給特例に関する条例の制定について

日程第20 報告第１号 平成２０年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第21 議員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成２１年第２回定例会付託請願第１

号 名寄市が建設（新築及び改築）す

る公共施設に石油燃料設備の採択につ

いての請願（建設常任委員会報告）

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 なよろ市立天文台条例の

制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第７ 議案第３号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第８ 議案第４号 名寄市農産物簡易加工処

理施設条例の一部改正について

日程第９ 議案第５号 名寄市肉牛繁殖センター

条例の一部改正について

日程第10 議案第６号 合併特例区規約の変更に

ついて

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号



－2－

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

日程第11 議案第７号 北海道市町村職員退職手

当組合規約の変更について

日程第12 議案第８号 市道路線の廃止について

議案第９号 市道路線の認定について

日程第13 議案第１０号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第14 議案第１１号 平成２１年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第15 議案第１２号 平成２１年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第16 議案第１３号 平成２１年度名寄市後

期高齢者医療特別会計補正予算

日程第17 議案第１４号 平成２１年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第18 議案第１５号 平成２０年度名寄市各

会計決算の認定について

議案第１６号 平成２０年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第１７号 平成２０年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第19 議案第１８号 特別職の職員の給与の

支給特例に関する条例の制定について

日程第20 報告第１号 平成２０年度名寄市風連

特例区会計決算の報告について

日程第21 議員の派遣について

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

２０番 川 村 正 彦 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長
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市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

１年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

６番 佐々木 寿 議員

１３番 高 見 勉 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定について、お諮りをいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月１８日まで

の１８日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より９月１

８日までの１８日間と決定いたしました。

日程第３ 平成２１〇議長（小野寺一知議員）

年第２回定例会付託請願第１号 名寄市が建設

（新築及び改築）する公共施設に石油燃料設備の

採択についての請願を議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

建設常任委員会、中野秀敏委員長。

おはようご〇建設常任委員長（中野秀敏議員）

ざいます。御指名をいただきましたので、平成２

１年第２回定例会において当委員会に付託されま

した請願第１号 名寄市が建設（新築及び改築）

する公共施設に石油燃料設備の採択についての請

願について、委員会における審査の経過と結果の

御報告を申し上げます。

この請願は、名寄プロパンガス協会会長、中居

国泰氏、上川北部石油業協同組合灯油部会会長、

長野清氏から提出されたものであり、その趣旨は

近年石油外熱源による建設設備の配置を求める割

合が多くなり、石油製品の消費量の減少などの影

響から営業収益の低下を招き、事業所の撤退や縮

小も余儀なくされ、業界全体が極めて厳しい状況

に直面しているのが現状である。このままでは雇

用の確保も困難となり、従業員の削減についても

考慮せざるを得ない状況にあることから、地元企

業の育成と市民主役の協働のまちづくり推進のた

めにも名寄市が建設する公共施設の新築及び改築

の事業の際は灯油、重油及びプロパンガスを燃料

とする設備の採択を求めるものであります。

委員会は、７月２９日と８月１１日の２回開催

し、建設水道部ほか担当職員の出席と請願者代表、

中居国泰氏、藤田健慈氏に参考人として出席を求

め、審査してまいりました。

審査では、初めに参考人より趣旨説明と燃料販

売事業者の経済的損失を試算した資料をもとに説

明を受けました。

委員からは、火災、ガス漏れ等の安全性と従業

員の雇用状況等についての質問があり、参考人か

らは、ガス漏れセンサーつきこんろの普及、ガス

漏れ警報器の設置義務により安全性は確保されて

いる。ここ数年でガソリンスタンドが３カ所廃業

し、このままいくと廃業する事業所がふえ、雇用

の確保は厳しいとの説明がありました。また、担

当職員からは、今建設中の南団地については実地

設計当時灯油の価格が高騰し、予測のつかない状

況となり、住みかえのため入居者に負担をかけら

れないことから、熱源を検討した結果、オール電

化を採用した。平成２２年度から北斗、新北斗団

地の建てかえが始まるが、熱源をかえることによ

り南団地と北斗、新北斗団地へ入居する方の金銭

的な負担が変わることは入居者説明会での平等に

との要望もあることから避けたいと考えている。

基本的には、地元の経済効果を考えている。あわ

せて、入居する市民の利益、不利益を考えて選定

する。今後入居者がどのように希望しているか、

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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改めてアンケート調査を行い、検討していきたい

との説明がありました。

委員からは、アンケート調査は何をどのように

聞いて行うのかという質疑があり、調理台はガス

がいいか、電気がいいか、暖房は何がいいのか、

使い勝手はどうか、そしてイニシャルコスト、ラ

ンニングコスト、入居者の自己負担は幾らぐらい

かかります等を詳細に明記しながら、その結果に

より主体をどちらにするか決定するとの説明があ

りました。委員会から意見として、アンケートに

ついては疑義が持たれないよう設問文書、設置等

に気をつけて行ってもらいたい。今後電化、石油、

ガス等の比較調査を行い、協力できるところは協

力し、理解を得ながら、地域経済や地元企業の育

成を考えるべきであるなどの意見が出されました。

委員会としては、審査の経過から、今後アンケ

ート調査をもとに入居する市民の意向を十分尊重

し、利益、不利益を考えながら選定すべきである。

あわせて、雇用の確保、地元企業の育成という請

願者の思いは十分理解できることから、第２回定

例会付託請願第１号 名寄市が建設（新築及び改

築）する公共施設に石油燃料設備の採択について

の請願について、願意妥当と全会一致で採択すべ

きものと決定したところです。

以上を申し上げまして、当委員会の審査の経過

と結果の御報告とさせていただきます。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件は委員長報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２１年第２回定例会付託請願第１

号は委員長報告のとおり可決されました。

日程第４ これより〇議長（小野寺一知議員）

行政報告を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

本日、平成２１年第３回定例会の開会にあたり、

これまでの主な行政事項について、その概要を御

報告申し上げます。

初めに、企業会計を除いた平成２０年度の各会

計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し差いた差差収支で２差 ５１２差 ０００差 

となり、と年度にとりとしすべき一般と源 ０４

３差 ０００差を差し差いた実質収支は、１差 

４６８差 ０００差となりました。ここから、と

政調政基金に ０００差差、減政基金に ５００ 

差差を万み立て、万り ９６８差 ０００差を平 

成２１年度にとりとしました。

特別会計では、国保の保険事業特定で ３５５

差 ０００差、介護の保険事業特定で１差 ００ 

２差 ０００差の黒２決算となりました。

国保については全額を平成２１年度にとりとし、

介護については ７０４差 ０００差を介護給付 

費費備基金に、２６差 ０００差を介護従事者処

遇改遇遇時特例基金に万み立て、万り ２７２差

０００差を平成２１年度にとりとしました。

国保・介護の保険事業特定を除く特別会計につ

いては、一般会計と入金で調政したので、収支は

ゼロとなっています。

次に、（仮称）自治基本条例の制定について申

し上げます。

（仮称）自治基本条例は、まちづくりの基本理

念及び原則を明らかにするとともに、市民主体の

まちづくりを目的に制定するものです。

市民懇話会の答申を尊重しながら庁内調政、市

民意見聴取などを経て、本年１２月議会提案に向

けて費備を進めています。

次に、町内会長・行政区長との懇談会について

申し上げます。



－6－

名寄市町内会連合会・風連町行政区長会共催に

よる行政との懇談会が、６月２４日に風連福祉セ

ンターを会場に開催されました。市から今年度の

主な事業について説明するとともに、地域からの

意見・要望などについて意見交換を行いました。

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成１９年９月から進めてきました戸籍事務電

算システムが、６月１日に供用を開始しました。

名寄・風連両庁舎における証明書発行及び戸籍事

務がより正確かつ迅速に処理されることが見込ま

れ、住民サービスの向上と、個人情報保護の一層

の厳格化が図られることになりました。

次に、国内交流について申し上げます。

東京都杉並区との交流は、平成元年７月１３日

に交流協定を締結してから今年で２０周年を迎え

ました。６月２１日に開催された「第３０回白樺

まつり」には、山田宏区長はじめ代表団２０人と

高差寺阿波おどり一行４２人の皆さんにも参加い

ただきました。

前日の２０日には、市議会議員はじめ交流にゆ

かりのある皆さんにお集まりいただき、代表団を

囲んでの歓迎交流会を開催いたしました。その席

上、友好関係をさらに発展させるため共同アピー

ルを発表するとともに、と日には「道の駅もち米

の里☆なよろ」でエゾヤマザクラ１０本の記念植

樹を行いました。

本年度の「都会っ子体験交流事業」については、

杉並区・名寄市から、それぞれ２５人の児童が参

加し、７月２８日から３泊４日の日程で本市を会

場に行われました。８月５日から杉並区に会場を

移して行う予定でしたが、新型インフルエンザ感

染拡大の恐れが出たため、万念ではありましたが、

中止とさせていただきました。

山差県鶴岡市藤島との少年少女相互交流につい

ては、８月６日から４日間の日程で、ふじしまジ

ュニアサッカークラブの児童・差率１２人が来名

し、名寄ピヤシリサッカー少年団との交流試合や、

名寄産もち米を使ってのもちつき、北国博物館、

旭山動物園見学などで友情の絆を深めました。

ふるさと会交流については、東京なよろ会の一

行４１人が７月３日から４日間の日程で来名され

ました。ゴルフを楽しんでいただいたほか、７月

４日には「名寄サンシャイン会」が中心となり、

ツアー参加者を囲んでの歓迎市民交流パーティー

が開催され市民との交流が行われました。

次に、国際交流について申し上げます。

姉妹都市提携４０周年を記念して、姉妹都市カ

ワーサレイクス市リンゼイから、リック・マギー

市長、ヘザー・ニューマン姉妹都市提携委員長御

夫妻ほか一行２０人が本市を訪れました。一行は

８月２８日から９月１日まで滞在し、記念植樹、

産業まつり見学、パークゴルフ交流など市民との

交流の絆を一層強く広めることができました。

なお、８月２９日開催の４０周年記念差典の席

上、リック・マギーカワーサレイクス市長、リン

ゼイ・名寄提携委員会委員長ヘザー・ニューマン

御夫妻に名寄市国際親遇名誉市民の称号を贈りま

した。

友好都市ドーリンスク市との交流については、

アレクセイ副市長を団長として、ガリーナ議長を

はじめ総勢２１人の訪問団が７月２４日から４日

間の日程で本市を訪れました。茶道体験やホーム

ビジットなどで多くの市民と交流を深めるととも

に、サマージャンプ観戦や北国博物館見学などで

楽しんでいただきました。

次に、病院事業について申し上げます。

昨年度の救急外来棟改築に伴い、一部の外来窓

口や検査受付などが変更になりました。来院され

た患者さん等の利便向上を図るため、名寄市立総

合病院運営委員会で御協議もいただき、来院者に

外来受診案内等を行っていただく病院ボランティ

アの導入を決定し、広報紙等で募集をしていると

ころです。

市民の皆さんの参加により、地域により身近で

密着した医療機関となるよう、今後も取り組みを

進めてまいります。

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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次に、地域医療再生基金について申し上げます。

厚生労働省は、２００９年度補正予算で、地域

医療の問題解決に取り組む医療機関にと政支援す

る地域医療再生基金を設置しました。圏域内での

医療機関の機能・連携強化、遠隔医療推進のため

の施設・設備の政備など、具体的な改遇策を策定

した二次医療圏域の医療機関にと政支援を行う制

度であり、当院では事業の趣旨に基づき、圏域内

診療機能強化事業として精神科病棟改築、地域医

療ネットワークシステム構築事業としてＩＴ化及

び機器政備など総額で約３０差差の事業を要望い

たしました。今後、事業採択に向け、差き続き努

力してまいります。

次に、本年４月から６月までの第１四半期にお

ける一般科の入院患者数については、２差 ４８

５人で前年比９２人の減、外来患者数は、５差

８９３人と前年比 ８４９人の減となりましたが、

医業収益においては、入院・外来とも増加し、前

年比で５６２差 ０００差の増額となりました。

今後も収益の確保に努めるとともに、費用の抑

制を図り、住民の信頼に応える病院運営に努めて

まいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

平成２１年度の国民健康保険税率については、

介護納付金の限度額のみ９差差から１０差差に改

正し賦課いたしました。

当初の賦課状況については、賦課総額のうち、

応益割としての均等割・平等割の占める割合は４

８１パーセントとなりました。７割・５割・２

割軽減を実施できる要件は、前年度または当該年

度の割合が４５パーセントから５５パーセント未

満となっており、前年度の応益割合率が４ ３０

パーセントとなっていますので、軽減が可能とな

りました。基礎課税及び後期高齢者支援金で実施

された７割・５割軽減のささ数は、 ９１８ささ、

２割軽減では６４０ささとなり、軽減実施ささ数

の合計は ５５８ささで国保加入ささの５５パー

セントにあたります。介護納付金の軽減では、７

割・５割軽減のささ数は７８２ささ、２割軽減で

は２８７ささで合計 ０６９ささとなり、介護保

険険保険者ささの４ １パーセントとなりました。

今後も険保険者の健康確保のため、給付と負担

の公平を図り、誰もが安心・信頼のできる医療保

険制度を確立するため、国民健康保険事業の差滑

な業務運営に努めてまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

６月下旬に市内大型店４店に対し、店内で排出

されるごみについての調査を実施し、分別、減量

化、適正処理について指導、要請を行いました。

今後も市内各事業所、個店での随時指導を行って

まいります。

また、７月５日に開催された「ふれあい広場」、

８月３０日開催の「産業まつり」では、段ボール

コンポストやバイオディーゼル燃料（ＢＯＦ）の

宣伝普及活動を実施いたしました。

次に、消防事業について申し上げます。

１月から６月までの上半期における火災及び救

急・救助出動状況については、火災が２件で、前

年比５件の減となり、死傷者の発生はありません

でした。火災種別では、建物火災が１件、その他

火災が１件となっています。救急件数では５１１

件で、前年比３件の増となり、事故種別では、急

病３２５件、一般負傷８０件、転院搬送６６件、

交通事故１６件、その他２４件となりました。救

助件数は７件で、前年比１件の減となり、交通事

故によるものが３件となっています。

救急現場における救命効果向上のため、バイス

タンダー（救急現場に居合わせた人）による応急

手当の普及に向け、４月から７月末まで普通救命

講習を１５事業所２３３人の受講により実施いた

しました。

火災予防については、４月から７月末までに一

般住宅２６５ささと高齢者住宅２７７ささの防火

訪問を実施し、住宅用火災警報器の設置促進と火

気取扱いの指導など、住宅防火対策の推進に努め

てまいりました。
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次に、建設事業の発注状況について申し上げま

す。

８月２０日現在における発注状況は、建設・委

託事業合わせて８１件、発注率は６ ２パーセン

ト、事業費で８差 １３７差差となりました。今

後も差き続き、早期発注に努めてまいります。

次に、住宅の政備について申し上げます。

北斗・新北斗団地建替事業は、住み替え住宅と

して、昨年９月に着工した南団地１棟３４戸（鉄

筋コンクリート造５階建て）の７月末進捗率は約

６５％となり、駐車場政備を含め１１月に完了を

予定しています。また、平成２２年度現地建替事

業に伴う実施設計を８月に着手し、１２月の完了

を予定しています。さらに、解体工事１０棟４０

戸については、住み替え住宅等への転居が終了後、

発注を予定しています。

改遇事業では、平成２１、２２年度の２カ年で

全団地を対象とした住宅火災警報機の設置を実施

し、今年度分は１０月に着手、１２月に完了を予

定しています。

次に、公園の政備について申し上げます。

風連地区の天塩川さざなみ公園内の河川敷パー

クゴルフ場は、旭川開発建設部の協力により政備

を進めてきましたが、３６ホールが完成し、７月

５日には市内パークゴルフ愛好者１１０人の参加

により、オープン記念大会を開催しました。

今後も、市民の健康増進と交流の場として多く

の皆さんの利用を期待しています。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための配水管網政備工

事については、北１丁目通他２路線、延長３８５

メートルが完了し、現在、西１条仲通、延長１１

０メートルの政備を行っています。また、老朽管

更新工事は、北４丁目通、延長４２メートルが完

了し、現在は道道了了内風連線他１路線、延長

３７４メートルの政備を進めています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改修工事については、名寄下

水終末処理場の受変電設備更新と管理棟外部改修

を行っています。個別排水処理施設政備事業につ

いては、風連地区５基の合併浄化槽が供用を開始

し、今後、名寄地区で１基、風連地区で２基、計

３基の工事発注を予定しています。

次に、道路政備について申し上げます。

国土交通省関連での地域活力基盤創造交付金事

業については、６月の初旬に東４条通改良工事、

緑丘通道路改良工事などを、７月には１９線道路

加東橋新設工事の桁製作・下部工や、まちづくり

交付金による風連地区北栄２丁目線歩道改良工事

などを発注しており、天候不順による影響はある

ものの、順調に工事は進んでいます。

次に、防塵対策事業について申し上げます。

未舗装道路のアスファルト乳剤による防塵処理

補修工事については、名寄地区において５月中旬

から７月中旬にかけて８２路線、延長で約２ ０

キロメートル、風連地区では５路線、延長で約

５キロメートルを施工しました。

アスファルト再生合材による防塵処理工事につ

いては、名寄地区においてい外１路線、延長 ７

５０メートル、市街地３路線、延長８６１メート

ル、風連地区で市街地１路線延長約１４６メート

ル、い外地１路線４５４メートルを施工しました。

次に、地域公共交通について申し上げます。

住民ニーズに応えた利便性の高い公共交通シス

テムの構築を目的に、６月９日に市民、事業者、

市民団体や関係行政機関の代表など２５人で構成

する「名寄市地域公共交通活性化協議会」が発足

しました。

地域の公共交通を取り巻く環境は大変厳しい状

況で、公共交通システムのあり方などについての

御意見をいただきながら、今年度はデマンド型の

実証試験を行うなど、名寄市にふさわしい市内公

共交通の計画を策定してまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

農作物全体の生育状況については、７月の気候

は平年と比べ、平均気温が２度低く、降水量は２
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３０パーセント、日照時間では７４パーセントと、

非常に厳しい状況となりましたが、８月に入り高

温で晴れの日が続き回復傾向となっています。

水稲については、出穂揃いが８月８日と平年よ

り７日遅れていますが、少しずつ回復に向かって

います。しかし、不稔・低温障害についての不安

が万っています。

畑作物については、豆類で大豆・小豆とも若干

の遅れ、馬鈴しょで平年並、てん菜については順

調な生育となっています。

秋まき小麦については、長雨の影響で局所的に

倒伏及び黒かびの発生が見受けられ、平年より５

日遅れの８月４日に収穫作業が終了しています。

現在は規格内に調製されていますが、収量につい

ては１０アール当たり３００キログラム程度と収

量・品質とも平年を下回る状況となっています。

露地のアスパラガスは、５月１５日の降霜によ

り、ほぼ全面万に険害を受けましたが、その後の

出荷状況は順調に推移し、共選受入は５８３トン

で計画５４０トンに対し１０ ０パーセント、前

年対比で１２ ７パーセントとなり、良好な出荷

となりました。

次に、地場産品の良さを広め地産地消を普及し、

農業・農村の理解を深めることを目的に「第３１

回なよろ産業まつり」を８月３０日、なよろ健康

の森を会場に開催し、昨年は自粛した「赤福」の

販売も再開して「もち米作付面万・生産量日本

一」を市内外にＰＲいたしました。

御協力をいただきました実行委員はじめ関係者

の皆さんに感謝とお礼を申し上げます。

次に、「産地確立対策」に関連する平成２１年

度当初予算及び補正予算での新たな対策について

申し上げます。

平成２１年度当初予算「水田等有効活用促進交

付金」の概要は、自給率が低い大豆・麦や飼料作

物の作付拡大に助成するもので、平成２３年度ま

での対策となっています。名寄市におきましては、

面万面いで田の大豆面当３差 ０００差、畑の大

豆・飼料作物面当１差 ０００差、豆定面いで麦

面当２差 ６００差、大豆面当２差２００差、数

量加算で田の大豆６０キログラム当たり ０００

差となり、年間約 １００差差を見込んでいます。

次に、平成２１年度補正予算「需要即応型水田

農業確立推進事業」の概要は、米の生産調政実施

者への支援強化が目的で、地域一体となっての実

需者との連携、流通の合理化等への取り組みに助

成する単年度の対策となります。麦・大豆・野菜

等に面当 ０００差から１差 ０００差が交付さ 

れ、総額約３差 ０００差差が見込まれています。

同じく、補正予算による「自給力向上戦略作物

等緊急需要拡大対策事業」の概要は、畑も含めた

麦・大豆の対策で、生産者・実需者が連携した需

要拡大に向けた取り組みへの支援を目的としてい

ます。内容は、パン・中華めん用小麦品種の作付

取り組み、大豆の面収向上や作柄の安定化に資す

る技術への取り組み、大豆の複数年契約栽培への

取り組みに助成されるもので、平成２３年度まで

の対策となっています。

各対策が効果的に活用されるよう、農業関係団

体・生産者との連携により推進してまいります。

次に、農業農村政備事業について申し上げます。

道営農地集万加速化基盤政備事業「東豊地区、

瑞生地区及び共和地区」、及び道営地域水田農業

支援緊急政備事業「風連地区及び名寄地区」につ

いては、８月末までに発注し、農作物の収穫後に

暗渠排水・区画政理・用排水路の政備を行ってま

いります。

次に、林業の振興について申し上げます。

市内の燃料販売関係２団体から、二酸化炭素の

削減に向けて植林事業を行うため、市有地の提供

について要望書の提出がありました。

要望書の内容は、市内から発生する二酸化炭素

年間約 ０００トンの２パーセントに当たる年間

８０トンを削減するため、原野化している智恵文

北山の市有地３ ４ヘクタールに植林しようとす

るものです。
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要望に基づき市有地を提供することとし、８月

１７日上川支庁立ち会いのもと、森づくり協定及

び森林施行長期委託契約を名寄市・上川北部森林

組合・名寄プロパンガス協会・上川北部石油業協

同組合灯油部会の４者で取り交わしました。

次に、商工業関係について申し上げます。

景気が大きく減速する中、全ての業種における

経営環境は回復の兆候が見られず、依然として厳

しい水費にあると判断されています。

しかし、平成１９年度から取り組んでいる住宅

リフォーム促進助成事業については、今年度８月

末までの申請件数が２００件を超え、これまで３

年間の工事費総額は１０差差を超える状況となり、

厳しい環境の中、景気・雇用に一定の成果があっ

たものと考えています。

次に、プレミアム付「なよろ地域商品券」の利

用状況について御報告いたします。商工会議所か

らの報告によると、昨年の１２月に ５００組を

販売し、利用期限が本年５月末日分につきまして

は、回収率が９ ８パーセントとなり、参加店の

うち商品券が利用された差換店舗率は３ ８パー

セントとなりました。１月にも ０００組、３月

には ０００組を販売し、差換店舗率はそれぞれ

４ ３パーセント、４ ７パーセントとなり、大 

型店以外の利用も一定の広がりを見せています。

また、回収率における大型店の割合は７０パーセ

ント前後となり、地元での消費拡大に貢献はした

ものの、大型店での利用が多数を占める状況とな

りました。

次に、物産振興事業については、物産振興協会

に委託している畑自慢倶楽部において、特産品の

ＰＲを目的として、６月３日から３日間、友好交

流都市「東京都杉並区」の御協力により、区役所

前において４９０㎏のアスパラを販売を行いまし

た。また、販売期間中は「東京なよろ会」会員の

皆さんにもお手伝いをいただき、名寄市のＰＲに

一役買っていただきました。

次に、北海道とサッポロビール（株）が締結す

る包括連携協定に基づき同社が実施する「ふるさ

と北海道応援企画」により、７月２４日、札幌大

通りビアガーデンの会場において、来場者も参加

してのもちつきなどを行い、本市のＰＲを行いま

した。会場では道の駅で販売されている「もち米

コロッケ」もメニューに登場するなど、物産や観

光のＰＲが図られました。

次に、労働関係について申し上げます。

名寄地方の雇用環境については、国内、道内に

も増して依然厳しい情勢にあります。

このような中、緊急雇用創出推進事業の追加事

業として、環境保全景観向上事業、福祉サービス

提供平費化事業、景観改遇事業について、今定例

会に追加補正予算を提出いたしました。３事業で

は、総事業費 ０１７差差のうち新規雇用創出に

約６７２差差を見込んでいます。

次に、観光について申し上げます。

昨年、休止となりました「なよろアスパラまつ

り」は、６月７日に名よせ通りを会場に開催され

ました。生産者によるアスパラ販売のほか、地元

食材を使ったＢ級グルメ対決やもちまき、アスパ

ラソング披露など多彩なステージイベントで、多

くの市民の皆さんに楽しんでいただきました。

第３０回ふうれん白樺まつりは、６月２１日に

ふうれん望湖台自然公園で、前日には前夜祭とし

て「阿波踊りｉｎふうれん」が開催され、多くの

市民のほか、杉並区から山田区長ほか代表団、高

差寺阿波おどり一行の皆さんの参加もいただき、

交流を深めました。

夏のイベントの一つであります「てっしフェス

ティバル」は、８月２日に天塩川河川敷において

開催されました。肌寒い天候にもかかわらず、約

５００人の市民や観光５がライブコンサート・

花火大会を楽しみました。

また、ひまわり畑は、天候不順のため、生育の

遅れはありましたが、ＭＯＡ名寄農場・智恵文東

雲・道立サンピラーパークの会場を中心に、多く

の市民や観光５に楽しんでいただきました。サン
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ピラーパーク会場では、大阪在住のお二人の希望

により「ひまわり結婚差」が行われ、トラクター

による新婦入場に始まり、賛美歌が流れる中、名

寄からの新たな門出を大勢の市民が祝福しました。

第３１回風連ふるさとまつりは８月１３日、西

町公園、風連庁舎前を会場に開催されました。ま

た、１５基の勇壮な「風舞あんどん」が町内を練

り歩き、光の絵巻で観衆を魅了いたしました。

次に、市街地再開発関係について申し上げます。

風連地区の市街地再開発事業については、本年

度着工するＪＡ道北なよろ・地域交流センター・

賃貸住宅の本体工事に係る国からの補助金交付決

定通知を受け、名寄市として（株）ふうれんに対

する補助金の交付決定を通知しました。（株）ふ

うれんは、平成２２年３月初旬の完成に向け、事

業に取り組んでいます。

次に、名寄地区について申し上げます。

本年１０月に予定されている、都市再生政備計

画の国への提出費備については、８月４日付けで、

事業効果や合意差成の確認のためのアンケート調

査に着手しました。結果につきましては、９月中

旬を目標に政理する予定であり、現在、集計作業

を行っているところです。

ＪＲ名寄駅横の民間政備事業については、事業

計画が５月に行った三者協定に即した内容である

ことから、株差会社西條に土地の売却を行うとと

もに、本市が隣接地で展開を予定している事業と

の調政を取りながら、市民の利便性を高める協議

を進めています。

次に、社会教育について申し上げます。

第４回名寄市花壇コンクールについては、冷夏

から猛暑へと気温が変化する難しい環境の中で育

てられた６７点の応募があり、８月１０日・１１

日の２日間、慎重な審査が行われ各賞を決定いた

しました。

次に、市立図書館について申し上げます。

７月２日に「名寄市小中学校図書室・市立図書

館担当者会議」を開催しました。道立図書館市町

村支援課から講師を迎えて、各学校の図書利用促

進に向けた「学校図書室を変えよう！」をテーマ

に研修及び情報交換等を行い、学校と図書館との

連携をさらに深めていくことを確認しました。

また、夏の子ども事業として、本館では「夏の

夜のおたのしみ会」「ノートを作ってみよう！」

など、分館では「夏のおはなし会」を開催し、多

くの子どもたちの参加をいただき、読書普及推進

に努めました。

次に、プラネタリウム館、市立木原天文台につ

いて申し上げます。

プラネタリウム館では、７月１日から５日間、

幼児・児童を対象に「七夕無料投影会」を実施し

ました。３０２人の子どもたちが「七夕」にまつ

わるお話などを聞いて、星への関心を深めました。

市立木原天文台では、「七夕観望会」を日進地

区で開催し、１００人の参加者が生の音楽を聞き

ながら星空を満喫しました。

また、７月２２日に奄美大島方面で皆既日食が

あり、名寄市でも「部分日食観望会」を開催しま

したが、曇天により万念ながら部分日食を見るこ

とはできませんでした。

次に、学校教育について申し上げます。

教育施設の政備については、豊西小学校と智恵

文中学校の屋外運動場の改良工事を実施しました。

シックスクール対策については、南小学校と風

連下多寄小学校を除く全小中学校を対象にホルム

アルデヒド・揮発性有機化合物の検査を実施して

います。検査結果は９月に出る予定となっており、

今後も安全で安心な学習環境の政備に努めてまい

ります。

また、国際理解教育については、名寄地区、風

連地区それぞれに配置しておりました外国語指導

助手の任期終了に伴い、７月から新たに２人の外

国語指導助手を迎えました。新しい学習指導要領

に対応できるよう英語学習の一層の充実を図って

まいります。

特別支援教育については、７月に名寄市特別支
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援連携協議会を開催し、専門委員会による個別の

支援計画「すくらむ」の活用や普及、成人期まで

の一貫した支援体制の確立、専門家チームによる

巡回相談や発達検査の実施などについて協議を深

めました。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

８月２８日、２９日の２日間に亘り、本市を主

会場として地域福祉実践研究セミナーが「思いや

り・絆を築く、地域福祉実践とコミュニティーソ

ーシャルワーク」をテーマに開催されました。

このセミナーは、ＮＰＯ法人日本地域福祉研究

所が、福祉先進都市を会場に毎年実施しており、

１５回目となる今年は、名寄市社会福祉協議会と

社会福祉学科を持つ名寄市立大学の共催で行われ

ました。

セミナーには道内外から３００人近い福祉関係

者や市民の皆さんが参加し、一人ひとりの生活を

地域で支える豊かな地域福祉実践の展開方策につ

いて、鼎談とシンポジウムやワークショップなど

を行いました。

全国各地から集まった地域福祉実践者の皆さん

が親交を深め、また、名寄地域での実践活動の特

色を再認識することができ、大変有意義なセミナ

ーとなりました。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

第３７回名寄～下川間往復駅伝競走が６月７日

に行われ、フルコースに２８チーム、ハーフコー

スに１６チームが参加し、あいにくの小雨模様の

中、全道各地から集まった選手が力走を見せまし

た。

平成１６年８月に設置いたしました名寄駅横ス

ケートボード場については、当該地の土地利用計

画の決定に伴い、スケートボード敷地の返還が求

められたことから、周知看板の設置や新聞広報な

どを通して住民周知を図ったあと、７月１５日に

用途を廃止し、用具の撤去を行いました。

スポーツ振興事業として「子どもとアスリート

との交流」を本年度初めて計画し、ホクレン女子

陸上部との交流練習会を８月１３日に実施しまし

た。参加した児童・生徒２１名は、恵庭市の北海

道ハイテク・インドアスタジアムにおいて国内ト

ップ選手が走っているコースを体験したり、岩見

沢市の東山陸上競技場では、ホクレン女子陸上部

の森田監督の講話を聞き、練習見学や対抗リレー

を通して選手と交流するなど、貴重な体験をいた

しました。

次に青少年の健全育成について申し上げます。

２１回目を迎える野外体験学習事業「へっちゃ

ＬＡＮＤ２００９」については、７月２８日から

３泊４日の日程で道立トムテ文化の森キャンプ場

を中心に実施し、小学４年生から中学１年生まで

３９人が参加し、２日目のピヤシリ山の登山につ

いては、悪天候のため中止になりましたが、テン

トによる生活や飯ごう炊飯、小枝クラフトづくり、

キャンプファイヤーなど野外ならではの貴重な体

験ができました。

サブリーダーを務めていただいた名寄市立大学

生の皆さんや市内教員、学習協力者の皆さんのサ

ポートにより、事業を終了することができました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、７月２３日に名寄警察署

とともに北海道青少年健全育成条例に基づく立入

調査を実施しました。

コンビニエンスストアなど２５店舗での調査を

行い、その内３店舗で「成人向け図書類の陳列の

区分」を図るよう指導しました。

また、銃刀法改正による有害刃物類の取り扱い

について、改めて２店舗に理解と協力を求めまし

た。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

名寄市民会館の老朽化に伴い、新たな文化ホー

ルの建設に向けた検討を行うため、市役所内に横

断的な庁内検討プロジェクトチームを設置しまし

た。

事務局を含め２０名の委員により５月１３日か
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ら８月２１日まで４回の会議を行い、過去の検討

経過や現施設の利用状況、市民アンケートの結果

や意見などの報告、北海道文化と団アドバイザー

からの情報提供、グループワークによる建設位置

や規模、活用方法などについて意見の交換を行い

ました。

今後も、検討会議開催のほか、近隣施設の視察

などを行い、併せて、市民の意見をより面映すべ

く、市民懇話会を発足する予定としています。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月前半に開催しました昭和をテーマとする企

画展「昭和のおもちゃ」は、体験もできる展示で

８１２人の観覧をいただきました。

７月２５日から８月２３日までの第２０回特別

展「クワガタとカブトムシ」は、国内外の珍しい

標本など３００点余りの資料を展示しました。生

体展示コーナーのクワガタカブトムシは子供達に

も好もで多くの市民が訪れ、 ６１９人の市民に

観覧をいただきました。

国の文化と審議会にて、アイヌ文化に関わる名

勝に答申されていた九度山について、７月２３日

に文部科学省より名勝指定の告示がありました。

また、市の指定文化との理解を深めていただく

ために、現在、４つの指定文化と（風連獅子舞、

グイマツ、名寄教会堂、ミズナラ林）を対象とし

た写真を募集しています。集まった作品について

は、秋に写真展示会を開催する予定です。

続きまして、改めて報告とおわびを申し上げま

す。今般生活福祉部生活環境課所管の内淵一般廃

棄物最終処分場の維持管理業務において、規格の

合わない物品の購入、不必要な工具の購入、加工

した成果品の確認できない消耗品の購入など、物

品管理に適切を欠く不祥事が判明しました。

地方自治法第２４３条の２第３項の規定に基づ

き、名寄市監査委員に賠償責任の有無及び賠償額

の決定について監査していただき、不適切な処理

及び支出について賠償を求める決定をしました。

関係職員は、今年３月退職しておりますが、管理

監督する職員、副市長に対し、それぞれ処分を行

いました。

これまでも本市職員の倫理及び倫理の確立、服

務規律の確保について注意を喚起してきておりま

すが、市民の行政に対する信頼を損なう結果とな

り、まことに遺憾であります。今後再びこのよう

な事件を起こすことのないよう職員に自覚を求め、

訓示を行いました。私の監督責任については別途

議案で審議をいただくことにしておりますが、市

民の信頼回復に努め、職務に精励することをお誓

い申し上げ、議員各位並びに市民各位に深くおわ

びを申し上げる次第であります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ御報告といたします。

以上で行政報告を終〇議長（小野寺一知議員）

わります。

日程第５ 議案第１〇議長（小野寺一知議員）

号 なよろ市立天文台条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 なよろ市〇市長（島 多慶志君）

立天文台条例の制定について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、来年３月に完成予定のなよろ市立天文

台の設置に関し、必要な事項を定めるため本条例

を制定しようとするものであります。

本条例の主な内容について申し上げます。名称

はなよろ市立天文台とし、当該施設が行う事業に

ついては既存の市立木原天文台における天体観測

やプラネタリウム館事業を継続するほか、北北海

道に位置する名寄市の存在を広く情報発信できる

よう、天文科学に関する行事の開催や資料の展示

など特色ある事業を行ってまいります。また、入

館料や使用料につきましては、道内の類似施設及

び国内の関連施設の料金を参考にすると同時に、

各階層の負担区分や割合等を主眼に置き設定いた
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しました。

なお、現在運用しております名寄市天文台設置

条例及び名寄市プラネタリウム館設置条例は、本

条例制定に伴い廃止することといたします。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第６ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市手〇市長（島 多慶志君）

数料徴収条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、本条例で規定する各種証明手数料のう

ち、住民基本台帳に関する手数料など道内各市と

比較をして手数料額が低い項目について、現状に

即した適正な料金とするため本条例を改正しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により総務文教常任委員会に付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号については、総務文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。

日程第７ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市国〇市長（島 多慶志君）

民健康保険条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、国における少子化対策の一環として、

平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日

までの間、出産に係る負担軽減のため出産育児一

時金を現行３５差差から３９差差に増額するよう

健康保険法施行令が改正されたことに伴い、名寄

市国民健康保険条例においても所要の改正を行う

ものです。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）
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号 名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 名寄市農〇市長（島 多慶志君）

産物簡易加工処理施設条例の一部改正につきまし

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、本条例で定めております農産物加工処

理施設の名称につきまして、通称をもって充てる

ことに変更すること及び施設使用料の一部を見直

ししようとするものであります。

まず、名称につきましては、名寄市農産物簡易

加工処理施設をあぐりん館に、名寄市風連農畜産

物加工施設をグリーンハウスにそれぞれ変更しよ

うとするものです。

次に、施設利用料金につきましては、グリーン

ハウスにかかわる利用料金を別表のとおり差き上

げようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第４号につ

いては、本会議質疑を省略し、会議規則第３７条

の規定により経済常任委員会に付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号については、経済常任委員

会に付託することに決定いたしました。

日程第９ 議案第５〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市肉牛繁殖センター条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市肉〇市長（島 多慶志君）

牛繁殖センター条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

名寄市肉牛繁殖センターは、旧名寄市で昭和４

７年度に開設いたしましたが、その後の情勢の変

化により昭和５９年度をもって休止に至っており

ます。これに伴い、同センターの採草放牧地につ

いて市営牧野の拡張計画や酪農家の草地としての

活用を検討いたしましたが、立地条件が悪いこと

や草地が確保されていることなどから、遊休地と

なっております。旧名寄市では、この遊休地の活

用を図るべく平成１５年度に同センター管理規則

の一部を改正して植林計画地に充て、植林を実施

いたしましたが、本件は万りの採草放牧地につい

ても平成１５年度の措置と同様に植林地に充てる

べく、本条例の一部を改正するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 合併特例区規約の変更についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 合併特例〇市長（島 多慶志君）



－16－

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

区規約の変更について、提案理由を申し上げます。

本件は、合併特例区規約第５条の別表第１に規

定している合併特例区で処理する事務のうち、定

住対策事業、町民広場手差作成事業及び区域高校

振興対策事業の３事業について、本規約から除外

するために規約の一部を変更するものであります。

除外する理由といたしましては、まず定住対策

事業につきましては、合併時の経過措置として、

３年間に限って取得した住宅にかかわる豆定資産

税相当額と賃貸住宅入居者で月額自己負担額が３

差差を超えた場合、月額 ０００差を限度に補助

する事業ですが、今年度をもってその３年の期限

が終了するため除外するものです。

次に、町民広場手差作成事業は、旧風連町の１

００周年記念事業として、１０年間に限って小学

校に入学する新１年生の手差を作成しておりまし

たが、本年度においてこれまで作成した手差の本

格設置により事業が完了することとなりますので、

除外するものであります。

次に、区域高校振興対策事業につきましては、

風連高校を支援する事業でありますが、御承知の

ように風連高校は平成２２年３月をもって閉校い

たしますので、それによって除外するものであり

ます。

以上の３事業につきましては、特例区期間終了

前でありますが、特例区事業から除外するために

本契約の一部を変更するべく、市町村の合併の特

例に関する法律第５条の１４の規定により議会の

議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 北海道市〇市長（島 多慶志君）

町村職員退職手当組合規約の変更について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、名寄市も組織団体となっている北海道

市町村退職手当組合につきまして、組織団体の湧

別町と上湧別町が平成２１年１０月５日に合併し、

湧別町となること、またこの合併に伴い同じく組

織団体の両湧別町学校給食組合が解散、脱退する

こととなっており、同組合の規約が変更されるこ

とになりました。

つきましては、地方自治法第２８６条及び２９

０条に基づき議会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）



－17－

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 市道路線の廃止について、議案第９号 市

道路線の認定について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 市道路線〇市長（島 多慶志君）

の廃止及び議案第９号 市道路線の認定について、

一括して提案の理由を申し上げます。

まず、議案第８号 市道路線の廃止について申

し上げます。本件は、政理番号３０１０、路線名、

南西７条仲通及び政理番号３０１４、路線名、南

西８条通について、両路線の終点側に接続する道

路が政備され、市道として認定されることから、

路線の終点及び延長を変更するため一たん廃止し

ようとするものです。

次に、議案第９号 市道の認定について申し上

げます。議案第８号により廃止する政理番号３０

１０、路線名、南西７条仲通は路線の終点の変更

により１４ ２７メートルの延長となり、政理番

号３０１４、路線名、南西８条通は路線の終点の

変更により１４ ７５メートルの延長となること

から、認定し直そうとするものです。

また、政理番号３０６０、路線名、ピヤシリの

里１番通及び政理番号３０６１、路線名、ピヤシ

リの里２番通については、平成２０年１１月に都

市計画法第２９条に基づく開発行為により造成さ

れた団地内道路であり、都市計画法第４０条第２

項により帰属を受けた道路であるため新たに市道

認定をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第８〇議長（小野寺一知議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号外１件は原案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号外１件は原案のとおり可決

されました。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる遇時的経費と国の

補正予算成立に伴う関連経費を中心に補正しよう

とするものでありまして、歳入歳出それぞれに４

差 ０２８差 ０００差を追加して、予算総額を 

２１２差 ５５５差 ０００差にしようとするも 

のであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして地域介護・福祉空間政備等施

設政備交付金 ０７４差 ０００差の追加は、医 

療法人所有のグループホームが設置するスプリン
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クラーに対して、国の交付金を活用して助成しよ

うとするものであります。

７款商工費で住宅リフォーム促進助成事業補助

金 ０００差差の追加は、同事業の利用が大変好

もで、既に予算化している２００件、 ０００差

差では不足することから、さらに５０件分を追加

しようとするものであります。

なお、本事業の実施期間は、平成１９年度から

平成２１年度までの３年間であることから、１０

月末までに一定の取りまとめを行い、希望者全員

に助成する予定であります。

１２款公政費におきまして公政元金３差差の追

加は、大学校舎政備のと源対策として借りかえを

した満期一括政４差 ７９０差差のうち３差差を

と上償還しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更に伴う特定と源の増減のほか、収支不足をとと

金で調政いたしました。１款市税につきましては、

市民税均等割で納税義務者の増により１１６差

０００差を、市民税所得割で特別徴収の増加など

により １１０差差をそれぞれ追加し、たにこ税

では消費本数の減により ４１５差 ０００差を 

減額するものであります。

１６款道支出金におきまして緊急雇用創出推進

事業補助金 ０１７差 ０００差の追加は、景観 

改遇事業、環境保全景観向上事業及び福祉サービ

ス提供事業の３事業実施に伴う北海道の補助金で

あります。

１９款と入金におきまして減政基金と入金３差

差の追加は、と上償還する満期一括政の償還と源

として減政基金を取り崩してとり入れしようとす

るものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を佐々木総〇議長（小野寺一知議員）

務部長。

それでは、一般会〇総務部長（佐々木雅之君）

計の補正予算につきまして市長より申し上げた分

の重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず最初に、歳出から説明させていただきます。

議案第１０号の１２、１３ページをお開きくださ

い。議会費のい費１０差 ０００差及び企画振興

費、国際交流事業費のい費２５差 ０００差の追

加は、小野寺議長、中尾副市長ほか１名が９月１

２日に開催されますドーリンスク市創立１２５周

年記念差典に参列するい費を計上するものであり

ます。

２款総務費、１項７目と産管理費で市有林管理

事業費２００差差の追加は、国の平成２１年度補

正予算成立に伴う交付金をと源にトムテ文化の森

周辺の除間伐を実施しようとするものであります。

なお、平成２１年度国の補正予算に関連しまし

て今回の補正予算に今申し上げました市有林管理

事業のほか、民生費でリストラなどにより離職者

が住宅を喪失したような場合に住宅手当の一部を

支援する住宅手当緊急特別措置事業費に１１５差

差、同じく医療法人所有のグループホームが実施

するスプリンクラー設置に対する助成として地域

介護・福祉空間政備等施設政備交付金に ０７４

差 ０００差、同じく消費者相談員の資質向上な

どに取り組む消費者行政等事業費に８５差差、同

じく子育て支援手当を第１子まで拡大して支給す

る子育て応援特別手当交付事業費に ０８３差差、

衛生費で女性特有のがん検診の受診者を支援する

がん検診事業費に４２５差 ０００差、合計で６

本の事業を計上しております。

２款総務費、２項１目賦課徴収費で市税還付事

業費の償還金 ３００差差の追加は、景気低業な

どによる法人市民税の中間納付還付金であります。

１４ページ、１５ページをお開きください。３

款民生費、１項１目社会福祉総務費の旧中央保育

所耐震診断委託料１３０差差の追加は、旧中央保

育所を学童保育と子育て支援センターの機能をあ

わせ持った施設として利用が可能かどうかを判断

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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するため、耐震診断を実施しようとするものであ

ります。

２０、２１ページをお開きください。６款農林

業費、１項５目畜産業費で農業振興施設等政備事

業費補助金 ７５０差差の追加は、良質な業飼料

を生産するために設備投資を行う有限会社デリバ

リー・フィールドセンター名寄に対して北海道の

地域政策総合補助金を充当して助成しようとする

ものであります。

７款商工費、１項１目商工業振興費で中心市街

地近代化事業補助金９８１差差の追加は、市内中

心部で事業展開している有限会社ヒライの工場新

設及び焼き肉のトトリの改築工事に対して助成し

ようとするものであります。

次に、歳入について説明させていただきます。

８ページ、９ページにお戻りください。１８款寄

附金で社会福祉寄附金１差 ０００差及び教育費

寄附金１０差差の追加は、マインドツーリングク

ラブ様及び村上自動車工業様からの寄附で、それ

ぞれ名寄市交通安全運動推進委員会交付金及び図

書購入費に予算化をしております。

１０から１１ページをお開きください。２１款

諸収入で諸償金６９差 ０００差の追加は、先ほ

ど市長から説明のありました元職員の不祥事に対

しまして、地方自治法第２４３条の２の規定に基

づき名寄市に損害を与えた金額の請求に伴う諸償

金であります。この場をおかりしまして、担当す

る所管部長としましてもおわび申し上げたいと思

います。

なお、この件につきましては、８月２２日に本

人から銀行口座のほうに諸済されておりまして、

市のほうでは８月３１日収入での受け入れを確認

しております。

以上、補足説明とさせていただきますので、よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

数点質問させていただ〇４番（川村幸栄議員）

きます。

緊急雇用創出推進事業費ということで、今回補

正で出されているわけですが、どの程度の雇用が

ふえているのかをまずお知らせをいただきたいと

いうふうに思います。例えに１５ページの倒壊廃

屋処理のところであるとか、それから公園費のと

ころ、あと１５ページの地域包括支援センターの

ところでも緊急雇用創出ということで出されてい

るわけで、ここで何名ほどの雇用が確保されたの

かお知らせをいただきたいと思います。

それと、あと２１ページの住宅リフォーム助成

なのですが、ことし最終年度ということで追加の

補正がされているわけですが、来年度から市内業

者さん本当に仕事がなくなるのではないかという

ことで非常に不安を抱えていらっしゃるのですが、

来年度に向けてこういった景気回復に向けての計

画はあるのかどうか、この点についてお知らせを

いただきたいと思います。

あともう一点なのですが、２５ページになりま

すが、就職対策事業費ということで、学生さんの

就職を指導する専門の方をお願いしたというふう

におっしゃっていたのですが、嘱託職員報酬が５

６差差ということですけれども、年度末までいて

いただいて学生さんへの援助とか指導をしていた

だけるのかどうか、そのところをお聞きしたいと

思います

あと１点、大学費の中で、同じページのすぐ上

なのですが、特な申請負担金というふうに６差

０００差ついているのですが、内容についてお知

らせいただけれにというふうに思います。

以上です。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

緊急雇用創出推進事〇経済部長（茂木保均君）

業、今回３件について補正予算を組まさせていた

だいております。これに伴う雇用というのはどの

程度かということでございますが、雇用者の数に

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号



－20－

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号

ついては９名ということで、新たな雇用が８名と

いうことなのですが、延べ人数で申し上げますと

雇用者数で一つの環境保全、景観向上の関係で１

３５人、それから景観改遇事業の関係で４４０人、

福祉サービス提供平費化事業で１１９人、延べ人

数ではそういう差になります。実雇数で９人とい

うことで、新たな雇用は８人ということになって

ございます。

それから、リフォーム事業の関係で御質問いた

だきました。６月段階でも１００件の補正をさせ

ていただきまして、現在当初予算と、それから６

月の部分で２００件分の予算を立てたのですが、

その部分が今８月３１日現在の申し込み状況を見

ますと２２１件となっています。２１件がオーバ

ーしていると、こういう状況になっておりまして、

今回５０件を追加をさせていただいたということ

でございます。それで、先ほど市長の行政報告に

もございましたように、１０月末段階で今後どれ

だけリフォーム事業の御希望があるか、この辺の

関係について調査をいたしまして、最終的にはこ

の５０件をさらにオーバーするというような状況

があれに１２月に補正を組みたいなというふうに

考えております。来年以降のことにつきましては、

６月段階で申し上げたのですが、この事業につき

ましては今年度をもって終了させていただくと。

新たな事業については、今もちょっとお話しさせ

ていただきました町中の景観差成の事業だとか、

ああいう部分の事業、国なり道の事業の代替的な

事業を検討しながら、新たな事業を検討をしてい

きたいというふうに考えております。

三澤事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私から２点〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

お答えさせていただきます。

１点目は、就職対策事業費の関係の６５差差の

補正の関係でございます。これにつきましては、

当初新年度予算の中では４月１日から１年間分、

実は月額１６差 ６００差で予算を計上させてい

ただきましたが、これも御報告させていただいて

ございますが、学生の就職対策を強化すると、こ

ういうことで人選を進めておりましたが、札幌の

ほうから経験豊かな方を６月１日付で採用したと

いうことで、交渉の中では月額２５差差というこ

とになったものですから、その差額分をここで６

５差差ということで、共済費もあわせて補正をさ

せていただいているという中身でございます。

それと、もう一点、特な申請の負担金の関係で

ございますが、詳細はちょっと私のほうで把握し

ていませんが、実は学内で共同研究をしてござい

まして、その成果といいましょうか、新たな芋の

粉末と私記憶しているのですが、その分を特な申

請するという負担金でございまして、共同研究等

の部分については大学に帰属する部分があります

ので、予算の中で負担金を見ているということで

ございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

今新たな雇用が８名ということでした。せんだ

って景況判断も出されている中で、本当に全国的

にもそうなのですが、景気が不安定な中で働く場

がない。少しでも働いて収入につなげたい、そう

思っていらっしゃる方がたくさんいる中ですので、

こういった万極的な雇用の場を確保していただき

たいなというふうに思っているのです。それで、

住宅リフォームの問題もそうなのですが、建設業

者の皆さん方、来年はどうなるのかということで

不安もいっぱい抱いている中で、国のほう、公共

事業もというふうなお話でしたが、本当に万極的

な検討をしていただきたい、そのことを何度も何

度もお願いしているのですが、お願いしたいとい

うふうに思います。

大学の就職担当の方、３月、卒業されるまで学

生さんに指導していただけるというふうに受けと

めてよろしいのですよね。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

２１年度は〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

来年の３月までと。一応私のほうでは、２２年度
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もということで計画してございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に大学生の方たち〇４番（川村幸栄議員）

も公立を卒業したからといって、専門的な資格を

持ったからといって、なかなか就職が決まらない

という不安の声も聞いていますので、万極的な御

指導いただけれになというふうに思います。

あと、特なの件なのですけれども、以前に青色

発光ダイオードの問題もありましたので、大学と

個人といいますか、教授の方たち、研究されてい

る教授の皆さん方の話し合いといいますか、そこ

ら辺の基費をきちっとしながら、後で問題が起き

ないような、そんな手当ても必要かなというふう

に思っておりますので、例えに特ながとれたとい

うことになれに、名寄大学からこういうことがで

きたということであれに、私たち市民としても非

常にうれしいことですので、またそういうことに

力を注いでいただけれになというふうに思ってお

ります。

以上です。

高橋伸典議員。〇議長（小野寺一知議員）

まず、詐欺の部分の〇１５番（高橋伸典議員）

諸償金について若干お聞きさせていただきたいと

思います。

今回ごみ処理場の部分でいろんなものを買われ

て、それが使われなくなったという部分で、その

方に３年分の諸償をしていただくということで話

し合いがついたということになっております。そ

の中で、その方はそこに３年しかおられなかった

のか。法上、やっぱり１０年働いていて、そうい

う部分があれに返済していただかなけれにならな

い部分等があると思うのですけれども、その辺は

どうなのか。あと、書類を偽造されたということ

で、法的な部分も若干出てくるのではないかとい

う部分もありますし、物を買ってごみ処理場のと

ころで使うだとか、現実こういうものをつくって、

監査の方が見てそのものがなかったということは、

そこで使わないでひょっとしたら自分のところで

使ったのかという部分も予想されますし、よく大

阪市では水道職員が仕事中に自宅に戻って５時に

なったら帰ってくるだとか、ある職員は職務中に

組合活動をしているだとかというやみ専従問題に

も入ってくるのではないかなというふうに思うの

ですけれども、その辺はどうなのかというのを教

えていただきたいというように思います。

あと最後に、先ほど市長が改遇対策を言われま

したけれども、夕張市や何かはやはりあれだけと

政が大変なので、鉛筆１本買うにも上司までの判

こが必要だと。道、国の判こも必要だというふう

になっております。名寄市の対策として、今後ど

ういう対策をしていくのか教えていただきたいと

いうふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

勤務年数の関係に〇総務部長（佐々木雅之君）

つきましては、３年以上前から勤務しておりまし

た。なぜ３年さかのぼって調査したかにつきまし

ては、本人は生活福祉部長と事情聴取しまして、

２０年度のときに直営工事で最終処分場の一定の

成果を出して、民間に出すよりも安い工事費で直

営工事やりたいと。そういう差で３年ほどずっと

やってきまして、最終年次ということも含めて物

品の発注で、直営工事であるがゆえにみずからが

発注してみずからが機械操作をして作業したと。

そういう中で計画性のないずさんな発注がありま

して、結果的に返品もしないでその分に損害を与

えたと。そういう部分でしたので、この分につい

てはその関係と一部工具の関係につきまして品が

えをして買ったのもありましたので、１８年、１

９年に、２年にさかのぼったのは合併してから新

市になったのが１８年ですので、１８年から万っ

ている資料関係を全部調べさせてもらいましてや

りました。その中で、直営工事の中で本人が作業

で実際に使ったものは職員等に聞き取りをしまし

て、作業時期の問題、それから作業内容の関係で

相当多くのものが確認できました。今議員おっし

ゃるとおり、加工したものはガードレールである
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とか、さくであるとか、かなり難度の高いものも

含めて本人はやろうとしていましたけれども、万

念ながらそれらの資格を持ったり、相当高いレベ

ルの能力がなかったので、失敗も含めて材料を毀

損してしまったと。そういう部分でありましたの

で、今回は監査委員さんのほうとも相談させてい

ただきまして、通常であれに一生懸命やったのだ

けれども、できなかったものについてはやむを得

ないかという判断もあるのですけれども、一応３

年さかのぼりまして、でき上がらなかったものに

ついては損害賠償の責任をとってもらうと。部分

的には、本人が一生懸命やったことによりまして

でき上がった品物も数多くあります。ただ、万念

ながら品がえさせたということが１点あったこと

とでき上がらないで本人の説明できない部分もあ

りましたので、この辺については厳しく処分をさ

せていただきまして、監査委員さんのほうにもお

願いをしまして、損害賠償の有無と損害賠償額の

確定について御協議させていただきまして、処理

をさせてもらいました。

なお、今後の起こらない対策の関係につきまし

ては、と務会計システムでペーパーの決済ではな

くて、課長レベルで電子決済で行われているので、

従前よりも書類が来ない関係で見づらくなってい

るという実態につきましては、８月３１日付で市

長のほうから職員全員にわたって規律の保持と再

発防止の関係についての訓示いただきましたので、

具体的にはペーパーレスになってと務会計で動い

ていることについての、いわゆるブラックボック

スといいますか、わかりづらい部分については早

急にチェック体制をいま一度再確認させるなり、

新たな対策についても講じていきたいと思ってい

ます。なお、直営事業をやったために一生懸命な

部分が空回りしたというふうにも判断しておりま

して、できるだけ現場発注につきましては民間事

業者のほうに工事を発注するということに心がけ

ておりまして、直営工事の関係につきましては今

回の問題も含めまして結果的に無駄な支出になら

ないのかというのもありますので、基本的には民

間業者への発注を前提にして、やむなく直営にす

る場合についてはきちっと現場の作業の分と管理

部門とでしっかり相互チェックをするような差で

の内容を詰めてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ガードレールだとか〇１５番（高橋伸典議員）

というものは、本当に素人がつくれるような部分

ではないと思います。工事も今建設業者、土木業

者のほうも仕事が減っているという状況ですので、

ぜひそういう部分は専門家の方々に発注していた

だくというのが筋かなというふうに思いますので、

その辺と、あともう一つがやはり今回市民の税金

が少しなりとも使われたということで、そのチェ

ック体制と今後の再発防止に全力で努めていただ

くことをお願い申し上げ、私の質問を終わらせて

いただきます。

谷内司議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の高橋議員の質問〇２１番（谷内 司議員）

と関連すると思うのですが、事故の内容について

は説明を受けてわかりますけれども、その中で３

年間の中でこのようなことが起きたということは、

その職員が勝手にスーパーから物を買ってきて金

を面うという状態はならないと思うのです。行政

のお金で、皆さんから集まった税金などで使われ

ているお金の中で、当然それを支面いされるまで

の間には係長なり課長なり部長なりのチェックが

あって、それを認められてお金が支面われると思

うのです。それができなかったからこのようなこ

とできたと思うのですが、その中で私は申し上げ

たのですが、先ほど市長の行政報告の中でありま

して、その辺について市長を減給するという差で、

これ１８号ですか、に特別職のありますけれども、

私自身職員も携わっているのだから、当然賞罰委

員会があって、賞罰委員会の中でこの問題につい

ても協議されたと思います。そこで、市長だけが

減額するのでなくて、それに携わった課長なり部
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長なりも当然減額の処置をしなけれにならぬと思

うのですが、その辺についてどのような賞罰委員

会の決定になったかをお知らせを願いたいと思い

ます。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

このたびの不適正な事〇副市長（中尾裕二君）

務処理によります不祥事につきましては、議会を

初め市民の皆さんの行政に対する信頼を損ね、御

業惑、御心配をおかけしましたことを改めて心か

ら深くおわび申し上げます。

今後は、物品の買い入れ、検収あるいは作業完

了の報告など一連の手続につきまして、現場だけ

で完結することなく、事業課全体でクロスチェッ

クができる体制にぜひ努めてまいりたいと考えて

おります。あわせて、現場のみならず、全庁的に

絶えず複数のチェックができる体制をとってまい

ります。近年業務の中で電算化が進みまして、会

計処理も含めてパソコンなどでの対応のウエート

が非常に高くなってきております。機械に頼るこ

となく、メンタルヘルスの側面も当然含めまして、

人的なつながりの確認をしながら、組織としてし

っかり仕事を進めていくことが必要と考えており

まして、これまでもこの点につきましては意を面

って進めてまいったつもりでありましたけれども、

不十分であったと面省をしております。８月３１

日に市長のほうから訓示が出されまして、職員の

倫理の確立と服務規律の確保に一層適正に対応し

てまいりたいと考えております。

なお、議員から御指摘のありました市長以下の

処分につきましては、私自身は懲戒処分としての

戒告、既に本人は退職しておりますが、３年にわ

たる携わった上司については訓告処分を賞罰委員

会の中で協議をして決定をして、既に処分を終え

たところであります。

なお、総務部長のほうからも説明をさせていた

だきましたけれども、今回の事例につきましては

３年間監督責任のある者が承知ができなかったと

いう大きな問題がありまして、これについてぜひ

今後しっかりと現場も含めて目配りをして監督で

きる体制をとりたいと考えておりますし、もう一

つでは公費の支出ということで厳しい御意見いた

だきました。今回は、私どもの調査あるいは監査

委員の調査の中でも犯罪性はないと。犯意はなか

ったということで、従来長年現場としましては溶

接の技術、あるいはもろもろの技術を持った職員

がと政的に負担をかけない、市の経費を節減する

という意味合いから、原料を仕入れて直営工事を

していた。この者につきましても代々先輩のこと

を見ておりましたので、それに倣ってみずからす

るということで取り組んだのですけれども、いか

んせんこれまでの先輩と違って技術的になかなか

持ち合わせがなかったということも含めて、中途

でし切れなかった部分も含めて不適切な対応があ

ったということでございまして、ぜひこの点につ

きましては御理解をいただけれにと思います。ま

ことに申しわけございませんでした。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にあってはなら〇２１番（谷内 司議員）

ないことなのですけれども、３年間もそのような

ことがあったということ、私自身言葉は悪いかも

しれませんけれども、そこで言いたいのは、お金

を支面われたのですよね、３年間も。ということ

は、担当者は係長以下当然判を押して、それを認

められたのだなと思うのです。私にしたら、みん

なめくら判を押したのではないですか。めくら判

を押したから、出納から当然その金を支面いされ

たと思うのです。だって、判もない、認め印もな

いものに対してお金は支面われないのですから、

現に支面われたということはそういうことなので

すよね。それに対して市長だけが減給があって、

ほかの人は減給はない。勧告、訓告。いつもそう

なのですけれども、前にも申し上げたことあるの

ですけれども、交通事故を起こして、１００％の

事故を起こしたら懲罰あるのですけれども、ただ

厳重注意だとか、勧告、訓告なんていう懲罰あっ

たって、本人にしたら、言葉悪いのですけれども、
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何の痛みもないのです。ですから、いつも言うよ

うに、前に交通事故あったときには自分の実費で

自動車学校行きなさいなんて私申し上げたことあ

りますように、やはり一番こたえるのは減給だと

か、そういうのが一番身にしみてわかるのです。

注意ぐらい受けたってすぐ忘れてしまっているの

です。ですから、そんなことによってこの問題に

ついては私自身考えるのに、市長だけに罪という

のですか、背負ったというか、なるのですけれど

も、やはり職員に対してもこれからそういうこと

でなくてもう少し厳しい中でしていかなけれにな

らないだろうと思います。これはどうですか。そ

れを伺って終わりたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

本人に対する責任のと〇副市長（中尾裕二君）

り方が若干甘いのではないかということも含めて

御指摘をいただきました。先ほども説明をさせて

いただきましたけれども、決してこの不適正な不

祥事につきましては故意、犯意があってというこ

とではなくて、あくまでもと政的な負担も含めて

対応したいという本人の意図が結果としてきちっ

とした原料の使用に結びつかなかったということ

でございまして、本人については先ほど総務部長

のほうからもお話しさせていただきましたけれど

も、本来は疑わしきは本人の利益にというのがこ

の種の処分なのだというふうに思っておりますけ

れども、本人が証明できないものについてはすべ

て本人が責任をとるということで協議をさせてい

ただいて、了解のもとに今回の処分額ということ

で決定させていただいたということで、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。

竹中憲之議員。〇議長（小野寺一知議員）

１点だけちょっとお聞〇３番（竹中憲之議員）

きをしたいというふうに思います。

先ほど川村議員のほうからもお話がありました

７款の住宅リフォームのことでありますが、近年

新築も少なくて、あるいは新築があっても大手が

ということで市内の業者も厳しい状況の中で、３

年目に入った住宅リフォームを活用しての商売を

それぞれ成り立たせるという状況にあって、零細

の業者については非常に助かっているという話も

多く聞いているところでありまして、中身的には

２件、３件かけ持ちでやっている方もいるようで

あります。私も市民でありますから、使わせてい

ただいて、今工事をやっている最中でありますが、

ちょっと気になったことが一、二点実はあるので

す。というのは、これは一般質問の中でやれによ

かったのかもしれませんが、過年度で、実は１０

０差差に満たないのに見万もりを１００差差超え

てやっていたというような話もちらちら聞いてい

ました。そのことは、ある業者に最近聞いたら、

それも厳しくなってできなくなったようですよと

いう話もされていましたけれども、その監督業務

含めてどこがどのようにやっているのか、まずお

聞かせを願いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話あったような〇経済部長（茂木保均君）

ことについては、基本的にはないというふうに考

えてございますが、産業振興課が受け付けをして、

この事業のチェック体制については建設部の建築

とタイアップして検査等をやっているということ

でございますので、基本的にはそういう悪意とい

いますか、そういったことがなけれにそういった

ことはあり得ないというふうに考えております。

チェック体制については、産業振興課あるいは建

築課とタイアップしてやっているということでご

ざいます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

あり得ないということ〇３番（竹中憲之議員）

であれにそれはそれでいいのですが、もう一つち

ょっと気になったことが実はございます。それは、

名寄の登録業者が受けて、丸投げで他町村の業者

を入れるということをやっているという業者も聞

いています。ほかの町村でこの種のリフォームの

事業をやっているところでは、一切それをさせな

いというのが基本的になっているようでありまし
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て、どこの業者がどこの他町村の業者を使ってい

るかまではちょっとここでは言えませんが、そう

いう状況になっていることについて、なぜ先ほど

監督業務の話をしたかというと、そういうことも

あると。名寄の業者がそれを得て生計を立てると

いうことが本来の今回の住宅リフォーム、あるい

はそれぞれの市民の皆さんの住宅を新しく住みや

すい家にするということを目的にやったわけであ

りますから、そういったことがあるとしたら非常

に問題でありますから、その辺の扱いについてど

のような感覚を持たれているかお聞かせを願いた

いというふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

住宅リフォーム助成〇経済部長（茂木保均君）

事業につきましては、この事業をやるに当たって

それぞれ一つの要件というものを明確にして事業

の申請をしていただいております。市内の業者が

実質的に事業を施工しないで他市町村の業者に丸

投げしているというような事例があるのではない

かという、こういうお話でございますけれども、

その部分については現状の中では把握はしていな

いわけで、基本的にはそういうようなことはない

というようなことで考えておりますけれども、い

ま一度その辺の部分については調査をしながら対

応してまいりたいというふうに考えております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

中身的にはそのような〇３番（竹中憲之議員）

ことのないようにといっても、現実業者から聞い

ているわけでありますから、私はあるというふう

に思っておりまして、工事中に、工事の最中に飛

び込みで入ると。監督をするというか、そういう

ことをしないと、始まりと終わりで見てもその業

者がどこがやっているかというのはわからないの

ではないかというふうに私は思っています。その

業者がどういう方を何人使っているかというか、

設備だとか、おふろをやれに設備からガスから灯

油からという、全部業者が入るわけですけれども、

それは必ずわかるはずなのです。ですから、工事

の途中でそのことをやれに、現場へ入れに絶対そ

れは見つかるというふうに私は思っていますから、

そういう意味で監督業務、先ほどどこが主管でや

っているのですかと聞いたのです。裏返しをすれ

にやっていないということになるわけです。ただ、

書類だけでやってでき上がりを見ると。それで、

終わらすと。ですから、ほかの業者入ってきても

わからないということなのです。それは、名寄の

業者に何ら、業者がどういう思いで丸投げで他町

村に落としているのかわかりませんけれども、そ

れははねているから、自分が手出さなくてももう

かるということなのです。そういうことをきちっ

と行政のほうでしない限り、これは何ぼやっても、

いい事業ではありますけれども、裏を返せに悪い

事業になるということにもなりかねないわけで、

そういった意味ではきちっとこの中身について監

督もしてもらうということで求めておきたいとい

うふうに思います。

田中好望議員。〇議長（小野寺一知議員）

１点だけお聞きをし〇１７番（田中好望議員）

たいのですけれども、どこか農林業費の中の振興

センターの嘱託職員の報酬の１６８差 ０００差

ですか、この減額補正ということなのですけれど

も、中身だけちょっとお知らせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

振興センターの今回〇経済部長（茂木保均君）

の減額補正でございますけれども、嘱託職員報酬

の減、それから共済費の減、この理由といいます

か、でございますが、前所長が昨年の３月いっぱ

いでやめるという差になりまして、４月以降のこ

この所長について年明けてからいろいろと農協と

一緒に模索をしておりました。そういう中で２月

時点ぐらいで新しい所長の候補が決まりまして、

前普及センターの方なのですが、４月以降来てい

ただけるということになりました。当初の予算の

段階では、市の嘱託という差で予算計上しており

ましたので、今回９月議会の中で、その新しい所

長については農協が雇用して振興センターのほう
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に出向というような差でございまして、今回の市

の嘱託職員あるいは共済費という部分については

減額をして、市と農協の負担金といいますか、そ

この中で調政させていただくということでの減額

でございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

嘱託職員の中身はわ〇１７番（田中好望議員）

かりましたけれども、直接は関係はないのですけ

れども、今の普及センターの執行の中で普及員の

資格を持っている正職員、たしか２名だったと思

うのですけれども、その方がいるのですけれども、

風連地区の農業者に聞きますと、あの２人がいわ

ゆるトラクターに乗っているとか、実際農業の中

で作物等に病気がついた、こういったことはどう

いうふうにしたらいいかと聞けないのだというこ

とで、私は一種の農作業、そういったことについ

てはもっと人員をふやしてやるべきと思うわけで

す。それには、もう一点、いわゆる名寄普及セン

ター、今支所になりましたですね。人員もたしか

減ったはずです。そういった中でこれ決して悪口

ではありませんけれども、過去にはやはり普及セ

ンターからいろいろな情報が入ったのですけれど

も、本当に最近ここ２年ほどは全然入っていなく

て、いわゆる普及センター、振興センターの職員、

普及員の資格を持っている人が頼りだという声も

聞こえるわけです。それで、これは全く関連はな

いのでしょうけれども、来年度からに向けてのそ

ういったことも考えていただきたいなと。

それと、もう一点、土壌分析、これもＪＡ道北

なよろのほうから出向した差で１人職員が行って

いるわけですけれども、ことしの５月ごろにこれ

から作物をやる。土壌分析をしてくださいと。一

月半後にその結果が出たといったことで、そのこ

とにつきましてもっと人員といいますか、そうい

うものを確保できないかと。このこと今の中で答

諸いただける中で結構でございますので、その答

諸を聞いて、私の質問を終わらせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

振興センターのあり〇経済部長（茂木保均君）

方と申しましょうか、その辺については我々もず

っと模索をしております。なかなか行と政改革も

含めて職員をふやすという状況にない中で、あの

センターについては農協と市とタイアップして運

営をしているわけでございまして、農協も合併し

て４年、行政も３年、それぞれ経過をして、やは

りいかに効率よく振興センターの運営を図るかと

いうことで協議をさせていただいております。そ

ういう中でどういう差がいいのかということで、

いわゆる普及センターと振興センターの役割分担、

こういったものも当然あるわけで、従来からいろ

いろお話ししている中の１つは、振興センターの

職員ももっと農家回りといいますか、そういった

ことをやはりやるべきだという、こういった意見

も非常に多く聞かれておりまして、そのためにあ

そこで従来からやっているアスパラの大苗事業だ

とか、ああいった部分の仕事を少しずつ緩和をし

て、それを農家に委託して、農家回りをできる状

況だとか、そういったものを徐々につくってはい

るわけです。そして、あそこでごらんになったと

思うのですが、かなりのいろんな試験展示圃を抱

えております。この部分もかなりの負担になると

いう部分もありますので、その辺も十分振興セン

ター内部の中でも検討いただいて、それぞれ農協

なり市の農政とも話し合いを持ちながら、もう少

し農家回り、あるいは農協のいろんな生産部会が

ありますから、この辺との営農指導といいますか、

そういったものをやはり強めていかなけれになら

ないなというふうに考えております。

それから、これも同じ行革の関係含めて、普及

センターも人員がやはり従来から見るとかなり削

減されているという状況があります。そういった

部分で普及センターと振興センター、この辺もき

ちっとタイアップする部分はタイアップしながら、

せっかくそれぞれ名寄には振興センターも普及セ

ンターもあるわけですから、有効に活用して地域

の農業振興に生かせるような、そんなことを特に
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市と農協、きちっと協議をしながら進めてまいり

たいと考えております。

ほかに質問を予定さ〇議長（小野寺一知議員）

れている方何人いらっしゃいますか。１人だけ。

熊谷義正議員、できるだけ簡潔にお願いいたし

ます。

議長の指示に従って、〇１９番（熊谷吉正議員）

そのようにしたいと思いますが、補正全般につい

てまず１点お聞きをしておきたいのですけれども、

今回４差 ０００差差ほど補正をして、トータル

約２１３差差の新年度予算になっているのですが、

２０年度も２１年度もそうですが、矢継ぎ早に給

付金問題やら遇時交付金制度などで追加がされて

おり、遇時会も４回ほどやってきたのですが、恐

らくやとりあえず金をつけるから、早くいろんな

事業を提案しなさいということで、担当現場でも

いつまでに上げなさいとかというようなことで現

制度の中で大変御苦労があったのではないかと思

っています。それで、自治体として基本的な考え

方として、いわゆる景気対策だとか社会保障だと

か、さまざまな部分で多岐にわたって随分２０年

度も２１年度も補正では今までやれなかったもの

をやってきたという結果は確かに万っていますけ

れども、そういう方差がいいのかどうかというこ

とについては、ここにきてもうこの中旬には政権

がかわるのですけれども、やっぱり首長として、

あるいは自治体として基本的な考え方をと源の回

し方について常に費備をしておかなけれにならな

いのではないかというふうに思っています。交付

税の削減だとか社会保障費の毎年の削減だとかと

いうようなことで弊害が一気に来て、金がついた

から結果としてオーライという話ではなくて、シ

ステム、制度、分権化における自治体の構えを常

にはっきり国に、何かしら期成会をつくって陳情

にかりということでは、大型的な大きな事業を要

望するということではなくて、市民の生活に密着

したようなものを常にちゃんと市長として持って

おくことが重要だというふうに考えておりまして、

一連の補正のあり方について自治体を責めるとい

うことではないですけれども、構えとしてやっぱ

り国に対してどういう基本的な姿勢を持つべきな

のかということについて、まず１点お尋ねをして

おきたいと思います。

それから、個別の問題では、１つには１５ペー

ジ、社会福祉事業費で、民生費、３款で社会福祉

一般行政経費で ０００差差ちょっと。中身は、

子育て支援等に絡む中央保育所の耐震調査という

ことなのですが、これは要するに耐震調査をした

結果、どうしたいのかと。もう使用にたえないと

いうことであれに、ニーズとしてある子育て支援、

コロポックルの関係の狭隘だとか老朽化の問題に

ついてどのように対応するかというところまでや

っぱりお話をいただかないと、だめなら改めて金

をつけて次年度以降に生かしていこうとするのか、

そういう基本的な考え方。金がついたから耐震調

査をするということではいけないのではないかと

思いますので、考え方をお尋ねをしておきたいと

思います。

それから、たくさん申し上げませんけれども、

次に１７ページの３款民生費の児童母子給付費、

子育て応援特別手当、２１年度版ということにあ

えて事業なっているのですけれども、これについ

て子育て支援にはいろんな支援のメニュー対応が

あるのでないかと。要するに市民のニーズがどこ

にあるかという。金をくれれにいいということな

のか、いわゆるシステム、制度としていろんなこ

とを構築していかなけれにならぬということなの

か。一番それを知っているのは国ではなくて、ま

さに現場の自治体であるような気がするのです。

今回の交付金事業等々の関連なんかで、いわゆる

名寄市としてこれは極めてマッチングもかねてか

らやりたかったということだったのか、同じ社会

福祉、子育て支援ならこういうことのほうを優先

したいと、これは後でも我慢できるのではないか

というようなことの、いろいろ長期計画なんか持

っていますけれども、今回で当てはまるとどのよ
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うに受けとめて実施しようとしているのかという

ことについて、特にやっぱり国に対して何を物を

言っていくのかと。まさに対等だということの原

点に立ち返る必要があるような気がいたしまして、

これは後年度どうしていくのかということ、当然

現制度で考えたことですから、どのような対応を

自治体として望んでいくのかお聞かせをいただき

たいと思います。

それから、３つ目は、２１ページの商工費、７

款、先ほどから川村議員、竹中議員から触れられ

ていますけれども、とりあえず手いっぱい希望を

聞いて今年度中に、３年度で終わりたいというこ

とは受けとめ切れるのですが、その後ポスト住宅

リフォームをということでは新たに景観だとか老

朽化住宅の支援だとかということも若干ニュアン

スであって、新規に立ち上げるかどうかの検討は

していくということだったのですが、この辺につ

いても今やれないけれども、後にやっていきたい

と。今とりあえず手持ち金ないので、来年か再来

年か、４年後とか５年後とかというようなことの

方も結構私は話聞くのです。ですから、とりあえ

ず当年度１０月でしっかりニーズ把握をしてやり

切るということについては賛成なのですが、全く

違うものに置きかえた差で構想されているという

ことも検討は必要なのですが、まだニーズは高い

という感じはしております。今回の選挙の中でも

各党の中で、いわゆるリフォーム関係の事業とい

うのは全国的にやっぱり大きいと、各自治体。そ

ういうことで若干活２にしているところもあるの

ですけれども、いわゆる国のメニューにこれをち

ゃんと、大型公共工事なんかについては新聞紙上

躍るような差で随分話題になりますけれども、ま

さに地元業者に貢献をし、市民にも大きく貢献を

するということでは非常にニーズ、事業の優先度

としてこれからも高く万っていくのでないかとい

うふうに私は思っているものですから、３年打ち

切りのものはそれはそれでいいでしょうけれども、

新たに次年度以降の見解もしっかり万して、ニー

ズを再把握を、今ニーズを把握するというのはと

りあえず今年度中にやりたいというところを把握

するのでしょうが、次年度以降の生活設計の中で

どのようなニーズをというところも含めて設問の

中でしっかり入れていただいて、後年度以降に判

断材料としても万しておくべきでないかというふ

うに思っていますし、単費でやるのはこれからも

限界があるのでしょうから、逆に言えに道や国を

通しながらでもこういったような余地を、新たな

メニューを創設をしてもらうということも必要だ

というふうに考えていますので、お聞きをしたい

と思います。

最後に、職員の不祥事問題、同じようなことは

聞きませんけれども、やっぱりどんな企業でも自

治体もそうですけれども、体質として失敗したこ

と、誤ったことは本当は隠したい。私ども人間も、

人間トータルがそうなのでしょうけれども、間違

いを起こさないということはあり得ないから、間

違ったときに、誤ったときにどうするかという処

理の判断というのは、いわゆる上司のいろんな、

常に目配り、気配り、あるいは職員間同士の牽制

のし合い、システムとして体質をどう改遇をして

いくかということの課題はこれからもつきまとう

のではないかと思うのです。過去にもいろいろ不

祥事はあって、内部でも処理されたことはあった

ようには聞きますけれども、しかし法律もある程

度国のいろんな不祥事の問題で、内部告発制度の

問題なんかについてもありますけれども、まさに

緒についたにかりという、実態としては。やっぱ

り牽制をする職員、お互いにこれはわかっていた

のだけれども、言いづらいからと。上司に言った

ら、あなた、何いい格好するのよというような話

もやっぱり組織の体質としてあるような気がする

のです。それをどう本当にお互いにいい意味で、

内部告発という、一人でぱっと手挙げれにいいと

いうものではないのですけれども、そういう制度、

システムとして、お互いにそれが当たり前なのだ

ということについてやっぱり担保して、市民に対
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する新たな出発をするということは一番重要なこ

とだというふうに考えていますから、古くて新し

い課題ではあるのですけれども、改めて御見解を

お聞きしたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か御質問いただき〇副市長（中尾裕二君）

ました。初めに、国の２０年度の２次補正あるい

は２１年度の補正にかかわっての遇時交付金の部

分でございますけれども、御指摘のとおり大変短

い期間での対応ということで、現場も含めて相当

目まぐるしい作業を強いられたという実感を持っ

ております。ただ、この点につきましてはカンフ

ル剤としての今々の対応という、急ぐ対応という

ことでございますので、ある面やむを得ないのか

なという思いもありますし、従来ずっと懸案事項

として持ち続けておりました、とりわけ公共施設

の改修部分については２度にわたる補正でかなり

の部分対応させていただいたということで、結果

として懸案事項が大分解消できたのかなと。ただ、

後年度負担が伴いますので、全体的に考えるとや

はり厳しい状況がまだ続くというふうに認識をし

ております。

それから、自治体として、名寄市として常々備

えておくべきでないのか。御指摘のとおりだと思

います。これに対応できるのがやはりと政調政基

金なり公共施設政備基金をしっかりと確保してと

いうことでございますが、万念ながらと政状況は

そこまで至っておりませんので、この点につきま

してはまた議会の皆さんとも相談をさせていただ

きながら、いかにこの辺を確保して毎年度安定を

した事業展開ができるかということについてまた

改めて相談をさせていただきたいと思います。

それから、子育て支援の関係で、中央保育所の

跡利用につきましては、議会からも何度か御指摘

をいただきまして、どういう利用をするのかと。

今利用の想定をしているのは、先ほどの補正予算

で説明をさせていただいたとおりですけれども、

どの程度の耐震といいますか、施設の力がまだ万

っているのか、この点につきましてはぜひ調査を

させていただいて、今後使う道は今相談をさせて

いただいておりまして詰めてまいりますけれども、

どの程度の資本を投入するとそれに使えるのかと

いうことも含めて、この総枠の資金の関係も出て

まいりますので、場合によっては相当老朽化が進

んでいて、建て直しに近い差で対応しないと無理

ということであれに更地にして処分をするという

選択肢も含めて、ぜひ今回調査をさせていただき

たいと。こういうことでの補正でございます。

それから、国に費じた子育て支援の交付金とい

うことで御質問ございました。これにつきまして

も今回の経済対策としての国の事業でございます

ので、当然議員の御指摘のとおりそれぞれの地域

にふさわしい事業というのは内容も含めてあるわ

けですから、しっかりとその点につきましては国

に物申すということは必要でありますが、今回に

つきましては時間の限られた中での対応というこ

とでありますので、ぜひ御理解をいただきたいと

思います。

住宅リフォームにつきましては、景気が低業す

る中での地域の、とりわけ建設業の方に事業の創

出をしたいということとあわせて、かつての住宅

建設、建築ブームでこの地域も政備が進みました

けれども、ちょうどその方々の改築の時期に来て

いるということも含めて、１９年から２１年の間

に５０戸ずつの支援を ０００差差ずつというこ

とで組ませていただきましたけれども、ここの部

分につきましては珍しく議会からもも価をいただ

きまして、３年の計画事業が１０年分３年間で実

施をさせていただいたということでありまして、

改めて議会の皆さんにもお礼を申し上げたいと思

います。

なお、３カ年で相当部分のまとまった改修がで

きたのかなと。今回で最終年度ということで皆さ

んにお知らせをしておりますので、今後もまた出

てくる可能性も含めて全体的な対応をさせていた

だきたいと思っております。
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なお、次年度以降につきましては、改めてまた

市民の皆さんのニーズを伺いながら、新たな事業

の展開も含めてぜひ検討させていただきたいと思

いますし、議員から御指摘のありました部分につ

きましても次年度以降の事業展開に向けてしっか

りと把握をしていきたいなと、そのように考えて

おります。

それから、不祥事にかかわりまして、決して隠

すという意図は全く持っておりませんで、私ども

で正確に把握をしたのが本年の５月８日でありま

す。それ以降担当部長あるいは私も入らせていた

だいて、本人からも何度か事情を伺いまして、な

おかつ監査のほうでも本人の事情聴取と現場の物

品の使用の確認もあわせてしていただきまして、

対応させていただきました。問題は、やはり再発

防止にあると、このように押さえておりまして、

とりわけ職員間の人と人とのつながりがやはり少

し薄れているのかなと。この点も含めましてしっ

かりと職員間のつながりの深さを確立するという

ことも含めて、今後組織づくり、改めてしっかり

とやっていきたいと考えておりますので、ぜひ御

理解をいただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

今最後の職員管理の〇１９番（熊谷吉正議員）

あり方や不祥事の再発防止の見解なのですが、率

直にこれはここにいる私どももそうですが、やっ

ぱり過ち、間違いへの対応についてしっかり認識

をしなけれにならぬ。他人事ではないような気が

しますから、原因をつくったのは担当の職員、該

当の職員ではあるけれども、それはそのほかの職

場、隣の職場、全体にもそういうことがあるとす

れに再発防止はそう容易ではないのではないかと

いうふうに考えておりまして、仲間を支え合う、

かにい合うということがどっちかというと隠すと

いうことに昔の場合、日本人の体質としてあるよ

うな気がいたしまして、それを本当に支え合う、

かにい合うという言葉がしっかり間違ったとき、

失敗したときにお互いに言い合う、ちゃんと上司

に報告をすると、そういう関係がまさに根づいて

こそ再発防止につながるのではないかと考えてお

りますから、改めてやっぱり総点検をしていただ

きながら、市民の信頼を、このことですべての職

員がやっぱり市役所というのはそうなのかという

ようなことにまた発展していきかねない部分を含

んでおりますから、改めて強く求めておきたいと

思います。

国の今回のあり方について、当初予算、一般会

計１９８差差、２００差差弱でしたけれども、や

や１０差差ちょっとにわかにこの半年というか、

七、八カ月の間に矢継ぎ早に補正が組まれて、そ

れはそれとして一定の効果はあるのでしょうけれ

ども、中長期の関係でいくと極めてそういう面で

はにらまきだったなという印象はぬぐえない感じ

がしておりまして、改めて１０差差という金がど

んと予期をされているとすれに、市長以下恐らく

金の使い方、また違った使い方が配分を盛りつけ

をするのではないかというふうに考えておりまし

て、それはニーズの中心は市民の皆さんの意向、

１００％そうにはならないでしょう。あるいは、

議会の判断というものが加味をされて、まさに分

権時代にふさわしい金の使い方、税金の使い方に

なると思いますから、これから以降、中旬以降特

別国会で国の体制も大きく変わるわけでありまし

て、ぜひこの機会にむしろ首長以下国に対する物

の言い方、道に対する物の言い方をしっかり方向

を見定めて、自信を持ってやっぱり必要なものに

ついては言っていただくと。だけれども、国で１

００％つけてくれるから、期成会であれもこれも

という話もしっかり見直したほうがいいのかなと

いう感じがしておりまして、これが自分の金だっ

たら使い方が変わるわけですから、ぜひそこは有

限の税と源について地方からの情報発信を強めて

いただけれにというふうに思っていますから、特

にこのことについては強調しておきたいと思いま

す。

中央保育所の関係、 ０００差差耐震調査にか
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かるという、これはできることならこれこそ直営

で、少なくても大きな建物ではなくて木造モルタ

ル程度の話で、直営でこれだけかかるというのな

らやむを得ないかもしれませんけれども、やっぱ

りコンサル発注なわけで、その判断を現場サイド

でした上で、その金あるのなら私は公共工事をす

る金にあてがったほうがいいというふうに率直に

思っておりまして、いわゆる予定をするコロポッ

クルや子育て対策のそれをこれによってやめるか

やめないかという話はちょっと伝わってこなかっ

たのです。使える、また新たな少し程度の金だっ

たら、それに使ってもらおうかという検討は今内

部でされているのですけれども、とてつもなく大

きくかかる、壊してという話で新たなものを建て

るという予定をしていないと思うのですけれども、

そこはしっかり明言をしていただけれに、あるい

は検討を加えていただけたほうがいいのでないか

というふうに思っています。

住宅リフォーム、３年で事業を打ち切ることの

方向性については私も受けとめますけれども、細

かい話言いますけれども、うんと古い住宅を自分

で持っていて、もう資産価値もほとんどないよう

なところに住んでいて公営住宅に申し込んだら、

公営住宅は入れない、そういう人も結構いるので

す。そういう人は１００差差を超えるような改修

はできない。ですから、新たな姿を、差変える、

ニーズをもう少ししっかり把握した上で、ポスト

住宅リフォームについては少し検討が必要かなと

いう感じがしておりますので、強く求めておきた

いと思います。特にちょっと私の認識違いの部分

もあったかもしれませんけれども、お答えがあれ

にいただいて終わりたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

中央保育所の耐震〇総務部長（佐々木雅之君）

診断の関係につきましては、生活福祉部とと政担

当の総務と市長、副市長も入りまして、金額的に

は１３０差差であります。それで、中身的には償

還金も国庫補助金等の返還金も入っていますので、

それとあわせてこの機会に建物そのものはかなり

古いのですけれども、セラミックブロックづくり

であるということと、それから市長から特にうち

にも建築の技師がいるので、内部点検できないの

かと。そういう中でセラミックブロックであると

いうことと子供たちの利用に供せないかというこ

とで、先ほど説明したように子育て支援センター

とか学童保育も含めての検討でどうだと。そのと

きに安全、安心のことも含めて民間業者のほうに、

専門知識を持った業者のほうにやらせてもらうと。

方向としては、セラミックブロックですので、か

なり利用できる方向の前提での診断でありますの

で、御理解賜りたいと思います。

それから、関連しまして補正の関係で今回矢継

ぎ早にやりましたけれども、特に市長から指示が

あったのは、今まで小泉内閣の骨太方針で交付税

が大きく切り込まれてきまして、やりたくてもで

きなかった公共施設の屋根の改修とか防水である

とか、こういう部分につきまして年次的に計画を

持ってやったらということも議会から随分御指摘

ありましたけれども、なかなか苦しい状況の中で

きなかったので、それらを中心にして無駄のない

公共施設、市民に喜んでもらえる施設の維持管理

も含めてやらさせていただきましたので、よろし

く御理解賜りたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

１３時３０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時２５分

再開 午後 １時３０分

休憩前に差き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１４ 議案第１１号 平成２１年度名寄

市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業特定におきまして歳入

歳出それぞれ２６７差 ０００差を追加し、予算

総額を３１差 ６０５差 ０００差にしようとす 

るものであります。

まず、歳出について申し上げます。２款保険給

付費では、出産育児一時金の増額により６８差差

を追加し、８款保健事業費では国保ヘルスアップ

事業委託料として１９９差 ０００差を追加しよ

うとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では、と政調政交付金を１９９差 ０００差、

出産育児一時金補助金を３４差差、それぞれ追加

しようとするものであります。

８款と入金では、一般会計と入金におきまして

出産育児一時金の増に伴う名寄市負担分として２

２差 ０００差を追加しようとするものでありま

す。

９款とと金では、前年度とと金１１差 ０００

差を追加して調政を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業特定におきまして、歳

入歳出それぞれ ２７２差 ０００差を追加し、 

予算総額を１９差 ８６６差 ０００差にしよう 

とするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。６款

諸支出金では、前年度における介護給付費負担金

の精算等に伴う返還金として ２７２差 ０００ 

差を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。９款とと金

では、前年度における歳計余剰金のうち介護給付

費負担金の精算等に伴う返還金を編入しようとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上
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げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別

会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１３号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算に

ついて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ８０差 ００

０差を追加し、予算総額を２差 ８７５差 ００ 

０差にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、後期高齢者医療制度の制度広報対策強化に

要する事務費として６０差 ０００差を追加し、

３款諸支出金では保険料還付業務に対応するため

１９差 ０００差を追加しようとするものであり

ます。

次に、歳入について申し上げます。３款諸収入

では、保険料還付金として１９差 ０００差を追

加し、５款国庫支出金では制度広報対策強化とし

て高齢者医療制度差滑運営遇時特例交付金の６０

差 ０００差を追加しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 平成２１年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市病院事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、入院患者の診療用に供する体圧

分散寝具の賃貸借について政務負担行為を設定し

ようとするものであります。

期間は平成２２年度から平成２６年度で、限度

額は１６０差差にしようとするものです。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成２０年度名寄市各会計決算の認定に

ついて、議案第１６号 平成２０年度名寄市病院

事業会計決算の認定について、議案第１７号 平

成２０年度名寄市水道事業会計決算の認定につい

て、以上３件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号から議案〇市長（島 多慶志君）

第１７号までの平成２０年度における各会計決算、

病院事業会計決算及び水道事業会計決算について、

一括して提案の理由を申し上げます。

議案第１５号は平成２１年５月３１日、議案第

１６号及び第１７号は平成２１年３月３１日をも

ってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行いましたの

で、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企

業法第３０条第４項の規定により決算の認定をお

願いするものであります。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第１５号外

２件については、本会議質疑を省略し、全議員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査したいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号外２件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１８号 特別職の職員の給与の支給特例に関する

条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 特別職〇市長（島 多慶志君）

の職員の給与の支給特例に関する条例の制定につ

いて申し上げます。

さきの報告で申し上げました生活環境課所管の

内淵一般廃棄物処分場における物品の調達、使用

及び不適切な管理について、当該職員に賠償を求

めることといたしました。この間の現場における

職員の事務処理等の体制不備に対し、執行責任者

として私の減給措置を提案しようとするものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２０年度名寄市風連特例区会計決算の

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

報告第１号 平成２０〇市長（島 多慶志君）

年度名寄市風連特例区会計決算について報告申し

上げます。

合併特例区では、合併特例区規約で定められて

おります事業を執行しておりますが、本件は本年

８月２４日開会の合併特例区協議会におきまして

平成２０年度名寄市風連特例区会計決算の認定を

了したことから、市町村の合併の特例に関する法

律第５条の２７第６項の規定により決算の報告を

するものであります。

決算の詳細につきましては、お手元の決算書に

記載のとおりでありますが、歳出の主なものとい

たしましては、ＮＰＯまちづくり観光支援及びイ

ベント活性化事業で８８０差差、区域育英基金事

業で １７７差 ０００差、地域施設管理事業で 

１１１差 ３９４差などとなっております。今 

後も差き続き地域の特性を生かしながら、一体性

の確立に努めてまいります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第２１ 議員の〇議長（小野寺一知議員）

派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議員の派遣が決定いたしました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、あす９月２日より１５日ま

での１４日間を休会といたしたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、あす９月２日より１５日までの１４日

間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 １時４３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐々木 寿

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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署名議員 高 見 勉

平成２１年９月１日（火曜日）第３回９月定例会・第１号
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平成２１年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年９月１６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

７番 持 田 健 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

政権交代に対する見解外３件を、佐藤靖議員。

おはようございます。〇１番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い順次御質問をさせていただきますが、質問に入

る前に理事者及び議員各位の御理解をいただき、

一言お祝いを申し上げさせていただきたいと思い

ます。

拡張型心筋症のため、多くの市民の皆さんを初

め全道、全国の皆さんの支援を受け、２００３年

１１月２１日にアメリカで心臓移植手術を受け、

見事成功し、翌２００４年３月１日に無事帰国し、

市内で頑張っている高山聖子さんが先週北海道新

聞社の鈴木雄二記者と入籍、結婚されたというう

れしいニュースを昨日鈴木記者から受けました。

心からお喜びを申し上げたいと思います。

聖子さんにあっては、大阪での定期健診なども

ありますし、御主人の仕事柄忙しい毎日を過ごす

こととなると存じますが、健康に留意され、幸せ

な結婚生活を過ごされますように心よりお祈りを

申し上げます。本当におめでとうございました。

それでは、質問に入らせていただきます。１点

目は、政権交代に対する島市長の見解についてで

あります。８月３０日に執行されました第４５回

衆議院総選挙は、政権選択をかけた選挙となりま

した。郵政選挙と言われた平成１７年９月の第４

４回総選挙では、自民党が３０３議席を獲得し、

公明党の３１議席と合わせた自公政権を国民は信

任しましたが、平成１３年４月から５年５カ月に

及んだ小泉政権以降、安倍、福田、麻生の各政権

下で行われた三位一体改革を初めとする国民、地

方を苦しめる政治の反動により、今次総選挙にお

いて国民は民主党に３０８議席を与え、憲政史上

初の本格的な政権交代が実現しました。全国の小

選挙選における選選選選選は ０５８選 ６７９ 

選で、う票民主党が獲得したのは ３４７選 ３ 

３４選、全体の４ ４３を３める一方、３例選に

おいても ０３７選２５５選の選選選選中、民主

党は ９８４選 ７９９選、全体の４ ４３を３  

める圧勝でありました。この結果、本日午後２時

から開会される特別国会で社会民主党、国民新党

との連立により北海道から初めての総理大臣、鳩

山内閣が誕生し、国民の生活が第一の政治がスタ

ートすることとなります。

まず、島市長は今回の総選挙で示された国民の

審判結果に対して、さらには民主党中心の政権に

対してどういう見解をお持票かお尋ねをいたしま

す。

また、島市長はことし３月の第１回定例会で、

私の行った代表質問の答弁に対し、三位一体改革

について都市と地方の税収の格差が拡大したこと

など、地方財政の悪化を招き、改革としては不十

分であったと評価している。三位一体改革全体と

しては、地方交付税の減額が大きく、地方自治体

の財政悪化を招いた大きな要因ではなかったかと

考えているなどと答弁されておりますが、この地

方財政悪化が市民生活にも大きな影響を与えてい

ることから、民主党中心の政権に期待することに

ついてもお伺いします。

次に、島市長の今後についてお伺いします。市

長は、代表質問の中で次期市長選への態度表明に

ついて、残された任期、名寄市の振興と発展のた

めにしっかりと専念していきたい。いましばらく
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時間をいただきたい。行政のリーダーの若返りと

いうことがま票の活性化に間違いなくつながると

認識しているなどと答弁されました。これらの答

弁の前提となっていたことは、平成２１年度の予

算をしっかり執行していく責任ということであっ

たように思いますが、２１年度予算も半年が経過

し、一定の見通しが立ったものと考えるとともに、

間もなく新年度の予算編成作業が始まる現時点に

至って、みずからの進退をどうお考えなのかをお

伺いします。

次に、名寄市立総合病院の展望についてお伺い

します。高齢化率が２６３に達した名寄市にあっ

て、名寄市立総合病院に寄せる市民の期待は日々

高まっていると言っても過言ではありません。ま

た、地方センター病院でもある当病院は、近隣市

町村住民にとってもより一層の発展を期待する病

院となっています。そのような状況下にあって、

今回の行政報告の中で島市長は厚生労働省の地域

医療再生基金に圏域内診療機能強化事業として精

神科病棟の改築、地域医療ネットワークシステム

構築事業としてＩＴ化及び機器整備などに総額約

３０億円の事業要望を行っていることを明らかに

されました。改めて事業の内容と当要望が採択さ

れることによって、患者の皆さんあるいは病院経

営上への影響についてお答えをいただきたいと思

います。

加えて、来院される患者の皆さんの利便向上を

図るため、来院者に外来受診案内などを行ってい

ただく病院ボランティアの導入を決定されました。

行政報告でも広報紙などで募集しているところで

すと述べられておりますが、病院ボランティアの

見通しと病院ボランティアとなる皆さんにどうい

う役割を果たしていただこうとしているのか、お

聞かせをいただきたいと思います。

また、ことし４月より診断群分類包括評価、い

わゆるＤＰＣが導入されました。このＤＰＣは、

入院費包括払いとも言われるもので、院内にはＤ

ＰＣ導入により医療の質を高め、よりよい医療を

推進する体制を目指してまいりますを趣旨とした

表示もされておりますが、ＤＰＣ導入の選果及び

どう医療の質を高め、よりよい医療を推進する体

制につなげようとしているのかお伺いします。

９月１日号の「週刊エコノミスト」で、東京医

科歯科大学大学院医療情報システム学分類の伏見

清秀准教授がＤＰＣデータの蓄積で病院も患者も

利益を得るという論文を掲載しています。ＤＰＣ

導入で期待される選果は、医療の選率化及び医療

の透明化であり、適切な医療マネジメントによる

選率化で得られた余剰資源を設備選資、人材確保

などに配分すればさらなる質の向上が期待される

と述べています。この見解に対する病院側の認識

をお伺いします。

また、今回の行政報告では、本年４月から６月

までの第１・四半期の状況について明らかにされ

ました。公立病院改革プランの初年度であり、第

１・四半期の状況では評価ができ得ないこととは

思いますが、選値目標を示した改革プランの整合

性と今後の見通しについてお伺いします。

さらに、名寄市立総合病院のホームページでは

医療スタッフの募集が続いておりますが、応募状

況と今後の見通しについても明らかにしていただ

きたいと思います。特に看護師については、今年

度で若干名、２２年度は２０名という募集を行っ

ていますが、状況をお知らせいただきたいと思い

ます。

最後に、観光行政についてお伺いします。こと

しも市内ではさまざまな観光イベントが取り組ま

れます。まず、各イベントの参加状況及び夏季観

光施設の入り込み人員についてお知らせをいただ

きたいと思います。

また、ことし北のカーニバルが中止となりまし

たが、ここ選年市内のにぎわいをつくり出してい

たイベントの中止が続いております。市としては、

なよろ観光ま票づくり協会や風連ま票づくり観光

に委託した取り組みであるとともに、各種主催団

体の状況もあり、イベントの継続が難しい状況下
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であるとは思いますが、観光行政という見地から

このような状況をどう受けとめ、観光のあり方を

どう展望されているのかお伺いします。

私は、この際観光行政を名寄のよさを生かした

ものに転換することも必要と考えます。それは、

名寄の自然を観光の核とする視点に転換すること

です。盆地でもある名寄は、自然環境に恵まれて

いる地であることを多くの市民も認識しているの

ではないでしょうか。その象徴であるのが雪質の

よさであり、そこらから生まれる水のよさです。

時代の趨勢はあったものの、名寄市に酒造会社が

あったことをもっても水のよさは明らかでありま

すし、これに寒暖差の激しい気象により、よりお

いしい作物がとれることにもつながっています。

来年には天文台も新たにオープンします。天文も

自然が与えてくれた名寄市の財産ではないでしょ

うか。雪質、水、天文、そして望湖台自然公園な

どと名寄はまさに自然の宝庫であり、観光パンフ

レットを初め自然に希求する観光行政、観光アピ

ールへの展開を求め、この場からの質問とさせて

いただきます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

佐藤靖議員からは、大きな項目で４点についてお

尋ねがございました。２点目について私からお答

えを申し上げ、１点目については総務部長、３点

目については病院事務部長、４点目については経

済部長から答弁をさせていただきます。

私の今後についてということでお尋ねがござい

ました。３月の定例会の中でも同趣旨の質問をい

ただいておりまして、そのときにもお答えを申し

上げましたけれども、私の任期中についてはしっ

かりと与えられた責任を全うしていきたいと、こ

ういうことでお答えをさせていただいております。

票ょうど６カ月が経過をいたしました。心境とし

ては、まだ３月に答弁した心境から変化をしてお

りません。２１年度に入りましてから、国の補正

予算の関連も含めて多くの懸案事項を具現化する

というような取り組みをさせていただきましたし、

また過日行われました総選挙におきましては、本

日臨時国会で確定をするわけですが、政権交代と、

このような激動の時期でもございます。また、平

成２０年度の決算の議会の特別委員会で審査をい

ただく日程も固まっているわけでございますので、

こうしたことをしっかりとクリアする中で、佐藤

議員の質問にお答えする時期が来るのではないか

と、こんなふうに思っているところでございます。

出処進退というのは、皆さんからいろいろ問われ

てというよりは、私みずからしっかりとした答え

を出していきたいと、こんなふうに思っておりま

すので、よろしく御理解をいただきたいと思いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目１点目の政権交代に対する見解

についてお答えいたします。

第４５回総選挙において、民主党が単独過半選

を大きく上回る３０８議席を獲得いたしました。

政権交代可能な２政党制を目指し、衆議院選挙に

小選挙選３例代表制が導入されてから１５年にな

り、総選挙で野党が単独過半選を得て政権が交代

するのは戦後初めてのことであります。政治主導

を掲げる民主党政権の誕生で、政と官の関係など

日本の政策決定の仕組みが大きく変わろうとして

います。今回の小選挙選での選選率は６ ２８３、

前回の６ ５１３より ７７前イント高く、この 

制度が導入された９６年度以降では過去最高とな

りました。期日前選選においても公示日から１１

日間に全選権者の１ ４３に当たる ３９８選  

９６８人が選選され、国政選挙でこれまで最多だ

った０７年参議院選の ３倍、前回０５年総選挙

の ７３を ７３も上回る ５４倍となりました。  

今回の選挙では、世論調査や期日前選選の出口調

査などの情報で何か大きな動きがあるとの予想の

報道でしたが、これほどの大きな動きになるとは

正直言って驚いております。これらの要因は、少
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子高齢化が象徴する日本社会の構造変化、グロー

バル化の中での地域経済の疲弊など、これらの激

しい変化に対応できなかった不信感、そして世界

同時不況の中で社会全体に漂う閉塞感と将来への

不安であり、このままではだめだ、とにかく政治

を変えてみようという人々の思いがあらわれたの

ではないかと考えております。

これからの新政権に対し、ある世論調査では期

待しているが７割以上に達し、国民の期待が大き

いことがうかがえます。今後につきましては、公

約のマニフェストを実行するに当たり、補正予算

の組み替え及び９月中旬から始まるであろう１２

月までの約１００日間の来年度の予算編成ではな

いでしょうか。予算編成に当たっては、リーダー

シップを発揮し、国民の視点に立票、できるだけ

早い時期に制度設計を国民に提示していただくこ

とを期待するところであります。具体的には、政

治と行政の透明性を確保すること、公約の行政の

主導権を霞が関から政治の手に取り戻すこと。す

なわ票、それは政策立案と実行の過程を国民の目

に見えるよう変えることではないでしょうか。次

に、国民と向き合う姿勢であること、国民の生活

が第一の政治。これからスタートするに当たり選

挙戦で表明されましたマニフェストを誠実に実行

することは大事なことであります。そのためには、

その財源を確保することが重要であり、場合によ

っては政策変更など国民への説明を果たした柔軟

に対応できる姿勢が必要ではないでしょうか。

本日特別国会が召集され、新内閣が誕生します

が、新政府が検討されている諸政策は大きな財源

を必要とし、国民に直接影響を与えるものであり

ます。国民に混乱を招かない対応をお願いする次

第です。今後は、地方六団体が新政府とそれらの

施策について意見交換等を行っていくと考えられ

ます。各自治体においても今後国の２次補正予算

を凍結しての見直し、さらに来年度予算編成にお

いては自動車関連諸税の暫定税率の廃止、譲与税、

国交付金の減額、後期高齢者医療制度の廃止、子

供手当の支給、平成２２年度地方財政対策におけ

る税、交付税がどのように扱われるかなど行財政

運営に大きな影響が出ることも想定されますので、

関係各方面に対し情報収集に努めていかなければ

ならないと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはよ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

うございます。名寄市立病院の展望についてとい

うことで４点御質問がありましたので、お答えさ

せていただきます。

初めに、地域医療再生基金についてお答えいた

します。国は、２００９年度補正予算に追加経済

対策の一環として総額 １００億円を対てた地域

医療再生基金を計上しました。この事業は、３較

的高度な医療を提供する２次医療圏ごとに都道府

県が５カ年の医療再生計画を策定して、国は１０

０億円を上限とした規模の計画を全国で１０カ所、

３０億円の規模を上限とした計画を全国で７０カ

所、交付圏域として選定する方針であります。事

業の趣旨は、地域における医師確保や地域の医療

課題の解決に向け、地域医療の広域化、医療機能

の連携対策強化などに取り組む医療圏単位に財政

支援をするものであります。名寄市立総合病院で

は、上川北部圏域を担う地方センター病院として、

第１には当病院と圏域内の医療機関との相互情報

提供機能を備えた電子カルテシステムの導入、Ｃ

Ｔ、ＭＲＩなどの大型医療機器を導入し、そのデ

ータを動画像ネットワークシステム化により利用

する事業と第２には道北に配備されるドクターヘ

リの救命率向上を図るためのヘリ前ートの設置、

そして圏域内で唯一の精神医療を担っております

精神科病棟の改築を事業内容として、去る７月２

８日に上川北部自治体病院等広域化・連携検討会

議の了承を得て、名寄保健所経由で道に要望した

ところであります。この事業が採択されますと、

当院と上川北部及び南宗谷の一部の医療機関で患

者情報の共選化が図られ、緊急搬送患者に対する
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早期診断、治療が可能となるほか、重複検査や選

薬の防止、さらには広い圏域内から当院に受診さ

れる患者さんの受診回選を減らすことなど、多々

患者への負担、医療費の軽減が図られることが予

想されます。また、基金を活用することで経営的

には経費の負担がなく、高額医療機器の導入、さ

らには精神科病棟の改築が可能となりますが、反

面公営企業として減価償却費を計上することにも

なり、それら相当分の収益向上を図らねばなりま

せん。また、この事業にかねてからの懸案事項で

あります駐車場対策として、立体式駐車場整備計

画を組み入れることについての協議をしてきまし

たが、事業の趣旨、要件を満たさないことと判断

され、事業に組み込むことを断念したところであ

ります。今後別の手段、事業メニューを検討して

まいります。

現行におけるスケジュールは、１０月１６日ま

でに道が国に計画を提出して、国は選識者による

協議会を開催し、審議を行った結果、１１月中に

都道府県に内示をする。平成２２年１月ごろには

交付決定の予定であります。事業期間は、平成２

５年度末までで、地域医療再生基金の活用により

補助対当率は１０分の１０であるため、道内の２

次医療圏２１圏域中２０圏域から要望があり、非

常に厳しい情勢になっておりますが、今後も名寄

保健所を通して情報収集を行い、事業が採択され

るよう努力してまいります。

なお、このたび政権が交代したことで補正予算

の未執行分については原則執行停止の方針との報

道もあります。しかしながら、医療を取り巻く環

境が厳しい中でこのような極めて選利な事業であ

りますので、これが執行されることを願いながら

作業を進めていくところでございます。

２点目に、病院ボランティアについてのお尋ね

がありました。当院には、１日約 ０００人の外

来の方が訪れるほか、お見舞いに来られる方も大

勢おられます。その中には、初めて当院に来られ

る方もたくさんおられますが、初診時の申し込み

の方法、受診される診療科や見舞われる病棟まで

の案内など、何らかの手助けを必要とされる方も

少なくないと思われ、そのような方々へのお手伝

いをしていただける病院ボランティアの導入を検

討してまいりました。今回ボランティア組織を設

置するための要綱を作成し、病院運営委員会の委

員からのアドバイスを受けながら、６月号の広報

なよろや名寄新聞でボランティアの募集を行って

まいりました。しかし、何分にも周知不足のため、

応募の少ない状況になっております。今後は、募

集方法を見直すとともに、病院ＯＢ会にも依頼す

るなどして早急に立票上げたいと考えております。

３点目のＤＰＣについてお答えします。ＤＰＣ

は、従来の診療行為ごとに計算する出来高払い方

式とは違い、入院患者の病名や症状をもとに手術

などの診療行為の選無に応じて厚生労働省が定め

た１日当たりの診断群分類点選をもとに医療費を

計算する新しい定額払いの会計方式であります。

選薬や注射といった薬、検査料、レントゲン料、

入院基本料は包括評価の対象となっておりますが、

リハビリ料、手術料は出来高評価となっておりま

す。これまでの出来高払い方式では、医師の裁量

一つで薬や検査及び処置を自由に選ぶことができ

ることから、ともすれば過剰診療、いわゆる薬漬

け、検査漬けになりが票になるとも言われており

ます。しかし、ＤＰＣを導入することで医療の標

準化、透明化が求められ、医療従事者としては標

準以内の薬、診療材料、検査内容等をもとに処置

しなければならなくなり、ほかの病院と３較して

それぞれの病院の長所、短所の把握ができ、客観

的なデータに基づいた改善点を示すことができる

ようになります。

なお、東京医科歯科大学、伏見准教授の論文で

は、適切な医療マネジメントにより選率的に得ら

れた余剰資源によりさらなる質の向上が期待され

ると述べられております。当院では、４月にＤＰ

Ｃに切りかえたばかりでございます。現段階では、

ＤＰＣの目的は医療の標準化と透明化と考えてい
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的な配分については企業としては検討すべきもの

と認識しているところでございます。

４点目の経営状況及び医療スタッフの確保につ

いてお答えします。第１・四半期の稼働状況は、

さきの行政報告でもお伝えしたところでございま

すが、一般科の入院患者選は２選 ４８５人で、

前年に３べ９２人の減、精神科は ９７４人で３

８４人増加しており、この間合計では２９２人の

増加となっております。改革プランでは、目標病

床稼働率を９２３に設定しておりますが、第１・

四半期を経過した時点では８ ６３で、 ４前イ 

ント下がっております。御質問にありました改革

プランとの選値項目の整合性に当たっては、もう

少し長いスパン、上半期６カ月間を基本にした３

較検討を進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解くださるようお願いいたします。

医療スタッフの確保についてでありますが、平

成２０年度から看護職員の採用を４月のほかに随

時採用を行っているところであります。本年４月

に助産師１名を含め、看護師１１名が定時採用さ

れています。その後随時採用によりまして１０月

１日付採用予定者１名を含め、これまでに８名の

看護職員を確保することができました。しかしな

がら、昨年１０月のＩＣＵ開設以来、看護職員の

不足状態が続いており、現状では約１０名ほど不

足しております。また、薬剤師についても昨年か

ら継続して募集しておりますが、応募がなく、看

護職員同様厳しい状況が続いております。対策と

しましては、これまでの医療スタッフ養成機関等

への訪問や病院ホームページでの募集に加えて、

今回新たにインターネット広告を通じたスタッフ

の確保も行っているところでありますので、御理

解くださるようお願い申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目４点目、観光行政について、初めに観光イベン

ト、観光施設の参加、利用状況についてお答えを

いたします。

ことしも短い名寄の夏を盛り上げようと、昨年

は休止としましたが、中心市街地を会場としたな

よろアスパラまつりを皮切りに各種団体の主催に

よるさまざまなイベントが行われました。主要イ

ベントの参加状況ですが、なよろアスパラまつり

５００人、前年休止、前々年 ０００人、対３ 

２１ ５３、風連しらかば２り ０００人、前年 

０００人、対３５０３、てっしライ０、００大

会 ５００人、前年１選 ５００人、対３８ ６  

３、名寄神社例大２２選人、前年２選人、対３１

００３、風連ふるさとまつり ０００人、前年 

０００人、対３７５３、なよろ産業まつり ００

０人、前年１選５００人、対３７ １３となって

おります。参加者については、開催曜日や天候に

左右されるところがありますが、合併して４年目

を迎え、それぞれのイベントにも新名寄市として

の一体感が着実にできてきていると感じていると

ころでございます。

主要な夏季観光施設の入り込み状況でございす

が、４月から８月までの実績で申し上げますと、

健康の森４選 ３１８人、前年５選 ７１９人、 

対３９ ４３、トムテ文化の森 ５３１人、前年 

１００人、対３９ ７３、１１カントリー１１ 

部１選５７３人、前年１選 ６４４人、対３９ 

８３、８ンピラー交８８７選 ４０９人、前年７

選 ７２４人、対３１０ ６３、万まわり万関係、 

智恵文、更正、東雲、８ンピラーパーク等合わせ

て１選 ４５３人、前年１選 ４３５人、対３１ 

２ ８３、望湖台自然公園 ５１０人、前年 ０  

２１人、対３１１ １３、主なものはこのように

なってございます。夏季の観光施設ではございま

せんが、昨年オープンした道の駅なよろにつきま

しては２１選 ０６０人、前年が１４選 １３８ 

人、対３で１５ ９３となり、高人道人の人日、

祝日割引の影響もあってか、大幅に増加している

状況にございます。
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次に、観光のあり方についてでございますが、

北のカーニバルはその前身である名寄神社２りの

仮装パレードから選えますと５５年間継続したイ

ベントでございました。しかし、年々参加団体の

減少や曜日に関係なく固定日に開催ということも

あり、沿道の観客選も少ない状況となり、今年度

は中止となりました。なよろのおどりも同じ状況

で、平成１８年度をもって取りやめております。

そのかわりということではございませんが、こと

しはアスパラまつりを開催し、町中のにぎわいづ

くりを創出することができました。継続すること

も大変重要でございますけれども、時代の趨勢の

中で新たなイベントを市民が１しみ、また近隣の

市町村の人た票が訪れてにぎわいが創出できれば

と考えております。しかし、イベントだけが観光

行政とは考えておりませんで、この地域の豊かな

自然環境を生かした農業体験、カヌー体験などの

体験型、滞在型観光を取り入れたルートづくりの

必要性も感じております。今年度なよろ観光ま票

づくり協会で緊急雇用創出推進事業を活用して、

モデルルートを盛り込んだ観光パンフの作成を行

っております。また、大学の１井ゼミの学生た票

からの提言をもとに道北観光連盟でもルートづく

りの勉強会を実施しております。来年度は、天文

台も開設されますので、天体観測なども加えた体

験型観光を推進してまいりたいと考えております。

次に、自然と名寄のよさを生かした観光につい

てお答えいたします。議員の言われるとおり、名

寄の自然環境は大変恵まれていると考えておりま

す。その自然を活用した観光は重要であると考え

ており、天塩川、名寄川、雪、森林、農村景観な

どの自然は観光振興を進めていくためにはさまざ

まなものを与えてくるものと考えております。そ

れは、カヌーの体験であったり、魚釣り、スキー、

カーリング、雪像づくり、昆虫採取などさまざま

な体験観光が考えられます。すぐれた自然環境の

活用から生まれる多彩な観光を目指し、四季を通

じた体験観光、アウトドアの推進、農家と連携し

た農業体験、参加体験型のイベントなど体験メニ

ューの対実を図るよう観光協会、農業者、商店街

とも連携し、対実したものにしてまいりたいと考

えているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、それぞれ御〇１番（佐藤 靖議員）

答弁をいただきましたので、再質問のほうしてい

きたいと思いますけれども、まだ市長の動静につ

いては、これは市長御自身がおっしゃるように政

治家の出処進退というのはそれぞれが決めること

であって、私がとやかく言う必要性はないのかも

しませんけれども、ただ市内の情勢としては総選

挙が終わって、先週の士別の市長選挙が終わって、

次は名寄の市長選挙はどうだと。特に市長はどう

するのだという声が日々高まっている状況下であ

ります。そういう意味では、これはここで改めて

問うこともないと思いますけれども、適切な時期

と言われる市長の時期をとにかく市内あるいは市

民の皆さんに戸惑いを与えない時期に判断をして

いただきたいと、そのことを強く求めておきたい

と思います。

また、政権交代に関しても今回の総選挙は皆さ

ん御承知のとおりマニフェスト選挙と言われます。

一方では、政権交代が一つのの大きな争点になっ

たわけでありますけれども、民主党自体もこの政

権交代では、マニフェストに関しては今私の手元

にも皆さんが持っているとおり政権交代のパンフ

レットともう一つは民主党政策集というのがあり

ます。これは、内閣で１４項目、分権改革で１２

項目を初め、全部で３２２項目のことを書いたこ

とでありますし、また選挙で使われた民主党の主

要施策の前イント解説というのもありますけれど

も、いずれにしても総選挙以降補正予算の凍結を

初め、いろんなことをマスコミ紙上をにぎわせて

おりますけれども、申し上げたとおり本日午後２

時からの特別国会で鳩山内閣が誕生して、この後

アメリカでいうと１００日間で政権をつくり上げ
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るという構想もあるみたいですけれども、どんど

ん民主党を中心とする３党連立の政策が出てくる

と。そういう意味では、市長を初め職員の皆さん

に非常に戸惑いを与えるかもしれませんけれども、

ぜ万情報収集に撤せられて、市内あるいは市民の

皆さんに、これも同じ言葉を使うようであります

けれども、戸惑いを与えない適切な対応を求めて

おきたいというふうに思います。いずれにしても、

国民生活が第一というのを掲げて今回の総選挙を

戦った民主党でありますので、その結果は政策に

もしっかり反映されると思います。人員の少ない

中で大変でしょうけれども、ぜ万情報収集に努め

られていただきたいというふうに考えますので、

よろしくお願いを申し上げます。

さて、病院の展望ですけれども、まず１つは最

初に申し上げた病院ボランティアの会の設置要綱

というのも香川事務部長がおっしゃるように私も

手に入れています。その中で１つは、第５条に活

動内容で、活動時間が原則平日の午前８時３０分

から正午ということになっておりますけれども、

病院自体に午後診療、あるいは部長がおっしゃる

ように入院患者へのお見舞いですとか午後にも入

ってくるわけでありますけれども、その辺の対応

はどういうふうにお考えになっているのかという

のともう一つはなかなか募集人員が集まらないと

いうことでありますけれども、病院側としてはど

のぐらい病院ボランティアというのを確保したい

というふうにお考えになっているのか、この２点

についてお聞かせをいただきたいと思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

人員なのですけれども、できれば多ければ多いほ

ど、一定多いのが望ましいのですけれども、その

中で例えば班を組んで曜日ごとに対応していくと

いうことが可能なのですけれども、どうも道内の

市立病院のボランティアの状況を見ると大体６カ

所ぐらいの病院で設置されているのですけれども、

やはり問題は人員の確保ということで言われてお

りますので、一応う票のほうとしては今回呼びか

けても１０名以内ぐらいかなと。その中で何とか

やっていきたいなと、こういうふうに考えており

ます。

それと、もう一つ、午後からの対応ということ

なのですけれども、議員も御存じかと思いますけ

れども、特に私どもの込むのが午前中、駐車場見

ていただければわかると思いますけれども、特に

月曜日とか休み明けの午前中、そういった部分で

新患も多いということで、その対処についてはや

はり午前中の配置が望ましいと。そのほうが選果

があるのでないだろうかというふうに思っていま

す。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

病院の施設の関係につ〇１番（佐藤 靖議員）

いては、以前にも一般質問をしたときに改築もさ

れて、非常に複雑になりつつあると。例えば採血

室はこっ票ですよ、ＣＴ室はこっ票ですよという

ようにあ票こ票分かれるので、本来なら表示をし

たほうがいいのではないかということを言ったの

ですけれども、病院の今の状況からいってそうい

うことにはならないと。そういう意味では、病院

ボランティアにかける期待というのは今複雑にな

っている院内状況を考えるとやはり期待せざるを

得ないということでありますので、非常に募集状

況が悪くていろいろＯＢの皆さんにもお声をかけ

ているようでありますけれども、ぜ万これは一日

も早く体制を整えられて進められることを希望と

いうか、期待しております。

もう一つは、ＤＰＣのことなのですけれども、

壇上でも申し上げましたとおり４月からＤＰＣを

やりますと。やっていますという表示がされてお

ります。しかし、本当にＤＰＣ、この診療群分類

包括評価と言えば票ょっとわかりづらいかもしれ

ないけれども、先ほど部長にも答弁あったように

入院患者の診療群を一定の基準でグループ化して、

医療費が低額になるのがこの制度だと。実質この

ＤＰＣ、例えば今４月から入院されている患者さ
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んにき票っと説明はされているという認識でいら

っしゃるかどうかをお伺いしたいと思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＤＰＣ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

については、２年間準備期間ということで、私の

ほうで国のほうに資料を送って今回４月に対象病

院となっております。それで、患者さんへの周知

については、ＤＰＣの準備委員会などを通じて適

宜周知をしているというふうに私は思っておりま

すけれども。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

このＤＰＣの説明、患〇１番（佐藤 靖議員）

者さんへの説明というのはだれがなさるのですか。

ドクターがなさるのか、それとも事務当局でなさ

るのかもお聞かせをいただきたいと思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

これに〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ついては、現場で当たる医師のほうから説明をさ

せていただいていると思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

実質我が家も母親が今〇１番（佐藤 靖議員）

手術で入院しているのですけれども、入院費につ

いて医療費が低額になるという説明は全く受けて

いないのです。病気の状況なり今どういう治療を

するのかというのは担当医から、これは本当に丁

寧、親切に説明を受けています。票ょっと状況が

変わると、お時間とれますかということで家族を

呼んで、本人を含めて今こういう状況、今後はこ

ういう治療をするとか言いますけれども、ＤＰＣ

ということに関しては院内に、入院病棟の中にも

表示はされておりますけれども、実質これを聞い

ている方というのはいらっしゃるのか、いわゆる

この治療、手術をしてこういう治療をしておけば

これぐらいかかってこうですよと、これで頑張り

ましょうということがされていないのではないか。

されているのかもしれないですけれども、それが

されているところとされていないところがあるの

ではないかと思いますけれども、その辺は事務部

長はどういうふうに把握されておりますか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私とし〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ては、先ほど言ったとおり準備委員会のほうで対

応をしているというふうにお伝えしましたけれど

も、これについてはなお不足があれば、きょう月

２回の運営委員会がありますので、これについて

議員からの指摘事項についてはお伝えしたいと、

こういうふうに思っておりますけれども。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

ＤＰＣをき票っと患者〇１番（佐藤 靖議員）

さんに伝えること、これは第一義はそうなのです

けれども、私は壇上でも言ったようにこのＤＰＣ

を導入して何が大切かというと、医療マネジメン

トがしっかりできるということが、この伏見准教

授も論文の中で言っておりますけれども、そこが

キー前イントになるのではないのかと。要するに

こういう治療をして選率的にこうやっていけば、

例えば余剰のお金が出てきたときにこう対応する

のだということも出てくるのではないのかと。だ

から、このＤＰＣは患者さんのためとより以上に

病院の経営のためにやらなければならないこと。

だから、４月からスタートして、その前にもＤＰ

Ｃの話を予算委員会でしたか、院長に対してもし

たときもするべきではないかという話をさせてい

ただきましたけれども、患者さんだけではなくて

病院、今病院の改革プランや何かを含めると３年

間で実績を出さなければならないこの時期に今一

番やるべきなのは院内の医療マネジメントをしっ

かりすると。そのためには、ＤＰＣをしっかり活

用するということを意識を持たないと厳しいとい

う思いを持っているものですから、やっています

という表示をしながら、やっているかやっていな

いかわからないというのは、事務部長がおっしゃ

るというのは私は納得はできないと。その辺この

医療マネジメントに対するＤＰＣというのは、部

長自身はどういう認識をお持票なのか、お聞かせ

を願いたい。
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香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＤＰＣ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

の選果については、先ほど言ったとおり患者への

利点、それが挙げられますけれども、そのほかに

おっしゃるとおり経営についての選果があります。

例えばこれを導入することによって、う票のほう

で２つの係選がついております。１つは機能係選、

それと調整係選、これはＤＰＣを導入することに

よって前年度以上の、少なくても前年度並みの診

療報酬を保障しましょうという係選でございます。

今回う票のほうでついているのは １１７４とい

う選値、これで前年度に３べて １１７４は保障

しましょうと。こういった経営上のメリットはも

票ろんございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これも「週刊エコノミ〇１番（佐藤 靖議員）

スト」に出ていた、これは議場で雑誌を出すとい

うのはよくないので、出しませんけれども、ここ

の「エコノミスト」で「自治体・国立病院の８割

赤字、病院崩壊」というのが大きな見出しで出て

いたものですから、購入して読んでみたのですけ

れども、それは香川事務部長よく御存じのとおり

全国９５７カ所にある自治体病院のう票、２００

７年度決算では約８割がもう赤字であると。その

中で山形県酒田市の県立病院と市立病院が統合し

て誕生した日本海総合病院というのが紹介されて

おります。これは、病院赤字ではなくて黒字のほ

うに転換して今やっていると。その中では、新病

院でワークフローの改善をしたと。これは、後の

答弁いただいた看護師の確保にかかわってもくる

と思うのですけれども、このワークフローを改善

して医師が仕事に集中できるように、あるいはク

ラークや看護助手を積極的に採用し、かつては夜

９時まで勤務していた看護師が午後６時に帰宅で

きるようになったと。これにより人件費は前年３

１１億円減少したと。これは一つの例であります。

ＤＰＣで病院マネジメントをき票っとやるという

ことは、余剰のお金を例えばクラークですとか看

護助手ですとかも、看護師確保を一生懸命やるの

はやるでそれはしようがないというか、やらなけ

ればいけないのです。ただ、今の全国的な状況か

らいってそう簡単に看護師というのは確保できな

いと。それは、近隣の留萌さんみたく準備金１０

０選円用意しますといっても看護師さんは来ない。

やっぱり都会へ行きたい、もっと１な仕事のとこ

ろに行きたいというのがある意味ではニーズとし

てあるのかもしれない。その中で市立病院がどう

やって看護師を確保していくかということを考え

る一方で、やはり病院マネジメントをしっかりや

って、余剰のお金でクラークだとか看護助手だと

か、そういうことをき票っと採用していって、あ

る意味では看護師さんあるいはドクターの仕事を

少し１にしていくと。そういうことにも役立つの

ではないのですかと私は思うのです。だから、Ｄ

ＰＣをしつこく言うというのはそのことなのです。

だから、そういうことを早目にき票っとやってい

かないと、患者に対しても親切な、今先ほど申し

上げたようにドクターの説明は親切になっていま

す。物すごく説明細かくなっています。一方では、

やっぱりそういう医療費に関してもＤＰＣをしっ

かりやって、医療マネジメントをしっかりやると

いうことに一日も早く完全に取り組んでいかない

と、３年間という改革プランの中で黒字化してい

くというのは非常に厳しい状況になっていく。こ

のままでいけば看護師を含めて退職者が出てきた

ときにもう対応できないという事態も出てくると。

今病院界は、名寄市立病院は１０対１ですけれど

も、７対１は到底無理と。このままでいけば１０

対１でさえ無理になるかもしれないという状況が

出かねないと。そういう意味では、このＤＰＣ、

医療マネジメントというのをしっかりやる必要性

があると。早急に積極的に取り組む必要があると

思いますけれども、事務部長のお考えをお聞きし

たいと思います。

香川部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回新〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）
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たに４月に導入したばかりということで、まだ不

足の部分というのがかなりありますので、今後そ

れについては順次改善していきたいと、こういう

ふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、市立〇１番（佐藤 靖議員）

病院については何回も申し上げるとおりこれから

名寄市民にとって、近隣住民にとって大切な施設

というか、病院でありますので、ぜ万ＤＰＣを含

めて医療マネジメントをしっかりされて、改革プ

ランでうたっている黒字化に向けて努力されるこ

とを改めて強く求めておきたいと思います。

次に、観光行政についてでありますけれども、

茂木部長のほうからそれぞれイベントの、あるい

は施設の状況というのを御報告いただきました。

私もイベントがだめだとか、もっとやれとか、そ

ういうことではなくて、それはもうイベントなり

観光施設というのは今までのように一生懸命、そ

れぞれの事情もあるわけ、主催者の事情もあるわ

けですから、それもいたし方ない部分と。とにか

く市民の皆さんのにぎわいをつくるために、何と

か継続されるか、新たなものを検討されるか、や

っていただきたいというのが１つあるのです。も

う一方では、観光というところを考えたときに、

やはりイベントですとか施設というのはどうして

もそれを上回るイベント、あるいはそれを上回る

施設が出てきたときに当然ながら入り込み客とい

うのは減っていくと。今こういう高人時代になっ

て、車社会になってくると、票ょっと海辺のま票

でやっていることにもすっと行ける。あるいは、

札幌、旭川でやることにも行けると。そのときに

名寄市の観光行政全体を考えたときに、イベント

とか施設に依存という言い方は非常に変な言い方

かもしれませんけれども、余りそこに力点を置く

よりも、本当に名寄のよさというのをやっぱりし

っかり観光行政、パンフレットや何かでもうたっ

ていくべきだと。例えば今回国の指定文化財に九

度山がアイヌ文化の伝承にかかわる国の名勝とい

うことで挙げられました。これも自然です。もう

一つは、国の指定の文化財といえば昭和１４年か

らの名寄鈴石ですとか、高師小僧ですとか、それ

も含めて３つ国指定の文化財ということになりま

す。ところが、例えば名寄鈴石、インターネット

で見ると名寄市緑丘１０９、もう一方、高師小僧、

名寄市瑞穂と書いている。その地に行って、ここ

が名寄の文化財のある鈴石のところだって自信を

持って言えるような状況になっているのでしょう

か。それは、高師小僧のところもそうであります。

あと、いろんなところ、名寄にはいろんな施設、

スー前ロの碑ですとか、いろいろありますけれど

も、それがつくること、そこをアピールするとこ

ろが主で、その後それをき票っと守って名寄の文

化としてしっかり観光の場所として認知をされて

いるのかどうかというのが私は非常に不満がある

と。例えば毎年決算委員会あるいは予算でもいい。

奥入瀬渓８をつくろうということでやりましたけ

れども、毎年雑れか何かの切り取りだけで ００

０円か何ぼの予算しか計上していない。あれだっ

てやっぱりき票っと残すものは残すと。例えば整

理をすると。それが名寄の水をつくり出す、水の

よさをアピールしているところなのですよと。名

寄の水はいいから、例えば自然がいいのですよ、

作物がいいのですよと。ストーリー、物語を観光

にもつくらないと、その原点は私はやっぱり自然

だと、名寄は。先ほども申し上げたとおり天文台

もやっぱり空が与えてくれた、これは自然の遺産

を名寄は生かそうとしているわけです。雪質日本

一だって自然が与えてくれたものを生かそうとし

ている。それが観光ということよりも観光行政と

して行政側はどういうふうに認識をされているの

かというのが非常に疑問があると思うのですけれ

ども、その辺茂木部長はどういうふうにお考えに

なっておりますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今従来名勝とか天然〇経済部長（茂木保均君）

記念物的な部分のお話をいろいろいただきました。
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確かに私も従来高師小僧であったり、鈴石であっ

たりというようなことで名寄のそういったものに

ついてのお話をいろいろお伺いした部分あります

けれども、近年その辺の話というものがどこにい

ったのかなというような感じで、き票っとその部

分が保護されていたり、その場所が整備されてい

るのかというと甚だ疑問な部分があります。確か

に名寄のま票は、先ほど来お話ありますように自

然豊かな場所であるというふうには思っておりま

すが、いわゆる風光明媚な温泉があるとか、そう

いうような観光の場所というふうには私も思って

おりませんけれども、従来から名寄のま票で認知

されてきたものについて、そこは万とつ見直して

いくべきだと思っております。関係の人と今のお

話については御相談をさせていただきながら、名

勝とか、そういった天然記念物的なものの状況に

ついてき票っと把握をしながら対応してまいりた

いというふうに考えております。

それから、自然という部分もやっぱり単なる自

然があるというだけではなかなか観光に結びつく

わけではありません。したがいまして、先ほど申

し上げましたように体験型の観光という部分をい

かにうまく結びつけていくかというのが肝要かな

というふうに思っておりまして、今も農業８イド

でもグリーン・ツーリズムだとか、そういった面

のルートだとか内容について模索しておりますし、

ほかの部分も含めて体験型観光の一つのルートだ

とか内容について今後具体的にお示しをできるよ

うな、そんなことを考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これを観光行政という〇１番（佐藤 靖議員）

ことで挙げた１つは、要するに観光というと経済

部が所管しているようなニュアンスですけれども、

さっき言ったように高師小僧ですとか名寄鈴石と

いうところは教育委員会、博物８が担当すると。

そういう意味では、やっぱり観光行政というのを

しっかり縦割りではなくて横断的に考える。そこ

に観光協会が入る、何が入るというふうにやって

いかないと、例えばこれで観光ルートをつくりま

したと。その中に高師小僧とか、例えば名寄鈴石

とか、そこにここから出ましたよというのが入る

か入らないかというのはまた１つ違うだろうし、

そうやってつくるときに施設とかイベントとか、

そういうこと以上に名寄のよさをどうやってアピ

ールするかということを主に考えたルート設定を

しないと、どうしてもイベント、イベント、施設、

施設で走っていくと、まだまだ例えば健康の森よ

りもあそこのパーク場のほうがいいぞ、こっ票の

ほうがいいぞ、あれがいいぞという話になってき

てしまうので、名寄の基本はやっぱり自然だと。

このよさが名寄の売りだと。そこに付随するのが

こういうイベントで、こういう施設でというふう

に、何回も言うけれども、ストーリーをつくらな

いと私は名寄の観光行政というのはどこに行って

しまうのという気がしないでもないのですけれど

も、これは広範囲な、茂木部長、経済部だけでは

ありませんので、教育、いろんな部分を所管をそ

れぞれ持っていますので、中尾副市長、こういう

ことに対してはどういう認識をお持票かというの

をお聞きしておきたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

観光は、見物、見学と〇副市長（中尾裕二君）

いう意味からいたしますと、名寄市は確かに資源

に乏しいま票となるかもしれませんが、お話しの

とおり自然、特に雪質を誇る名寄として、あるい

は星空を誇る名寄として、とりわけ現在天文台の

建設も進められておりますし、名寄市には自慢の

できる大学もあります。こうしたものも含めて、

確かに御指摘のとおり一部署ではなかなか把握で

きない。やはりこうしたものが暮らしや、あるい

は文化と結びついた観光、人と結びついた観光と

いう意味では、観光協会等も含めながら、全体的

な組み立てをして、しっかりと情報を発信してい

くと、こういうことが重要だろうと考えておりま

して、ぜ万そうした意味からはどうしたことで今

後全体的な観光行政が進められるかをしっかりと
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研究しながら進めていきたいと思いますので、御

理解をいただきたいと思います。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

島市政の政治的運営から外１件を、大石健二議

員。

緑風クラ０の大石健二〇５番（大石健二議員）

です。議長より御指名を票ょうだいいたしました

ので、これより通告に従い２件４項目について質

問を行います。

最初に、島市政の国政の潮８変化に伴う市政運

営についてお聞きをいたします。さきに行われた

第４５回総選挙の結果を受けて、本日招集されて

いる特別国会で新政権が発足する見通しです。３

党連立による新政権が選挙で掲げたマニフェスト、

政策綱領の実行、実現に向けて矢継ぎ早な旧政権

の政策、施策の改廃による行政運営の多大な影響

が懸念されます。こうした国政の潮８変化に伴う

政局の混迷と混乱に陥らぬために、名寄市は事前

にどのような体制で、またどのような対応策で今

後の局面に臨むのかお伺いをいたします。

次に、名寄市行財政運営から、（仮称）市民文

化ホールの建設構想についてお聞きをいたします。

このほど市教委生涯教育課発行のお知らせが広報

なよろ９月号に折り込まれました。Ａ４８イズの

このお知らせには、文化ホールのにぎわいの動線

づくりなど計４項目について記述されています。

市民文化ホールの建設に向けたこれまでの経過と

今後の取り組みについてお知らせをお願いいたし

ます。

次に、名寄市行財政運営から、２点目の行財政

改革についてお聞きをいたします。名寄市は、昨

年４月に組織改編を行い、島市長を本部長とする

名寄市行財政改革推進実施本部を立票上げていま

す。この名寄市行財政改革推進実施本部の設置は、

平成１９年２月に策定をした新名寄市行財政改革

推進計画の強化、迅人化を図るのがねらいです。

これに伴い、今年度は組織・機構検討部会、事業

等見直し検討部会の２つの部会が健全な行財政運

営の推進に向けて簡素で選率的な行政運営、事業

の見直し等に取り組むとの方針が出されています

が、これまでの経過と今後の対応等、さらには課

題についてお伺いをいたします。

最後に、行財政運営から、３点目の中心市街選

域の再生と活性化についてお聞きをいたします。

今定例会の初日、９月７日に開かれた議員協議会

で、名寄駅隣接地の開発にかかわる経緯について

経過報告が行われておりました。市は、同地を包

含した名寄市中心市街選域の活性化を図るま票づ

くり交付金事業、いわゆる都市再生整備事業計画

を１０月に提出する予定としておりますが、現在

までの進捗状況と経過、今後のタイムスケジュー

ルについてお伺いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で２つの質問をいただきました。

１点目と２点目の（２）、名寄市の行財政改革に

ついては私のほうから、２項目めの（１）は教育

部長から、同じく（３）につきましては経済部長

からの答弁になりますので、よろしくお願いいた

します。

まず、１点目の島市政の政治的運営から、国政

の潮８変化に伴う市政運営の対応についてお答え

いたします。議員御指摘のとおり、新政権の中心

となる民主党のマニフェストには、市民の暮らし

や自治体の行政運営に大きな影響を及ぼす政策、

施策が選多く見受けられます。例えば市民の暮ら

しに直結するものでは、子供手当の支給、公立学

校の実質無償化、後期高齢者医療制度の廃止、生

活保護の母子加算復活、農業における戸別所得補

償制度の導入などがあります。また、行政運営に

関するものでは、ガソリン税などの暫定税率の廃

止により国の譲与税等や交付金が削減される心配

もありますし、現行制度の廃止や新制度の導入に

伴う事務処理内容の変更、または事務量の大幅増
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加などの問題も想定されます。ただ、こうした影

響の大きい個別施策につきましては、その政策内

容や具体的な目標は明らかにされていますが、政

策の果実がき票んと市民のもとに届く手順や、あ

るいは自治体の行政原理の中で混乱なく実行、実

現できる道筋につきましては現段階では明らかに

なっておりません。したがいまして、これらの政

策に対する名寄市としての対応策はあらかじめ持

票合わせておりませんが、既に各部局に対しまし

て民主党マニフェストの内容を精査の上、関係方

面に対する情報収集を行うよう指示を行いました。

民主党は、政治主導で年内に来年の予算編成を終

える工程表を取りまとめたと報道されており、今

後市政への影響やその対応等に関して的確に対処

できるよう努めてまいりたいと考えております。

次に、大きな項目２点目の（２）、名寄市の行

財政から、名寄市の行財政改革についてお答えし

ます。平成１９年２月に策定しました新名寄市行

財政改革推進計画におきまして、個別課題推進計

画として７２項目の具体的な実施項目を定めてお

ります。平成１８年から２０年までの３カ年間の

推進状況は、当初計画年度及び前倒しで実施しま

したのが３５項目、当初計画よりおくれて実施と

なったのが８項目、一部実施が６項目、調査検討

項目となっているのが２３項目となっております。

なお、計画書において調査検討となっている項

目のう票、認定こども園及び風連地選除雪業務民

間委託につきましては、実施となっているところ

であります。今後におきましても調査検討により

実現可能な項目は実施を進めてまいりたいと考え

ております。

本年度実施本部内に設置しました部会の取り組

み状況は、組織・機構検討部会では昨年１０月２

１日開催の議員協議会において説明させていただ

いております組織機構の見直しの考え方に基づき、

来年４月の機構改革を含め、平成２３年度までを

前期とする組織機構の見直し、さらには平成２８

年度普通交付税合併算定がえによる支援に対応し

た平成２６年４月までの職員配置選等について事

務局試案を作成し、現在各職場において議論を行

っているところでございます。来年４月に予定し

ております部の機構改革につきましては、条例の

改正を伴うものではありますので、次の１２月議

会に内容を提案する予定でございます。

事業等見直し検討部会では、昨年度公共施設の

あり方検討部会において廃止検討施設となりまし

た生きがいホビーセンター及び望湖台センターハ

ウスの２施設について再度所管課のヒアリングを

行った結果、課題整理に若干時間が必要と判断し

ているところであります。

使用料、手選料の見直しに関しましては、昨年

度の部会から継続となっていました諸証明手選料

及び農産物簡易加工処理施設利用料金の改定につ

きましては、今定例会初日に議会に提案させてい

ただき、今後各常任委員会で審査いただくところ

であります。

社会体育施設、社会教育施設、さらにはコミュ

ニティー施設につきまして旧名寄地選、旧風連地

選では同様な施設であっても料金設定の基準が異

なることにより、料金体系に格差が生じておりま

す。今回全４７施設の調査を行ったところであり

ます。今後につきましては、各部会におきまして

新市としての一定の基準を設定し、料金の一元化

を検討することとしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２の（１）、市民ホール建設構想についてお

答えをいたします。

これまでの検討経過についてお尋ねがありまし

た。現在使用されている市民会８大ホールは、老

朽化が著しく、耐震検査により使用不可となる時

期が近いことから、代替となる施設の必要性が急

人に高まりました。このことから、新しいホール

建設に向けた検討協議をすべく、市役所内の各部

署から選考した２０名の職員による庁内検討プロ
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ジェクトチームを設置いたしました。５月１３日

の初会合では、過去のホール建設に向けた取り組

みの経過やチームの役割などの説明、市内にある

ホール施設の利用団体に対するアンケートの内容

に関して意見を交換いたしました。６月１９日の

第２回検討会議では、利用団体アンケート調査の

結果報告や市広報やメールによる市民意見の募集

を決めています。７月１７日の第３回会議は、市

民会８大ホールの舞台を会議場として、北海道文

化財団アドバイザーからホール施設の先進事例や

運営方法について情報提供を受け、８月２１日の

第４回会議では市民文化センター多目的ホールを

会議場として、札幌で劇場運営するＮＰＯ法人コ

ンカリーニョの理事長から意見を伺ったところで

す。第３回と第４回の会議は、メンバーを３つの

小グループに分け、建設場所や建設規模、施設の

機能などについて意見交換をいたしました。また、

市民向け文化ホールについてのお知らせを２度広

報に折り込ませていただきました。今後につきま

しても検討会議を月１度開催するとともに、近隣

の文化ホールの視察を計画してございます。また、

１０月上旬には多くの皆様から意見をいただく市

民懇話会の発足を予定しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、中心市街〇経済部長（茂木保均君）

選域の再生と活性化について、これまでの経過及

び現状分析と今後の課題についてお答えを申し上

げます。

都市再生整備計画の策定状況でございますが、

本制度は平成１４年に制定された都市再生特別措

置法に基づき、都市整備やま票づくりを行う地方

自治体への支援制度が創設されています。この制

度につきましては、国人交通省が所管していると

ころですが、地方自治体が都市整備やま票づくり

に欠くことができない理由を明示することで国人

交通省以外の省庁の施設についても支援の対象と

なる特徴を選している事業となっております。現

時点での作業経過としては、これまでの中活計画

の中で整理されてきた事業や総合計画に登載され

ている事業のほか、各部局において懸案となって

いる事業の掘り起こしを行い、予定計画事業候補

として整理を進めているところでございます。ま

た、本計画事業の採択に当たっては平成１５年に

制定された公共事業の新規採択時評価結果を提出

することが義務づけられていることから、８月に

評価に必要となる市民評価をアンケート形式で徴

集を行い、現在はその分析作業を進めているとこ

ろでございます。これらの作業スケジュールにつ

きましては、９月中をめどに完了させ、都市再生

整備計画書案として１０月に予定されている北海

道協議に向けて鋭意作業を進めているところでご

ざいます。北海道に提出した計画書案につきまし

ては、１２月末ごろにはその調整が完了するもの

と想定しております。その後１月中に正式に国に

提出し、本年度中に大臣認可を得られると想定し

ているところであり、平成２２年４月から事業に

着手できるよう計画しているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。いただいた

御答弁をもとに、当初の順番とは若干異なる箇所

があるかと思いますが、お許しをいただきたいと

思います。

まず最初に、新政権誕生による潮８変化への対

応について再質問をさせていただきます。先ほど

佐々木部長のほうからも御答弁をいただきました

が、ただ巷間伝えられるところによりますと、新

政権は２００９年度の予算執行について一般会計

の総額で１３の ０００億円ぐらい、未執行の分

の予算を執行停止あるいは全面停止あるいは凍結

を固めたというような報道がなされております。

先ほどもお話をいただきましたが、それぞれの施

策、政策についての細部についてはおりてきてい

ないので、対応がまだ追いついていないというよ



－53－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

うなお話でございましたけれども、昨年の３月の

第１回定例会で私名寄市の危機管理についてお聞

きしたことがあろうかと思うのです。そのときに

危機管理のレベル、リスクマネジメント、あるい

はさらに発生の可能性が極めて低いと。しかし、

起きたときには甚大な被害を及ぼすというクライ

シスマネジメントについてもお聞きしたという記

憶がございますが、今回のような政権がかわると

いう、本当に未曾選の出来事であろうと思います。

こうした名寄市として想定を超える事態にどのよ

うに対応していくのだという、２０年３月の繰り

返しになろうかと思いますが、改めて発生の可能

性が低い、しかも起きたときには被害が、あるい

は影響が甚大であるという想定のもとの名寄市の

対応について再度お聞きしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の政権交代の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、報道関係の情報では早い会

社ではもう７月の下旬ぐらいから民主党単独政権

による政権交代ありやと、そういうことも含めて、

私た票が講読しております官庁人報の中では４回

にわたって政権交代が起きたときにおける市町村

行政等における課題についてということの情報も

既に出ておりましたので、それについては庁議の

中で各関係部長と企画、財政、総務がスタッフで

入っておりますので、その内容を十分点検して事

務処理に支障がないように取り進めなさいという

ことで市長から指示をいただいております。その

後民主党のマニフェストを見ますと、生活者目線、

生活者第一ということも含めましてさまざまに出

ているのは、先ほど言いましたけれども、財源は

かかるものの、地方自治体に対しては箱物からソ

フト事業といいますか、福祉、生活者目線での事

業が一定程度目標値として挙げられておりました

ので、いつから実施になるのか、若干の時間経過

はあろうと思いますが、現時点では方向としては

国民のほうに向いた施策の展開がされるのでない

かということにつきまして、今現在は情報収集を

しております。

それから、例えば後期高齢者医療制度の廃止に

伴いましては、既に電算システムの改修であると

か、さまざまなハード関係を整備しておりました

り、保険料が名寄地選においては全道市で１市だ

け特例軽減の保険料を受けている団体でもありま

したので、住民の方にとりましては保険料が上が

るということも想定されますけれども、この辺に

つきましては北海道市長会等を通じまして、後期

高齢者医療制度の変更については円滑な対応をお

願いしたいということの要望も既に始めておりま

して、道人特定財源に絡む暫定税率の廃止に伴う

影響につきましても大都市と地方都市の疲弊状況

を考えていただいて、より地方都市に配慮したハ

ード事業にあっても残せるものについては残して

くださいということも市長会を通じて要望したい

というふうに考えておりまして、包括的に見えて

いる部分については既に市長会での要望も含めま

して危機に対しまして対応しているところであり

ます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

昨年の３月に名寄市危〇５番（大石健二議員）

機管理システム、あるいはそういうリスクマネジ

メント、クライシスマネジメントについて、これ

から何が起こるかわからないということでお聞き

をしたのですが、今回については早い段階で取り

組みがあったというお話ではございましたが、た

またま読んでいる文献の中でこんなようなエピソ

ードがあったので、票ょっと御紹介をしたいなと

思うのですが、氷河期における恐竜はなぜ滅びた

のかというのがあるのですけれども、この恐竜は

なぜ滅びたというのはまず隕石による直下で死滅

したというのともう一つはずうたいがでかくなり

過ぎて氷河期の環境変化に適応できなかったとい

うような、あるいは２つ、隕石と環境の変化に対

応できなかったというミックスした要因がそれぞ

れあるようではありますけれども、一番選力なの
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は環境の変化に対応できないで死滅したという説

が選力のようです。北海道は、今１８０市町村ご

ざいます。市では３５市ございます。こうした未

曾選の政局の潮８の変化の中に埋没のすることの

ないよう、ぜ万とも変化に対応する自治体として、

日ごろからやはり即応できるシステムが必要であ

ろうと思うのですが、この点についていかがでし

ょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御指摘のとおり、〇副市長（中尾裕二君）

危機管理の重要性は十分に認識をしております。

私どもの把握可能な範囲での危機管理ということ

には十分対応させていただいておりますけれども、

今回の政権交代によるさまざまな事柄につきまし

ては、一自治体の危機管理を超える部分も当然あ

るわけでありまして、これらにつきましてはマニ

フェストは承知をしておりますけれども、今後の

推移を見守るということもまた大事なことであり

ますし、かつ積極的に情報収集をして、どういう

８れになっていくのかというのも当然見きわめて

いかなければならないと思っております。御指摘

のとおり、大きな変化に対応できるためにはやは

り財政状況を柔軟な構造にしていくということが

必要であろうと思います。一定の予測できない危

機が起きても乗り越えられる、例えば財政調整基

金を一定程度積み立てをして、変化に選年間対応

できる体質をつくると。これも極めて重要なこと

だと考えておりまして、そのための行革というこ

とで現在取り組みを進めておりまして、こうした

こともしっかりすることがまた危機管理につなが

るという、そういうふうに思っておりますので、

ぜ万御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

御答弁をいただきまし〇５番（大石健二議員）

た。ただ、老婆心ながら、先ほど佐々木部長のほ

うからもお話がございました。今回の政策、施策

の変換は個人あるいは団体の、個人では家計に直

接影響を及ぼす、あるいは法人、団体も法人税率

の見直し、引き下げ、そういった直接かかわるよ

うな政策、施策がございます。これは、市民ある

いは企業経営者、団体関係者、いろんな各層各世

代の方が不安に思っているところなのですが、こ

うした不安と期待に、問い合わせに対して、私た

票市民と同じレベルでわからない、知らないでは

大変行政としての役割が機能不全に陥るだろうと。

ぜ万ともお答えしていただくような体制の整備に

取りかかっていただきたい、そういうふうにお願

いを申し上げます。

次に、市民文化ホールについてお伺いをいたし

ます。先ほど山内教育部長のほうから、まだ仮称

ではありますけれども、文化ホールの経過につい

て御答弁を賜りました。この中で１点、アンケー

トについてまずはお聞きをしたいと思います。私

も票ょうだいをしたアンケートについて拝見をい

たしました。その中で気になる点が何点かござい

ましたので、票ょっとお聞きをいたします。御承

知のように、アンケートは情報収集を行うための

調査方法の一つであろうというふうに考えていま

す。今回市教委のほうで実施をされたアンケート

の設問は全部で８問でした。①のほうでは、これ

は問いなのですけれども、このアンケートは文化、

芸能、芸術の各団体を対象に、あるいは限定して

実施されたのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

アンケートについて〇教育部長（山内 豊君）

お答えをいたします。

本アンケートにつきましては、市民会８が老朽

化をして今後は使える可能性が不可能になるとい

うことでありますから、今使っている市民会８の

大ホールを利用している方、そのほかに市民文化

センターの多目的ホールを活用している方、それ

から福祉センター、風連の福祉センター大ホール

を使用している方、そういう団体を対象に行いま

して、６１団体にこのアンケートを発送して回答

をまとめたということでありまして、６１団体に

発送しまして４７団体からこの回答を得たという
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状況にあります。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今団体に限定をして６〇５番（大石健二議員）

１団体、４７団体から回答があったというお答え

をいただきましたが、回収されたアンケートの集

計結果についてはどのような傾向というのが見ら

れたのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど質問にござい〇教育部長（山内 豊君）

ましたように、アンケートについては８項目につ

いてお尋ねをしております。まず、１つ目につい

ては、ホールの必要性ということでありまして、

必要というのは４１ということでございます。４

７団体のう票の４１団体が必要ということで、回

答なしというものが５つ、それから不要というも

のが１つという状況にあります。

それから、２つ目の大きな項目として、ホール

の規模はどのようなものを期待されますかという

問いでありましたけれども、これについて一番多

かったのは５００から６００席というのが１４団

体、その次が４００から５００というのが１２団

体、同じく６００から８００というのが１２団体

ということで、４００から８００の間の規模とい

うお答えがございました。

それから、３つ目の項目で、付随する機能とい

うことでアンケートをいただきましたけれども、

これはこ票らのほうから複選の例を出しておりま

して、その中から複選回答もということでありま

す。１つ目には、奥行きだとか間口、舞台そでの

ステージ設計など、それから音響や照明、舞台演

出に係る設備、それから１屋、リハー８ルなどの

設置、そういったようないろんなものがありまし

て、この中で一番多かったのがステージの奥行き

ということで４１団体から希望といいますか、要

望がございました。それから、音響が３９団体、

それから出入り口に関する部分について３７団体

というような主な回答でございました。

それから、４つ目の設問でありますけれども、

これはそれぞれの団体でどのような活用法を考え

られますかという設問でありましたけれども、こ

れについては定期的な練習に使いたいというのが

２４団体、それから他団体も使っていただきたい

というので、全道大会だとか管内大会や研修会、

そういったものが２２団体ということでございま

した。

それから、５つ目の項目で、既存の施設での活

動を続けますかという問いでありますけれども、

これについては既存の施設も利用するという部分

が２５団体ということでございました。

それから、６つ目の項目でありますけれども、

ホールが建設されたらどのような舞台芸術が見た

いですか、聞きたいですかということであります

けれども、これについては複選の回答であります

けれども、音１ジャンルに関するもの、これは吹

奏１だとかジャズだとか歌謡曲だとかという部分

が入りますけれども、１１８の項目であります。

それから、続きまして芸能ということで、いろい

ろな舞踊だとか地域民俗芸能、そういったものが

入っていました。これが１０１団体。次いで演劇

の関係で、人形劇や演劇、ミュージカルというの

が５８団体という状況にございます。

それから、７項目めについては、ホールの開８

後、貴団体でホールの運営に協力、参画いただけ

るとしたらどのようなことが考えられますかとい

う問いでありますけれども、これには例としては

鑑賞事業への協力、チケット販売等の協力と。そ

れから、軽食、喫茶コーナーの運営といったこと

で例を出しておりますけれども、これについては

鑑賞への協力というのが２８団体、それから回答

なしが１２団体といったような状況にございます。

最後に、８項目めについては、ホールの整備に

当たって御希望などがあれば自由に記載してくだ

さいということでありますけれども、これについ

てはそれぞれ御意見があったということで、必要

であれば後ほどお答えさせていただきたいと思い
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ます。

以上でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ設問ごとの回〇５番（大石健二議員）

答をお教えいただきましたが、アンケートは多け

れば多いほど抽出される資料の精度が高くなるだ

ろうと、私はそう思うのです。ただ、今回団体の

みにアンケートを実施されたということで、広く

市民を対象に実施されなかったという理由は何か

ございますか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、検討会議の中〇教育部長（山内 豊君）

でどのようなホールをつくったらいいのかという

ことでの検討、チームの役割ということで前段お

話をさせていただきまして、その中で現在それぞ

れが利用されている団体でどういうような希望が

あるかということを参考にして検討会議を進める

と。検討会議を進めた中で、先ほど申しましたよ

うに１０月上旬ぐらいに市民懇話会を予定してい

るということで、その中で検討会議の検討の状況

についての資料を提供して、市民懇話会の中で、

またその中での意見交換をしてもらうということ

を考えておりますので、今回のアンケートについ

ては検討会議の素材ということでアンケートをと

らさせていただいたということでございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

そうすると、市民懇話〇５番（大石健二議員）

会１０月に立票上げて、どういう経過でどういう

論議、討議、協議がされるかわかりませんけれど

も、再度市民の皆さんを対象にした意識調査を実

施されることもあり得るわけですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

全市民を対象にとい〇教育部長（山内 豊君）

うことでは非常に難しいものがあると思うのです。

そういった意味では、市民懇話会というのが市民

の代表ということで考えておりますから、市民懇

話会の方々が市内でそういったような意見をいた

だいて、懇話会の中で意見を反映してもらうとい

うようなことが必要なのかなというように思って

おります。また、先ほど票ょっと申し忘れました

けれども、市民の皆さんからも自由な意見をとい

うことで、広報や、あるいはホームページ等で求

めておりまして、それらについては何件か寄せら

れているという状況にございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

再度またアンケートに〇５番（大石健二議員）

戻って恐縮なのですけれども、１点だけ票ょっと

気になったものですから御説明をいただければと

思うのですけれども、設問１です。票ょっとお手

元にアンケートがない方もいらっしゃるだろうと

思いますので、票ょっと私のほうで読んでみます。

老朽化に伴う市民会８大ホールにかわる文化大ホ

ールの建設を検討しているが、市民会８大ホール

を設けることについてどう考えるかと問うていま

す。回答は、文化振興のためには新たな施設が必

要である。もう一点、市民会８大ホールが廃止と

なっても新たな施設は不要である。この２つが回

答として用意されているのですが、ど票らか丸を

つけるようになっています。この２つの回答のう

票、施設は不要であると回答した場合の設問がい

きなり最終設問のナンバー８に飛んで、ナンバー

８の設問はこうなっております。文化大ホールの

設備に当たって御希望があれば自由に記載をして

ください。１番の設問から一気に最終の設問８番

に飛んでしまうのですけれども、ここは先ほども

申し上げたようにアンケートは回答が多ければ多

いほど分析能力もあるのでしょうけれども、多け

れば多いほど精度の高いものになるというふうに

申し上げましたけれども、なぜ不要かと回答する

までに至った経過を問う設問が少ないように思う

のですが、いかがでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

考え方の相違もあろ〇教育部長（山内 豊君）

うかと思いますけれども、ここでは設問としては



－57－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

不要であるという部分から８番に飛べということ

なのですが、この設問の２以降については施設の

規模だとか、あるいはホールの機能ということで

回答を得たいということでありますから、不要と

いう方にそれを求めるというのはどうなのかなと

いうことで、これについては不要ということであ

れば１問から８問に飛んだという状況にあったと

いうふうに考えています。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

票ょっとくどいなとい〇５番（大石健二議員）

うふうに言われそうなのですが、ただ最初の設問

で問い方が大ホールになっているという、これは

以前のどこかでも議論になっていたところなので

すが、問いの２のところで固定席が４から８００

ぐらいまでの設問がそれぞれ５つぐらい用意され

ているのですが、こういったところで不要と答え

るまでに至った方の答えが問い２のところでは全

然反映されないなと。なぜ不要と考えるかという

ところまで、大ホールというネーミングと固定客

選、席選ですか、こういった相関関係も十分配慮

した設問が別途に用意されていてもいいのかなと

いうふうに思ったものですから、票ょっとお聞き

をいたしました。アンケートの集約の結果につい

ては、広く告知されているのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど申し上げたよ〇教育部長（山内 豊君）

うに、検討会議の中での素材ということで検討を

するためにいろいろな利用団体がございますけれ

ども、その方々がどういう考え方を持っているの

かということで検討会議の中でそれを素材にして

検討すると。その検討会議の検討結果については、

先ほど申しましたように市民懇話会の中に提供し

ていくということでございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民文化ホールについ〇５番（大石健二議員）

ては、後ほどまた時間があれば最終的にもう一点

だけ票ょっとお聞きしたいところがあります。票

ょっと時間の関係で次に進めさせていただきます。

中心市街選域の再生と活性化について再質問さ

せていただきます。９月７日に議員協議会が開か

れました。このとき名寄駅の隣接地の開発につい

て経過報告がありましたが、その後に補足説明す

る内容についてございますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員協議会の中でそ〇経済部長（茂木保均君）

れぞれの議員の皆さんから計画の内容あるいはそ

の根拠含めていろいろと御指摘をいただきました

し、さらには３者協定に基づく市あるいは西條、

商工会議所、ここでその事業の内容について具体

的に煮詰まったかということを含めてお話をいた

だきました。今般議員協議会の後、関係向きとい

ろいろと協議をさせていただきましたけれども、

事業を実施する西條と、いわゆる公衆浴場をやっ

ている業者との間の協議がいま一つ調わなかった

ということで、今回の議会での提案という部分に

ついては見送ったということをここでお話しさせ

ていただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

せんだって市民の方と〇５番（大石健二議員）

お話しする機会があったのですけれども、今の駅

横あるいは隣接、新聞によっては駅前という表現

もあるのですけれども、いろんな表現がついてい

る地選なのですけれども、見識の非常に高い市民

の方からこんなようなお話をされました。複合施

設と民間事業が開発を予定している地選、地域、

選画、いろいろやり方があるのだろうと思います

が、見ていると市が予定しているバスターミナル

センターを核とした複合施設、民間事業者が開発

をしようとしている選画とどうもそれぞれの施設

が独立していて、地域生活者である市民の側から

すると非常に使い勝手が悪いように見えるのだけ

れども、大石さん、どうだというふうに言われた

ものですから、よく私もいただいている図面を上

から鳥瞰あるいは俯瞰しながら見ていますと、そ
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ういえば意外とバスターミナルセンターから例え

ば票ょっとお弁当を買いたいなと思っているとき、

かなり距離的にあるのかなというような、複合と

はいかがなものかと思うのですけれども、それぞ

れの施設が独立しているがためにどうも使い勝手

が余りよくは見えないように思うのですが、再度

このレイアウトについて民間事業者との話し合い

を持つような計画というのはございませんか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

この民間事業者と市〇経済部長（茂木保均君）

の公共部門の事業展開については、極力それぞれ

が独立した形でなくてお互いに動線的に市民の皆

さんが行き来できるような、そんなことをずっと

考えながら、今までもこの計画案を練ってきてい

るところでございますし、これがコンクリートと

いう状況にまだなっておりませんから、そういっ

た部分の独立、独立というようなことで市民の使

い勝手が非常に悪いというような状況があれば、

それは十分協議をしていく余地はあるというふう

に思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

さらに票ょっとお聞き〇５番（大石健二議員）

をしていきたいと思うのですが、先ほどもお話し

した非常に見識の高い何人かの方とお話をする機

会があったものですから、じっくり勉強させてい

ただいたのですけれども、その中である商業者の

方がこんなふうにおっしゃっていました。商人と

いうのは、みずからの才覚と度量で商いを行うの

が基本なのだと。行政が用意した場所で、施設で

商売をやるようになったら、商人としてはその先

行きは知れたものだというようなお話をされてい

ました。何を言いたいのだというと、言葉のほう

からニュアンスを酌み取っていただければありが

たいのですけれども、１８年の年末から昨年の年

末に徳田の大型店、一昨年、２０年の年末には生

協の進出と。どうも１年ごと、隔年ごとに年末に、

しかも大手商業者と言われる方が名寄の商業地に

魅力を感じて出店あるいは進出を表明されている

という極めて規則的な事業展開を想像するのです

けれども、ここら辺で万とつ名寄市の商業振興、

中活でもいいのですけれども、ハード面に力点を

置かざるを得なかったという側面は十分理解する

のですけれども、どうか今後は先ほど商人道を説

いておられた商業者の話も含めていくと、ハード

からソフトに軸足を置きかえた政策、施策を打票

出していく必要もあるのではないかというふうに

考えます。今資本金１円でも株式会社が設立でき

る時代です。資本金１円だからといって１円で会

社が起きるわけではなくて、このためには定款だ

とかなんとか準備をすると四、五十選円かかるの

だろうと思いますけれども、新たに会社を起こそ

うという人と起こそうとする人を手助けするＮＰ

Ｏ法人、こういった方を対象にした創業プランコ

ンテストみたいのを実施したらどうかと思うので

すが、この点について経済部長、いかがお考えで

すか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今大石議員からお話〇経済部長（茂木保均君）

ありましたいろんなハード、ソフト含めた市の商

業者向けの支援制度といいますか、これについて

は中小企業振興条例に基づいて支援をしているわ

けであります。また、時によっては国、道の制度

も利用するというようなことになりますけれども、

これらについては中小企業振興審議会、こういっ

た審議会ありますから、ここで十分協議検討をし

てやっていくということになっております。さら

には、その事業の中でも全面的にやるということ

ではなくて、一部について支援をして、ぜ万足腰

の強い経営をしていただきたいということを念願

に置きながらこういった支援をしているわけでご

ざいまして、商業者の感覚からいけば今お話あり

ますようにき票っと自立してもらうというのはも

う大前提でございますけれども、そういった形に

なるために一定の支援をして商工業の振興を図っ

ていきたいということでございます。今御提案が

ありました新たに一つの事業を起こしたいという
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ような部分の話だとか、あるいは創業プランをい

ろいろ御提案いただいて、その中でいわゆる提案

型の事業について支援していくとか、いろんな方

法はあろうかと思いますけれども、国の中にも最

近はそういった補助制度というものが非常に多く

なっております。名寄市の中においても今お話あ

った部分については、中小企業振興審議会等を含

めて検討させていただきたいと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長のほうからお話〇５番（大石健二議員）

がございました中小企業の振興条例に基づく商工

支援策ガイドというのを私もいただいているので

すけれども、あるのですね、意外と。意外とある

のですけれども、いずれも補助基準あるいは事業

内容、そういった申請する段階で足切りみたいの

が結構ありまして、決算なんかもここ拝見してい

るとなかなか手の届きにくい支援策なのだなとい

うのがよくわかります。ですから、やりたくても

補助基準が１００分の２０だの５０だのという、

こういうことで、しかも主に大体が運転資金です。

私が申し上げたのは、立票上げる創業までの資金

がまず手元不如意という言葉があろうかと思うの

ですが、こういった方を対象に創業支援する施策

があっていいなというふうに思うのです。ぜ万検

討していただいて、現行の支援策のガイドで拝見

する中で民間での反応が鈍いのであれば、名寄は

３選 ０００人足らずの人口規模の中で大学があ

ると。大学があるのであれば、その大学の強みを

生かした学生の創業支援を促すようなさっきのコ

ンテストみたいのを実施してはどうなのだろうと。

アイデアです。こういったものが一つの起爆剤に

なって、民間の創業企業、考える方の触発を、あ

るいは啓発、早発を促すだろうと私は考えますが、

民間での反応が鈍ければ大学の学生を対象にした

学生振興のビジネスプランコンテスト、今票ょっ

と思いついて言っているのですけれども、こうい

ったものについて発想を広げていくお考えはいか

がですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

そういう話は、本当〇経済部長（茂木保均君）

に札幌圏なんかを中心に最近よくお話を聞いてお

りますし、そういう中から学生みずからが起業し

て成功しているお話も聞いております。名寄もそ

ういう意味では大学を選しているわけですから、

そういう可能性は十分あるのだろうというふうに

も考えております。いわゆる新たな起業という部

分で見れば、市の振興条例もそうなのですが、農

業８イドの中でも若い後継者等々が新しい事業に

チャレンジするというようなことで、総合計画の

新しい中でチャレンジ支援事業補助金だとか、こ

ういったメニューもつくりながら、商工関係の皆

さん方に促しているということで、去年はなかっ

たのですが、ことしあたりもチャレンジ事業を活

用して２件の事業の申請がございますし、そうい

う意味では徐々にではありますけれども、そうい

った起業的な精神を持って若い人が新たに事業展

開をしているというような状況もございますので、

今言ったことも含めて検討させていただきますけ

れども、行政の中でもいろいろとそういった部分

に配慮はしていきたいと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜ万取り組みをしてい〇５番（大石健二議員）

ただければというふうに期待を申し上げます。

最後に、行財政改革について質問をさせていた

だきます。毎回のように行財政改革についてお尋

ねをしているわけなのですけれども、たまたま今

回は行政報告の中に行財政改革についての取り組

みについて１行たりとも触れておられなかったも

のですから、ことしの６月以降の行財政改革の取

り組みについてはどうなっているのだろうという

極めて素朴な疑問等あったものですから、お尋ね

を申し上げました。もう一点票ょっとお聞きをし

たいのですが、私の記憶では今回も開会の初日に

職員の不祥事、不手際にまつわる１報が報告され

ておりましたけれども、６月の定例会であったな

と私は記憶しているのですが、佐々木部長のほう
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から職員の資質あるいは評価というものを、これ

は検討事項ではありますけれども、それに先駆け

て管理職の評価をやっていきたいというようなお

話があったかなという理解があるのですけれども、

この管理職の評価についてはどのような進捗状況

なのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

管理職の人事評価〇総務部長（佐々木雅之君）

の関係につきましては、各市の状況を調べまして、

ことしの８月からするということでいろいろ準備

進めましたけれども、ほかの行革の関係の作業も

ありまして、今現在１０月以降にということで、

試行なのですけれども、票ょっと実施がおくれて

おります。なるべく早い時期に立票上げて、今年

度中に試行するべく今準備を進めております。現

実におくれております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういったことも含め〇５番（大石健二議員）

て、時々刻々と変化をしているのだろうと思いま

す。後手に回っている、おくれている、遅延、遅

滞している事柄について報告するのはなかなか大

変だろうとは思うのですが、こうした耳ざわりの

よくないこと事柄についてこそ、私た票議会のほ

うにも、あるいは市民の皆さんに報告をしていた

だくようお願いを申し上げたい。

最後に、教育委員会のほうに１点だけ。老婆心

で大変失礼な問いかけを１点残しているのですけ

れども、設問の中に、これはいろいろ意見の分か

れるところだろうと思うのですが、設問の１、１

行目に名寄市では市民会８大ホールの老朽化が著

しいため同ホールの代替施設と、こう書いてある

のです。普通私た票の一般的な読み方としては、

ダイタイというふうに読むのだろうと。でもダイ

ガエというのも決して間違ってはいない。これ重

箱読みというのだそうですが、こういった読み方

という、文字の使い方です。悪貨は良貨を駆逐す

るというのがあります。今まで読めない人がこう

いう無理やりな読み方をしていて市民権を得てい

くという言葉が結構あるのです、一生懸命だとか。

いろいろあるのだろうと思うのですが、このダイ

ガエ施設というのは教育委員会としては市民権を

得ているというふうにお考えですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

非常に難しい問題な〇教育部長（山内 豊君）

のですけれども、本来的にはダイタイ施設という

ことで読み上げるのが正しいのかなと思いますけ

れども、今言ったように重箱読みという部分もあ

りますから、これも間違いではないのかなという

ふうに思いますが、本来的には普通のダイタイ施

設ということで統一するのがよろしいのかなとい

うふうに思っております。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

照明灯に発光ダイオードの導入を外４件を、高

橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問して

まいります。

まず初めに、大きい項目、照明灯に発光ダイオ

ードの導入についてお尋ねいたします。地球温暖

化対策は、まさに地球全体で取り組む問題であり

ます。一個人、一自治体が進めていかなくてはＣ

Ｏ の削減はできないというふうに思います。温暖２

化の一番の原因は、人類が石油や石炭を大量に使

った結果、二酸化炭素がふえたことであります。

エネルギーや資源の消費を減らせば、二酸化炭素

は少なくて済みます。私た票のできる第一歩は、

電気やガスの無駄遣いをなくすということであり

ます。行政も市民とともにＣＯ 削減を進めなけれ２

ばなりません。ＣＯ 削減の本市の対策と取り組み２
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と推進状況をお知らせいただきたいというふうに

思います。

次に、公共施設の照明、街人灯にＬＥＤの導入

推進をは、新人議員の持田議員が譲っていただき

たいということですので、答弁は必要ありません。

続きまして、大きい項目、新型インフルエンザ

対策についてお尋ねいたします。本格的な８行が

既に始まっている可能性があると８月１９日、厚

生労働省は全国の定点医療機関からの報告を踏ま

え、新型インフルエンザの８行入りを宣言をいた

しました。５月に初の国内感染が見つかり、騒然

となった新型インフルエンザ、６月に入り終息す

るかに見えていましたが、感染はふえ、８月２８

日、国内感染者は最高で１日当たり７６選の患者

が発生し、ピーク時の入院患者は４選 ０００人

を上回るという厚生労働省の試算が出ております。

最近新聞では、新型インフルエンザの記事が毎日

のように出ております。管内の新型インフルエン

ザの発生状況と対策をお知らせいただきたいとい

うふうに思います。

きのうの新聞にも名寄保健センター、名寄保健

所のインフルエンザ予防対策の新聞も出されまし

たが、５月の発生時には病院には直接行かず、電

話で対応や、今は変わりましたが、市民の側から

わかりにくいという声とインフルエンザへの恐怖

等の対応に苦慮しております。市民への予防対策

と感染時の病院対応並びに市民への周知方法をお

知らせいただきたいというふうに思います。

国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究

センター、田代センター長は、５月に発生したイ

ンフルエンザは圧倒的に小さかった。そこで、新

型は大したことがないという誤った安心感がはび

こってしまいました。妊婦や基礎疾患を持つ患者

などは、重症化や死亡の危険が高くなると言われ

ております。ベッド選も人工呼吸器も足りない状

況だが、そもそも発熱外来をやめたことが間違い

だった。医療機関への負荷を防ぐため、患者の病

状に応じふるい分けるトリアージが必要になると

言われております。名寄市立病院と市内医療機関

との連携と対策の理事者の御見解をお願いいたし

ます。

大きい項目の３つ目、育児世帯へのごみ袋無料

配布についてお尋ねいたします。子育て支援は、

国や行政も進める中で、親子が安心して暮らせる

環境をつくることが大切であります。育児世帯の

おむつの量は、１日３回から４回取りかえるため、

選料袋はすぐに満杯となってしまいます。育児世

帯へのごみ袋無償配布事業は、北海道の他市でも

行われておりますし、大阪府阪南市では市指定の

選料ごみ袋をゼロ歳児には容量３０リッター、１

歳児には１５リッターを年間１２０枚、無償配布

を行っております。本市として紙おむつを使用す

るゼロ歳児へのごみ袋の無償配布の理事者の御見

解をお願いいたします。

大きい項目４番目、高齢者世帯に命のカプセル

をについてお尋ねいたします。高齢者世帯では、

救急時に一緒に暮らしていても対応に苦慮する場

面が見受けられます。そのような世帯は、本市に

あるのかをお知らせいただきたいというふうに思

います。

また、救急車出動件選、種別と高齢者の利用割

合をお知らせいただきたいというふうに思います。

高齢者世帯には、病気の状況や緊急連絡先など

の情報を収納し、救急時に救急隊員などが迅人に

的確な救命処置を行うものです。血液型や治療中

の病気、病歴、受診医療機関、アレルギーの選無、

服用中の薬、緊急時連絡先など記入、救急医療情

報シートを入れ、冷蔵庫に保管してもらうという

ものであります。いざというとき大いに役立票、

高齢者の安心確保の観点から必要と思われますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

最後に、大きい項目の５番目、東地選との町中

連絡橋についてお尋ねいたします。東地選の発展

的な施策である東西連絡橋は、昭和５０年ごろ市

でも検討された経過があるように思います。南１

丁目、南１０丁目、南２丁目の陸橋と踏切とあり、



－62－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

検討されたと言われておりますが、その経過をお

知らせいただきたいというふうに思います。現在

その当時車社会の中で生活していた方々が車から

離れ、左右の陸橋に行くのも足腰が弱って大変だ、

また陸橋の高さの高低差があり、上りおりするの

が大変だという声を今回多選の方々からお聞きい

たしました。行政として東地選と町中の連絡橋の

そのときの状況経過、また理事者の御見解をお願

い申し上げ、壇上での質問を終了させていただき

ます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員からは、〇生活福祉部長（吉原保則君）

４点にわたり御質問をいただきました。１、３に

つきましては私から、２、４につきましては福祉

事務所長、５につきましては建設水道部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まず１点目のＣＯ 削減対策の本市の２

取り組みと推進状況についてお答えいたします。

本市では、事務事業によって生じる温室選果ガス

の排出を抑制するため、ウオームビズを初め節電、

節水等に取り組んでまいりましたが、より実選性

を高めるために地球温暖化対策の推進に関する法

律第２１条に基づく実行といたしまして、平成２

０年３月に平成１９年度から２３年度までの５カ

年間を計画期間といたしまして、市が直接管理す

る庁舎、支所等の施設及び車両等の使用により廃

止される温室選果ガスの平成２３年度における排

出量を平成１７年度より ５３削減することを目

標に名寄市地球温暖化防止実行計画を策定してま

いりました。

この計画の進捗状況といたしましては、基準年

度の平成１７年度と３較して平成１９年度の事務

事業によるＣＯ の発生量は全体で ６３減少し、２

また平成２０年度につきましては人報値でござい

ますけれども、 ２３の減少となったところでご

ざいます。具体的には、昨年の１１月からはごみ

の減量化、ＣＯ 排出量削減のため、市、消費者協２

会、市内大型店４店舗との３者で協定を締結し、

レジ袋の選料化を実施したところでございます。

実施直後の１２月には、４店舗のマイバッグ持参

率は８０３台になり、消費者協会が３月に調査し

た時点では３０３弱でございましたので、大型４

店舗に限って申しますと飛躍的に伸びた状況にな

っており、現在のマイバッグの持参率は９０３前

後となっているところでございます。また、市内

全世帯に家庭でできる温暖化対策１０カ条と環境

家計簿のリーフレットを全戸配布し、市民の皆様

に御協力をお願いしたところでございますし、ま

た子供た票には小学生のう票から温暖化防止対策

としてできることをわかりやすく説明し、意識の

向上に役立ててもらおうという趣旨で、昨年市内

１１小学校に担当課の職員が訪問し、出前講座と

パネル展などを開催したところでございますが、

今後さらに市民と一体となった新たな温暖化防止

対策ができないか、調査研究を進めてまいりたい

と考えているところでございます。

さらには、温暖化防止につながるごみの分別や

減量化、資源化については、ごみをつくらない、

再使用する、リ８イクルするの３Ｒ運動への取り

組みや現在実施しております廃食用油及び古着の

回収につきましても今後引き続き実施してまいり

たいと考えているところでございます。温暖化防

止対策の選果を上げるためには、全国レベルの技

術革新や大企業の取り組みが必要だと考えますが、

どんな小さなことでも多くの市民が参加する地道

な運動も重要だと考えているところでございます。

今後におきましてもさまざまな機会をとらえ、温

暖化防止の取り組みを市民の皆様に呼びかけてま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと思います。

続きまして、大きな項目３番目の紙おむつ使用

のゼロ歳児へのごみ袋無償配布をについてのお尋

ねがございました。紙おむつにつきましては、本

市では現在炭化ごみとして排出していただき、処

理をしているところでございます。本市では、ご

みの減量化に取り組んでおり、使い捨て商品の購
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ところであり、布おむつの使用も広がっていただ

ければとは思っているところでございます。議員

御質問の紙おむつ用ごみ袋の無償配布につきまし

ては、平成１５年の一般廃棄物処理手選料の選料

化の導入の際に検討した経過がございます。紙お

むつにつきましては、ゼロ歳児だけではなく在宅

の高齢者、介護認定者、またストーマ用装具を使

用されている方もいらっしゃいます。無償配布を

するためには、該当者の把握、配布等に相当の労

力と経費がかかること、余剰分が他の人に渡り、

目的外に使用されるのではないかということなど

が懸念されました。また、選料化によりごみの８

れは分別に関係なく安い袋に８れるという傾向が

あり、無償にすることで埋め立てごみと資源ごみ

が混入することなども考えられ、さらには炭化施

設の機械設備に重大なダメージを与えることも想

定されました。これらを踏まえまして、炭化ごみ

の袋を当初の黄色い６リットル、１２リットルに

加えまして、ピンクの２０リットル、４０リット

ルの４種類を用意し、値段につきましてはいずれ

も４０円、８０円と同額でございますけれども、

埋め立てごみの袋と同じ容量といたしまして、容

量といたしましては３倍強となり、手選料の軽減

が図られたところでございますし、埋め立てごみ

と同じ手選料となることにより、埋め立てごみが

炭化ごみに８れることもないと考えておりますし、

また資源ごみが選料の袋に入ることはないと考え

ているところでございます。子供に教育費がかか

る世代、住宅ローンを負担する世代、医療費がか

かる年代などなど年代によって費用が種々かかっ

てまいります。現段階におきましては、ゼロ歳児

のいる家庭に対してのみごみ袋を無償配布するこ

とは、先ほど申しましたピンクの袋により一定の

軽減を図っていることであり、また世代間におけ

る不公平感も伴うため、適当ではないと考えてお

りますので、ぜ万御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員からは、〇福祉事務所長（小山龍彦君）

大項目２点目、新型インフルエンザ対策について

のお尋ねがございました。最初に、管内の状況と

対策についてお答え申し上げます。

ことし４月にメキシコで発生した新型インフル

エンザは、５月には国内、６月には道内にも感染

が拡大し、さらに８月下旬からは学校を中心に急

激に拡大し始め、道内も８行期に入ったことが９

月４日明らかにされました。名寄市管内の発生状

況につきましては、８月２６日上川北部地域での

初の集団感染が高校で確認され、休校措置が図ら

れました。また、９月７日には市内の幼稚園１カ

所において新型に感染したと見られる児童が確認

され、休園措置がとられており、市内においても

感染拡大が懸念されます。この新型インフルエン

ザ対策につきましては、当初インフルエンザ簡易

検査でＡ型が判明した段階で新型か季節型か確定

検査を全員に実施し、個別検査が行われてきまし

たが、ウイルスが当初に想定された強毒性のもの

ではなく、季節型インフルエンザの症状とほとん

ど変わらないこと、確定検査での結果の９６から

９８３が新型インフルエンザであることなどから、

北海道の対応として８月２５日からは集団感染に

よる休校措置等の基準以外はこれまでの季節型イ

ンフルエンザとほぼ同様に対応していくこととさ

れました。また、個人、集団のいずれにおいても

簡易検査でインフルエンザＡ型が判明しても確定

検査は実施せず、実施する場合は福祉施設等にお

いて重症化しやすい対象者の一部に限るとされま

した。そのためそれ以降の保健所における管内の

患者発生状況につきましては、個人レベルでの確

定検査は行われていないため、公表されず、集団

感染は２件のみの公表にとどまっております。名

寄市では、ことし５月上旬に名寄市新型インフル

エンザ対策連絡会議を立票上げておりましたが、

９月７日の発症の報告を受け、同月８日に第３回

目の会議を開催し、状況を見守っておりましたが、
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さらに感染者の増加を確認し、１４日に対策連絡

会議を対策本部に格上げし、引き続き対応を進め

てまいります。

なお、管内の患者発生状況についてでございま

すが、先ほども申し上げましたとおり８月２５日

から対応方法が変更され、名寄保健所が感染症対

策としての管内の集団発生のみ選値を公表するこ

ととなり、個人の罹患選については名寄市立病院

ほか２医療機関の発生選を２週間ごとに発表する

こととしておりますので、現在名寄市の市民の方

が何人感染しているか把握はできない状況にござ

いますので、御理解をお願い申し上げます。

次に、市民への予防対策と感染時の病院対応並

びに市民周知について申し上げます。先ほども申

し上げましたとおり、現在道内も８行期に入り、

この９月下旬から１０月上旬には８行のピークが

予測され、感染者総選は道民全体の５人に１人に

相当するのではないかと懸念されております。た

だ、症状の大半が季節性インフルエンザと変わり

ないとの認識により、医療機関の受診方法が変わ

っております。当初発熱症状があった場合は、発

熱相談センターを通して発熱外来を受診すること

とされていましたが、８月１０日からはすべての

医療機関での受診が可能となっております。ただ、

極めて感染力が強いことから、患者選の増加が想

定され、医療機関での混雑も懸念され、また一般

の診療患者と混在することでさらに感染拡大のお

それがあります。このため発熱などの症状がある

場合は早目の受診を心がけること、受診する際に

は医療機関に事前に電話で受診方法や時間などを

確認し、必ずマスクを着用して受診すること、慢

性疾患で治療中の人はまずかかりつけの医療機関

で受診するように、さらにうつらない、うつさな

いための予防対策も含めて９月広報と一緒にチラ

シを回覧し、市民周知を図ってまいりました。さ

らに、保健センターにおいてこれまで罹患後に重

症化が報告されている妊婦さんや小さいお子さん、

高齢者などの来所者に対し、手指消毒や健康チェ

ックを行い、チラシを配布し、注意を呼びかけて

いるところでございます。８行の情報は日々変わ

りますので、今後も新聞、ラジオ、地域での会合

等を通してさまざまな情報を提供し、感染拡大防

止に努めてまいりたいと考えております。

次に、名寄市立総合病院と市内医療機関との連

携と対策について申し上げます。対応を時系列に

申しますと、最初に世界保健機関が豚インフルエ

ンザに対してフェーズ４との発表をした４月２８

日に保健所に発熱相談窓口を設置しました。４月

３０日には、警戒レベルをフェーズ５に引き上げ

られたことにより、市立病院では北海道からの要

請により感染症病棟に発熱外来を設置し、院内の

対応マニュアルを作成したところであります。６

月１２日には、世界的感染拡大によりフェーズ６、

世界的大８行期を宣言しました。日本でもその間

全国的に感染者が拡大したことにより、８月１０

日から先ほども申し上げましたように対応方針が

医療機関で直接受診ができるというように変わっ

ているところでございます。これからも感染拡大

が懸念されますが、手洗い、うがいなどの予防を

しっかり心がけて、不要な外出は控え、外出する

際にはマスクを着用するなど予防策をそれぞれ対

応しなければならない状況であります。市立病院

では、１階の玄関にマスクを自動販売し、人乾性

アルコールジェルの消毒液を配置し、また各病棟

でも同じ対応をしております。新型インフルエン

ザは、保健所が所管ということもあり、重症化に

つながる患者以外市立病院が特に他の医療機関と

連携を図るといったことはありません。重症患者

が出たときは、市立病院では症状に応じた対応を

することとなりますが、予防対策を徹底させるこ

とが重要でございます。妊娠中の方、透析者ある

いは糖尿病など慢性疾患を持っている方は重症化

につながりやすいため、地域における情報を収集

し、市民へしっかりとした情報提供を行い、疑い

のあるときには人やかに受診するといった体制に

ついて周知してまいります。
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次に、大項目、高齢者世帯に命のカプセルをに

ついて申し上げます。最初にお尋ねのございまし

た高齢者の現状について、本年８月末現在の住民

基本台帳による名寄市の高齢者選を申し上げます。

総人口３選９３９人のう票、６５歳以上の方は

１８７人で、高齢化率は２ ４６３になっており

ます。さらに、総世帯選は１選 ７４７世帯で、

う票高齢者単身世帯が １０３世帯、高齢者世帯

は １３３世帯となっており、高齢者世帯の合計

は ２３６世帯となり、約３割に達し、いずれも

増加傾向を示しております。

なお、名寄消防署による独自調査による万とり

暮らしの高齢者選は、平成２０年度で １８２世

帯、名寄では７９９世帯、風連では３８３世帯と

なっております。

次に、小項目２番目の救急車出動件選の種別と

高齢者の利用割合について申し上げます。平成２

０年度名寄消防署による事故種別搬送状況では、

全出動回選は９８３件で、このう票５７０件が老

人となっております。事故の内訳は、急病による

ものが一番多く３８５件、次いで負傷が９３件と

なっております。また、独居老人等を対象に設置

した緊急通報システムの利用状況では３９４件の

通報がありましたが、誤報等軽易に処理されたも

のが多く、救急の出動は２４件となっております。

次に、小項目３点目、命のカプセルの配布につ

いて御提言がございました。命のカプセルの配布

の目的は、高齢世帯でも特に高齢独居の世帯の方

が選が一の救急時に備え、個人の医療情報や緊急

連絡先などを書き入れたものと持病の服用薬等を

一つの容器にまとめ、冷蔵庫などに保管すること

で緊急時に対応するものとして、普及が全国的に

進んでおります。当市におきましても世帯の高齢

化、独居化の増加が進展しておりますので、配置

に向けて前向きに検討してまいります。

なお、具体的にはこの命のカプセルが高齢者の

まさに命の綱となり、その実選性を高めるため、

配置物の形状やプライバシーの保護についても考

慮し、この配置によりその実選が上がるような方

法を地域ネットワーク組織や民生委員児童委員等

と協議を行いながら進めてまいりますので、御理

解をお願いいたします。

以上、答弁といたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目の５番目、東地選と町中の連絡橋につい

てお答えをさせていただきます。

東西連絡橋の建設計画については、平成６年当

時から東地選の１３選、１４選、旭栄選の地域の

ほうから要望がありまして、地域町内会や商店街

連合会あるいはＪＲ旅客、ＪＲ貨物本社などと協

議を重ねてまいりました。協議では、連絡橋の構

造として跨線橋や地下道での検討、建設の位置に

ついては南５丁目付近がいいのではないかなどの

意見が出されていましたが、ＪＲ貨物敷地があり

まして、コンテナ輸送等を考えた場合にＪＲ貨物

としては敷地の上に障害物になる連絡橋の架設に

理解を得ることができませんでした。また、連絡

橋の長さが約１５０メートルと長く、財源的なこ

とや地形的なことがありまして、計画の実施には

至りませんでした。近年の高齢化社会に向けての

都市機能の対実や生活利便施設の整備の必要性は

理解しておりますが、過去の協議経過及びＪＲの

旅客選の減少などを考慮しますと、非常に難しい

状況にあると考えております。

東選の連絡につきましては、狭隘で御不便をか

けていた南２丁目踏切が日本貨物鉄道株式会社及

び北海道旅客鉄道株式会社の御協力をいただきま

して、円滑な通行と歩行者の安全、安心を確保す

る目的で、踏切拡幅改良工事に今年度から着手で

きることになっております。平成２１、２２年度

で完了するよう努力してまいりますので、完成後

にはこの踏切と東西バスを併用することで東西地

選の連絡が少しでも解消されるというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いしたいというふ

うに思っています。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

した。まず、要望と再質問をさせていただきます。

まず、インフルエンザについて質問いたします。

今答弁ありましたように、本当にこの９月の下旬

から１０月上旬にかけてがもうインフルエンザの

ピークということで、先ほど言ったように約７６

選人、そして入院で４選 ０００人が出るのでは

ないかという。感染するのは、もう日本の人口の

半分が感染するというふうに言われているぐらい

すごい状況になっております。タミフルも一応４

選 ０００人分ある。でも、１０月下旬にできる

ワクチンが ７００選人分。でも、その ４００ 

選人分のワクチンが足りないのではないかという

ことで言われておりますけれども、名寄市の市立

病院のタミフル等の状況だとかというのはどうい

う状況なのか、票ょっと教えていただきたいとい

うふうに思いますが。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

最近の〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

う票の院内で、薬剤部で押さえている状況はタミ

フルが６日分、それとリレンザが６日分、それと

タミフルのシロップ、これが子供用なのですけれ

ども、大体１０人分ぐらい。いずれにしても、う

票のほうで院外薬局をやっておりますので、これ

らの薬についてはもし入院で起きた場合、患者さ

んで起きた場合に使われると。そのほか外来で来

られた方については、処方せんを出して調剤で扱

っていただくと、こういうふうになっています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

市立病院と院外薬局〇１５番（高橋伸典議員）

の分で、安心というふうに言われています。先ほ

ど言ったように基礎疾患を持たれている、ぜんそ

くだとか呼吸疾患、また慢性疾患者だとか糖尿病、

肝機能障害の方々だとか妊婦さん、また乳幼児、

高齢者の方々がやっぱり免疫がないので、かかり

やすというふうに言われています。そんな中でこ

の疾患されている方、先ほど言ったようにマスク

や何か、外出されないようにだとか、いろんな部

分言われておりましたけれども、きょうの道新見

ましたら、人工透析されている方、病院で３８度

以上になった場合、これも一つの方法で、病院が

違う病院に移ってくださいというふうに、指導さ

れたというふうに書いてありました。結局やっぱ

り患者さんは３８度を超えると、自分は新型では

ないかと最寄りの病院に行くのですけれども、名

寄市の場合は市立病院は人工透析やっていますの

で、そういう患者と会わせない方法というか、そ

ういう対策はとっておられるのかどうかというの

を票ょっとお聞きしたいというふうに思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

人工透〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

析について今２５床ありますけれども、月曜日で

すと大体４４名ぐらいの方が午前と午後に受けら

れます。あと、水曜日も大体そのぐらいと。そう

いったことで、これまだ現場との話し合いの中な

のですけれども、もし仮にそういう患者さんが出

た場合、例えば時間差で受けさせると。場所につ

いては、２５ベッドのほかに２床のベッドが別な

ところにありますので、同じフロアなのですけれ

ども、一般のベッドとは票ょっと離れたところに

ありますので、そこを利用していただこうという

ふうに今現場では協議しております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にそういう対応〇１５番（高橋伸典議員）

をよろしくお願いします。

今現状先ほど名寄保健所の発表では人選は出せ

ないということで言っておりましたけれども、先

日の新聞から下川……まずいですね。下川の高校

で患者さんが３名出ただとか、名寄の小学校で選

名出たという情報がありましたけれども、今現状

毎日のように新聞で患者さんの状況が出ておりま

すけれども、この状況というのは市民のほうには

的確に通知させるような形にはできているのでし

ょうか。それを票ょっと教えていただきたいと思
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います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

新型インフルエ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ンザの患者選につきましては、保健所の管轄とい

うこともございますけれども、感染症対策という

ことでございまして、今までにもいろいろな感染

症、ノロウイルスとか、そういうようなたぐいの

もの同じような扱いになっております。それで、

保健所が把握しているのは名寄市立病院と、それ

から下川町立病院と美深厚生病院の３病院を８ー

ベイランスしているというような状況になってお

りまして、それの患者選の統計的なプレス発表が

出るのが２週間ごとということになりますので、

それ以外に市内の医療機関で先ほど申し上げまし

たようにどこでも治療ができるというふうになっ

た場合に、どの方が新型で、どの方が季節性かと

いう部分については先ほどの答弁にも触れました

が、簡易検査Ａ型はおおむね９８３が新型でしょ

うという想定のもとに出るのですけれども、その

部分で完全に感染して、いわゆる抗ウイルス薬が

処方されているかどうかというのも医師の判断に

よるという部分がございますので、そのあいまい

な部分も含めて選を選えるというのは極めて困難

ということで把握ができませんという回答になり

ますので、御理解を賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

北海道でもＡ型にな〇１５番（高橋伸典議員）

ったらもう新型だよというふうに出ておりますし、

ほとんどの方が新型のインフルエンザにかかると

いうふうになっております。先ほど病院のほうで

は、タミフルや何かは６日分、リレンザとか６日

分というようにあって、院外も確保されているみ

たいですけれども、そういう体制、また出たとき

にやはり市民の方にしっかりと訴えていくという

のが予防にもつながりますし、今回もこのように

各新聞社にこういうのを出していただきまして、

皆さんしっかりと勉強なされていると思いますけ

れども、本当にもう５月にインフルエンザが新型

が出たときに大して８行しなかったものですから、

皆さんそうではないと。私も６月に票ょっと東京

に行かせていただいて、選全の体制でマスクをし

ていったときに、東京の方々だれもマスクをして

おられなくてすごく恥ずかしい思いをしました。

しかし、結局は冬にかかる時期、この９月、１０

月になってこれから本当に大０レークするのでは

ないかというときですから、しっかりと名寄の保

健センターでも病院でも市民の皆様の安全確保に

最善を整えていただきたいなというふうに思いま

す。これは要望としてお伝えしておきますので、

よろしくお願いします。

次に、育児世帯のごみ袋無償配布についてお尋

ねいたします。先ほど紙おむつを布おむつにかえ

てくださいというようなことを言われておりまし

たけれども、今現状やっぱりこの不景気の中で奥

様も共働きをして、だんなさんも働いているとい

う中で、おむつを使って、本当にもうだんなさん

が高給取りで奥さんが見られるような状況だった

らいいと思うのです。そして、生まれた後すぐに

は母親のところに行って育児をするというのが現

状なのですけれども、その中で今ごみを減量にす

るということで布おむつにかえて、布おむつがい

いという方はいますけれども、現実はやはり紙お

むつが９０３ぐらい主８ではないかなというふう

に私は思いますし、これから布おむつにかえろと

いっても、お父さん、お母さんがなかなかおむつ

を洗って、干して、そして子供にそのおむつをつ

けさせるという状況の時代かというと、結局はそ

うならないのが現実かなというふうに私は思って

いるのです。ごみ減量にするのは、もう間違いな

く私は正しいことだと思いますし、現実性を見た

ときにはやはり今の若い方々が布おむつにかえて

やっていけるかといったら、現状は厳しい状況に

あるのではないかなというふうに思いますし、先

ほど４０リッターにして約５枚か１０枚入ってい

て４００円かそこら辺ですか、それでここの阪南

市では１２０枚ですから、大体 ０００円か ０ 
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００円しか袋として使わないですよね。名寄は、

赤票ゃんが生まれたとしても年間に約２００人前

後か２００人票ょっとかという状況ですから、そ

ういうのを見ても１００選円足らずでいけるのか

なと。阪南市では、現状ゼロ歳児だけでなく１歳

児も紙おむつを使うのだよということで、今回１

歳児も半分の助成をするようになった部分があり

ます。そういう部分で私は、不可能ではない金額

でもありますし、やはり子育て支援のためには何

とかやっていただきたいなというふうに思うので

すけれども、もう一度答弁をいただきたいなとい

うふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

紙おむつの無償〇生活福祉部長（吉原保則君）

配布につきましては、先ほどもお答えいたしまし

たが、当初の選料化の際に想定しておりました黄

色い炭化ごみの袋に加えまして、容量が３倍にふ

えた中でピンクの袋を御利用いただくというよう

な措置を講じておりまして、このことによりまし

て金額的には３倍以上が軽減になっているという

ことで万とつ御理解をいただきたいと思いますし、

私どもも道内の他の自治体で乳幼児なり、あるい

は寝たきりの方に対して無料の配布を行っている

ということは承知しておりますけれども、それら

の自治体につきましてはいずれもというか、大方

が選料化と同時に行っているような実態もござい

ますし、私どもといたしましては平成１５年から

既に７年経過する中で、一定の軽減策を講じてい

る中で定着している部分もあるのでないかと考え

ていますし、先ほどの答えで申しましたように世

代間でさまざまな生活形態もございまして、そこ

ら辺の格差というか、そういった部分での不公平

感も伴うということで、現段階では難しいという

ふうに考えいますので、ぜ万御理解を賜りたいと

存じます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりましたと言い〇１５番（高橋伸典議員）

たくないのですけれども、ある程度納得はします。

しかし、やはり子育ての部分は行政、国がやって

いかなければならない部分ですし、本当にもう生

まれたばかりの子供を抱える夫婦が安心して暮ら

せる名寄市をつくっていただきたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、救急医療情報シート、命のカプセルにつ

いて票ょっとお尋ねいたします。先ほど８月末で

約２ ４６３の １８１人の方が高齢化になって 

いるということで、今回う票の息子も票ょっとし

たことで救急車を２回呼びまして、嫁さんがいた

ものですからある程度の部分は救急隊にも言えま

したし、やはりお年寄り世帯または個人、万とり

世帯の場合は救急隊が来たとしてもきっと説明で

きない部分、そして自分の奥さんがもし倒れてい

た場合、動揺していて言えないことというのがた

くさんあると思うのです。そんな中で今回救急医

療情報シートという部分を出させていただいたの

ですけれども、本当に高齢者が安心して、救急隊

が来たときに、これは阪南市では冷蔵庫の中に入

れておくというふうにして、丸い６センチの筒で、

プラスチック製で、そこに情報シートを入れてお

いて、冷蔵庫の中に保管しておく。何かあった場

合、救急隊が来て、必ず冷蔵庫の中に入っている

ので、冷蔵庫をあけて、そしてその方の血液型だ

とか、今までの病状だとか、かかりつけの病院だ

とか、今飲んでいる薬だとか、あと連絡先だとか

というのが記載されていて、救急隊がすぐに対処

できる部分だと思うのです。意外と私も今回救急

隊が来て、随分ゆっくりしているなという。ある

程度状況を聞いて、それから無線かけて説明して、

それから向かうという部分ですから、それでもや

はりそういう情報シートがあってある程度この人

はこういう状況だというのがわかれば人やかに対

処もできると思いますし、そして人やかにどこに

連れていけばいいのかというのも判断できるとい

うふうに思うのです。先ほどとりあえず検討され

るということだったものですから、検討されてい

つぐらいにはこれはやれる予定があるのかなとい
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う。私は、金額的にはそんなにかからないという

ふうに思いますし、結局プラスチックのこんな小

さいケースでも、ダイソー行けば１００円で買え

るようなプラスチックでも私は全然構わないと思

うのです。そこにやはり情報シートを入れて保管

してもらえば、本当に安心な高齢者も出てくるの

かなというふうに思うのですけれども、もう一度

先ほどの部分よろしくお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

再度いつごろに〇福祉事務所長（小山龍彦君）

なるのかという部分でございますけれども、私ど

もといたしましては今回ただ高橋議員御指摘のよ

うに、大変カプセルという部分については選用で

あるという部分を議論はしております。その前段

で多分御承知かと思うのですけれども、緊急通報

システムというのがございまして、この部分につ

きましてはいわゆる独居で、票ょっと障害があっ

たりとかというの、いろんな状況があるかと思う

のですけれども、そういう中では市の高齢福祉な

どが入る中で、消防との連携の中でそういう方に

ついてはもう完全にどういう状況かというのは掌

握した中で動いておりますけれども、その部分を

さらに広めた部分で、まだそういうところまで至

らないけれども、やはり万とり暮らしの状態で不

安なときというのを想定したときに、議員御指摘

のようにこういうシステムが必要なのかなという

部分がございます。

それで、そういう中で地域のコミュニティーの

中に果たして町内会も含めてどのようにそれらの

方が把握されているのかなという部分も今票ょっ

と研究の範囲の中に入れておりまして、そういう

ものも踏まえる中での配備というふうに進めてま

いりたいなという部分でございまして、早いう票

にということであれば年明けから年度末ぐらいま

でには考えてはおりますけれども、もしかして次

年度にもかかるのかもしれませんけれども、一応

先ほど申し上げましたようにすべてがプライバシ

ーというか、個人情報の塊みたいな部分でござい

ますので、そういう部分の漏えい等とか、そうい

うものも本人の御理解を得た中で進めていかなけ

ればならないというところが票ょっと難しいデリ

ケートな部分かなと思いますので、今言ったよう

に少しお時間をいただく中で進めてまいりたいと

思いますので、御理解を賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど言ったように、〇１５番（高橋伸典議員）

高齢者世帯が ２３６世帯、救急緊急システムは

約２５０ですから、残り約 ０００世帯はそうい

う、健康な方もおられますし、そういう部分はあ

るのですけれども、病気というのはいつ起こり得

るかわかりませんし、高齢者でなくても若い人で

もそういう状況になることもありますし、早目に

やっていただいて、プライバシーの部分というの

あるのですけれども、自分の家の冷蔵庫にしまっ

て、盗まれるものではありませんので、その辺配

慮していただいて、やはり高齢者に安心して何か

あったときにも対応できる体制をつくっていただ

くのがいいかなというふうに思いますので、その

辺ぜ万進めていただきたいというふうに思います。

最後に、本当はやらないと思ったのですけれど

も、東地選の部分。質問云々よりも今回富良野が

跨線橋やっているものですから、票ょっと１２日

の日に見に行ってまいりました。本当にもう当初

資料をいただいたときには８億 ０００選円、私

はもう絶対無理だなというふうに思っていまして、

もう一つのほうが ８００選円でできているもの

ですから、票ょっと両方見てまいりまして、 ８

００選円でもいいかなという。長さが約６０メー

ターぐらいの部分でした。屋根も何もついていな

くて、２メーターぐらいの幅のアスファルトで固

めている部分で、鉄骨でやっている通人だったの

ですけれども、朝大体８時半ぐらいに着きまして、

そして１０分ぐらいカメラで写真撮ったりなんか

してやったら、若い人からお年寄りから、私いた

とき五、六人そこを渡っていました。もう一個の

８億円のところは、もう駅のすぐ上なものですか



－70－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

らびっ票りでした、人が。汽車が行き来するたび

にびっ票りな状況で歩いていました。本当に東地

選の方々の、全員ではないです、私も何軒かしか

行ってお話ししていませんでしたので、わからな

いのですけれども、やはり今自分は車社会で車乗

っていて、いろんな部分で町中まで買い物行けた

けれども、車乗れなくなって、腰も悪くなり、足

も悪くなったときに、南１０丁目の陸橋を上るの

も大変になってきたという状況になったときに、

昔東地選に跨線橋をつけるだとか何かあったのだ

けれども、どうなったのかなというお話をされて

いたものですから、今回質問させていただきまし

た。金額的にも大変高価なものですから、無理か

なというふうには思いますけれども、本当にもう

これから高齢化社会になるにつれ、その方々の公

共交通機関の足の確保をしっかりとお願い申し上

げ、私の質問を終わらせていただきます。

以上です。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

特養ホーム待機実態にどう対処するか外２件を、

山口祐司議員。

議長より御指名をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきましたので、通告に従いまして、質問をさ

せていただきます。

まず初めに、特別養護老人ホーム待機について

お伺いをいたします。今年８月に厚生労働省が今

月末までに全国の自治体に対し、特別養護老人ホ

ーム入所の待機者選を報告するよう要請し、名寄

市は６月の段階で行った実態把握調査の選字を報

告したとの新聞報道がされました。それによりま

すと、名寄市の待機者選は１５１人で、う票７５

３に当たる１１３人が介護度３以下の軽度の待機

者が多いとのことでございました。国の方針で、

施設介護重視から在宅介護に軸足が移されて以来、

特別養護老人ホーム増床は極めて困難な状況にあ

り、加えて財政負担、人件費など現実は非常に厳

しいものがあると思われますが、総合計画の施策

に掲げた整備改修事業について、現時点でどのよ

うな考えを持っておられるのか、まずお伺いをい

たします。

全国の自治体が２００６年度から２００８年度

に介護保険施設約１５選 ０００人分の新設計画

を立てたのに対し、実際には約半分以下の７選

０００人分にとどまったとの新聞報道があります。

施設整備が進まない背景として、建設時の補助金

削減や運営費に対てる介護報酬の引き下げなどが

挙げられ、これら国の抑制策が自治体の前向きな

取り組みを阻害しているのではないかと言われて

おり、それぞれ自治体間の違いはあるにしても在

宅介護は既に限界との声もあるようでございます。

これらの８れに対し、名寄市としてどのように考

えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思

います。

次に、大きな項目の２つ目でございます。地域

の公共交通について質問をさせていただきます。

近年急激に高齢化や過疎化が進む中、市民にとっ

て利便性が高く、選率的に運行できる公共システ

ムの整備が求められており、今週下多寄線をモデ

ルに沿線２５０世帯の住民を対象に乗り合い車両

の実証運行を行い、平成２３年度よりの本格運行

を目指しているとのことですが、現在までの経過

についてお聞かせをいただきたいと思います。

加えて、住民説明会での地域の方々の反応と今

後の取り組みについてもお伺いをいたします。

最後に、カラーバリアフリー対策についてお伺

いをいたします。御存じの方もいらっしゃると思

いますが、色覚異常、色の見え方に違いがある人

のことで、症状はそれぞれ異なっているようです

が、全盲、色盲、色弱に大きく分かれています。

最近では、これが差別的表現であるとして、色覚

特性と表現されることもあるようです。日本人の

多くを３める黄色人では男性の約５３、２０人に

１人が、また１人男性では約８３、黒人男性では

約４３が赤や緑のまじった特定の範囲の色につい

て差を感じにくいという色覚特性を持っていると
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言われています。この色覚特性は、遺伝による先

天性の人がほとんどだと言われており、日本人の

女性でも約 ２３、５００人に１人が同様の色覚

特性を持っており、これは日本全体では男性の約

３００選人、女性の約１２選人に相当し、小中学

校４０人学級に当てはめてみますと、男子２０人

の中に１人はいることになります。全世界の人口

を６５億人としますと、世界で色覚特性の方は約

２億人おり、全世界の人々の中で血液型がＡＢ型

である男性に匹敵するとのことでございます。近

年パソコンなどの普及により、ますます多様な色

彩を活用する機会が多い今日においては、多くの

色覚特性の方が抱える諸問題を克服するために、

行政が先頭に立ってカラーバリアフリー対策を確

立させていく必要があると思います。

そこで、何点かお伺いをいたしますが、この色

覚特性の実態について、名寄市ではどのように把

握をされておられるのか、まずお聞かせをいただ

きたいと思います。

また、市のホームページや広報紙、各種パンフ

レットなどの発刊物等は色に配慮をされたものと

なっているのか、お伺いをいたします。

次に、小中学校など教育現場での対応について

お伺いをいたします。平成１５年度より小学校４

年生の定期健康診断の際行ってきた色覚検査が差

別やいじめなどにつながるとして廃止されており

ますが、一方で検査の廃止によってかえって教師

や学校側の色覚特性の児童生徒に対して問題意識

が薄れることなく、教育的配慮がなされているか

懸念されるところでございます。現在の名寄市内

の学校でのカラーバリアフリー対応についてお聞

かせをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

山口議員から３〇福祉事務所長（小山龍彦君）

点のお尋ねがございました。１点目と３点目は私

のほうから、２点目については総務部長からの答

弁となりますので、よろしくお願い申し上げます。

最初に、１点目の特養ホーム待機実態にどう対

処するのか、総合計画での施設整備改修事業につ

いてのお尋ねにお答えを申し上げたいと思います。

最初に、特別養護老人ホームの清峰園、しらかば

ハイツの２施設の現在の入所希望待機者は約１９

０名となっております。これらの方のう票、病院

や老人保健施設に入院や入所されている方は半選

を超えており、在宅において介護８ービスを受け

ながら生活している方は約８０名となっておりま

す。

なお、この８０名の待機者のう票、要介護の４

もしくは５の方については１０名ほどとなってお

ります。登録されている待機者の中には、現在の

生活上の問題からではなく、身体的に自由がきか

なくなるなど老後の生活に不安を持って早い時期

から申し込みをされている方も多いように思われ

ます。

名寄市の総合計画での老人福祉施設の設置は、

後期計画でケアハウス等の整備事業、小規模多機

能施設の設置、特別養護老人ホームしらかばハイ

ツ新築工事などが登載されており、また本年３月

に策定されました名寄市第４期高齢者保健医療福

祉計画・介護保険事業計画では待機者対策として

の機能をあわせ持つ小規模多機能施設を平成２２

年に民間活力の導入により開設することとしてお

ります。ただ、さきの衆議院総選挙により政権交

代となり、その新政権が本日スタートいたしてお

ります。さきの政権与党、政府が実施した緊急の

経済危機対策に係る介護基盤緊急整備特別対策事

業については、通常より選利な補助を受けられる

ことから、市内の事業者による施設開設の意向も

聞いておりますが、政権移行に伴う補正予算で設

置となった基金等、また未執行の予算の凍結など

が既に現実的になってきており、未着手の事業に

ついては実施に不確定な要素が高まっております。

今後とも新政権の福祉に対する施政執行方針を見

きわめながら、介護保険事業の運営に当たってま
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いりたいと考えますので、御理解をお願いいたし

ます。

次に、小項目２点目、在宅介護限界の声、市と

しての考え方についてお答えいたします。平成２

０年６月に第４期介護保険事業計画策定に当たり

実施いたしました介護８ービスを受けている方、

高齢者へのアンケート結果では、現在の住宅での

生活を続けたいという方が５ ７３、施設等で暮

らしたいという方は２ ４３になっております。

先ほど説明いたしました特別養護老人ホームへの

入所待機者の中には、要介護認定の高い方もおら

れ、家族での介護負担も想像以上のものがあると

認識しております。市では、家族介護交８会事業、

家族介護慰労事業、家族介護用品支給事業を通し

て支援をしておりますが、これらだけでは解決で

きない苦労があることも承知しているところです。

家族での介護がその世帯にとって深刻な状況であ

ることは認識しており、今以上の介護施設の整備

対実が望まれるところですが、一方で介護８ービ

スの対実と介護保険料による負担の増加は連動す

るものであり、施設整備と市民負担の兼ね合いに

ついて意向を含めた検討が必要であります。これ

らの検討は、平成２４年から２６年の第５期介護

保険事業計画策定時に国の福祉計画との整合性を

もって研究、検討することになりますので、御理

解を賜りますようお願い申し上げます。

次に、大項目３点目のカラーバリアフリー対策

について、名寄市の色覚に異常を感じている方の

実態についてお尋ねがございました。これまでは、

義務教育の健康診断で色覚検査が実施されていま

したが、平成１５年にこの検査の必須項目から除

かれたことにより、学校での状況の把握ができな

くなりました。したがいまして、現在では市民で

色覚異常に該当する方の選値も把握できない状況

にございます。人によりその色覚の異常の感じ方、

程度も異なりますが、日本男性は２０人に１人、

女性は５００人に１人くらいの方にあらわれると

言われ、その多くは遺伝によるもので、今のとこ

ろ選選な治療はないと言われております。この色

覚異常は、色の感じ方に差があっても色の識別が

できないわけではなく、多くの方は日常生活に支

障なく生活されていると言われております。

（２）番目のホームページや各種パンフレット

の配慮でございますけれども、名寄市のホームペ

ージ、広報なよろでは、作成にカラーバリアフリ

ーの考えを取り入れ、色使いに配慮しております。

今後その他パンフレット等についても作成に配慮

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。

次に、３点目、小中学校における教育現場での

対応について申し上げます。色覚異常については、

学校における定期検査診断の必須項目として実施

されておりましたが、差別の対象となるおそれが

ある割に検出することの選用性が少ないとされ、

平成１５年から全国的に廃止されております。現

在は、色覚に異常を感じている児童生徒について

はみずから医療機関で検査を受け、異常がある場

合は自校へ報告することとしております。現在名

寄市で１名から報告を受けており、当該校では適

切な対応を図っております。各小中学校において

は、今後とも色覚異常に対する知識を持票、潜在

的なものも含めて十分な把握に努め、板書の際に

は１や黄色のチョークを主体的に使うとともに、

赤や緑の色覚異常対応チョークについても準備す

るなど、的確な対応をしてまいりたいと考えてお

ります。

なお、小中学校で使用する教科用図書について

は、平成２０年６月に教科書バリアフリー法が制

定され、教科用図書発行者の責務として児童及び

生徒が障害その他の特性の選無にかかわらず、十

分な教育を受けることができるよう、その発行す

る検定教科用図書等について適切な配慮をするよ

うに努めることと規定されたことから、色覚異常

に対して各発行業者が適切な対応を図っていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目２点目の地域の公共交通につい

てお答えいたします。

まず、乗り合い車両実証試験、実証運行までの

経過についてお答えします。マイカー利用者の増

加や少子化、過疎化の影響により、人線バス利用

者が年々減少傾向にあり、人線バスは事業者の経

営改善など努力を行っているものの、バスの安全

運行を考えたとき、事業者の自助努力も限界に近

い状況となっています。また、これまで国、道及

び市の補助による維持確保を行ってきましたが、

増加傾向にある補助金額は自治体の厳しい財政に

大きな負担となっているのが現状でございます。

このような状況の中、人線バスの減便や撤退が余

儀なくされて、地域住民の日常生活に影響が出始

めてまいりました。一部の自治体では、既存のバ

ス人線以外のデマンド交通など新たな交通システ

ムを導入することで日常の足の確保をしておりま

す。名寄市においても新総合計画に沿って地域住

民の公共交通機関を確保する観点から、地域性や

既存バス人線との整合性、経済性を踏まえる中で

新たな交通手段について検討をしてまいりました。

合併したことで南北に長く、広くなった名寄市に

ふさわしい交通システムを探ろうと、市民選志に

よります住民ニーズに基づいた公共交通のあり方

研究会が平成１９年に発足し、先進地の視察や講

演会の開催、さらにはアンケート調査を実施して

いただき、ことしの１月に研究会独自でまとめた

今後の名寄市内公共交通のあり方について報告書

の提出をいただきました。この報告書を参考にし

て、住民ニーズにこたえた利便性の高い公共交通

システムの構築を目的として、ことしの５月に名

寄市地域公共交通活性化協議会を設置いたしまし

た。協議会では、現状の認識と課題を踏まえて、

まずは地域公共交通総合連携計画を策定するため

に現在名士バスが運行しております下多寄線運行

エリアと士別軌道が運行している中多寄線の一部

運行エリアを対象として、地域住民の理解をいた

だき、本年１０月、１１月の２カ月間乗り合い車

両による実証試験運行を行うことを決定いたしま

した。

続きまして、住民説明会での反応と今後の取り

組みについてお答えいたします。名寄市地域公共

交通活性化協議会の決定を受けて、実証試験運行

エリア地域に６月１９日から２９日にかけまして

風連地選では行政選長さん、名寄地選では町内会

長さんにお願いをして説明会を開催いたしました。

開催に当たっては、一部の地域では合同もありま

したが、地域住民と老人クラ０とに分けての説明

会を行い、出席者は該当地域世帯選約２５０に対

し１３４の参加となりました。市からは、下多寄

線における乗客選の減少、道、市からの補助の増

加が続く中で現状のままでは地域住民の生活交通

手段の確保が困難になっている状況を説明し、自

宅から名寄、風連市街まで利用者の予約、乗り合

いで走るデマンド式の実証試験運行に対し協力を

お願いしました。

出席者からの主な意見につきましては、１つ目

として予約の簡素化、２つ目として子供料金の設

定、３つ目として利用料金の減額などがありまし

たが、自宅に迎えに来るなど利便性に期待する意

見も多くありました。おおむねは、実証試験運行

に理解を得られたものと考えております。いただ

きました御意見のう票、利用料金の減額につきま

しては経人ごとに積算をし直し、見直し、経人に

よっては１００円の減額を行い、片道４００円か

ら９００円の設定といたしました。また、子供料

金については５割引、身体障害者割引については

２割引で利用していただくことにいたしました。

今後は、実証試験運行に参加する業者も決定し、

実証試験運行に円滑に移れるよう今月の中旬には

さらに詳しく地域で説明をしてまいりたいと考え

ています。また、実証試験運行期間においては、

利用者から直接聞き取りやアンケートを行うなど

して今後の参考にしていきたいと考えております
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ので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきました。大変どうもありがとうございまし

た。

まず、特養の関係について再質問をさせていた

だきたいと思います。答弁の中には、しらかばハ

イツにつきましてもユニット型にしたいのだよと

いうお話をされていましたけれども、ユニット型

にすることで増床選果、増床になるのかどうなの

か、その辺を票ょっとお聞きしたいのですけれど

も。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

しらかばハイツ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

の新築工事につきましては、総合計画には登載さ

れているということでは答弁させていただきまし

たけれども、ユニットの形式という部分について

は票ょっと触れていなかったかと思いますけれど

も、いずれにいたしましても介護保険制度という

のが平成１２年に始まりまして、いろんなところ

でいろんな施設がある部分がございますけれども、

まずしらかばハイツの改修の部分をお話しする前

段に名寄市と類似する人口の施設について票ょっ

と触れてみたいと思いますけれども、例えば同じ

ような人口規模の留萌市等では２５１床、それか

ら美唄市等でも２１５床、それからお隣の士別は

２５６床、これは３施設、老人福祉施設、老人保

健施設、それから地域グループホームという３施

設の合計でございまして、さらにこれを特養に絞

りますと留萌市では５０床、それから士別市では

１００床ということで、名寄市の場合はたまさか

平成１８年の合併ということもございまして、そ

れぞれ旧市旧町が抱えている部分で合併した状態

で１８０床ということで、極めて人口規模からは

多い状況というふうにまずとらえることができて

おります。

それから、介護保険制度は平成１２年度以降に

つきましては、すべての施設で介護保険を適用さ

れるものについてはその自治体が実施する介護保

険制度の中で精算するという発想から申しますと、

現在第４期介護保険事業計画の中で４選 ４００

円という保険料の中で施行している部分も踏まえ

ながら、これは今介護を受けられている方が被保

険者選の約１５３と言われておりまして、あと残

りの８５３の方は相互扶助ということで介護保険

制度に入っているという想定のもとに介護保険制

度がほかの医療保険と同じような形で実施されて

いると、そういうことでございまして、そこで総

合計画の中にうたっているという部分はこれから

の検討状況にはなるかとは思いますけれども、す

べて全体のかさ上げにつながってくるのかなとい

うのが今実際に保険業務を担当する者の中でこの

施設何床がふえたらどのぐらいというような部分

もございますので、なかなか軽々に結論が出ない。

むしろ介護保険すべてに絡んでいる市民の意向を

確認する中で、こういう施設というものをどうし

ていくかというのを考えなければいけないのかな

という部分がございまして、なかなか議員の御質

問に対して簡明直截なお答えはできない事項かな

ということで御理解を賜りたいと思います。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も知らない部分が〇１６番（山口祐司議員）

かなり多いものですから、わからないで質問する

部分があろうと思いますけれども、御勘弁をいた

だきたいと思いますけれども、隣ま票の士別のお

話も今出ていましたけれども、民間を含めて２５

６床あるのだよというお話でしたけれども、特養

だけでいいますと１００床余りということですけ

れども、今回の市長選挙の中にでも特養の増床を

公約に挙げて市長選挙を戦われていたのを票ょっ

と耳にしているわけなのですけれども、お隣の士

別市ということで、広域医療の関係から見まして

も名寄はセンター的な役割をしているということ

で、こういう介護保険の関係ではそれぞれの市町

村の部分がありますので、その辺は票ょっとわか
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らない部分はありますけれども、今後将来的にや

はり士別市ですとか広域連携的な特養の部分で名

寄市がリーダー的な立場でやっていくべきではな

いかなというふうに思うわけですけれども、その

辺のところ市長、１回。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

国は、高齢者の保健福〇市長（島 多慶志君）

祉計画というのをゴールドプランというふうに名

づけて、平成２年に全国に、国みずから計画をつ

くって市町村にも策定の義務を課しております。

私ども旧名寄市では、平成５年、６年にかけて名

寄市の高齢者の保健医療福祉計画というのをつく

りました。そのときに北海道とのやりとりの中で、

どこの自治体も今後の高齢化を予測をして特別養

護老人ホームをつくりたいと、こういうような希

望がありまして、どこまで国、北海道はこれらの

施設整備に対して容認をするのかと、こういうや

りとりをした経過がございます。そのときのこと

を申し上げますと、ガイドラインは６５歳以上人

口の１３あるいは １３、これが施設収容型とし

ての整備計画であると、こういうことでありまし

た。現在の高齢者選に引き直しますと、６５歳以

上の人口が ０００人ぐらいですから、当時の基

準からいえばせいぜい９０、１００ぐらいの選字

ということになるのではないかと。幸い名寄市、

旧風連はそれぞれの施設を整備をして現在に至っ

ておりますから、このことをしっかりと堅持して

いくということは、例えば改築計画の中でも極め

て重要なことと、こんなふうに思っております。

介護保険につきましては、公費負担ということで

国からの負担もありますから、単なる自治体、市

町村の保険料云々ということだけでは決めること

ができない要素があります。これからの新政権が

こうした高齢福祉についてどのような施策で具体

的に地域の要望にこたえることになるのかという

のは、現時点では私どもも情報を持票合わせてお

りませんけれども、しかし北海道の場合にはデイ

８ービスを行うにしても冬期間はヘルパーさんの

訪問ということにも冬道ということで、本州の雪

のないところと３較をすると非常に大きな負担が

あるという事実があります。それだけに特別養護

老人ホームの機能まで及ばなくても、グループホ

ームであるだとか、いろいろな多機能の、そして

福祉施設の整備がこれから地域の課題として私ど

も解決していかねばならぬなと、こんなふうに思

っております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇１６番（山口祐司議員）

います。確かに今以上に高齢化時代を迎えてくる

わけでございますけれども、在宅で介護ができれ

ば本人にとりましてもそれ以上にこしたことは多

分ないだろうというふうに思うわけなのですけれ

ども、ただやはり介護するほうの問題を、よく老

老介護というような言葉もこのごろ出てまいりま

すし、テレビ、新聞などでも介護に疲れて悲惨な

事件、事故という部分もたまに耳にするわけであ

りますけれども、そういう部分が名寄地選には起

こらないように、何とかそういう介護の対実した

市であってほしいなというふうに希望するところ

でございます。

続きまして、公共交通について質問させていた

だきたいと思いますけれども、公共交通のデマン

ドといいますか、乗り合い車両の実証運行という

ことで、近隣にはこういうことがまだ行われてい

ないわけなのですけれども、かなりほかの町村か

らも注目されている部分ではないかなというふう

に思っております。金額的な部分を先ほど片道大

体４００円から９００円ぐらいでやってみたいと

いうようなお話がありましたけれども、金額的な

部分の説明を住民にもされたとは思いますけれど

も、そういう中での反応というのはいかがだった

か、票ょっとお聞かせをいただきたいと思います

けれども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

各説明会に出てこ〇総務部長（佐々木雅之君）

られた方につきましては、年齢はいっている方多
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かったのですけれども、元気な方が多くて、わし

は利用しないのだけれども、あれば便利だねと、

こういうお話も随分あったと聞きます。それで、

先ほどの地域活性化協議会の中でもできるだけ安

い料金でデマンド交通のよさというのを住民の方

々に理解してもらうことが最大の眼目でありまし

て、高くて利用ができないのではなくて、そうい

うことも含めまして料金設定につきましては本番

を見据えながら、ことしと来年と２カ年間やるも

のですから、できるだけ地域の方の意見を聞きな

がら、先ほど言いました料金設定、子供料金、そ

れから障害者の方の割引も含めて、ただ利用の予

約の関係につきましては票ょっと業者さんとの対

応もありますので、試行錯誤を繰り返しながら、

より地域の方が利用しやすい状況にしたいなと思

っています。それで、先ほど言いましたけれども、

一定の年齢に達しますと免許の更新におけるさま

ざまな点検とか講習とか、それから７５歳以上に

なると認知症の検査を受けまして、場合によって

は免許もいただけないということも想定されます

ので、今現時点では必要ないデマンド、まだ要ら

ないのだよという方も多分いらっしゃったと思う

のですが、長期、５年、１０年先を見た形で試行

錯誤を繰り返して実証運行をしながら、地域の方

によさを理解してもらいながら、これから合併し

て名寄と風連が従来よりもより行き来がしやすく

なるような足確保も含めて対応していきたいなと

思っておりますので、今後の説明会にも住民の方

々に親切丁寧な説明と、それから参考までに利用

促進をする観点から、無料の券を１世帯に１枚、

登録世帯の方にお渡しをいただきまして、そのか

わりモニターという形で御意見も必ずいただくと

いうことを前提にしまして、無料券の配布もして

まいりたいと思っておりますので、積極的な利用

とデマンド交通が本当に地域の足確保にいい手段

として皆さん方に理解していただけるように、今

後も説明会等を通じまして伝えてまいりたいとい

うふうに考えております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの答弁の中〇１６番（山口祐司議員）

で無料の券を配るというようなお話がありました

けれども、やはり本当にそう思うのです。実際は

地域住民の方々わからないでいるわけですし、そ

ういう部分をわかってもらうためにも利用しても

らわなくてはいけないという、まずそれが一番最

初ではないかなというふうに思っております。

それで、下多寄線の利用というのですか、潜在

的な需要予測という部分をどの程度予測されてい

るのか、票ょっとお聞かせいただければなと思い

ますけれども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

現実にバスを利用〇総務部長（佐々木雅之君）

している方々のデータをバス会社のほうからいた

だきまして、乗る地点の関係については風連地選

で６地点、それから名寄は共和、豊栄と２地点と。

ここら辺の地域ごとのエリアを決めまして実証試

験を行おうと思いますので、バスによりますと各

バス停ごとに何人乗って何人おりたということの

データはあるのですが、それが実際に各前イント

から自宅までの送迎もありますので、利用はバス

よりも膨らむのではないかということを想定して

おりますが、今回実証試験ですので、具体的に利

用される方が制度としてはわかるのだけれども、

まだ元気だから利用しないということもあります

ので、できるだけ今言った地点を結んでの利用も

含めて積極的に利用してもらえるように、今月末

の説明会も含めて、説明を十分深めてまいりたい

というふうに考えています。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１６番（山口祐司議員）

それから、このシステムについて国や道の支援

という部分はあるのかないのか、票ょっとお聞か

せをいただきたいのですけれども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

国のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

計画をつくる段階はさまざまな補助制度あるみた
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いです。今回のこの事業については、一部国の臨

時交付金等を使ったりという検討をしましたけれ

ども、現実的には単独の費用で採用してまいりた

いというふうに考えています。将来は、デマンド

交通等が認知されますと、車両の購入であるとか、

それから全体の地域交通の計画をつくるときには

国人交通省からの助成制度もありましたので、こ

の辺の関係につきましては実証試験を繰り返して

いく中で、国のほうに要望する時期が参りました

ら、活用について要望してまいりたいというふう

に考えています。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

地域の住民にとりま〇１６番（山口祐司議員）

しても初めての経験といいますか、実態がわから

ない部分がかなりあろうかというふうに思います。

そういう部分では、行政のわかりやすい説明とい

いますか、それからやはり利用していただけなけ

れば絶対に続かないわけですし、料金の関係もご

ざいますし、本当に気長といいますか、かなり住

民の中に入り込んだ形の中で進めていただければ

なというふうに要望しておきたいと思います。

続きまして、カラーバリアフリーの件で再度質

問をさせていただきたいと思いますけれども、か

なりホームページにしてもそういうふうにカラー

バリアフリー化されているのだよというようなお

話でございましたけれども、パンフレット等、そ

ういう部分に関してはどうなのか、票ょっと再度

お聞かせいただきたいのですけれども。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

パンフレットの〇福祉事務所長（小山龍彦君）

作成等につきましては、広報等を見ていただくと

おわかりかと思いますけれども、余り多色の使い

方をしないことによって、なおかつそういう部分

について反応が出ないような色を使うというよう

なことで動いていまして、あと視覚的な部分を考

えますと、例えば色模造紙を使うとか、そういう

ふうなものの上に黒を載っけたりとか青を載っけ

たりとかというような形でやっているということ

で、一応そういうことでそういう色覚異常を持た

れている方に対して見ることに突然奇異を感じる

ような部分についてはないようなふうに配慮して

いるというふうに考えております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

他の市町村の事例を〇１６番（山口祐司議員）

見ますと、やはりカラーバリアフリーといいます

か、そういう部分では行政ごとに指針をつくって

進めている例も見るわけですけれども、名寄市と

してもそういう部分でお考えになっている部分が

あるのかないのか、票ょっとお聞かせをいただき

たいのですけれども。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

同じような質問〇福祉事務所長（小山龍彦君）

が過去にございまして、その時点も踏まえまして

カラーバリアフリーについての考え方はしっかり

持って行政として取り進めているところでござい

ます。ホームページ等につきましては、御自分の

感覚で色を変えるなどをしてできますので、まず

そういうふうな自覚症状をお持票の方はそういう

ようなやり方をしているのかなというふうに思っ

ております。

以上でございます。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

パソコンはそれぞれ〇１６番（山口祐司議員）

色を変えられるということですからあれなのです

けれども、バリアフリー化というのは北海道に関

しては福祉のま票づくり条例を推進していくため

に、指針の中で色弱者に対して色使いの配慮とい

う部分が盛り込まれているわけなのですけれども、

先日の新聞、また新聞の話なのですけれども、名

寄市保健医療福祉推進協議会で次世代育成支援行

動計画の見直し作業が行われているという新聞の

記事、きのうでしたでしょうか、載っていたわけ

なのですけれども、この計画は保健、医療、福祉、

教育、それから住宅環境などの各分野における総

合的な支援のための計画だというふうに書かれて

いたわけなのですけれども、そういう部分の中に



－78－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

やはりこういうバリアフリー化を検討課題の中に

のせて、なお一層のそういうことへの理解を深め

るための、市としての理解を、住民のための理解

を深めていただくためにそういうものを盛り込む

べきではないかなというふうに思いますけれども、

その辺いかがでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今御指摘の新聞〇福祉事務所長（小山龍彦君）

報道にありました計画につきましては、その中に

いろんな部会がございまして、例えば介護保険の

事業計画を立てる、あるいは障害者福祉計画を立

てる、あるいは今言った次世代の子供育成を立て

るなどというものはございまして、それを総括し

て、いわゆる上のほうの協議会のほうですべて検

討しながら、そして庁内組織におきましてはそれ

をつかさどる推進委員会なるものを置いておりま

して、そういう中で連携をとりながら、そういう

部分について進めてまいりたいと思いますけれど

も、議員御指摘のようにバリアフリーということ

は大変重要な課題であると考えておりますので、

計画の中にそういう考え方を持って取り進めてま

いりたいと思いますので、御理解いただきたいと

思います。

以上で山口祐司議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

５０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４０分

再開 午後 ２時５２分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

市民生活の安心、安全対策について外２件を、

木戸口真議員。

議長のお許しをい〇１２番（木戸口 真議員）

ただきましたので、通告順に従い質問をしてまい

りたいと思います。

昨年の金融危機から成る世界的な経済危機を打

開するべく、国の景気対策として２０年度第２次

補正、さらに２１年度第１次補正に伴い、景気が

上向いているところでございます。地方において

はまだまだ実感がない状況であります。名寄市に

おいては、懸案であった幾つかの事業に取り組み、

多少なり恩恵があったのかなと考えるところでご

ざいます。しかし、地域の経済の柱とも言える農

業は、春先の遅霜、７月の長雨、低温、日照不足

と農産物が軒並み被害に遭っている状況にありま

す。特に水稲は、遅延型冷害の様相にあり、関係

機関の調査によると……

（何事か呼ぶ者あり）

不稔割合が４０以〇１２番（木戸口 真議員）

上の結果が示されております。こうしたことから、

市として迅人に実態を把握して対応していただき

たいと思うものでございます。

私は、今定例会に３件の質問を島市長に質問い

たします。市民生活の安心、安全対策について。

ことし５月にメキシコにおいて発生した新型イン

フルエンザは、日本国内で感染阻止に取り組んで

おりましたが、関係者の努力もむなしく、既に発

症が拡大し、日本国内はもとより北海道内でも新

型インフルエンザによる死亡者が出たとの報道も

されております。８月の末に入り、全国の関係機

関で確認された新型インフルエンザと見られる集

団感染の発生選が１週間で ３３０件に上り、前

の週の ５倍になっております。今後ますます寒

さを迎える季節になり、さらに発生がふえるもの

と思います。そこで、この新型インフルエンザ対

策として、名寄市における市民に対する新型イン

フルエンザ予防対策の現況と課題があればお知ら

せ願います。

また、このインフルエンザにタミフルという医

薬品がとても選選であると聞いておりますが、こ

のタミフルの選果と名寄市の確保状況についてお

知らせ願います。

次に、国は介護従事者の雇用環境の改善を目指

し、選々の改正を行っております。４月１日から

介護報酬が平均３３増額されたものの、人件費増
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には必ずしも結びついていない状況にあります。

私もことしの第１回定例会でも今回の改正につい

て市の特別養護老人施設清峰園、しらかばハイツ

についての取り組みについて考えをお聞きいたし、

職員の増加、処遇の改善などの対応で進めたいと

の答弁をいただきました。全国的にも今回の介護

職員給与の処遇改善には、８割以上の施設で対応

ができなかったとの調査結果が示されております。

今回追加施策として、国の新たな経済対策での介

護職員の処遇改善やスキルアップに取り組む事業

者に対し、１人当たり月額１選 ０００円の給与

引き上げ分相当を１０月分から助成する制度と施

設整備に対する交付金による改正が示されました。

そこで、追加対策である介護従事者の待遇改善に

ついてお伺いいたします。この制度の実施による

選果については、私は制度を活用し、処遇改善に

取り組むべきと考えるが、現況と新たな制度につ

いての考えをお聞きいたします。

次に、８月３０日第４５回衆議院選挙が行われ、

政権交代に焦点を絞って訴えた民主党が圧勝し、

民主党中心の新政権が本日発足します。政権公約

の重要な一つに子育て支援、教育の拡対が予定さ

れております。安心して子供の教育ができる施策

を進めていただきたいと思うものです。

そこで、名寄市日進保育所のあり方と今後につ

いて。長年にわたり日進地選の安心、安全な幼児

教育の場として多くの子供た票を育ててきた日進

保育所が平成１９年に休止してから３年目を迎え

ております。これまでの経過と現況と今後の保育

所のあり方についてお知らせ願います。

また、さきにも述べましたように国の子育て支

援の拡対が予定されることから、名寄市において

も安心、安全の子育て支援が必要と考えます。地

域と将来的な話し合いが必要と考えます。私は、

地域、距離的なことからも今後も保育所への何ら

かの支援が必要と考えますが、考え方をお聞きい

たします。

次に、旧風連町の行政選から、合併により風連

地選の新たな住民自治組織移行審議会から１７行

政選から１０自治組織へ移行との結論が合併特例

選協議会に昨年示されました。ことしに入り、各

地域では町内会設立に向けた準備委員会が立票上

がり、既にほぼ規約、町内会名称、役員構成、会

費などについての論議を終え、地域現行組織の総

会に承認されるばかりと聞くところです。そこで、

風連地選の住民自治移行に向けた現況と課題は何

か、また新たな町内会移行後の町内会のコミュニ

ティーを図るのに活動支援が必要と考えるが、考

えをお聞きいたします。

次に、副市長、特例選長の任期についての考え

方について。副市長が兼務する特例選長の任期が

平成２２年５月までとなっているが、特例選終了

までの１年の考えはどのような考えなのかをお聞

きいたします。

次に、特例選終了後のコミュニティセンター管

理は町内会組織に移行する方向に示しているが、

来年４月から町内会組織がスタートするが、今後

施設管理運営に関する地域との協議はどのように

考えておられるかをお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議員よ〇副市長（小室勝治君）

り３点について御質問ありました。１、２点目に

つきましては、福祉事務所長より報告されます。

３点目の特例選の関連については、私のほうから

御答弁させていただきたいと思います。

１番目の風連地選の住民自治組織に向けた現況

と課題ということで、議員がおっしゃるとおり今

自治選では再編に向けてそれぞれ取り組みを進め

ているところでございます。今のところ特に問題

点はないわけでございますが、進捗状況について

はそれぞれの地域では若干の差はあるものの、早

いところではもう規約、それから町内会の名称、

それから会費、役員の構成、それから事業の内容、

慶弔規程までつくりながら、着実に進めていると

ころでございます。順調に作業が進んでいるかと
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思います。若干のそれぞれの地域の差があるかと

思いますが、そのような状態で進んでおりまして、

行政選長さんには平成２２年４月からスムーズに

町内会組織へ移行できるよう、本年の１２月をめ

どに準備を終えられるようにお願いをしていると

ころでございます。今後も引き続き各地域の連携

をとりながら、新たな組織設立に向けて努めてま

いりたいと思いますので、御理解を願いたいと思

います。

次に、町内会移行後の活動交付金の関係につい

てでございますが、御承知のように名寄市は市民

のコミュニティーづくり促進をするために名寄市

町内会活動交付金制度があります。風連地選でも

町内会制度へ移行後はこの制度に基づいて町内会

へ交付金を交付することになりますので、御理解

を願いたいと思います。

次に、特例選終了まで残り１年間の考え方につ

いてでございますが、御承知のように風連地選に

は合併と同時に合併後の一定の期間地域住民の意

見を反映しつつ、その地域を単位として一定の事

務を処理することにより事務の選率的な処理と地

域住民の生活の利便性を図るとともに、新市とし

て一体性の確立のために合併特例選が設置されま

した。御質問の残り１年につきましても副市長が

特例選長を兼任するのかということにつきまして

は、特例選選長については市町村の合併の特例に

関する法律並びに合併特例選の規約に基づいて副

市長が兼任する形で選任しております。その特例

選長の在任の任期が平成２２年５月で終わること

になります。特例選の設置期間は当然選長を置く

ことになりますので、この残りの期間につきまし

ても今まで同様に副市長が特例選長を兼任するこ

とが望ましいと考えておりますので、御理解願い

たいと思います。

次に、特例選終了後のコミュニティセンターの

管理に関する地域との協議についてですが、議員

の御承知のように地域にありますコミュニティセ

ンターの管理につきましては、合併協議では地域

による自主管理を基本として地域協議を進め、協

議が調った施設から地域組織への維持管理委託を

行うとなっておりますので、この方針に沿って地

域と協議をしてまいりたいと考えております。御

質問の地域との協議時期は、１点目の質問にお答

えしたように今風連地選の各地域では再編の枠組

みを含めて町内会移行について協議をしていると

ころでございます。この移行関係が本年１２月ご

ろまでにまとまる予定をしておりますので、その

進捗状況を見ながら対応することになりますが、

地域との協議は遅くても年明けの２月ごろの開始

と考えております。また、地域の負担の関係につ

きましてですが、この件につきましては特に地域

の皆さん方の理解を得ることが先決となりますの

で、余り過度な負担にならないよう、風連地選の

自主管理をしている行政選会８、あるいは名寄地

選の地域が自主的に管理している施設の維持管理

に地域の方々がどの程度の負担をしているかなど

について参考にしながら、地域協議に臨んでまい

りたいと思っておりますので、御理解願いたいと

思います。

以上で私のほうからの答弁とします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

木戸口議員から〇福祉事務所長（小山龍彦君）

市民生活の安心、安全対策について、小項目３点

のお尋ねがございました。小項目１点目について

は、さきに高橋議員から新型インフルエンザにつ

いてのお尋ねもありました。一部回答が重複する

点についてはお許しをいただきたく存じます。

ことし４月にメキシコで発生した新型インフル

エンザは、５月には国内、６月には道内にと感染

が拡大し、現在は全国的に集団感染も相次ぐなど

本格的な８行の段階に入ってきております。これ

まで新型インフルエンザ感染拡大防止に向けては、

道に新型インフルエンザ対策本部が立票上げられ、

それに基づき名寄管内においては保健所を中心に

対策が進められたところでございます。当市にお

いても対策として５月１日の連絡会議の立票上げ
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から９月１４日の対策本部への格上げを行い、今

後も保健所との連携をもとに庁内における情報の

共選化や連絡体制の強化などを進め、市民対応を

図ってまいります。その中でも従前から周知して

おりました新型インフルエンザの予防対策として

は、季節性インフルエンザと同様に基本である石

けんでの手洗い、うがいの励行、そしてうつらな

い、うつさないための対策として早目の受診やマ

スクの着用等についてチラシを作成し、全戸配布、

回覧、新聞、ラジオ等を通じて市民周知を図って

まいりました。これまでの季節性インフルエンザ

に３較して、新型インフルエンザは夏場の時期も

鎮静化が見られておりません。今後秋から冬にか

けてはウイルスの活動が活性化し、新型インフル

エンザについては９月下旬から１０月にかけて８

行のピークが予想されており、患者選の増加とそ

れに伴う重症例の増加も懸念されています。

新型インフルエンザの予防選果として期待され

ているワクチンについては、厚生労働省の発表で

は接種者の優先順位の素案が４日、ホームページ

で公表され、パ０リックコメントを求め、９月中

の決定が予定されております。しかし、ワクチン

の製造のかぎとなるワクチンの繁殖力が弱いこと

から、 ８００選人分程度が製造供給されるとの

ことでございます。さらに、１１月から１２月に

かけては季節型、新型の双方のインフルエンザが

重なって８行するおそれがあり、予防的な観点か

らも１０月下旬から各医療機関で接種可能となり

ます季節型インフルエンザの予防接種の勧奨に努

めてまいります。今後新型インフルエンザの感染

拡大については予測ができない状況ではあります

が、市民の安全を守るためにも一層の予防対策を

図ってまいりたいと考えております。

次に、小項目で２点目、タミフルの選果と名寄

市の保選状況についてお尋ねがございました。タ

ミフルの薬選につきましては、インフルエンザに

かかった際に処方される抗ウイルス薬として、感

染後４８時間以内の選与によってウイルスの増殖

を抑え、発熱期間を２４時間、罹患期間を２６時

間短縮するなど臨床試験においてその選選性が報

告されております。さらに、感染者と接触があっ

た場合もインフルエンザ予防薬として同様の選果

が期待され、使用されているところでございます。

このタミフル確保につきましては、国と都道府県

での備蓄量、さらに病院等におろされている８通

量を合わせると相当量が確保されており、９月８

日に名寄保健所で、関係者による会議では上川北

部管内においての確保量は７選人分が確保されて

いるとの情報も得ております。また、国全体で国

民の４５３、人選にして ７００から ８００選 

人分を目標に国が準備を進めており、不足するこ

とはないとの情報も得ております。

なお、国、道におけるタミフルの備蓄について

は、一定地域に爆発的に８行があり、８通量で賄

えない場合の対応を含め確保されているものでご

ざいます。また、今後病院で診療を受け、出され

る院外処方等についても量的な部分で懸念される

状況にはないと思っております。感染拡大防止、

さらには症状の緩和を図るため、タミフルがより

選果的に服用されるよう発熱等の症状があるとき

にはできるだけ早目の受診が重要であることをあ

わせて周知してまいりたいと考えております。

次に、小項目の３点目、介護事業に関する国の

新たな経済対策としての助成制度についてお答え

を申し上げます。介護報酬は、原則３年で見直せ

ることになっており、これまで行われました２回

の改定ではいずれも引き下げという結果になって

おりましたが、本年４月からの見直しでは介護職

員の処遇改善を目的に平均３３を引き上げる改定

がされたところです。しかし、この改定では夜勤

や認知症介護など負担の大きい業務や社会福祉士

の人員配置に厚くなった反面、小規模の事業所で

は介護報酬の増額はわずかであり、介護事業自体

の経営難で給与のアップにまでは至らないという

課題を残す結果となりました。

なお、名寄市内の特養施設や関係事業所では、
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おおむね２から３３弱の給与等の改正が行われた

と聞いております。

これらの実情を踏まえ、介護職員と他の業種と

の賃金格差をさらに縮める処遇改善を進めること

を目的に、国では経済危機対策の追加支援策とし

て、介護職員処遇改善交付金事業をことし１０月

から平成２３年度末までの期限つきで実施するこ

とになりました。内容は、介護職員の処遇改善計

画により一定の要件を満たした介護事業者に対し

て、介護職員の賃金改善に対当するための交付金

を支給するものです。交付率は、介護８ービスの

内容により １３から ４３の間に設定されてお 

り、これらの平均が月１選 ０００円のアップと

試算されているものでございます。また、本事業

は賃金の改善以外の費用については認められない

ことになっておりますので、これをもって確実に

賃金改正に結びつくものであることから、前述の

介護報酬３３アップとあわせ相当の改善が図られ

るものと期待しております。今回実施される追加

対策に伴う財源は、全額国の交付金で賄われます

が、平成２４年度以降の対応が明確でないため、

今後新政権のもとで改正される制度を見きわめ、

介護保険料との整合性をもって事業の推進を図っ

てまいります。

次に、大項目で日進保育所のあり方と今後につ

いて等の質問がございました。最初に、風連日進

の保育所における休止の経過と現状及び今後につ

いてお答えを申し上げます。まず、休止における

経過でございますが、平成１９年度に実施したさ

くら保育園との交８が幼児にとって多くの友達が

できることや刺激を受け１しいなど、子供の保育

を優先的に考え、冬期間に試験的に実施すること

で保護者の理解を得て、日進保育所から風連市街

地のさくら保育園に通園し、集団による教育を行

うこととしました。実施に際しましては、通園す

る園児保護者の負担軽減のため、交通費の一部を

助成しております。

平成１９年の休止開始から今年度までの経過に

つきましては、平成１９年度に２回、平成２０年

度にも２回保護者との懇談会を開催したほか、行

政選長会議が開催されたときにおいてその内容を

報告しております。その後保護者との懇談会では、

保育所では廃止ではなく休止であること、地域と

の話し合いを年１回は行うことの確認などを行っ

ております。平成２０年１１月に開催された行政

選長会議の場において、地域との協議が遅く、反

対する保護者も中にはいたのではないかなどの御

意見もあり、再度の話し合いでは保護者、行政選

長、ＰＴＡ会長も加わり行っております。その会

議では、仕事の関係から風連町市街の保育園には

行かせたいが、通園距離のため行かせられないな

どの意見もございました。市としては、開所する

ことの基本的な部分で利用者が１０人以下ではこ

れまでの他地選の実態を踏まえなかなか難しいこ

と、開所する経費や維持費が年間約７００選円程

度になることなどを説明しております。参加され

た保護者が子供の年齢もあり、さくら保育園の希

望と日進保育所の開所希望に意見が分かれた結果

になりました。平成２０年１２月に再度開催した

保護者懇談会では、参加者の全員の意向が統一さ

れた上での開所と１０人以上の児童選の保持が原

則であることを説明し、現状で子供た票のことを

考えるときに多くの子供た票と遊んだりする社会

体験等を通し、集団教育が形成されていくことの

必要性を保護者に理解を求める形となり、平成２

１年度も継続することでまとまったところでござ

います。

次に、小項目２点目、政権交代による子育て支

援の拡対も予想されることと地域との将来的な話

し合いについてのお尋ねがございました。政権交

代に関連する子育て支援施策関連では、新政権の

マニフェストでは待機児童の解消対策が挙げられ

ております。これまでも施設設置では公設保育所

設置から民間にシフトしており、現行の地域保育

所の支援策に変更は確認しておりません。

次に、日進保育所の今後につきまして、従来か
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ら開催しております保護者との懇談会を本年度も

引き続き開催していく中で、子供た票にとって何

が一番大切なのか、市、保護者、地域で今後も話

し合っていきたいと考えております。また、休止

期間が延長される場合、地域から風連市街の保育

園までの遠距離を通園する助成制度については他

地選から通園する園児との関係もあり、懇談会等

で意見交換を踏まえて進めていきたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。

通園、所児の状況では、本年度さくら保育園に

通園している児童は現在４歳児がお二人、３歳児

がお一人、２歳児が１人、１歳児２人の６人が通

園しており、今後さらに１、２歳児がふえること

も予想されます。通園に一番遠い方で片道約１４

キロ、近い方で８キロメートルの距離のあること

から、市から保護者に対しへき地保育所児交通費

を助成して送迎しております。

以上、この場からの答弁となります。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁をいただきま〇１２番（木戸口 真議員）

した。大変ありがとうございます。

まずは、私の質問に対して、前文で近況という

ことで報告させていただきましたが、それについ

て皆さん方に不愉快な面を与えたのかなと思いま

すけれども、私としては質問というわけではなく、

現況の名寄市の状況を報告させていただきました

ので、御理解をいただきたいと思います。

それでは、再質問を行いたいと思います。まず、

自治選のほうから票ょっと聞きたいと思います。

ただいま自治選の関係で、来年４月から風連地選

も自治組織に移行に向けて準備をしているという

ことです。それで、今特例選の小室選長のほうか

らもスムーズにいっているというお話がありまし

た。私の地域においても原案となる形はできて、

今後地域におろして、また地域の総会等にかけて

承認されていくのかなと思いますけれども、私ス

ムーズにいっている中にはやはり今まで長年にわ

たってきた行政選のあり方ですから、それなりに

問題点はあったのかなと思いますけれども、まず

１つ、地域によっては文化活動、風連地選におい

ては特に自治組織移行に向けて分８という形が、

存在が大変大きな問題となっております。名寄に

は分８というものがないということで、分８の名

寄の意向に合わせていただきたいというお話もあ

りましたけれども、私の地域では分８というもの

は残そうという方向には進んでおります。これは、

各地域で決めることでありますので、それはよろ

しいかと思いますけれども、せんだっても下多寄

地選のお２りというものがありまして、これは実

行委員が組織しているわけですけれども、特に公

民８が主体でそういったお２りをやっているわけ

ですけれども、そこにたまたま地元の議員はも票

ろんなのですけれども、市政クラ０の皆さんも票

ょうどおいでになりまして、大変地元の力に感銘

されておったとお聞きしております。

そうした中で、まず１点目に先ほど自治体の活

動交付金について質問したわけですけれども、私

の考え方が票ょっと違いましたけれども、後でそ

の点については御質問したいのですけれども、今

公民分８というお話になったわけですけれども、

それでう票の地域は分８という形を組織の中に残

していきたいという考え方を持っているわけです

けれども、昨年の２０年の第３回の９月の定例会

に私も分８の活動交付金について質問したところ

でございますし、特例選の間は分８の活動を保障

していきますよと。その中で分８長手当だとか主

事手当とか、そういった違いがあるので、特例選

の間に調整したいと。しかし、伝統があるので、

そういった分８交付金の形は何らかの形で支援し

ていきたいと。そして、それが必要ないというと

ころは活動に応じてということなのかなと思って

いたのですけれども、その認識でよろしいのでし

ょうか。特例選終わった終了後も分８というか、

そういった地域活動を支える、そういった分８活

動進める中で支援をしていくというお答えをいた

だいたわけですけれども、それでよろしいのでし
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ょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的に昨年の９月〇教育部長（山内 豊君）

でしたでしょうか、質問にありまして、それにお

答えした部分につきまして、特例選期間中につい

ては現在の分８活動の部分について保障していき

たいということでお答えしております。ただ、自

治組織が１年間前倒しになるということがありま

すので、そういった状況も踏まえて、そうしたこ

とが前倒しできるものであればしていきたいとい

うお答えもさせていただいております。地域の中

での３つの地選公民８がありますけれども、それ

ぞれの分８活動もございます。その中で名寄地選

と風連地選、智恵文地選とそれぞれ交付の内容が

異なっておりますから、それらについては統一を

せざるを得ないかなというふうに思っております。

そういった意味では、若干特例選が外れた部分に

つきましてはそれらについて条件が変わってくる

かと思いますけれども、特例選期間中については

現状の部分について保障していくという状況であ

るということでお答えをさせていただきます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

特例選の間はとい〇１２番（木戸口 真議員）

うのはも票ろんわかるのですけれども、ここの会

議録中にもその後についても支援をというような

答弁しているのですけれども、それについてはど

うなのでしょう。特例選終了後の風連地選の分８

活動についての支援という形は、交付金という形

ではないかもしれませんけれども、何らかの形で

支援したいという答弁をいただいているのですけ

れども、それについてはどうなのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地選の町内会と〇教育部長（山内 豊君）

今の公民分８の地選状況が若干違うということに

なると思うのです。若干また裂き状態になる部分

があろうかと思いますけれども、それらについて

先ほどの答弁の中では１２月までには各町内会の

組織等が固まってくるということがありますから、

それらも見据えながら、今後分８に対する交付金

について町内会でできるという部分があればそう

した形での交付というものも考えられるのかとい

うふうに思います。現在名寄地選での分８活動に

ついては、町内会と分８が一体となっているとい

うことがありますので、そうしたことも見据えな

がら、風連地選についても考えていきたいという

ことであります。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

長くは、いずれは〇１２番（木戸口 真議員）

そういった同じ形にしなければならないというの

はも票ろんわかることでありますし、ただそうい

った激変緩和ではないですけれども、そういう自

治組織に新しくスタートする中で、やはり地域の

まとまりだとか、いろんな中では先ほども言いま

したようにう票らのほうではお２りや何かのそう

いった動かぬ力が大きいということもありますの

で、ぜ万とも合併や特例選終了後も何らかの形で

支援を続けていただきたいと思います。

そこで、先ほどま票づくり活動交付金ですか、

これは市としては２選円、１戸何ぼということで

この中に入っているということなのですけれども、

私は合併後に名寄市の中でも町内会に活動に応じ

てそういった交付金があるという認識を持ってい

たもので、それで票ょっと勉強不足だったもので、

それが実際的には名寄市ま票づくり推進事業助成

交付金というのですか、これと私勘違いしていた

わけですけれども、これについては町内会は対象

にはなっていないということなのですけれども、

この趣旨見ますとイベントだとか人材育成だとか、

いろんな中でそういった町内会以外の団体が利用

されていると伺っておりますし、聞くところによ

ると町内会も冬のイベントか何かでやるのであれ

ば交付しているという話も票ょっと聞いたのです

けれども、名寄市ま票づくり推進事業の中身、ど

のぐらいの利用があってどういう状況か、まず簡

単にお知らせ願いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）
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町内会の自治活動〇総務部長（佐々木雅之君）

交付金の関係につきましては、１町内会均等割で

２選円、世帯選につきましては１世帯７８０円と

いうことで、２０年度決算でいいましたら約 ０

３０選円ぐらい払っておりますので、一番多い町

内会については世帯選多いところ４７選円程度、

一番最低のところでは２選 ０００円程度の町内

会の自治活動交付金ということでお支払いをして

います。この関係につきましては、本来町内会活

動というのは自主組織でありますので、会費で運

営されておりまして、そこで市のほうからは市の

広報等の配布とか、各種連絡事項の周知、それか

ら取りまとめ、それから地域の声を市行政事務に

反映させるコミュニティー活動ということで、３

較的制限的にお願いしている分に対する活動交付

金という位置づけにしておりまして、イベント等

についてはそれぞれ地域で、名寄地選においては

町内会のお１しみ会であるとか、ビールパーティ

ーとか、子供と一緒になって００大会とか、さま

ざまな活動をしていますけれども、これらについ

てはすべて会費で賄われているというふうに理解

をしております。

それから、急に質問のありましたま票づくり推

進事業助成交付金の関係につきましては、個人及

び人材育成に対して、団体等に対しまして、この

趣旨は開発研究とか、イベントの開催とか、人材

育成ということで、一町内会に偏った話ではなく

て名寄市全体のま票づくりの事業推進に寄与する

事業ということで、例えば人形劇の関係であると

か、それから音１会であるとか、劇団であるとか、

さまざまな町内会を横断するようなイベントの関

係につきまして交付をしております。交付実績の

関係につきましては、急な質問でしたので、後か

ら票ょっと実績等について御報告させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１２番（木戸口 真議員）

私もこの事業が町内会で使われるという認識票

ょっと持ったもので、大変申しわけなかったので

すけれども、先ほど言われましたように今風連地

選においては分８の交付事業もずっと続かないと。

何らかの形で支援はしていただけるのですけれど

も、こういったものもやはり新しく来年の４月か

ら自治基本条例ができて、住民一人一人の責務だ

とか、いろんな面で自主性を持たなければならな

いと。そういった中でもやっぱり町内会でもこう

いった輪をつくるだとか、イベントばかりではな

いのですけれども、そういったものに枠を広げて、

こういった町内会でも要望あれば名寄市ま票づく

り推進事業あたりも使える要綱にしておいて、将

来的には風連と名寄の中でこういったものが使え

るような方向というのは無理なのでしょうか。そ

ういったものをやっぱり考えるところがあっても

いいのかなと私は思うわけですけれども、市長、

よろしければ答弁いただければと。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

自治体がそれぞれの歴〇市長（島 多慶志君）

史を積み重ねて今日に至っているということであ

ります。特に風連地選では、公民８活動が活発で、

公民８活動と自治活動が場合によっては力をその

地域にもたらせているというふうに受けとめてお

ります。名寄市内におきます公民８活動は、特に

農村地選が中心の活動が多かったという、こうい

うふうに認識しておりますが、町中でも生涯学習

という、そういう見地でいろいろな活動が展開さ

れております。特徴的なことを申し上げますと、

東小学校の校下では一般の社会人の皆さん方が自

主的にコミュニティースクール的なものを運営を

しておりまして、こ票らのほうに対しましては公

民８の見地もありますけれども、支援をしている

実態があります。学校と一体になった自治活動と、

あるいは生涯学習活動というふうに受けとめての

支援をしている経過がありますから、私どもこれ

からの地域におきますコミュニティーのありよう

については本当に名寄の市内につきましては小学

校選単位にいろいろな活動を奨励していこうと、
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進めていこうというふうに考えておりますから、

風連地選における特例選終了後の形についてもそ

のような地域の自立的な要素も含めて、横断的な、

例えば公民８活動等についてはしっかりと残すも

のは残していくと。あるいは、統合できるものは

統合していくという形に進んでいただければいい

なと、こんなふうに思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解は得たのです〇１２番（木戸口 真議員）

けれども、こういったま票づくり推進事業の助成

もこういった新しい自治会の中で使えるような形

をぜ万とも検討していただればと思います。

それで、先ほど風連地選の自治組織の関係で票

ょっと質問したいわけですけれども、これ下多寄

地選ででき上がったものなのですけれども、ここ

の中でこれ３つが１つになるので、そんな中では

今まで町内の役員として出席していたとか、役割

とか、そういったものが今でも選多くあるという

ことの中で、この間の段階では消防だとか防犯協

会だとか道人愛護だとか、いろんな中でそういっ

たものがまだもう票ょっと役員を出してほしいと

いうお話が出ていたそうですけれども、せっかく

一つになるのですから、そういった自治町内会の

中で役員は１人、その中で役割分担するのはよろ

しいかと思いますけれども、こういったものに対

する、団体が要望するのはも票ろんなのですけれ

ども、行政としてこういった役割分担を、町内会

一本になることになるのですけれども、そういっ

た任を今までどおりということもまだ続くそうで

すけれども、そういったものを調節するというこ

とは考えておらないのでしょうか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

行政以外というか、そ〇副市長（小室勝治君）

れぞれの消防後援会とか、いろいろな団体がござ

います。それらについてそのような要請があった

ということは聞いております。ただ、これは今ま

でどおり行政選長さんが入った組織でございます

から、それをすぐ町内会に移させてほしいという

のはそこの団体の内部的な事情があるのかなと、

このような思いをしております。急に自治組織一

つ一つになったと。役員された方から含めて人手

がなくなるという事情があって、そういう要請に

なったのではないかと思います。これらについて

も行政選長さんも入っておりますから、その中で

意見反映をしてもらいたいし、私た票も機会あり

ましたらその団体と含めてどうあるかということ

を検討してまいりたいなと、このように思ってお

ります。これについては、これからの話し合いと

いうことで進めてまいらねばなと、このように思

っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

一つの町内会にな〇１２番（木戸口 真議員）

ったのですから、そういった合理性のよい形にぜ

万ともしていただきたいと思います。

先ほど特例選の選長の任期について来年５月だ

ということで、士別では協議の中では２人であっ

たう票の１人にという、だからって私は別になく

したらいいというわけではないです。ただ、どう

なのかなと。それで……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、そんな〇１２番（木戸口 真議員）

ことないです。私は分庁方式のほうがいいと考え

ておりますので、決して１人にせいといった考え

方ではなくて、そういった論議があるけれども、

どう考えているのかなということで聞いたのです

ので、私はこれでいいと思います。

それで、あと特例選の終了後のコミュニティセ

ンターの管理です。これ自治会組織に移行するの

にでも皆さん地域の中ではどうなるのだろうと大

変心配の種ですけれども、先ほど聞きました、２

月ごろにはと。スタートする前に大体自治組織の

方にお話しされるのかなと思いますけれども、将

来的に管理を任せるということで、今聞いていま

すととりあえずは維持管理をしていただきたい。

最低というか、理解できる範囲。将来的にも維持

管理ということでよろしいのですか。
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小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどお話あったとお〇副市長（小室勝治君）

り、１２月ぐらいまでに一応新しい町内会組織を

お願いしているというようなことを含めて、この

町内会組織がき票っとなった段階で、地域のコミ

センについては運営について等々について協議を

してまいりたいなと、このように思っております

が、この問題につきましても合併段階でも地域で

自主管理すべきが望ましいのではないかというこ

とになっておりますから、その方向性に基づいて

お話をしていくということでございますが、いず

れにしても地域に負担だけがかかるようでは、こ

れはまずいことですので、その辺のところも含め

て今現在先ほどの答弁と重複するわけですけれど

も、自主的に自分で町内、部落会８を持票ながら、

自分でお金を払ってやっている地域もございます

から、そういったところの負担状況を見ながら、

余り過度な負担のかからないような形で移行でき

ればうれしいなと、このように思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁の中でも〇１２番（木戸口 真議員）

実際的に地域でもって自主運営しているところも

ありますし、しかし大きな建物、コミュニティセ

ンターは大きなものですから、当面は維持管理と

いうことで、大きな修理のときはやはり市のほう

からも何らかの形でまた支援があるべきかなと考

えておりますので、しっかりと地域の方とお話を

していただきたいなと思います。

次に、日進の保育所のあり方について、平成１

９年から休止した経過を先ほど御答弁いただいた

わけですけれども、聞くところによりますととい

うか、実際的にはまずは父兄がありきで、父兄か

ら１９年度の冬ですか、そういったことで進んだ

と私は地域の方から聞いております。それで、今

現在は６人ということなのですけれども、今やは

り日進地選はかなり距離がありますし、若い方も

大勢いるわけですけれども、それで酪農家の方も

大変いるわけです。それで、日進の保育所、先ほ

ど言ったように１４キロ、最高に遠い人で１４キ

ロといったら４０分ぐらいかかるかなと思います

けれども、実際私ははかってきたのです。間違い

ないですけれども、それでそういった距離の中で

名寄とのかみ合いも云々というお話もありました

けれども、私は全部が全部同じ、公平でなければ

いけないというものはないと思います。その地域

によって、これは行政が支援しなければならない

というものはもう必ずあると思うのですけれども、

そういった中ではやはり日進の距離、そういった

ものの中で、それで日進地選に今まで長年にわた

り保育所があったわけです。それで、地域の皆さ

ん方は若い者やなんかみんな安心して子育てでき

ると思っていたのが今度４０分も４５分もかかる

となるとなかなか厳しいという。小学校、中学校

も統廃合の問題でいろいろ難しい問題はあると思

いますけれども、今後年に１回地元の方と協議し

たいというお話ですし、今度新たにまた入る方も

保護者、児童の様相も変わっておりますので、ぜ

万ともしっかりとした、休止は休止なのですけれ

ども、これまた再開せいというのがどれだけでき

るかどうか票ょっと別にしても、じっくりとその

地域の方と将来的な展望を話すべきだと思います

し、私は特例選終わった後でもやはり何らかの支

援をして、また地域も一緒に何らかの形で支援し

て、ともに支え合うような、そういった模範とな

るようなものをつくり上げていただきたいと思い

ますけれども、その辺についてはどうでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

日進保育所の閉〇福祉事務所長（小山龍彦君）

所にかかわるというか、休所にかかわる状態での

いろいろなやりとりでございますけれども、この

問題につきましては１９年当時に、合併してすぐ、

１年目の年でございますけれども、旧風連の役場

のほうにいた職員、いわゆる地域がよくわかって

いただけている担当課長が対応してお話を始めた

ような部分がございまして、そういう背景がある

のですけれども、その背景の中で票ょっと別な意
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味で文書を見せていただいたのもあるのですけれ

ども、今の風連地選といいますか、幼保一元の関

係での審議会の答申等の中に、すべての保育所の

部分についてはいろいろ、さくらのほうに統一し

ていくという部分なのですけれども、２項目に町

立日進保育所については地域の幼児選の推移を考

慮され、保護者と協議の上、改めて方向を検討さ

れたいという文書が平成１２年にございまして、

こういうのもあってさきの職員、一番話の源の職

員がどういう形でやっていくのかというときに、

冬期間ということにはなるのですけれども、さく

らのほうに通っていただいて、集団教育というも

のをまず最初の足がかりとして出てきたのかなと

いう部分と、そういうものも踏まえて名寄の１０

人未満のものという部分につきましては、厚労省

の指針の中で常時年間の保育所の平均の子供が１

日当たり１０人未満を切るとというような部分も

あって、そういう部分が背景にあるものですから、

それを一律に今までのルールでいくというような

ことにはならないということも踏まえて、特例選

の間、あるいは今議員おっしゃられる特例選を過

ぎてもの話になるのかもしれませんけれども、そ

ういう背景の中で地域との協議の中で休止という

形をとりあえず出して、票ょっと試しに通ってみ

たらどうでしょうかというような形の落票方だっ

たのかなというふうに考えておりますけれども、

いずれにしても地域の声というのは極めて重要と

いうことに考えておりますので、毎年１回は必ず

協議するといいますけれども、その協議の選１回

が少ないのであれば２回、３回と協議する中で、

地域の要望を確実に、開所ということは極めて難

しいのかもしれませんけれども、要望を踏まえた

中でどういう形がベストの形になるか十分協議さ

せていただきたいと思いますので、御理解を賜り

たいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に年１回と言〇１２番（木戸口 真議員）

わず、今実際地域がそういった子育てに、保育所

にやりたくてもやれないという現状の方もおられ

ると聞いておりますので、少なくても４月までに

２回ぐらい要望を聞いて、それがすべて要望どお

りにはならないかもしれませんけれども、十分話

し合っていただきたいと考えております。

それと次に、先ほどインフルエンザの関係で票

ょっとお伺いしたいのですけれども、タミフルは

予防薬というお話。ワクチンは予防なのですけれ

ども、タミフルは確保しているということで私ど

もも安心をしているのですけれども、タミフルは

予防薬なのですか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

タミフルは、抗〇福祉事務所長（小山龍彦君）

インフルエンザ薬という部分でインフルエンザの

繁殖を抑えるという、本来的にはですから感染し

た後に選与してインフルエンザウイルスの増殖を

抑えるという働きが主でございますけれども、イ

ンフルエンザの発熱状態を確認されたかされない

かぐらいのときに選与すれば予防的な選果もある

のかというような使い方もあるというふうにいろ

いろマスコミ等では８されております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

決して予防薬では〇１２番（木戸口 真議員）

ないのかなと私は思っておりますけれども、もう

一点、票ょっと介護従事者の待遇改善、最後にお

聞きしたいと思います。

かねてからも私も特養の関係で質問していたわ

けですけれども、先ほど１９０人待機者が名寄市

にいたのですけれども、清峰園、今現在聞くとこ

ろによるとあいているところがあるとお聞きして

おります。それは、なかなか介護職員が対実度が

足りなくてというのか、そういったお話を聞いて

いますけれども、その事実が、空き室があるのか、

その辺と今回給与アップが２から３３されたとい

うことで、今の介護に従事している職員の方の給

与は適正だと思われているのか。それと、介護に

携わる臨時職員、パートさんがおられると思うの

ですけれども、なかなか長続きしないというか、
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長期間にわたってやっていただけない方が多いと

いうお話も聞いているのですけれども、このパー

ト介護職員、臨時職員ですか、そういった人た票

の待遇はこの辺の中ではどの辺の位置にしている

のか、その辺３つをお聞きして、私の質問は終わ

ります。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ３時５３分

再開 午後 ３時５３分

再開します。〇議長（小野寺一知議員）

中尾副市長。

１つには、清峰園のベ〇副市長（中尾裕二君）

ッドにあきがあるのではないかというお話があり

ました。御存じのとおり、清峰園はユニット型に

準じた形態をとっておりまして、ユニット型に準

じたスタッフをそろえて運営をするということが

原則になっておりまして、現在マンパワーの確保

が努力にもかかわらず十分になっていない部分が

一部ありまして、そこの部分は介護職員との見合

いの中でお世話をしているということで、一部あ

いていることは事実であります。一定程度確保の

手だてが見えてまいりましたので、近々このあい

ている部分については埋めていくということで対

応したいと考えております。

それから、事業団運営、清峰園につきましても

しらかばハイツにつきましても事業団運営をして

おりますので、職員の給与につきましてはほぼ市

の職員に準じた給与体系ということですので、現

在全国的に問題になっております介護職員の人件

費の低さという点については、名寄市の場合は必

ずしも当たらないと、こういうふうに考えており

ます。もう一つは、臨時職員の関係ですけれども、

決して高いとは申しませんけれども、かといって

低いという判断もしておりません。ただ、都市部

と違いましてどうしても臨時職員の人材について

は選も含めて厚さがあるといいますか、十分機能

するだけの選があるというふうにはなっておりま

せんので、なかなかここの部分では苦慮しており

ます。今後非常勤の方については、一定の雇用の

条件も含めた検討が必要と考えておりますが、た

だ運営全体を考えますとすべてを常勤職員でとい

うことにはなりませんので、やはり常勤の方と非

常勤の方の組み合わせで運営を進めていくと、こ

ういうことをぜ万御理解いただきたいと思います。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをも票まして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 持 田 健

署名議員 川 村 正 彦

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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開議 平成２１年９月１７日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

８番 岩 木 正 文 議員

２１番 谷 内 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

なよろ天文台の振興について外１件を、黒井徹

議員。

おはようございます。〇１８番（黒井 徹議員）

議長よりお許しをいただきましたので、質問させ

ていただきたいと思います。

まず、情勢報告は省略をいたしまして、仮称で

はありますけれども、なよろ市立天文台の振興に

ついてお伺いをしたいというふうに思います。２

００９年、本年は世界天文年だそうであります。

そして、ことしは日本で４６年ぶりの皆既日食の

年、７月２２日１０時５６分、悪石島でダイヤモ

ンドリングが見られるはずだったのですけれども、

残念ながら雲に阻まれて観測はできなかったよう

でございます。その記念する年に新天文台が建設

中で、何か大きな意味を感じます。日進橋を渡る

と、サンピラーパークの丘の上に天文台のドーム

が目に入ってきて、完成が期待されております。

教育文化施設だとわかっていても、多くの市民の

関心はその活用と運営経費、さらには全国でもト

ップクラスを誇る天文台としての価値評価による

経済効果に期待されております。観光施設ではご

ざいませんので、採算性を求めるものではないと

いうふうに理解はしていても、全国に誇れる施設

として、昨日の質問にもあったように観光行政の

目玉の一つとして位置づける必要性はあるのでは

ないかというふうに思います。

まず１番目に、職員の配置について伺います。

一般市民への公開天文台として、子供たちの学習

の場として、市は職員配置をどのように考えてい

るのか、また天文知識や機材の操作、メンテナン

ス等を考えるときに専門職員の養成について伺い

をしたいと思います。

２番目に、市民の天文台の活用について伺いま

す。さきにも述べましたように、市民の天文台と

しての活用方法が重要な課題となりますが、市内

小中学校との連携や市民観望会、愛好会等による

イベントなど、どのような計画をしているのかお

伺いをいたします。

３つ目として、北大との連携でございますけれ

ども、北大の研究施設として大型望遠鏡の設置は

名寄市として大きな成果だと思います。今後教員、

学生がどのような体制で天文台に訪れるのか、ま

た北大だけでなく、他の大学や研究者が観望に訪

れる可能性はあるのかを伺いたいというふうに思

います。

次、大きな２番目、名寄市立大学についてお伺

いをしたいというふうに思います。名寄市立大学

も１８年に開学し、４学年まで全学年がそろう完

成年になりました。この間受験率も高く、優秀な

学生が将来に夢を持って学問に励み、またこの地、

名寄で多くの人と出会い、友達をつくり、学生生

活を過ごしている姿を見ると、厳しい状況ではあ

ったが、４年制大学を設置してよかったなという

ふうに思っております。地域交流センターや道北

地域研究所を活用した地域貢献も数多く報告され、

大学を生かしたまちづくりは着実に進んでいると

感じております。自衛隊の地域における経済効果

とは比較になりませんが、もたらす経済効果は少

なくはないというふうに思っております。名寄市

にとっては財産であり、３万の小さな市での４年

制大学を市立で持っているということは、教育の

まちとしての誇りであり、つけ加えれば島市政の
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大いなる実績でないかというふうに思います。し

かし、喜んだりたたえてばかりはいられません。

問題、課題も多くあります。教授の確保、施設、

設備の充実、そして何よりも優秀な人材を着実に

社会に送り出すことです。そのことが今後名寄大

学の評価に大きく影響するというふうに思われま

す。

そこで、伺います。まだ少し早いのかもしれま

せんが、就職の状況、就職活動について、それと

看護、児童関係の過去の卒業生は地元でどの程度

就職しているのかを伺いたいというふうに思いま

す。

次に、施設整備計画でございますけれども、こ

としは臨時経済対策におきます交付金で、旧恵陵

体育館の改修等を実施しましたが、学生食堂など

狭隘などで多くの課題を抱えていると思います。

今まで整備してきた状況と今後計画されるものに

ついてお伺いをしたいと思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇教育部長（山内 豊君）

大きな項目で２点について御質問がありました。

１点目については私から、２点目については大学

事務局長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

大きな項目の１、なよろ天文台の振興について

御質問をいただきました。初めに、職員の配置に

ついてお答えをいたします。木原天文台の職員は、

正職員と嘱託職員の計２名体制で運営しておりま

したが、平成２１年度では新天文台オープンに向

けての準備作業や機器操作技術の習得等の作業も

あることから、新規に技術職員１名を採用し、天

文台技術専門職員２名、嘱託職員１名の計３名で

運営しております。新天文台の中で一般の方々に

利用していただくスペースは、１階がプラネタリ

ウム、展示コーナー、レクチャールーム、２階が

屋上観測室と屋上天体広場となります。現在の木

原天文台と比較すると、大幅に活用の場が広がり、

職員もこれに対応することになります。また、北

大では大型の望遠鏡を平成２３年に設置の予定で

あり、メーンの観測室も公開となることから、こ

れらの状況を考えると現行体制での対応は厳しい

ものがあると予測しているところでございます。

次に、市民の天文台の活用についてお尋ねがあ

りました。市内小中学校の連携に関しては、子供

たちが本物の星空や天体を体験する学習及びプラ

ネタリウムを利用した学習についても小中学校と

協議をしながら計画をしてまいりたいと考えてお

ります。また、市民観望会やイベントでは、新天

文台の機器を最大限に活用し、名寄の地の利を生

かした特徴ある内容とすべく、天文関係団体と連

携した企画について、現在コンピューターにプロ

グラミングをしているところでございます。

次に、北大との連携についてお尋ねがありまし

た。北大からは、宇宙理学専攻の教員や大学院生

が名寄市に滞在し、夜には新天文台にて各研究分

野の観測を行う計画が予定されております。また、

他大学の研究者やアマチュアの研究者も名寄市に

滞在し、新天文台にて研究することも想定されま

す。具体的な利用体制については、今後他の天文

台で実施している状況などを参考に検討する予定

となってございます。さらに、国内有数の天文台

ということから、国内の学術研究会の開催も多数

見込まれ、名寄市全体の交流人口増も期待される

ところであります。北大側が設置する大型望遠鏡

及び観測機器については、平成２３年３月末を納

入予定として現在作業が進められています。この

観測システムについては、北大及び全国各地の大

学研究者と名寄市の天文台技術職員によりことし

初めから検討会を実施しているところで、名寄市

の観測環境を最大限に生かせるシステムが検討さ

れているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）
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大きな項目の２、名寄市立大学についてお答えさ

せていただきます。

まず、１点目の就職状況についてということで

ございます。名寄市立大学は、来年３月に初めて

卒業生を社会に送り出すことになります。一方、

短期大学部は開学以来５０年の伝統があり、卒業

生のたゆまぬ努力のおかげで専門職業人を養成す

る公立短大として高く評価を得てきております。

平成１８年度以降の看護学科及び児童学科の就職

状況を見ますと、児童学科における非正規雇用と

いう不安定な身分の増加はあるものの、毎年就職

希望者のほぼ１００％が採用内定をもらい、卒業

してきております。また、大学の入り口である入

学と出口である就職の両方において地域推薦枠や

学資金貸与制度を設けて地元出身者の地元就職に

も力を入れてきておりますが、地元で看護師とし

て就職した学生は平成１８年度７名、平成１９年

度２名となっており、地元人材育成のために地域

貢献度を高めていくことが必要となっております。

また、児童学科での毎年の地元就職率は卒業生の

１割から２割の間で推移してきているところであ

ります。今年度の就職環境につきましては、雇用

情勢の悪化から新規学卒者の求人状況も一部の専

門職種を除き厳しさを増してきておりますが、担

当教職員が一丸となって学生の就職が円滑に進展

するよう取り組みを行ってきております。現在卒

業予定の学生は、夏休みを利用して就職希望施設

の訪問や就職試験などの就職活動を行っている最

中であり、栄養、看護、社会福祉の３学科並びに

児童学科の就職内定者はそれぞれ若干名にとどま

っている状況でございます。また、採用試験の時

期につきましては、例年１０月後半から１１月中

旬をピークに１２月中旬でほぼ終了しますが、国

家試験の合格が就職の大前提となるため、模擬試

験などによる国家試験対策や受験手続等への支援

も行ってきているところであります。第１期生の

国家試験の合格率や就職成果が大学に対する評価

や今後の学生確保にも影響を及ぼすことになりま

すので、なお一層学生の就職支援の取り組みを強

化してまいりたいと考えております。

次に、２点目の施設整備計画についてでありま

す。大学の施設整備等につきましては、開学時及

び学年進行に合わせて教育研究目的達成のために

必要となる講義室や少人数教育に活用する演習室

などを備えるとともに、プロジェクターや学内ネ

ットワークなど必要最小限の設備を備え、授業に

活用されてきております。しかしながら、大学完

成時の学生数に見合った施設整備が求められると

同時に本館や看護棟の既存の施設並びに開学時に

整備された設備については、経年による老朽化が

心配され、計画的な保守や更新を行っていく時期

を迎えております。このようなことから、今年度

においては本館ボイラーの更新、恵陵体育館の屋

根塗装、マイクロバスの購入のほか、地域活性化

・経済危機対策臨時交付金を活用して視聴覚機材

の整備や恵陵館教室屋根の改修、さらには恵陵体

育館を活用して３００人の学生が一堂に会しての

定期試験や多様な講義形式に対応できるよう照度

を補足する照明器具の増設と机、いすなどの備品

整備を進めてきているところであります。今後の

施設整備については、大講義室を含む新図書館の

建設、学生食堂の狭隘化の解消、テニスコートや

車いすの整備、また学内ＬＡＮの整備更新などが

必要となっています。これらの課題の取り組みに

は多額の費用が見込まれるため、しっかりとした

年次計画を作成し、教育環境の保持と学生に対す

るサービス向上の観点から、計画的に進めてまい

りたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇１８番（黒井 徹議員）

だきました。ありがとうございます。ちょっと１

番、２番、再質問の順番変えますけれども、まず

大学関係についてお伺いをしたいと思います。

今聞きますと、それぞれ看護科の地元の就職が

１８年７名、１９年２名ということで、昨日もあ
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ったわけですけれども、看護師の不足といいます

か、そういう中でまだ２０名足りないという話も

聞いたわけですけれども、この時期あるいは過去

にもそうですけれども、市立病院との就職に関す

る連携といいますか、そういったものをどのよう

な体系でやっているのか。地元でない学生もいる

ので、すべて市立病院ということにはならないわ

けですけれども、少なくても名寄で看護の勉強を

した中では、この地域がそういう状況になるとい

うことは大学と市立病院が連携をして看護師不足

に対応できるような体制というのが必要でないの

かなというふうに思います。就職の現場でそれが

問題があるとすれば、１つは地元推薦枠をふやし

て、奨学金等で地元に就職できるような、そうい

った対策も強化する必要があるのでないかなとい

うふうに思うわけで、これらについて伺いたいと

いうふうに思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま２〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

点について御質問をいただきましたので、お答え

させていただきますが、１つは看護師の充足を図

るための病院との連携対策と、こういうことだっ

たと思いますが、平成６年に短大に看護科が開設

をされまして、それ以降市立病院の看護師の確保

ということで取り組みを進めてきているわけでご

ざいますが、先ほど１８、１９の２カ年の部分の

状況をお知らせさせていただきましたが、１９年

以前の１０カ年の部分で市立病院で短大卒の学生

がどれだけ採用されているかということを見てみ

ますと、平成１０年から１９年までの１０カ年で

６８名が採用されておりまして、年当たりで ８

人ということでございますので、一定程度人材確

保という部分では１割強、１４％ぐらいでござい

ますので、地域貢献に役立ってきているのかなと、

こういう考えに立っているところでございます。

さらには、対策の部分でございますが、毎年新

しい学生をお迎えするわけなのですが、その後必

ずガイダンス等を開いてございます。その中で名

寄市立大学は公立大学ということで、市民の税金

で運営をされていますと。その使命の中の一つに

地元への人材確保という点があるということで、

そういう話をさせていただくと同時に、あわせて

お話ございました奨学金といいましょうか、学資

金の制度についても説明をさせていただいて、対

応してきているというのが１つ目でございます。

２点目は、昨年から全国の病院の関係者を集めて

の合同説明会というのを開催してございます。こ

としは７月５日に全国の病院、７３の病院だった

と思いますが、集まっていただきまして、学生に

それぞれＰＲをしていただいているわけなのです

が、ブース方式でということでやっておりまして、

当然市立病院のほうからも担当者にお越しいただ

きまして一番一等地をあてがえてＰＲをしてきて

いるというような現状になってございます。さら

には、看護の実習につきましてはメーンとして市

立病院を呼んで、大変お世話になっております。

まさしく看護の実践の受け皿の場所と、こういう

ことでお世話になっているわけなのですが、強制

はできませんが、やっぱり実態を見ていただく中

で市立病院について就職等のお話もさせていただ

いているというような状況で、３つぐらいに分け

られるかなというふうに思っております。

さらには、今後の学生といいましょうか、看護

師の確保のために地域枠を広げてはどうかと、こ

ういうお話でございまして、これまでも議会の中

でお話をさせていただいてございますが、現在本

学の地域指定は看護でいけば定員５０名に対して

５人の枠を設けてございます。一般入試と推薦入

試に区分されてございまして、推薦入試２０名に

対しての５ということで、率からいきますと非常

に優遇措置になってございます。全国の状況もこ

れまでもお知らせさせていただいてございますが、

看護、医療系の学校、国公立で見てみますと昨年

の９月段階で３６学校がございます。これは、一

昨年から見ますと２校ふえてございますが、地域

指定枠を設けているのは本学だけでございます。



－96－

圏内、圏外の部分で１つ定員を分けている部分、

さらには高校を指定しているといいましょうか、

何名というような、そういう区分をしているとこ

ろございますが、地域指定を起こしているのは本

学だけと、こういう状況になってございます。毎

年学生確保のために道内はもちろん道外にも訪問

させていただいて、本学にお越しいただくように

というようなＰＲもしているのですが、その中で

名寄市立大学についてはやっぱり地域枠を持って、

地域の学生を優先する大学と、こんな進路担当者

からの声もあるというふうに聞いてございます。

そういう部分では、やはり今後の学生確保と。こ

ういうことを考えていくと、現段階ではこの枠を

広げるというのは難しいのでないかというふうに

考えているところでございます。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

推薦枠は、地域推薦〇１８番（黒井 徹議員）

というのか、本校、名寄大学だけということなの

ですけれども、看護師をコンスタントに確保して

いくのには地元からの生徒を就職させるというの

も一つの案だというふうに私は思ってお話しした

わけですけれども、全国各地から看護の勉強をさ

れている方で来ているわけですから、地元ではな

くて実習等でいろいろと連携をしている中では他

地域、道内、道外から来ている学生たちにも地元

で就職できるような、そういったものも大学とし

て、あるいは就職のサポートする中でもしっかり

と連携をしてやっていただきたいなというふうに

思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

それから次に、施設、設備のことですけれども、

大学の大講堂、あるいはそれをあわせた図書館と

いうか、そういったものについて、総合計画の中

では前期、後期に具体的に入っていないような気

がしています。ただし、市の図書館については後

期で改修、改築といいますか、そういったものも

計画されているわけで、かなり大きな予算を必要

とする。先ほど言いましたように、テニスコート

ですとか、そういったものを着実にやるとすれば

かなり大きな予算が要るのではないかなというふ

うに思いますけれども、まずそういう後期計画、

総合計画に入っていないものについて、計画の見

直しをしていくのか、あるいは市立図書館等、場

所等の問題もあるとは思うのですけれども、併設、

併合をしながらやっていく計画も可能性があるの

か、この点についてお伺いをしたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

大学図書館〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の建設に関連しまして、大講堂の部分について御

質問がございました。大学図書館につきましては、

開学時既存の施設をできるだけ活用していくと、

こういう考えのもとに現在本館と分館に分かれて、

２つで学生のサービスに対応してきているという

状況になっています。産学官の連携、あるいは利

便性を考えていきますと、当然１カ所に集約をし

ているということが図書館として望ましいと、こ

ういう考えのもとに、将来的な課題という位置づ

けの中で総合計画の中では後期計画に予定をされ

ているという状況になってございます。現在大学

図書館については、学内でどのような図書館にす

べきなのかということで議論を進めているところ

でございますが、総じてできるだけ早い建設を望

むというのが学内の意見になってございます。

あわせて、本学の講堂といいましょうか、講義

室の実態を見てみますと、本館に１８０人収容で

きる講義室がございます。これが一番大きい部分

でございます。さらに、新館に講義室ございまし

て、１４０人ということで、７００人規模の、短

期大学も合わせて７００人規模でございますので、

最低１学年の学生が一堂に会する場所というのは

どうしても必要になってくるといった場合、現実

には先ほどお答えさせていただきましたが、体育

館を活用するしかないと、こういう判断に立って

ございまして、本学の施設の特徴としてやはり２

５０人前後収容できる大講義室といいましょうか、
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講堂が求められてきているという考えに立ってい

まして、当然敷地の問題だとか財源の問題が絡ん

でくるわけなのですが、将来的な課題で図書館を

建設すると、こういうことになっていますので、

それにあわせて一つ一つ整備をしていくというこ

とがベターでないのかと、こういう考えに立って

おりまして、十分まだ煮詰まっているような内容

ではないということでございますけれども、その

点御理解いただければというふうに思っておりま

す。

それと、市立図書館との併合についてというお

尋ねでございます。これについても開学時段階で

市立図書館との合築の手法については市民利用、

あるいは大学の利用の部分で利便性、財源問題か

ら見てみると有力な選択肢の一つであると、こう

いう考えのもとに、文部科学省に申請をしていま

す書類の中にでも市民図書館との合体というもの

を将来構想の一つということで述べられておりま

す。当然市民論議あるいは教育委員会との協議と

いうのが不可欠でございますので、今後十分検討

していかなければならないという状況になってく

るわけでございますが、現段階では大学図書館の

ありようについて学内で詰めている状況でござい

ますので、これらについても今後の推移を見て論

議をしていくと、こういう課題かなというふうに

思っております。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一つ伺いたいの〇１８番（黒井 徹議員）

が課題の中ではいわゆる就職をしっかりサポート

していくことと、それから施設を充実して学生の

環境を整えていくということが大事と。それから、

１つはやはり教授陣の確保というふうに思うわけ

ですけれども、前回６月でもそういう質問があっ

たわけですけれども、現段階でどのようになって

いるのかお伺いをしたいというふうに思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

教員確保の〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

部分については、これまでも夏休みを１つピーク

に取り組みを進めていきますと、こういうお話を

させていただいてございます。きのうも教授会が

ございまして、一定程度決まった部分なり報告を

させていただいてございますが、全体としては公

募を出していますが、なかなか公募の中では応募

がないということでございます。ただ、応募ない

から、それならすべて決まっていないのかと、そ

ういうことではなくて、いろんな情報をいただい

て行動をする中で本学にお越しをいただけるとい

うような返事もいただいているものでございます。

ただ、教授なら教授職を職位で求めている部分に

対して行政がどうなのかと。こういうことで、そ

ういう部分についても今精査している部分でござ

います。いずれにしましても、できるだけ早く体

制を整えようということで今取り組みをしてござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変な作業といいま〇１８番（黒井 徹議員）

すか、難しい状況だというふうに思いますけれど

も、しっかりとそこは対応していただかないと、

これからの大学運営に支障を来すのでないかとい

うふうに想定されますので、しっかりやっていた

だきたいと思います。この件に関してちょっと市

長にお伺いをしたいわけですけれども、まずかな

りの予算措置をしていかないと、大学の環境整備

といいますか、施設、設備については予算措置を

していかなければならぬ。ある程度長期的、短期

的といいますか、そういう計画も立て、市民の理

解も得ていかなければならぬということの中で、

市長として今後大学の施設整備計画について、基

本的な考えで結構だと思うのですけれども、どう

いう考えを持っているのかお伺いをしたいと思い

ます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

大学の施設等の充実に〇市長（島 多慶志君）

つきましては、開学時から当然想定をしながら議

論をしてきた経過があります。年次的に逐一整備
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を図るということで、現在の緊急性の高いものと

いうことでは図書館を兼ねた講堂の整備、あるい

は学生の福利厚生的な面も含めての食堂の整備等

が緊急性が高いと、こういうふうに思っておりま

して、これらにつきましてはこれまでも総合計画

の位置づけの中で緊急性の優先順位ということを

しっかりと見きわめながらやっていくということ

で進めております。お話にもありましたように、

図書館が市民開放型ということで、市民の現在の

市立図書館と併築ということになるかならないか

と。このことについても一定の議論をしてきた経

過があります。ただ、大学としては学生の学習環

境といいましょうか、そういう管理上の問題もあ

って、必ずしも大学の立場としては市民との交流

は深まるというメリットといいましょうか、そう

いうものは評価をしつつも、学生本意の図書館を

考えているというような意向も聞かされておりま

すから、これらについては鋭意これから詰めるも

のと、こんなふうに思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１８番（黒井 徹議員）

した。大学のこれからの振興については、これは

そういう環境も整えていくことが大事なこととい

うふうに思いますので、しっかりと計画を立てて

いただきたいというふうに思います。

次に、１番目の天文台の振興について伺いをし

たいと思います。私も余り天文については詳しく

はないわけですけれども、ことしの市政クラブの

研修で、東京のほうで山田義弘、これ東京未来大

学の講師をやって、以前は天文台、レンズという

のですか、望遠鏡というのですか、そこを設置す

る国際航業株式会社でアドバイスをやっていた人

なのですけれども、そこでいろいろ名寄の天文台

の魅力等について１時間以上お話をさせていただ

きまして、非常に感動して帰ってきましたので、

今回きちっとそれらも伝えて、天文台の活用につ

いて話をしたいなというふうに思って質問させて

いただきました。私なんかは、夜星を見るのは子

供のころはさかけをしているときに月明かりです

とか星明かりではさかけをして、本当に星がきれ

いだなというふうに、その記憶はずっと頭から離

れないのですけれども、そのころ木原先生にでも

会っていれば今ごろ天文学者になれたのかなと思

いますけれども、ちょっと会う機会がなかったの

で、決して興味はないわけではないなというふう

に思っています。

それで、大型望遠鏡、あるいは市民向けの中型

望遠鏡なんかも設置されているわけで、先ほど答

弁にありましたように２名プラス新規で１名とい

う、ことしはそういう体制でということで、山田

先生のお話によると２名では足りないだろうと。

補完的に２名ほど入れておかないと、いろんな見

学あるいは研究に対応するのは難しいのではない

かということで、２３年３月に大型ができるとい

うことですけれども、そういう時期にそういう３

名、２名プラス２名というか、そういう設置も考

えられるのかどうかお伺いしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

２２年度につきまし〇教育部長（山内 豊君）

ては、オープン直後という部分の中では多くの人

たちが訪れるということが想定をされていますし、

またそうであってほしいなというふうに思ってい

ます。そういう人たちに対する対応する職員とい

うことで、現在については先ほど言ったように技

術職員２名と、それから嘱託職員１名ということ

であります。現在は、木原天文台については１１

月末、それから図書館にあるプラネタリウムにつ

いても１１月末で閉館ということで、今建築中の

新天文台については躯体のほうが１１月末までに

は大体でき上がるだろうということであります。

その後にそれぞれの機器等が搬入されるというこ

とでありますから、１２月から３月までの間にそ

の技術職員２名が中心になって機器の取り扱い、

そういったことを習得をするということになって

おります。ただ、２２年度の状況がどういうふう

になるかというのがまだよくわかっておりません
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けれども、２２年度の対応については現在の技術

職員２名と、それから嘱託職員１名のほかに新採

用ということにはならないのですけれども、技術

補助ができるような長期的な臨時職員ということ

で、現在内部で検討しているという段階にありま

す。そういった意味では、２２年度の状況を見な

がら今後の職員の配置というものも考えていく必

要があるのかなというふうに思っております。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひとも天文台を生〇１８番（黒井 徹議員）

かす意味ではきちっと対応していただきたいとい

うことで、その考え方をお伺いして了解をしたい

というふうに思います。

それから、ちょっと冒頭に申し上げたように運

営経費というか、そういったものが市民の中では

随分かかるのではないのという話を聞いておりま

す。それで、人件費以外にどの程度メンテナンス

とか、そういう維持経費、施設の管理を予定して

いるのか伺いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

予想される維持管理〇教育部長（山内 豊君）

費については、今想定されるということで試算を

しているのですけれども、約 ２００万円くらい

かかるのではないかというふうに思っています。

その中で名寄市が所有する屋上の望遠鏡あるいは

プラネタリウム、それらについては名寄市で持つ

ということになりますけれども、それ以外につい

ては北大とこの春から協議をしまして、折半をす

るということで今合意をしているところなのであ

りますけれども、その共通の維持管理費、これに

ついては電気、水道などの需用費、それから清掃、

警備などの委託料、そういったものですけれども、

それが ５００万円から ６００万円ほどかかる 

のではないかということであります。今後もこれ

については条例が制定をされて、議決された後に

北大と正式に合意文書を交わすという状況になっ

ております。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなかそれ ２０〇１８番（黒井 徹議員）

０万円、年間ですよね。その経費を採算をとって

ということは難しいのでないかなというふうに思

うわけですけれども、申し上げましたように教育

文化の施設ということも含めて理解をしなければ

ならぬなというふうに思います。

それで、小学生等による活用の中で、これもそ

の先生の受け売りなのですけれども、いわゆるチ

ームを組んで定期的に観望する、そういう機会を

設けたらいいのではないかと。いわゆる星に興味

を持って、天文に興味を持つという意味では、チ

ームを組んで、夜ですから、昼間ではないですか

ら、夏休み等に観望すると。できれば新しい惑星

の発見だとか、そこに発見者の名前をつけるだと

か、これは名寄ばかりではなくて全国でできます

けれども、そういった計画は参考になるのかどう

か、ちょっとお伺いをしたいというふうに思いま

す。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在天文台の技術職〇教育部長（山内 豊君）

員もただ来て見てもらうだとかということではな

くて、やはり市民の人たちに大いに興味を持って

もらいたいということがあります。そのためには、

やはり子供のときからそういった天文に関する興

味を持っていただきたいということでありますの

で、そういったようなプロジェクトといいますか、

そういった考え方は現在検討しているということ

であります。ただ、観測機器の習得だとか、その

機器の扱いだとかというのは非常に難しい部分が

あるというふうに聞いております。例えば屋上の

５０センチの部分につきましても職員がついて使

う分についてはいいのですけれども、それが外来

者が来て使うという部分でいけばある程度の技術

の習得をした方に使ってもらうということがあり

ますので、子供たちがそういったチームをつくっ

て、職員と一緒になってそういったような機器の



－100－

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

操作だとか、そういったことに触れて、大人にな

って本当に超新星だとか、そういったものが発見

できるような、そういったような装置はつくって

いきたいと思いますし、これについては段階的に

他の天文台等の状況も参考にしながら考えていき

たいと思いますので、そうした提言はありがたく

受けていきたいというふうに思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄の天文台は、夜〇１８番（黒井 徹議員）

空と音楽というか、そういった中でコラボレーシ

ョンといいますか、そういった中で今全国でも珍

しいといいますか、そういう売りでやっていると

いうことで、ある意味では若い人たちの集まれる

場所になるのではないかなというふうに思います。

先ほども世界天文年という中で、そういう学会の

中では今プロジェクトをやっている。小さな望遠

鏡を組み立てて、君もガリレオというプロジェク

トをやって、日本にもそういう形があるようです

けれども、名寄型のそういうプロジェクト、天文

の発見に向けた、何かそういうものを全国に広め

られるような、そういう取り組みもしたらいいの

ではないかなと思います。

それから、ロータリークラブから５００万円の

寄附があったというふうに思うのですけれども、

その活用と。その活用について１つまた提案され

たことがあるわけですけれども、天文台の目玉と

して隕石の展示コーナーを設けたらどうかという

お話があったわけですけれども、全国を見ると隕

石って結構日本にもある。あるいは、世界にもか

なりあるようなのですけれども、そういった企画

はないのか。もしそういう企画ができれば、山田

先生もかなりコレクターなようで、何個か希少価

値のある貴重なものを寄贈してもいいという話。

本当ですかというふうに聞いたのですけれども、

もしそういうことになれば十分に考えさせていた

だきますという話があったのですけれども、そう

いう話は聞いたことあるか、そういうものが可能

なのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

新天文台については、〇教育部長（山内 豊君）

企画展示コーナーというふうに設けている部分が

ございますけれども、そこには今の木原先生の手

づくりの望遠鏡、あるいは現在図書館にあるプラ

ネタリウム機器、これも非常に貴重なものという

ことで、それらについての展示ということを考え

ています。ロータリーさんからいただいた５００

万円については、その展示コーナーの中でロータ

リーさんの寄贈だということがわかるような、そ

ういったような天文に関する部分について考えて

いるということであります。当初私どもの展示コ

ーナーに掲げているのも天文の一つとして隕石と

いうのは考えてございます。ただ、隕石というの

は世界でも希少なものでありますし、特に日本に

おける隕石というのはそれぞれ入手するのが非常

に困難ということを聞いております。ただ、隕石

というのは専門家が見ると非常に貴重なものと。

あるいは、一般の人が、天文に興味ない人が見る

とただの石というふうに見られる可能性もあると

いうことでありまして、非常に高価な買い物とい

う中では売り手、買い手の部分の中でそれが本当

に十分に展示にたえられるのかという部分があり

ます。そういった意味では、山田先生が言われて

いる部分についてどういうものかなというか、職

員との話の中ではそういう話があるというふうに

聞いておりますけれども、その高価なものについ

ての展示というのはまだ検討されておりませんけ

れども、当初から隕石については天文という部分

の中では貴重なものということで、隕石がどうし

て落ちてくるのかという、そういったもののこと

も皆さんにお知らせをするということ、本当に必

要だというふうに思いますので、そうした安価な

隕石についての展示というのは当初から考えてお

りますので、それはやっていきますけれども、日

本における隕石というものが非常に高価なものと

いうふうに聞いておりますので、それらについて

は今後検討ということで現在進行ということであ
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ります。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それから、大学との〇１８番（黒井 徹議員）

連携で北大の研究もかなり人が派遣されるのでは

ないかと思いますけれども、世界的に天文学会の

中ではこういう民間といいますか、行政で持って

いる天文台では優秀な施設、設備になるので、ほ

かの大学からもいろいろとアプローチがあるので

はないかという話を伺いました。そんなので、北

大なんかもそうなのですけれども、いわゆるそう

いう学生あるいは先生たちをうまく活用して、地

域で不定期になるかと思うのですけれども、学生

向け、あるいは子供向け、あるいは一般向けに市

民講座を定期的に開いて、天文の魅力ですとか、

そういったものを訴えて、天文のまちとしてのす

そ野を広げていくという意味でやったらいいので

はないかなというふうに思うのですけれども、ど

のように思いますか。伺いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

北大の協議といいま〇教育部長（山内 豊君）

すか、平成１７年に協定を結んでからお互いに研

究をやっていこうという、そういったような協定

していますし、その中ではただ単に大学だけの研

究ということではなくて、市の天文台と手を結ん

でいろんなことを企画してやっていきたいという

ことがあります。この春の協議の中でも維持管理

費の部分の中でお話をしている中では、北大でも

そういったような公開講座だとか、そういった研

究会だとか、講座だとかということを考えている

と。これについては、名寄市さんと一緒にやりた

いのだがという、そういったような提案もありま

すので、それは共同の中でやっていくというのは

十分可能だと思いますし、北大でもそういったこ

とは非常に熱心に考えているということがありま

すから、本当に市民に還元されると言ったら変で

すけれども、活用されるような、そういったよう

な講座で、そして天文台に興味を持っていただく

という、そういったような取り組みをこれから進

めていきたいというふうに思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう市民に還元〇１８番（黒井 徹議員）

される、市民に愛される天文台として、１つは十

分に活用していくと。それから、全国でもトップ

クラスということで、観光行政の一つの目玉にな

るのではないかなというふうに思います。花を見

て美しく感じると同時に、星を眺めて心いやされ

たり、感動したりというのは、これはどんな人で

も同じでないかなというふうに、美しいものは美

しいし、神秘的なものは神秘的だというふうに思

うので、それらをいわゆる名寄の地で自然を生か

し、そういう夜空の環境を生かした観光行政とい

うのは、これから１つ教育とはまた別の分野にな

るのではないかと思うのですけれども、これは経

済部等も通じて、きのうもありましたように横の

連絡をしっかりして、この大きな目玉を生かして

いただきたいなというふうに思います。冒頭にも

申し上げましたように、私も余り詳しくはないの

ですけれども、たまたまレンズをのぞくとこんな

ものがあるのかと。はるかかなたにあるのかなと

いうふうに思っております。宇宙全体は、もう果

てしなく広いわけですけれども、国内といいます

か、地球上に宇宙人もどこかにいるのではないか

なというふうに信じているわけです。実際には、

きのうは宇宙人が総理大臣になりましたので、い

わゆる神秘的な魅力といいますか、はかり知れな

い魅力が宇宙にはある。人間も神秘的なところは

買っていかなければならないのではないかなとい

うふうに思います。

今回天文台と名寄大学について質問させていた

だきました。これは、島行政の中での大きな業績

でないかなというふうに思います。きのうもあり

ましたけれども、これは島市長の天文台が置き土

産とならないように、さらに頑張っていただきま

して、超新星を発見していただけるように、発見

してから、名寄に貢献をしていただきたいなとい
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うふうに思いますので、そういうちょっと横にそ

れたお願いをして終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

福祉事業について外３件を、佐々木寿議員。

ただいま議長から発〇６番（佐々木 寿議員）

言の許可を得ましたので、通告順に従いまして、

質問してまいります。

１点目は、福祉事業についてであります。初め

に、介護保険制度改正に伴う対応について伺いま

す。介護保険制度は、２１年４月から開設されま

した。介護人材の流出が深刻になり、社会問題化

したことを受け、介護人材を確保するための総合

対策として介護報酬改定率が３％とされたほか、

認知症ケアの推進等幾つかの処置が講じられ、名

寄市としても対応していると思いますが、一方で

要介護認定制度が改正されたことは、すなわち認

定ロジックが変わったということになり、同じ身

体状況であっても新制度のもとでは要介護度が変

わることが十分にあり得るということになります。

そこで、利用者や関係者からの不安の声が届いた

ことと思います。まず、要介護申請を受け、最初

に行われる認定調査があります。その評価は、調

査員の裁量が大きく影響します。今回の改正で認

定調査の項目数が８２項目から７４項目に減って

おります。改正の特徴の一つとして、調査員は症

状の程度を評価するために、まずは調査対象者本

人のところに実際に行って調査するわけでありま

すが、危険が伴うと考えられる場合には無理に試

みないとされているものの、実際の現場で調査員

がとっさに判断するのは難しいとされています。

また、改正のもう一つの特徴は、評価軸を３つに

整理され、１つ目は能力、できるかできないか、

２つ目は介助の方法、実際に行われているかいな

いか、３つ目は有無、主として精神、行動障害等

があるのかないのかであります。例えば従来の問

題行動については、当該行動が認められてもそれ

が日常生活に支障を生じているか否かが評価対象

であったわけでありますが、新制度では問題行動、

それ自体があるのかないのかが評価対象へと変わ

っています。そこで、認定調査の実施方法、評価

軸、認定調査会、主治医の意見等、これらをどの

ように対応されるのか、また今後の課題と対策に

ついて伺います。

次に、認知症支援について伺います。平成２０

年７月、認知症の医療と生活の質を高める緊急プ

ロジェクトの報告によりますと、今後の認知症対

策は早期の確定診断を出発点として、具体的な対

策として実態の把握、研究開発の促進、早期診断

の促進と研究開発の促進、適切なケアの普及及び

本人、家族の支援、若年認知症対策を積極的に推

進するとしています。核家族化、何らかの理由に

より家族と縁が切れている方、ひとり暮らしで身

寄りがなく、認知症等により判断能力が低下され、

金銭管理能力、排せつ処理に失敗する方へのヘル

パーによる支援も限界になりつつある現実問題に

自立と支援、支え合いの福祉社会をどのように創

成していくかが大切なことだと考えます。このよ

うな中で、高齢者とは異なる特有の課題に配慮し

た視点が求められる若年性認知症はさらに課題が

多いと推測されます。若年性認知症は、６５歳未

満のいわゆる現役世代に発症する認知症性疾患の

総称とされておりますが、高齢発症の認知症と比

べると有病率は低いとされています。また、診断

がついていない患者が潜在していると考えられ、

さらに多くの患者数が見込まれています。一般的

に男性の割合が高いと言われ、介護する家族につ

いては介護期間が長期化し、負担が大きいこと、

そして家計を支える現役の働き手を失うことによ

り介護以前に生活、経済をどう維持するかが何よ

りも切実な課題となります。ほかにも課題がある

と思われますが、行政として若年性認知症に関す

る認識不足を解消するため、啓発に努めなければ

ならないと思いますし、現状把握を十分に行い、

介護、障害福祉サービスや就労支援等に関する社
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会的支援の体制を早急に検証する必要があると思

われます。また、関連する分野も多岐にわたるこ

とが考えられ、密接な連携のもとで総合的な取り

組みを推進することが必要と思われますが、行政

として認知症についてどのように取り組みを行っ

ているのか、将来どのように行っていくのか、連

携ネットワークの充実という観点でどのように検

討しているのか伺います。

２２点目は、温暖化対策について伺います。ＣＯ

削減のための具体的施策、取り組みと成果につい

て伺います。この質問は、昨日の高橋議員の質問

に対する答弁で、名寄市では実効性のあるものと

するために地球温暖化対策の推進に関する法律第

２１条に基づく実行計画として、名寄市地球温暖

化防止実行計画が策定され、期間は名寄市総合計

画に合わせて平成１９年度から２３年度までの５

年間で、平成２３年度における排出量を平成１７

年度を基準年として比較して ５％削減するとい

う目標ということが答弁されました。そこで、こ

の実行計画の範囲は市が実施する事務事業であり、

市が直接管理する庁舎、支所の施設及び車両等の

使用により排出される温室効果ガスになっていま

す。そして、削減対象とする温室効果ガスを二酸

化炭素としております。そこで、平成１９年度の

事務事業による二酸化炭素発生量は基準年１７年

度と比べ全体として ６％減少したと報告があり

ます。しかしながら、報告の内容で電気が ２％

ふえて、ガふリン１ ２％増、一般炭の ８％増 

となっていますが、２０年度は改善されたのでし

ょうか。２０年度でも増加した項目があれば、２

１年度にどのような取り組み、施策をして、目標

をどのように掲げているのか伺います。

次に、循環型社会の創出について伺います。大

量生産、大量消費、大量廃棄ごとの社会経済シス

テムにより、我が国は急激な経済発展を遂げてま

いりました。しかし、一方で化石資源の大量消費

による地球温暖化や廃棄物、汚染物質の排出の環

境問題が深刻化しております。廃棄物を資源とし

て有効利用する必要が高まっております。こうし

た中、再利用、循環利用を基礎に資源の過剰使用

と廃棄物の発生を抑制する資源循環型社会のシス

テムを構築し、環境産業の活用を通じながら地域

振興、産業振興に取り組む事例が全国各地で展開

され始めております。このような中、市としても

さまざまな環境施策を展開し、地球環境保全に努

めてきたところでありますけれども、将来のビジ

ョンとして企業同士や関係する機関、大学との交

流を通じて建設的な協調、協力関係が生まれて、

よい意味での企業間、地域間競争を基盤とした地

域全体のイノベーションや生産力向上を目指すべ

きだと考えます。また、環境産業に対応したさま

ざまなポテンシャルがありますが、名寄における

循環型社会対応産業にかかわる企業、大学、公的

出先機関、産業支援機関、近隣自治体なども巻き

込んだ産学官の大ネットワークを形成し、最新の

技術、研究動向に関する分科会や研究会を開催、

支援して、個々の事業ニーズと研究シーズをマッ

チングさせることにより技術開発プロジェクトを

創出して、さらに事業化、販路開拓への事業支援

を展開する名寄独自の循環型社会を目指していく

べきだと考えます。そこで、循環型新産業の創出

を促進するため、この地域の特性や地域資源に基

づく資源エネルギーを活用し、独創的な技術やア

イデアをもとに市内で創業または新分野へ進出し

ようとする中小企業者に対する支援、補助金制度

を導入してはどうでしょうか。見解を伺います。

３点目は、自然環境保全について伺います。自

然資産の保全について伺います。行政報告があり

ましたように、７月２３日に九度山が名勝に指定

されました。その理由として、アイヌの物語、伝

承、祈りの場、言語に彩られた優秀な景勝地群を

アイヌ語でピリカノカ、美しい形と総称して、保

護を図ることとして指定されました。名寄市とし

ても大変喜ばしい将来の自然資産となりました。

特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物

指定基準は、昭和２６年５月１０日に文化財保護
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委員会告示第２号の名勝、１０の山岳、丘陵、高

原、平原、河川のうち我が国のすぐれた国土美と

して欠くことのできないものであって、風致景観

の優秀なもの、名所的な、あるいは学術的価値の

高いものに対して指定されます。九度山の名勝指

定を機に晨光の滝、比翼の滝を含めた自然の景観

を保存するため、行政としても本腰を入れて保存

すべきです。この地域の資産を未来へつなげるた

めにも、名寄市で暮らし続ける私たち市民の工夫

と協力で保存していくべきと考えますが、見解を

伺います。

次に、環境教育活動について伺います。高度経

済成長期以降、自然との親しみが薄れている昨今、

子供たちに四季の変化を楽しみ、遊び、生き物に

触れ、土と親しむ体験は、子供の健全な成長に大

きく役立ち、大人にとっても有意義なことだと思

います。また、相互に学び合うことは人と人とを

つなげる役割を持っています。九度山名勝指定に

伴い、環境教育を取り入れるべきと考えます。市

内郊外にある林、畑、田園、小川等の自然の資産、

指定文化財等、身の回りの歴史や文化を知ること

は暮らしを見詰め直すきっかけになり、ひいては

郷土を考えることへとつながっていくと思われま

す。そのためには、専門家の指導も必要かもしれ

ません。そしてまた、自然環境の保全、再生を知

ってもらうことができる機会がふえると思われま

すが、見解を伺います。

４点目に、人事管理について、臨時、非常勤職

員の任用、活用実態について伺います。財政状況

の悪化に伴い、職員定数の削減を進める自治体で

は、行政サービスの低下を避けるため、臨時、非

常勤職員の活用を拡大しつつあります。総務省の

調査によると、全国の地方公共団体で働く臨時、

非常勤職員は平成２０年４月１日現在で約５０万

人いるとされております。しかし、その任用に関

してさまざまな問題点が指摘されております。そ

の代表的なものは、雇いどめのトラブル、従事す

る業務の内容が同一あるいは正職員と同様の本格

的業務に従事させられているにもかかわらず、報

酬も上がらない不満等々の課題が地方の自治体で

は出ているようですが、名寄市において臨時、非

常勤職員の任用、活用実態について伺います。ま

た、それらの課題を認識した上で活用の拡大に向

けた制度趣旨の周知やより柔軟な任用ができるよ

う新たな制度の導入も含めた検討が必要と思われ

ますが、見解を伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木議員から〇福祉事務所長（小山龍彦君）

大項目で４点の御質問がございました。１点目は

私から、２点目は生活福祉部長から、３点目は教

育部長から、４点目は総務部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

最初に、介護保険制度改正に伴う対応について

お答えを申し上げます。本年４月の要介護認定方

法等の見直しは、自治体間での介護認定のばらつ

きを是正する目的で実施されました。また、同時

に認定調査や介護認定審査会での審査方法も一部

が変更され、上川保健福祉事務所、名寄地域保健

福祉部において新しい認定方法の研修会が開催さ

れています。さらに、新たに審査会委員、認定調

査員に従事するものについても新規研修を実施し、

認定調査員に対しては従来の調査方法と異なるこ

とから、要介護認定調査平準化チェックシートを

活用したほか、従来から行っている認定調査票、

主治医の意見書の全件チェックを引き続き実施し

ているところであります。

本市の介護認定審査会は、名寄市、美深町、下

川町、中川町、音威子府村の５自治体の共同で名

寄地区介護認定審査会を設置しております。介護

認定審査会の会員の構成は、医師８名、歯科医師

１名、薬剤師２名、保健師２名、看護師、准看護

師で４名、歯科衛生士１名、管理栄養士１名、社

会福祉士１名、介護福祉士４名の合計２４名を４

つの合議体に分け、週１回開催しております。ま

た、認定調査については、市職員２１名が認定調
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査を実施できる研修を受講しているほか、市内で

は指定居宅介護支援事業所のケアマネージャーと

介護保険施設のケアマネージャー２５名が認定調

査を実施できるよう委託契約を締結し、認定調査

を実施している現状でございます。本年１０月１

日申請以降の認定調査については、再度新制度に

よる調査で判断基準が変更になることから、９月

中旬に上川保健福祉事務所名寄地域保健福祉部に

おいて認定調査員現任研修がされることになって

おります。市といたしましては、認定調査の際に

日ごろの状況をより重視することや一部の調査項

目の判断基準が見直されることにより、今後これ

までよりも詳しく日常の状況についてお伺いをす

ることから、本人、家族に対して広報や電話等で

の説明で周知することを初めとして、認定調査員

の調査技能等資質向上に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、認知症支援について申し上げます。初め

に、本市での認知症の現状と取り組みについて申

し上げます。本市での認知症と推定される方の実

態は、要介護認定時の医師の意見書や認定調査員

のデータをもとに推計したもので、平成２０年７

月時点では要介護認定者及び要支援認定者の合計

３２２人中７４６人と思われます。これらの方

の認知症の程度は、自立度２以上からＭランクに

相当する方で、症状では買い物ができない、金銭

的管理困難などの軽度の見守りが必要な方から、

妄想、幻覚など重度の介護が必要と範囲は広範で

ございます。この認知症状を認定する７４６名の

方は、介護施設やグループホームに入所されてい

る方が３０２名、病院入院、介護保険外の施設入

所、居宅生活など介護施設等以外の場所で生活さ

れている方は４４４名であります。

なお、認知症状を呈している居宅生活者の多く

の方は、介護サービスを利用して生活をしている

状況です。しかし、地域において認知症が疑われ

て医師の診断がされた方や介護認定を受けていな

い人についての把握は十分にできていない現状に

あります。６５歳以下の若年性認知症の実態につ

いても同様で、２００６年厚労省研究班の情報か

ら、発症率は人口１万人に当たり ７人とされ、

名寄市人口約３万 ０００人では７から１１人と

推計されます。若年性認知症は、多くの場合進行

性であるとともに、現役世代が発症した場合、身

体機能、特に運動機能の低下が少ないため、見守

りなど介護負担が大きく、経済的な面も含めて本

人とその家族の生活が困難な状況になりやすいこ

とが特徴であり、社会的な関心が高まっていると

認識しております。市といたしましては、若年性

認知症の専門の相談対応の部署はありませんが、

４０歳以上であれば介護保険サービスの利用は可

能であり、また精神障害手帳の取得や障害者自立

支援法に基づく障害福祉サービスの利用、通院医

療費助成制度、障害年金の受給、障害手当の受給、

成年後見制度の利用等、利用可能な制度、サービ

スは数多くあり、相談のあった場合は各担当部署

で一人一人のニーズに合わせて対応しているとこ

ろであります。認知症高齢者に比べると、若年性

認知症は少数であり、関心は十分ではなかったこ

とから、若年性認知症の相談を受けた場合は各部

署が連携を図ってよりよい解決に向けて対応して

まいります。また、認知症は高齢者特有の疾患で

あるという誤解もほかの精神疾患と混同される場

合もあり、地域住民が認知症を正しく理解するこ

とで誤解や偏見をなくし、地域全体で認知症とそ

の家族を見守り、支援することが必要であると考

えております。

以上、この場からの答弁といたします。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大き〇生活福祉部長（吉原保則君）

な項目２、温暖化対策について、まず（１）、Ｃ

Ｏ 削減のための具体的施策の取り組みと成果につ２

いてお答えを申し上げます。

温暖化防止対策の本質は大きく２つございまし

て、１つは有害な温室効果ガスをどのように吸収、

固定するか、もう一つは有害な温室効果ガスの排
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出をどのように抑制するかだと考えているところ

でございます。本市の温暖化防止実行計画の達成

率につきましては、議員お話しのとおり平成１９

年度におきましては、全体では基準年度の１７年

度に対し ５％の削減となったところでございま

す。種別で比較いたしますと、電気、ガふリンな

どが増加となっておりますが、他の種別では１

７％から２６％の削減となっているところでござ

います。平成２０年度につきましては、速報値で

ございますけれども、達成率が１７年度比 ２％

の削減となり、種別では平成１９年度において増

加いたしました電気、ガふリンなどのうち、電気

につきましては ３％の増となっておりまして、

中でも市立大学の使用料が１７年度に比較いたし

まして５６％の増と大きくなっております。４年

制がそろうまでの平成２１年度までは、各種燃料

の使用量は増加すると想定されております。今後

の対応でございますけれども、庁内の各種会議、

庁内ＬＡＮ等を通じて節電の徹底などを呼びかけ

てまいりたいと考えております。また、ガふリン

につきましても２ ３％の増となっておりまして、

これは分庁方式による両庁舎間の移動がふえたこ

となども想定されているところでございます。今

後の対応といたしましては、エコドライブの実践、

公用自転車の利用等、職員の消費抑制意識の向上

に努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。他の種別につきましては、１ ２％から３

２％の減となっておりまして、本市の温暖化防

止実行計画の策定時からの進捗状況といたしまし

ては、平成１８年度は ７％減、平成１９年度が

６％減、平成２０年度が ２％減となっており、 

２この３年間を見てみますと２３年度におけるＣＯ

削減目標の ５％を上回っている状況と見ている

ところでございます。今後におきましても可能な

限り使用量を削減し、２３年度における使用量が

基準年度以下、もしくは同等とすることを目標に

努めてまいりたいと考えているところでございま

す。

昨日の高橋議員への答弁と一部重複いたします

けれども、昨年はごみの減量化、ＣＯ 排出量削減２

のためレジ袋の有料化を実施したところでござい

ます。マイバッグの持参率は、現在では９０％前

後となり、飛躍的に伸びた状況となっているとこ

ろでございます。また、温暖化防止につながりま

すごみの分別や減量化、資源化につきましてもご

みをつくらない、再使用する、リサイクルするの

３Ｒ運動への取り組み、さらには産業まつり、ふ

れあい広場など市の大きなイベント時での段ボー

ルコンポストのＰＲの実施、また現在実施してお

ります廃食用油及び古着の回収につきましては、

平成２０年度の廃食用油の回収量は ０２７リッ

トルとなり、夏の間は学校給食センターの配送用

トラックの燃料として使用しているところでござ

います。また、古着につきましても回収量は７３

０キログラムとなり、市の収入としているところ

でございますけれども、これらの事業につきまし

ても今後継続して実施してまいりたいと考えてい

るところでございます。温暖化防止対策の効果を

上げるためには、全国レベルの技術革新や大企業

の取り組みが必要と考えますが、どんな小さなこ

とでも多くの市民が参加できる地道な運動も重要

だと考えているところでございます。今後におき

ましてもさまざまな機会をとらえ、温暖化防止の

取り組みについて啓蒙、啓発に努めるとともに、

幼児から高齢者まで多くの市民が参加できるさま

ざまな取り組みや民間の事業所などにもお願いし、

ＣＯ 排出量の削減に向け取り組みを進めてまいり２

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。

次に、（２）の循環型社会の創出についてお尋

ねがございました。現代社会は、大量に生産し、

大量に使い、大量に捨てる社会と言われています。

しかし、循環型社会は天然の資源をなるべく使わ

ないようにし、できるだけ環境に負荷をかけない

生活をしていく。そのためには、廃棄物の発生抑

制、再使用、再資源化のいわゆる３Ｒを徹底する
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ことが大事なことだと考えているところでござい

ます。国では、日本における循環型社会の形成を

推進する基本的な枠組みとなる循環型社会形成推

進法が平成１２年６月に制定され、現在の大量生

産、大量消費、大量廃棄型の経済社会から脱却し、

環境への負荷が少ない循環型社会への実現に向け

た取り組みを着実に進めることとしております。

循環型社会を実現するためには、温暖化防止対策

が非常に重要なことでございまして、前段の質問

でもございましたが、本市では平成１９年度から

２３年度の５カ年を計画期間として名寄市地球温

暖化防止実行計画を策定し、温室効果ガスを平成

１７年度比 ５％の削減を目標にしているところ

でございます。

お尋ねのございました循環型新産業に対する支

援につきましては、この循環型新産業に限定した

ものではございませんが、名寄市の企業立地促進

条例におきまして工場、研究施設等の設置に対す

る助成措置を設けているところでございます。ま

た、国の循環型社会形成推進、道の循環型資源利

用促進施設設備整備に対する補助金制度もござい

ますが、補助要件が限定されてございますので、

企業等で新規に事業を起こしたいという相談があ

った際には補助金の内容等を道に相談しながら紹

介してまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、自然環境〇教育部長（山内 豊君）

保全についてお答えをいたします。

初めに、名寄市の自然資産の保全につきまして

お答えいたします。平成２１年７月２３日の文部

科学省の告示により、名寄市の日進と智恵文地区

に所存する九度山の山に部分の約 ２ヘクタール

が国の名勝に指定されました。これにより天然記

念物として既に指定の鈴石、高師小僧合わせ国指

定の文化財は３件となりました。今回指定の九度

山につきましては、先住のアイヌの人たちが毎日

の祈りの対象や日常生活での目印となる大切な山

として伝承されていたこと、今日に至るまでスキ

ー場と一体となり、四季を通じて市民に親しまれ

ている点が評価されたところであります。これら

の自然資産の保全については、該当地区そのもの

の保全とそれを市民の文化、教育活動の中で広く

利活用していただくことが大切なことは議員御指

摘のとおりであります。九度山の山に部につきま

しては、もともとスキー場の保護体でもあり、所

有者の国有林では保健保安林、道有林では土砂流

出防備保安林として今後も現状のまま保存される

部分であります。名勝の指定に伴い、名寄市が管

理団体として管理計画の策定が求められます。今

後の対応としましては、年内にも名寄市文化財審

議会に管理計画の指針について諮問する予定でご

ざいます。さらに、関係機関との協議を交えなが

ら、管理計画の準備を進めてまいります。また、

指定意義の理解を深めるためにピヤシリスキー場

に説明看板を設置するほか、夏の間は指定地を間

近に見上げることができる九度山の登山道の活用

を呼びかけてまいります。さらに、指定理由とな

ったアイヌ文化の理解に向けては、博物館の普及

事業や学校教育への情報提供を進めたいと考えて

おります。名寄市には、国指定以外に市指定文化

財として、自然分野では東風連のグイマツ、名寄

公園のミズナラ林もあります。ほかにも自然物や

景観のすぐれた環境的財産につきましては、地域

の方々からの協力も得て情報の収集を進めてまい

りたいと考えておりますので、御理解のほどをお

願いします。

次に、環境活動についてお答えします。名寄市

においても社会の変化、生活様式の多様化、また

安全確保の面などから、子供たちの自然に親しむ

機会が減少傾向に陥ることの懸念がされています。

議員のお話のとおり、四季の変化を楽しみ、自然

の中で遊び、動植物に触れるなど発達段階に応じ

て自然に直接かかわる教育活動は大切であり、各

学校においてもいろいろな取り組みをしておりま
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す。例えば市内の各小学校においては、公園など

身近な自然に定期的に出かけ、四季折々に変化す

る草木や虫など生き物の不思議さに興味を持たせ

る生活科の学習を通しての取り組みが行われてい

ます。また、南小学校などでは田植えや畑作物の

栽培活動、智恵文中学校では智恵文沼で水質検査

や微生物の調査など、身近な自然に主体的に働き

かける理科や総合的な学習の時間を活用して行っ

ております。そのほかにも名寄中学校では炊事遠

足やサイクリング、下多寄小学校や中名寄小学校

ではカヌーやいかだ下り体験など、身近な自然に

積極的にかかわる活動を通して環境に関心を持ち、

環境を保全し、よりよい環境の創造に主体的に参

加する態度を育てるなど、それぞれの学校におい

て特色のある取り組みをしてございます。

これらの活動を実施するに当たっては、北国博

物館学芸員や河川事務所職員、保健師や税務署職

員による専門的知識、理髪店主や琴師範、コミュ

ニティカレッジの皆さんなど、その道に秀でた人

たちとの触れ合いを通して郷土を愛する心を育て

る活動に取り組んでおります。また、今年度は道

徳教育の中で「郷土を知ろう、名寄の一番の自

慢」と題してふうれん特産館代表の講話を計画し

ている学校もございます。ただいまお話のござい

ました九度山につきましては、本市で作成してお

ります３、４年生用の社会科副読本に追加するな

どしながら周知を図り、ふるさとを知り、愛する

心を育てるための地域教材として活用してまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目４点目の人事管理についてお答

えいたします。

臨時、非常勤職員は、労働基準法が適用されま

すが、同時に任用等におきまして地方公務員法に

基づくものとなっております。現在各地方公共団

体においては、多様化、高度化する行政ニーズに

対応するため、多様な任用、勤務形態等の臨時、

非常勤職員の活用がなされ、一方その任用のあり

方の検討が求められてまいりました。総務省にお

きましては、平成２０年７月に地方公務員の短時

間勤務の在り方に関する研究会を設置し、平成２

１年１月に同研究会の報告書がまとめられ、この

報告書を踏まえ、本年４月に「臨時・非常勤職員

及び任期付短時間勤務職員の任用等について」に

より通知がなされたところであります。この通知

によりますと、任期については原則１年以内とさ

れ、報酬等は職務給を原則とするものであり、ま

た再度の任用する場合においても成績主義、平等

主義の原則を踏まえ、あくまでも新たな職に改め

て任用されたものとして手続を行うべきであると

されております。

名寄市におきましては、任用期間を最長１年以

内と定めており、また再度任用する場合は雇用調

整を行いながら、２カ月前に本人に再任用の希望

の有無を確認し、賃金、任用期間を明記した辞令

等を交付しているところであります。賃金、報酬

等は、あくまで１年雇用を基準に一定の経験、生

活水準の維持等を考慮し、職種に応じて、さらに

は資格の有無による固定給としております。先ほ

ど総務省の研究会が行った全国の地方公共団体の

調査結果によりますと、再度任用時の報酬等を変

更しない団体は、一般非常勤職員は約７５％、臨

時職員は約８５％となっております。また、事務

補助員の１時間当たりの平均額は一般非常勤職員

では９０２円、臨時職員では７９６円となってお

り、この数字より当市は幾分上回っている状況と

なっております。臨時、非常勤職員の任用につき

ましては、今までにおきましても再度の任用を含

め、制度趣旨を周知しながら、各法に基づき手続

を行ってまいりましたが、今後は今回の総務省の

通知に基づき、今まで以上に留意して取り進めて

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）
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それぞれに御答弁を〇６番（佐々木 寿議員）

いただきましたので、私のほうから再質問と要望

を申し上げていきますので、よろしくお願いした

いと思います。

まず初めに、福祉事業についてでございますけ

れども、先ほどの御答弁によりますと、地元新聞

にありましたように４月に認定の調査方法を改定

するという報告と１０月１日からの申請で適用に

なりますよという報道が流れたわけであります。

そして、更新件数が７４件あって、区分が下がっ

たというのが４件あったと。５月には、区分が下

がったのが１３件あったということについて、こ

れについて問題、問い合わせはなかったというこ

とだったのですが、これは本当になかったのでし

ょうか。電話も一件もなかったということでしょ

うか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

４件の苦情とい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

いますか、部分につきましてなのですけれども、

電話の問い合わせの内容ですけれども、そのうち

３件の方につきましては、きのう確認した内容で

はいわゆる介護のサービスを受けていないという

方でございまして、変更があっても介護のサービ

スに影響のない方ということでございまして、も

う一件につきましては単なる問い合わせというふ

うに確認しております。

以上でございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私の質問にもよりま〇６番（佐々木 寿議員）

すけれども、この問題につきましては認定調査員

の判定が物すごく影響するということなわけであ

ります。例えば要介護で認定されてもおかしくな

い人が要支援になったとか、あるいは先ほど非該

当と認定されたという方は介護保険が受けられな

いということになります。これは、いろいろと考

えられるのですけれども、調査員の調査に問題が

あったのか、あるいは主治医の意見書にきちんと

利用者の現状が明記されていなかったのか、ある

いは介護認定審査会においての審査が不十分だっ

たのかと疑えばこれ切りがないわけでありますけ

れども、いろんな問題に対して利用者は、例えば

そういうふうに判定された場合に制度がそのまま

いって普通の今までなった認定度であればいいの

ですが、下がった場合は不服な方が多分にいるの

ではないかと思います。そういう中で、利用者は

不服な中で、例えば不服の申し立てという制度を

これは知っているか知らないのか、今までに調査

員とか、あるいは市のほうで、行政のほうでそう

いうことを説明したのか、そういう対応はどうい

うふうになっているのか、ちょっと伺いたいと思

います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

制度の周知の中〇福祉事務所長（小山龍彦君）

で従前の介護認定から変わった場合は、従前の認

定を継続して適用するか否かにつきまして御本人

の確認をとっているということでなっております

ので、制度のほうの周知は十分しているかと考え

ております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も４月から再度国〇６番（佐々木 寿議員）

のほうから追加の形で今までの認定されている方

はそのまま継続してもいいということが通達され

ているわけでありますけれども、その不服の方に

ついて、例えばこれ道に対する不服申し立て、こ

れについては行政不服審査法、これに定められて

行政の処分に対する不服申し立ての一つなわけな

のですけれども、これはそれに基づいて介護保険

審査会に対して不服申し立てると。そして、これ

は６０日以内にやらないといけないというものが

あります。それから、もう一つは、市のほうで対

応する区分変更申請、これは約３０日以内に出さ

なければいかぬと。こういうことが利用者は本当

にわかっているのかどうかということが問題だと

思うのです。これは、調査員もそういうことを説

明しながらも、やっぱりこれからも取り組んでい

かなければいけないと思いますので、その辺も含
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めて、きょうですか、たしか認定員４６名に説明

会を開くということでありますけれども、その辺

を含めてしっかりと対応していただきたいと、こ

ういうふうに思います。いずれにしましても、項

目数が減ったからといって確認は絶対しなければ

いかぬわけです、現場に行って。それで、やっぱ

りこれは時間がかかることなのです、一人一人の

認定をするというのは。これは、やっぱり手を抜

かないでしっかりと対応するところが、認定員も

そういうところをきちっとやっておかないと問題

が起きるのではないかと思いますし、認定を下げ

られた方はさらに大変なことになるということに

思いますので、しっかりとその辺の対応をしてい

ただきたいということを要望して、次に移りたい

と思います。

先ほどの認知症のことについて、これは大阪府

の豊中市における地域包括支援センターでやって

いる、エンディングノートというものをやってい

ます。これ御存じでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと存じて〇福祉事務所長（小山龍彦君）

おりません。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

このエンディングノ〇６番（佐々木 寿議員）

ートというのは、今までの人生を振り返って、こ

れからの人生を生き生きと自分らしく生活するた

めに何を準備すればいいかと。自分の思いを周囲

の人にどう伝えるかということで、老い支度を考

えるためのノートだということなのです。これは、

ＮＰＯ法人のニッポン・アクティブライフ・クラ

ブが平成１５年に作成されたのでありますけれど

も、遺言書とは違って、要するに法的な拘束力は

全くありません。御家族とか愛する人への思い、

感情の気持ちなど幅広く自分の気持ちをノートに

書いていくと。これが大いにこれからの認知症に

役立つということなのです。ひとり暮らしの老人

の方の、独居老人の高齢者の方にも大変役立つも

のだと私は思います。いろいろと認知症の場合に

は、認知症になったのかなっていないのかという

こともわからないと。あるいは、後でこれでは８

０になって、本当に認知症になって、経済力はあ

るのですけれども、その財産をどういうふうにし

たらいいのかわからない。家族か身寄りもいない。

こういう場合においてはこれ大変なのですが、そ

の場合には成年後見制度というのがあるのですけ

れども、これは成年後見制度というのはあくまで

もやはり本人がお金のことになるとなかなか進め

られていかない制度だと思います。したがって、

エンディングノート、これを取り入れるという考

え方はどうですか、見解は。お伺いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話を伺って〇福祉事務所長（小山龍彦君）

おりまして、名寄市の場合ではことしの３月でし

ょうか、成年後見制度ということで、こういう部

分で研修会等も行っておりまして、当然議員が懸

念されておりますとおり最後の部分になりますと

自分で判断ができなくなるということが出てくる

から、その前段でその後をどうするかという部分

になるのですけれども、成年後見制度というのは

なってからの場合でも適用できますし、その前段、

まだ意識がしっかりしているうちからも適用でき

るという制度でございますので、この部分につい

てはこれからも再度市民周知を図っていきたいと

思いますけれども、御指摘がございました、エン

ディングノートということでよろしいですね。私

のほうもこれからこの内容につきまして担当職員

も含めて少し調査研究してまいりたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ取り入れて、今〇６番（佐々木 寿議員）

後の独居老人も含めても参考になると思いますの

で、ひとつ対応していただきたいと思います。

それから次に、温暖化対策のことについて１点

だけ質問させていただきますが、私が１９年１２

月にこの中で温暖化対策について質問いたしまし

た時期に１０項目の取り組みという家庭でできる

ものがあったのですが、これ先ほど市の中では庁
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舎内だけに限って削減の努力して数字を求めてい

るわけでありますけれども、市民に対してもこの

１０項目の中から例えば月に１日を指定してこれ

を協力してもらうというような形をとったらいか

がではないかと思いますけれども、ちょっと見解

を伺いたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま市民と〇生活福祉部長（吉原保則君）

いうか、家庭でできる温暖化対策の関係でお話が

あったと思いますけれども、先ほどの答弁でも申

しましたように今後につきましては幼児から高齢

者までみんなができる小さな取り組みということ

で考えておりまして、特にその中ではこの１０項

目の中には節水だとか節電関係ございますけれど

も、みんなができる部分でいけば電気の節電に係

る部分がみんなが取り組める部分でないかと考え

ておりますので、この中の特に待機電力を５０％

削減するだとか、家族が同じ部屋で団らんを行い、

暖房と照明の量を減らす、そこら辺を重点に市民

の皆さんの協力を仰ぐ取り組みなどを今後進めて

まいりたいと考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いした〇６番（佐々木 寿議員）

いと思います。

それとあと、自然環境保全につきましては御答

弁をいただきましたけれども、保全というのは御

答弁にもありましたように管理をしっかりとして

保存するということが大切だと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。また、子供たち

にも本当に自然に親しむ機会が少ないのではない

かと。これやっぱりその学校、学校で、一部の人

には子供たちもやっている事業というのがありま

すけれども、全体として統一されたものが、自然

に親しむ環境を取り入れる、そういうものに親し

む教育というのがないように思われますので、次

年度からでもその機会をしっかりと設けていただ

いて、子供たちの自然の環境について考えていた

だけたらというふうに要望しておきます。

それからあと最後に、人事管理についてですけ

れども、初めに私のところに１通封書が来まして、

手紙来たのです。それで、この中はある場所で名

寄市以外から雇って、あるいはその者がずっと継

続されていると。これは、公募しないで入ったと

いうことが書いてありました。これは、こういう

事実があったのかないのか、ちょっとお伺いした

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的なことにつ〇総務部長（佐々木雅之君）

きましては、後から担当のほうに御指示いただけ

ればと思いますが、原則臨時職員等につきまして

は１年間限りの事務補助的な雇用と。それから、

専門知識を持った嘱託職員とか、各種臨時職員等

につきましてもほとんどが公募をしています。そ

れから、専門知識を持って他に得がたい人材であ

る場合についてはこちらのほうで選考させていた

だいてする場合ありますけれども、原則は公募方

式をとっております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇６番（佐々木 寿議員）

いずれにしても、やはり雇っている臨時、非常

勤の方々が本当にそういう規則とか何かもわかっ

ていないのではないかというのがこの問題の事項

にも起きてくるのではないかと思います。例えば

これからも市は２２年度に職員を募集しているわ

けなのですけれども、今年度末では定年者が１９

人、それから１８年から２５年までは１５０人と

いう報道をされたわけですけれども、これから非

常勤とか職員の話が、これがまたふえてくるので

はないかと思うのですが、やはり採用、任用する

場合にこういうふうになっているのですよという

ことをしっかりと採用した時点で御説明をしてい

ただいて、それで公平な勤務をしていただくとい

うふうなことにやっていただきたいと、こういう

ふうに思います。やっぱり不公平が出るというの

はそういう規則がわかっていないということが一

番にあると思いますので、どうぞよろしくお願い
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したいと思います。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

文化ホール建設について外２件を、駒津喜一議

員。

議長より御指名がござ〇９番（駒津喜一議員）

いましたので、通告どおりに質問をさせていただ

きます。

まず、大項目の１番目として、市民文化ホール

の建設について質問いたします。文化ホールの建

設は、名寄市の総合計画の中でも主要案件の一つ

でもあり、市民文化にかかわる関係者を初め、一

般市民が長年熱望している施設でもございます。

さらに、近年市民会館ホールの老朽化による建て

かえの必要性から、再検討されている案件でござ

います。３月第１回定例会にて、座席数５００人

以内のホールを駅横に設置してはどうかの提案に

対して、文化ホール並びに市民会館の建てかえを

庁内で検討するという答弁をいただきました。そ

の後庁内検討チームによる検討会並びにアンケー

トが実施されていますが、先般５月に実施されま

した市民へのアンケートの結果分析並びに専門ア

ドバイザーを交えた庁内検討プロジェクトチーム

による検討会では、座席数等規模並びに建設予定

地などについてどのような検討がされたのか、経

過内容をお聞きしたいと思います。

また、このままで計画が推移していけば資金面

においてはまちづくり交付金並びに合併債の併合

で計画されると推測されますが、文化ホールは市

民文化の向上並びに地域交流の拠点にもなること

から、文化面ではなく、にぎわいの創出など地域

の活性化にも関連し、これからのまちづくりにも

大きく影響がある施設事業でございます。文化ホ

ールの建設によるまちづくりとの連携をどのよう

に持たせていくのかお聞きしたいと思います。

次に、大項目の２番目として、市立病院の整備

についてお聞きいたします。名寄市立総合病院は、

地方センター病院として他の地域と連携しながら、

地域医療の充実をより推進する役割を担っており

ます。平成１７年から外来患者並びに緊急患者の

受け入れ態勢の整備により、ともに増加傾向にあ

ります。必然的にあわせて病院周辺整備も対応し

ていくことになりますが、今後予定されている地

域医療再生事業計画による道北ドクターヘリの運

航によるヘリポートの設備を含む周辺整備の計画、

さらに多様化する広域医療に対応するための地域

医療ネットワークシステム構築について、先般市

長の行政報告でも述べられておりましたが、具体

的にどのように進めていかれるのかお聞きしたい

と思います。

あわせて、病院周辺の駐車場は常に満車状態と

なっており、利用する市民にとっては大変不便な

状態が続いております。この駐車場の対応につい

ては、さきの臨時議会にて臨時交付金で駐車場整

備をすることになっておりましたが、現在どのよ

うに進められているのか、その状況についてお聞

きいたします。

大項目の３番目として、独居高齢者に対する支

援についてお聞きいたします。名寄市の高齢化は、

現在６５歳以上の割合が２６％を超え、年々増加

傾向にありますが、中でもひとり暮らしの世帯は

消防年消によりますと １８２世帯にもなります。

この高齢者の福祉対策として、独居高齢者への支

援はどのようになっているのかお聞きしたいと思

います。

大項目の２点目として、近年個人情報保護法に

より個人の情報が把握しづらくなっております。

医療面で緊急を要する事態に対し、個人の情報、

特に健康保険情報、かかりつけの病院、緊急の連
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絡先などの治療情報をいち早く入手することが生

命の救済に役立つことになります。こうした緊急

時にいち早く対応するために、決まった場所に医

療情報があるという形が固定的になれば、独居高

齢者にとっては有益な支援対策となります。具体

的に医療にかかわる情報カードを容器に入れ、ど

この家庭でもある冷蔵庫に収納しておく。緊急の

場合、必ず冷蔵庫をチェックして対応することが

できるわけです。この情報カプセルを活用してい

る地方の行政では、独居高齢者だけではなく、希

望する住民に配布しているところもあり、この広

がりは全国的に広がっているようでございます。

現在では、町内会で配布しているところもありま

す。この情報カプセルについては、昨日の高橋議

員の質問がありました命のカプセルと同じもので、

正式な名前は決まっていなく、いろいろな名称が

ついております。またさらに、質問内容も同じ内

容ではございますが、独居高齢者の支援策という

面でお聞きしたいと思います。

以上、大きな項目３点にわたり質問させていた

だきますが、最後の質問を含め、昨日の他の議員

各位の質問と重複するところもございますが、そ

れぞれ御答弁をいただき、この場での質問を終わ

りにしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目で３点に〇教育部長（山内 豊君）

わたって御質問がありました。１点目については

私から、２点目については病院事務部長から、３

点目は福祉事務所長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

大きな項目の１、文化ホール建設について御質

問いただきました。初めに、検討会での進行状況

についてということでございます。市の職員２０

名で設置いたしました文化ホール庁内検討プロジ

ェクトチームによる会議につきましては、さきの

大石議員の質問にお答えしたとおりでございます

けれども、５月１３日から８月２１日まで４回開

催し、ホール施設に明るい専門家による情報提供

や各部にわたる職員から活発な意見をいただいて

いるところでございます。利用団体に対するアン

ケート結果では、市内ホールの利用団体が調査対

象だったため、８７％が必要と回答してございま

す。客席数については、４００席から８００席の

規模が７８％を占めておりました。また、付随す

る機能として舞台の奥行きや音響に対する要望が

多く、バリアフリーに配慮した施設整備をとの意

見も多く見られました。検討会議の中では、駐車

場の確保や管理費節約のためには現在の文化セン

ター横に建設との意見、南広場や駅前横などが便

利との意見も出ておりました。客席数については、

固定、移動にかかわらず５００席から６００席が

望ましいとの意見が多かったように思います。今

後も年度内は毎月１回の検討会議を予定してござ

います。

次に、まちづくり交付金事業との連携について

お尋ねがありました。９月号の市広報に折り込み

ました文化センター建設についてのお知らせの中

に、市では国土交通省が所管するまちづくり交付

金などを財源として、名寄駅から市民文化センタ

ーまでを結ぶ一体的なにぎわいの動線をつくる構

想を立てていますとのお知らせをいたしました。

文化ホール建設は、その柱となる事業として、文

化の振興だけでなく、多くの地域住民が集い、利

用しやすい施設としての機能が期待されておりま

す。ＪＲ名寄駅から商店街、町中広場、病院、そ

して市民文化センターとにぎわいの動線をつくり、

市街地再整備による都市機能の強化と高齢化社会

に対応した公共交通ネットワークの整備などによ

る中心市街地の再生を目指すこの計画の中で、文

化ホール建設は幅広いジャンルの文化を地域住民

が楽しみ、さまざまな年代の人が出会うコミュニ

ティーの場、まちづくりに結びつける地域文化を

創造する場として考えられております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）
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うから市立病院の整備についてという御質問があ

りましたので、答弁させていただきます。

最初に、地域医療再生事業についてのお尋ねで

ありますが、昨日の佐藤靖議員からの一般質問に

もありましたので、一部重複する部分もあります

けれども、お許し願いたいと思います。この事業

は、国の緊急経済対策の一環として、２００９年

度補正予算で地域医療再生基金として予算措置さ

れたものであります。事業の趣旨は、昨日も御説

明させていただきましたが、地域の医療課題の解

決に向け、地域医療の広域化、医療機能の連携、

対策強化などを取り組む２次医療圏単位に財政支

援をされるものであります。名寄市立病院では、

上川北部の医療圏域の地方センター病院として、

第１には当病院と圏域内の医療機関との相互情報

提供機能を備えた電子カルテシステム、ＣＴ、Ｍ

ＲＩなどの大型医療機器を導入し、そのデータを

動画像ネットワークシステム化により利用する事

業と第２には旭川日赤を基地病院として道北に配

備されますドクターヘリの救命率向上を図るため

のヘリポートの設置、そして平成１５年１月以降

旭川以北から稚内間の精神医療を唯一担っている

精神科病棟の改築を事業内容として、７月２８日

に名寄保健所経由で道に提出したところでありま

す。

次に、本年７月９日に臨時議会において国の地

域活性化・経済危機対策臨時交付金として、地域

診療施設整備事業費として補正予算措置したこと

について御説明いたします。これは、当面の措置

として病院の周辺の駐車場を整備しようとするも

のであります。駐車場整備につきましては、２カ

所計画しておりまして、１カ所は市内西６条南７

丁目の宅地と木造住宅を購入して隣接している既

設の病院駐車場と一体化して利用しようとするも

のであります。また、もう一カ所は病院が所有し

ております西７条南９丁目の３棟の医師住宅を解

体して、新たに駐車場として整備しようとするも

のであります。いずれも現在入居されている方々

の移転先が決まり次第整備を行う予定でございま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇福祉事務所長（小山龍彦君）

独居高齢者に対する支援についてお答えをいたし

たいと思います。

最初に、（１）の緊急時の対応策ということで

ございまして、救急車の出動件数の種別と高齢者

の利用割合についてお答えを始めてまいりたいと

思います。名寄消防署が作成いたしました平成２

１年度消防年報から利用状況を申しますと、救急

車の出動回数は ０４８回で、うち不搬送の件数

は８３件で、搬送された件数は９６５件でござい

ます。搬送された人数で申しますと、９８３人と

なっております。救急車出動の事故種別では、急

病６４５件、一般負傷１６１件の傷病合計８０６

件が出動総数の７ ９％に当たります。搬送され

た方の９８３人で年齢別の分類では、乳幼児が３

５人、 ６％、少年が同じく３５人、 ６％、成 

人が３４３人で３ ９％、老人は５７０人で５ 

０％と救急車により搬送される市民の６割の方が

高齢者による利用でございます。

また、当市では平成４年から独居老人世帯等に

対して緊急通報システムを設置し、緊急事態に対

して迅速かつ適切な救護体制を整備しています。

現在設置してある機種は、火災警報を備え、相談

窓口や消防署にワンタッチでつながるもので、市

内全体で約２５０台が設置されております。平成

２０年度の利用状況では、３９４件の通報がござ

いましたが、誤報１８７件など軽易に処理できる

ものが多く、救急の出動は２８件となっておりま

す。

次に、独居高齢者に対する支援についてお答え

いたします。独居老人や高齢者世帯、また要援護

者の状況把握に当たっては、市や社会福祉協議会、

消防署などで所有する情報の共有化に手がけてい

るところであり、通常のサービスを初め万が一の

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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場合に即座に対応できる体制の整備を図っており

ます。緊急通報システムの設置者はもちろんのこ

と、名寄消防署で把握している情報で大方の救急

出動には対応できる状況にあり、これらを含めて

すべて緊急情報として緊急体制はできているとい

うふうに考えております。

次に、（２）番目の緊急医療情報キットの導入

について申し上げます。昨日の高橋議員からも命

のカプセルという名称で同様な趣旨のお尋ねがご

ざいました。内容が重複する回答になりますが、

お答えを申し上げます。昨日の答弁で、緊急医療

情報キットを配布する旨についてお答えをいたし

ました。配布は、高齢世帯の万が一の救急時に備

え、個人の医療情報や緊急連絡先など書き入れた

ものや持病の服薬等を一つの容器にまとめ、冷蔵

庫など特定の場所で保管し、緊急時に救急隊員の

搬送後の処置の迅速化への対応を考えております。

具体的には、この緊急医療情報キットが高齢者の

命の綱となり、また地域ネットワークの中で要援

護者の情報共有をこの配布によりさらに進めてま

いりたいと考えております。議員各位におかれま

しても、この推進に当たりましては御協力、御尽

力を賜りますようお願い申し上げまして、この場

からの答弁といたします。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、それぞれに〇９番（駒津喜一議員）

お答えをいただきましたので、私のほうからは再

質問あるいは要望等をさせていただきたいと思い

ます。

壇上の質問とは順番がまるっきり逆になります

けれども、最初に独居高齢者の支援についてでご

ざいますが、年々ふえていくこういった高齢者の

ための対策というのがこれからもしっかりしてい

かなければいけないという部分では、いろいろな

面で推進しなければいけないのですけれども、そ

の一つとして昨日も質問ありましたいろいろな医

療関係、あるいは連絡先などの大切な情報をこう

いった命のカプセルというか、情報カプセルとい

うか、こういったものに入れて、そういったこと

が非常に独居老人にとっても安心できる体制づく

りというのができると思いますので、ぜひ進めて

いただきたいのですけれども、この容器に関して

１つだけ提案させていただきますけれども、容器

そのものに意味があると思いますので、自分の命

の大切な情報を入れる、保管する容器として、や

はり統一された図柄で、そして救急隊員があるか

ないかわからない状況の中で冷蔵庫をあけて、ほ

かの容器で代替してもいいのですけれども、余り

にも似通った容器が冷蔵庫にあると救急隊員も見

逃す場合もあるし、そういった早く見つけるとい

う観点から見れば、決まった容器に、絵柄で設置

するほうが保管する側も大切に保管しますし、見

つけるほうも早く見つけられるという面で、昨日

の高橋議員に逆らうわけではございませんけれど

も、決まった指定の容器を使ったほうが効果が上

がるのではないかと思いますので、これから今後

こういった容器の導入に関して検討される場合に、

ぜひひとつこのことを考慮に入れていただきたい

なと思いまして、要望とさせていただきます、こ

の件に関しては。

続いて、市立病院の整備についてですが、ドク

ターへリポートの設置についても含めて申請をさ

れているということでございますので、現在の病

院の屋上ですか、考えられるのはそういう場所、

位置だと思うのですけれども、現在の病院ではち

ょっと無理ではないかという話も聞き及んでおり

ますので、現実的にどういったところが予定地と

して計画されているのかお聞かせいただきたいと

思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ヘリポ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ートの位置なのですけれども、平成４年に建てた

本館、この５階部分がまだあいているのですけれ

ども、この部分については強度検査というか、構

造自体がもたない構造ということで、平成４年に

建てたということで、そういうことで確認されて
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おりますので、敷地内というか、本館には無理と。

あと、できれば例えば一例として精神科を改築し

たときに屋上に強度を備えたものを建ててヘリポ

ートするか。例えばこれは一番効率のいいのはそ

ういうことなのですけれども、もしそれができな

いようであればまた別なところに新たに土地を購

入して、そこから市立病院に搬送していただくと。

そういったヘリポート基地の整備が考えられます。

以上です。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の段階では特定でき〇９番（駒津喜一議員）

ないという部分が残っているのですけれども、こ

れも時間を争うというか、いち早く搬送しなけれ

ばいけないという面では、できるだけ病院に近い

ほうが便利でないかなというふうに思いますので、

またこれから精神科病棟の改築などに、そういっ

た屋上ですか、精神科病棟の新しい屋上にこうい

ったヘリポートがあれば大変効率がよい状況なの

で、こういった設備を含めて、これから精神科病

棟の整備を含めて、いろいろな意味で期待をした

いというふうに思っておりますので、ぜひ計画の

とおりいくことを願っております。

駐車場についてですけれども、駐車場について

は本当に市民も小さい駐車場が点在しているとい

う現状がざいますので、まず初めに一番近い駐車

場に行き、ここがとまれなかったら次に近い駐車

場に行き、そしてまた次の、そういうめぐりめぐ

るというか、結局は一番遠い駐車場に駐車しなけ

ればいけないという、そういった状況に遭ってい

る市民が多くいらっしゃいますので、これからい

ろいろな意味で立体駐車場にして、なるべくそう

いった負担を市民にかけないという意味で、今後

駐車場について検討される場合は立体駐車場とい

う構想もぜひ取り入れていただいて、今後の計画

に入れていただければいいのかなと、このように

思っておりますので、この件については駐車場に

ついてはできたら立体駐車場に計画をしていただ

きたいというのを要望しておきたいと思います。

次に、文化ホールの建設について質問をさせて

いただきます。建設場所はまだ確定はしていない

ということでございますけれども、先日大石議員

の質問にもちらっと触れておりますけれども、先

般広報の会報の中に１枚物のペーパーが挟まって

おりまして、文化ホール建設についてのお知らせ

というペーパーなのですけれども、最初の１節な

のですけれども、その中で、読んでちょっと紹介

させていただきますけれども、名寄駅から市民文

化センターまでを結ぶ一体的なにぎわいの動線を

つくる構想を立てています。文化ホールは、その

柱となる事業としてということで書かれているの

ですけれども、これ読んだ一般、一部の市民の方

が文化ホールは市民文化センターにできるのです

ねと言われて、はっと気がついたのですけれども、

文書の意味合いとして名寄駅から文化センターま

での結ぶ線のところに文化ホールができるのか、

それとも文化センターの横に文化ホールができる

というのを前提としてこの文章を書かれたのか、

その辺の意味合いをちょっと確認をしたいと思う

ので、よろしいでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在まち交の中で論〇教育部長（山内 豊君）

議されている部分でのにぎわいの動線づくりとい

うことで、名寄駅から市民文化センターまでとい

うことであります。その中で現在文化ホールにつ

いては、合併特例債ということを視野にというこ

とでありますけれども、そのほかに財源としてま

ちづくり交付金が利用できると、活用できるとい

うことであるならば、この市民文化センターの横

に文化ホールをという状況で考えられるというこ

とであります。動線のにぎわいというのは、文化

センターだけでなくて、先日も生涯学習フェステ

ィバルでいろんな事業を行っておりますけれども、

町中での出前コンサート、そういったことも含め

て、ただ呼ぶだけでなくてまちの中でもやってい

くといった、そういったようなことも視野にとい

うことが考えられますので、そういったような全
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体的な考え方を持ってにぎわいができるのではな

いかと、そういったような考え方であります。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう組み立てでこ〇９番（駒津喜一議員）

ういった文書ができたというのはわかりましたけ

れども、ただこれ一般市民がぱっと見て、そうは

理解できないと思います。やはりにぎわいの動線

というのはどういうことかという解説も要ります

し、そして今検討会では場所はまだ確定はしてい

ないという部分も解説に入れるべきだと思います

し、この文章だけでは本当に先ほど申しましたけ

れども、文化センターに文化ホールができるのだ

なという受け答えをする市民がほとんどだと思い

ますので、その辺一生懸命検討チームで専門のア

ドバイザーを入れて検討している案件でございま

すので、ぜひ的確にわかりやすく、そして注意や

解説を入れて誤解のないような表現の仕方で市民

にお知らせするという形をとっていただきたいな

というふうに思っております。

今回の質問に関しましては、ほかの議員と大部

分が重なっておりますので、要望だけで恐縮して

いるのですけれども、最後に市立病院周辺整備と

文化ホール、この２つの事業をあわせてまちづく

りという観点で、副市長なり経済部長なりにお答

えいただきたいなと思っておりますので、お願い

したいと思います。この２つの施設は、それぞれ

の機能によりにぎわいの創出となりますし、まち

づくり事業に該当する事業でもあります。病院に

ついては、ほぼ中心街に位置しておりますので、

私が希望しております立体駐車場が今後建設され

ることになれば、まちづくり事業の交付金の事業

にも該当いたすところでもございます。医療、福

祉の面で安心なまちとして、非常に集客力もあり

ますし、にぎわいの創出という面でも病院という

ものは非常に有効的な活性化の一つにはなるので

はないかと思っております。また、文化ホールの

建設場所についても従来の市民会館の立地の位置

から考えても、高齢者の方々にとってもまちの中

にできれば歩いていける、立ち寄れる、そういう

交通の便で非常に便利な立地場所だというふうに

考えておりますけれども、またさらにまちの中と

いうのを具体的に申しますと、今中心市街地の活

性化事業で案に挙げられました３・６街の地区、

そしてまた検討会でも出ておりました南広場、そ

ういった位置にこの文化ホールができれば、駅前

からの動線という無理なこじつけよりも商業界の

商店街の活性化の源にもなりますし、実際商店街

の連合会の役員の何人かにはまちの真ん中に文化

ホールができればいいねというお話もお聞きして

いるところでもございますし、また民間の土地で

も買収すれば空き地、もしくは廃業されたホテル

の跡地という部分もございますので、候補地とし

ては数多く挙げられると思います。これからの中

心市街地の活性化のために文化ホールの建設を中

心市街地に持ってくることが一番理想的だという

ふうに考えておりますけれども、この意見の見解

をお答えいただきたいなと思います。お願いいた

します。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ホールの建設につきま〇副市長（中尾裕二君）

しては、市民の皆さんからは建設位置につきまし

て町中も含めて幾つかの御意見をいただいており

ます。旧名寄市における議論経過はもちろんあり

ますが、一方で風連地区の市民の皆さんには新た

な課題というふうに受けとめております。近々立

ち上げを予定をしております市民懇話会の中で検

討いただくというふうにしておりますので、この

点につきましては御理解をいただきたいと思いま

す。

さらには、先ほどから議論になっております都

市再生整備計画、いわゆるまち交を活用しての事

業展開を想定しておりますので、今持っておりま

す計画では駅横のバスターミナルと、さらにはい

わゆる３・６街、北洋銀行の跡地、さらには市立

病院の駐車場等を結びながら、ホールができれば

というふうに想定しておりまして、今後建設場所、
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建設規模あるいはホールの性格、内容等につきま

しては市民懇話会の中で鋭意検討いただくという

ことになりますが、当然その中では財源問題、あ

るいは土地の広さの問題、さらには施設の管理も

含めた対応の問題という要件が幾つか加わってま

いりますので、そうしたことで方向性が定まって

いくものと考えております。この全体的な事業に

つきましては、まちづくり交付金事業は着手から

５カ年の事業ということですので、当初の構想が

どこまで具現化できるかということは当然財政問

題もありますし、これからの市民論議ということ

も出てくると思いますけれども、ぜひ今回の機会

に、まちづくり交付金の事業と合併特例債が機能

している間に一定の整備は進めていきたい、この

ように考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民懇談会がこれから〇９番（駒津喜一議員）

設置されて、そういう部分も含めて話し合われて

いくと思いますけれども、ぜひこういった声も上

がっているということを考慮いただいて、当然懇

談会の意見を尊重しなければいけませんけれども、

こういった意見をある程度反映させていただきた

いなというふうに思っておりますので、その辺お

願いしたいと思います。

また、近年非常に公共事業等が、来年度も少な

くなってくる見込みでございます。こうした市で

設備する建物あるいは設備について、今後地元の

業者が受注を受ければ経済面においても非常に効

果があることなので、ぜひ早い時期に具体化にな

るように、そのスケジュールについても急がすわ

けではございませんが、早目に進めていただきた

いなと思っておりますけれども、今後の懇談会の

予定については、スケジュールというか、タイム

スケジュールはどのようになっているでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

市民懇話会について〇教育部長（山内 豊君）

は、今のところ１０月上旬というふうに予定して

おりまして、今懇話会の委員さんの選考をしてい

るという状況にあります。先ほど副市長がお話し

したとおり、旧名寄地区においては文化ホールの

部分については過去の経過等も含めて市民の方々

は知っているというふうに思いますけれども、旧

風連の方々については新たな事業ということであ

りますので、そうした名寄市全体での市民のそう

した懇話会の中でこの文化ホールの必要性等なり、

あるいは建設位置等なり決めていきたいというふ

うに思っております。

以上です。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

何回も申しましたとお〇９番（駒津喜一議員）

り、これは経済にとっても効果があることですし、

ぜひ実現に向けて話が建設的に、前向きに進めら

れることを非常に熱望いたしまして、私の質問を

終わらせていただきます。

以上です。

以上で駒津喜一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

医療負担、介護負担の軽減のために外２件を、

川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

１つ目に、医療負担、介護負担の軽減のために。

国保税の市民負担軽減について、まずお聞きをし

たいと思います。先月行われました総選挙で、自

公政権に対しノーの審判が下され、昨日新しい政

権が誕生しました。日本共産党は、引き続き国民

が主人公の政治を目指し奮闘していく決意をまず

最初に申し上げたいと思います。

さて、この選挙期間中、多くの皆さんにお話を

伺わせていただいたわけですが、特に年金生活者

の皆さん方から医療費の負担が大きい、重いとの

声があふれるように出されました。１万円札が財

布に入っていないと不安で病院には行かれない、

検査があると１万円では足りないのだよ、病院に

行く日を考えないとならないのだわなど、切実な
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声です。中には、薬も処方せんどおりに飲まずに

１日３回のところを２回にしていると、こういう

人もおりました。年金生活者でも７０歳未満の人

は窓口負担、３割負担ですから、保険税、窓口負

担を合わせると負担の重さは言うに及びません。

行政報告でも国保税の軽減措置を受けている世帯

が半数を超えているとありました。所得の低い世

帯が多いということになります。今新型インフル

エンザの大流行が懸念されている中で、負担の重

さが受診抑制につながってはならないと考えます。

大もとの医療費負担の見直しなどは、新しい政権

に期待するところですけれども、名寄市として今

約３億円ある基金を使って国保税の引き下げを検

討できないかどうかをお伺いしたいと思います。

２つ目に、要介護認定の判定などについてお伺

いします。ことし４月からの要介護認定制度の見

直しで、当初から懸念されていたように介護認定

が軽度化した判定となった事例がふえているよう

です。地元紙の報道によれば、要介護３だった男

性、最も軽い要支援１になり、旧基準では認知機

能について３項目で問題がありと指摘されていた

けれども、新基準による判定では指摘はなかった

と。また、要支援２だった女性は介護サービスが

認められない非該当になっています。このように

介護を担っている現場や介護を必要とされている

方たちの間では、困惑、批判が広がっています。

名寄市の状況はどのようになっているでしょうか。

厚生労働省は、こうしたことから１０月から認定

基準の大幅な修正を行います。保険料は払ってき

たのに、必要な介護サービスが受けられないので

は困ります。安心してみんなが使える制度にして

いくため、今後も認定制度について検証していく

必要があると思います。利用者さんへの対応、経

過措置の実施について、説明などどのようにされ

たのかお知らせをいただきたいと思います。

３つ目に、インフルエンザ菌Ｂ型、ヒブワクチ

ンの接種についてお伺いいたします。細菌性髄膜

炎は、毎年 ０００人もの乳幼児がかかる病気で

す。そのうちの約６割強がインフルエンザ菌Ｂ型

によるもの、約３割が肺炎球菌によるものとされ

ています。初期には発熱以外に特別な症状が見ら

れない場合が多く、診断が大変難しく重篤な状態

となって初めてわかるという恐ろしい病気で、死

亡率５％、後遺症の残る率２０％と言われていま

す。しかし、インフルエンザ菌Ｂ型と肺炎球菌は

既にワクチンができ、世界保健機構、ＷＨＯでは

１９９８年に世界じゅうのすべての国々に対して

乳幼児へのヒブワクチン無料接種を推奨していま

す。また、肺炎球菌ワクチンについても７７カ国

で承認されています。多くの先進諸国では、細菌

性髄膜炎はワクチン接種によって予防することが

できるとし、ワクチンを定期予防化した国々では

発症率が大幅に減少したと言われています。アメ

リカでは１００分の１に減ったと言われています。

日本では、ヒブワクチンは２００８年１２月に

ようやく接種できるようになりましたが、まだ任

意接種のため、４回の接種で約３万円もかかり、

子育て世代には大きな負担です。また、肺炎球菌

ワクチンは乳幼児に接種できるものとしてはまだ

認められていません。ヒブワクチンと肺炎球菌ワ

クチンの公費による定期接種が実現すれば、恐ろ

しい細菌性髄膜炎から子供たちを守ることができ

ます。道内では、浜頓別、幌加内、栗山町が先進

的にヒブワクチンの助成を始めています。苫小牧

市では、細菌性髄膜炎の発症が１０年間で３４人

となっております。死亡や後遺症で２０年以上も

寝たきりの患者もいると報告されていますが、岩

倉苫小牧市長は今月３日の記者会見で、防げる病

気で命を失わないことは子供の権利としてとらえ、

助成制度を設けることにしましたと説明し、来年

４月から独自のヒブワクチン助成制度を新設する

と発表しています。

そこで、まず公費による定期接種化を国に対し

て要請を行っていただきたいと思います。あわせ

て、ヒブワクチン接種に対する助成を名寄市でも

行っていただきたいと思いますが、お考えをお伺
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いしたいと思います。また、乳幼児がいる世帯へ

の周知徹底が望まれるところですが、名寄市の現

状をお知らせください。

大きな２つ目として、安心して利用できる市営

住宅についてお伺いします。１つ目は、施設整備

についてです。栄町５５号団地の集合入り口の階

段、４号棟以外の階段が欠けている状況にありま

す。冬期間では、特に雪などの吹きつけもあり、

危険だと思われます。もう一カ所は、ノースタウ

ンの遊歩道の木片ブロックです。春先の雪解け時

期はぬかるみより危険な状況になっています。こ

の時期でも足元をしっかり注意しながら、やっと

歩けるという状況です。また、雑草も生い茂って

いますが、刈るのにはちょっと難しい状況です。

安全な住環境を提供するためにも早急な整備を望

むところです。整備計画についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

２つ目に、家賃についてお伺いします。公営住

宅は、言うまでもなく住宅に困窮する低額所得者

に対し、安心して利用できる住宅を供給すること

が目的です。国民年金だけで生活している高齢者

は、家賃が安いからここにいられる、これ以上家

賃が高くなったら、何ぼ新しい住宅になっても入

れない、こう言っています。現在北斗団地に住ん

でいる世帯や、また古いほうの西町団地、瑞生団

地などに住んでいる低所得者層の方たちへの配慮

についてお聞かせをいただきたいと思います。あ

わせて、現在建設中の南団地への住みかえに対し

て、家賃等の説明についてどのように行われたの

か、お知らせをいただきたいと思います。

３つ目に、基幹産業である農業を守るために、

１つは農地法の改正に対する考え方についてお伺

いをいたします。例年であれば稲穂が重いこうべ

を垂れて銀色に輝いている実りの秋ですけれども、

ことしの稲穂はそうはなっていないようです。消

費者としても大変気になるところです。農家の皆

さんの御苦労が忍ばれるところです。ことし世界

の注目を集めている耕作者主義を原則とした農地

法が改正されました。みずから農作業に従事する

者にのみ農地に関する権利を認めるこの原則は、

農家が安心して営農に取り組める基盤となり、農

外企業による農地の登記や買い占め、農地の多用

途転用に対する防波堤の役割を果たしてきました。

戦後民主主義の原点の一つである農地改革を具体

化し、農業と農村社会の安定の土台となってきた

と言えるものです。この農地法の改正によって、

大企業が大手を振って農業に参入できるようにな

りました。トヨタグループやイオンなどが農業参

入を決め、農産物の生産も、流通をも握ろうとし

ています。そこで、農業を基幹産業としている名

寄市としてのお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

２つ目に、日米自由貿易協定、ＦＴＡに対する

考え方についてお伺いをしたいと思います。今自

由貿易が時代の流れだとして、日米自由貿易協定、

ＦＴＡを推進する動きが出ています。日米経済協

議会の委託研究報告書、０８年７月によれば、国

内の米生産の８２％が減少すると試算されていま

す。農水省でも２００７年２月、農産物輸入を完

全に自由化すれば食料自給率は１２％に下がり、

小麦、大豆、砂糖、牛肉の生産は壊滅し、米も９

割減になるという試算を公表しています。日米Ｆ

ＴＡ締結が実現すれば、これが現実のものになる

可能性は高いと言わなければなりません。しかし、

２００８年９月に実施した内閣府の世論調査では、

食料自給率を高めるべきというふうに答えた方が

９３％、外国産より高くても国内で生産すべきが

９４％に達しています。世論は、食料自給率を高

めることを望んでいます。食料自給率向上を国政

の最優先課題にするときとなっているのではない

でしょうか。日本農業が壊滅すると言ってもいい

事態が予測される日米ＦＴＡ交渉は行わないこと

を強く求めるものですけれども、名寄市のお考え

をお聞かせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。
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吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村議〇生活福祉部長（吉原保則君）

員から大きく３点にわたり御質問がございました。

１の（１）につきましては私から、（２）、

（３）につきましては福祉事務所長、２につきま

しては建設水道部長、３につきましては経済部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、国保税の市民負担の軽減についてお

答え申し上げます。昭和３６年にスタートいたし

ました国民健康保険は、皆保険制度として相互扶

助の理念で病気、けがなどの際に被保険者が納め

た保険税をもとに保険給付を行う社会保障制度と

なっているところでございます。年々増加してい

る医療費に対し、医療保険として必要とする額を

国、道、市からの負担金や補助金などとともに被

保険者から納付された保険税により運営を行って

いるところでございます。国民健康保険税は、従

来から農業者や自営業者が加入する制度でござい

まして、低所得者や高齢者の加入割合が高いとい

った構造的な問題も抱えているところでございま

す。そのために低所得者層には、保険税の公的軽

減措置がございまして、平成２１年度の賦課でも

その所得額に応じて７割、５割、２割の軽減を実

施しているところでございます。また、その財政

基盤が脆弱であることから、今後とも国へ財政措

置の支援や拡充を強く求めてまいりたいと考えて

いるところでございます。しかしながら、現行制

度の仕組みを超えた保険税のさらなる軽減は公平

な負担の原則や適正な保険運営の観点から困難で

あると考えているところでございます。そうした

意味からも保険事業の充実により、被保険者の健

康づくりを推進し、医療費の減額抑制を図ること

が負担の軽減、国民健康保険事業の健全化を求め

る最大のポイントであると考えているところでご

ざいます。疾病の早期発見、早期治療を実現する

ために、国民健康保険では保健センターとの連携

により実施するがん検診や人間ドック、特定健診

と保健指導などの費用負担を基金を活用して行っ

ており、生活習慣病の予防、健康の維持、健康意

識の啓蒙を図る事業など積極的に推進していると

ころでございます。

基金を取り崩しての国保税の負担軽減について

お尋ねがございました。国は、国民健康保険の基

金をインフルエンザなどの予想外の医療給付増に

備え、国保財政の強化のために過去３年間の保険

給付金の平均に対し５％相当額、当市では約１億

０００万円ほどになると思いますが、保有する

ように指導しております。当市の基金は、国など

から財政政策的に支援を受けたものも基金に積ん

で、偶発的高額な医療費の発生などや前期高齢者

交付金に見られるような新たな事業に係る不足な

保険財政の変動に対応する場合など、健全な国保

財政を運営するために運用しているところでござ

います。また、特定健診の財源につきましては基

金から捻出し、被保険者の負担の軽減を図ってい

るところでございますので、ぜひ御理解を賜りた

いと思います。

以上でございます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

川村議員から大〇福祉事務所長（小山龍彦君）

項目についての２番についてお答えをいたしたい

と思います。

大項目１点目の要介護認定の判定についてのお

尋ねがございました。国は、介護保険制度の抜本

的な改正を行い、本年４月から要介護認定方法等

の見直しが実施されましたが、新制度の判定で軽

度に判定される懸念があることから、４月１日か

ら９月末日までの期間限定ではございますが、更

新前の介護度を引き続き選択できる経過措置を取

り入れております。本市においても４月以降すべ

ての介護保険更新認定申請時に経過措置希望調書

の提出をお願いし、適用については本年５月末日

の更新認定者に対して４月１５日の介護認定審査

会から実施しております。８月末日までの要介護、

要支援認定区分で、更新前の介護度より上がった
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方が８９人、変わらなかった方が２８０人、下が

った方が６８人となっております。このうち要介

護度が下がったことにより経過措置を適用された

方は５４人で、経過措置を希望せず、介護度が下

がった方は１４人です。この変更結果についての

問い合わせ、苦情等はほとんどございませんでし

た。１０月から再度改正となる点については、佐

々木議員の答弁でも申し上げましたが、判定基準

の見直しに伴い、認定調査の際に日ごろの状況が

より重視されることから、今後より以上詳しく日

常生活についてお伺いすることになります。この

部分については、広報等で周知することを初め、

認定調査員等が直接被保険者世帯に説明してまい

りたいと考えているところでございます。

続きまして、小項目３番目、インフルエンザ菌

Ｂ、ヒブワクチンの接種について申し上げます。

ヒブと呼ばれるインフルエンザ菌Ｂ型の略称でご

ざいますけれども、今感染拡大が心配されている

インフルエンザウイルスとまるで別個のありふれ

た常在菌の一種でございます。感染は、唾液や鼻

水を介して行われ、５歳ころまでには自然に免疫

が獲得できると言われております。しかし、免疫

を持たない乳幼児が感染するとヒブ髄膜炎を発症

し、時には重症化すると言われ、このヒブ髄膜炎

の年間罹患者数は少なくても６００人程度、５歳

になるまでに ０００人に１人がヒブ髄膜炎にか

かっていると推測されております。また、治療を

受けても５％の乳幼児が死亡し、約２５％の方に

発育障害や聴力障害などの後遺症が残るとされて

おります。

ワクチンの予防接種は、診断、治療の困難なヒ

ブ髄膜炎に対し１００％の予防効果が期待できる

とされ、平成２０年１２月、日本で導入が開始さ

れております。ヒブワクチンは、月齢によって接

種の回数が異なりますが、標準的には生後７カ月

までに３回、その後１年後に１回受けるのが望ま

しいとされております。これを受け、当市におい

てもヒブワクチンの予防接種が風連国保診療所で

は２月から実施、現在まで延べ６件、同じく名寄

市立総合病院では５月から実施、延べ４０件の予

防接種が予約制で行われてきております。また、

１回のワクチン接種費用は ０００円で、任意接

種のため費用は全額自己負担となっております。

ワクチンが導入された時点から現在に至るまで、

ワクチンの国内販売の製薬会社の医療機関あての

文書を読みますと、製造されている数量が基本的

に需要量に達していないこと、そして生産拡大に

努力することとして、当面診療所には３例分、病

院には１０例分の供給を行っていきたいと協力を

求められております。これらを踏まえ、小児科医

師と協議した結果、病院としても希望者に対する

ワクチンの全量確保ができないことから、このワ

クチン接種に関する情報提供については赤ちゃん

訪問時に配布している予防接種のお知らせ用紙の

みの掲載でとどめ、接種を希望する保護者と小児

科医との間で予約制によりワクチンを入手次第、

直ちに接種する方法で実施しております。このワ

クチン接種についての考え方としては、国内で３

０年ぶりとなった小児用の任意接種ワクチンであ

ることから、接種についての保護者の考え方を優

先し、保護者と小児科医との連携で実施を原則と

しております。いずれにいたしましても、今後の

ワクチン提供量に合わせて病院の対応も変わって

いくと思われますので、動向を踏まえた中で病院

と協議し、必要な、かつ混乱の起きない情報提供

ができるよう市民周知を図ってまいりたいと考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

以上、この場からの答弁といたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目２点目の安心して利用できる市営住宅に

ついてお答えをさせていただきます。

最初に、施設整備についてであります。栄町５

５団地共用階段の破損部整備に関しては、市営住

宅全般についてなのでありますけれども、屋外を
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中心に春先に年１回の点検を実施しておりますが、

今回ここに気づくことができませんでした。御質

問の部分においては、入居者が毎日利用する部分

でもあり、早急に現地を確認した上で、できるだ

け早い時点で対応をさせていただきたいというふ

うに考えています。

次のノースタウンなよろ団地は、平成元年から

平成５年にかけて整備した団地であり、整備後２

０年を経過しており、建物本体あるいは外回りも

老朽化が進んでいる現状にございます。御質問の

遊歩道の木れんがブロックについては、傷みがひ

どいということは以前から指摘を受けておりまし

て、対応が少しおくれている状態でございました。

入居者及び近隣住民の危険性を考え、町内会とは

既に必要性を含めて協議させていただいておりま

す。来年度に向けてどのような手法で整備をする

か検討の上、対応させていただきたいというふう

に考えていますので、御理解をいただきたいと思

っております。

次に、家賃について、最初に南団地への住みか

えに伴う対応についてであります。南団地は、北

斗、新北斗団地建てかえ事業に伴う住みかえ団地

として現在１０月末完成を目指し工事中であり、

１１月中旬から引っ越しを始める予定になってお

ります。引っ越しに際し、入居者の大半が高齢者

であったり、情報が少ないということもあること

から、家賃を含め心配をしているのではないかと

思いまして、８月の末に時間が短かったのであり

ますけれども、新しい家賃等について説明会を開

催させていただきました。その中においても質問、

御相談等をお受けしましたが、１回の説明ではな

かなか御理解が得られなかったということが考え

られます。今後必要に応じて個人対応などあわせ

て情報提供をしていきたいというふうに考えてお

りますので、御理解をいただきたいと思っていま

す。家賃については、毎年入居者に対し世帯構成

や収入が変わる収入申告書を提出していただき、

次年度の家賃を決定していく応能応益家賃制度と

なっております。今回のように明らかに現在住ん

でいる住宅の使用料金よりは ５でから２で程度

上昇することが想定されていますので、建てかえ

による住みかえ後の家賃については新家賃と旧家

賃との差額を毎年６分の１ずつ上昇させて、６年

後に新しい家賃となり得る激変緩和措置を講じる

とともに、入居者個々の申請行為にはなりますが、

減免制度、徴収猶予等の活用についても助言など

を行い、少しでも入居者の負担軽減が図られるこ

とを考えていきたいというふうに考えています。

あわせて、西町団地については、平成１５年か

ら平成２０年にかけて４０戸が整備された新西町

団地のほかに今後残された西町団地３２戸につい

ては総合計画の後期事業として瑞生団地の建てか

えに合わせて整備する計画であります。家賃の算

定についても南団地と同様の算定方法にて算出す

ることになりますし、緩和措置等についても同様

の取り扱いで、少しでも入居者の負担軽減に努め

たいというふうに考えていますので、御理解をい

ただきたいというふうに思っています。

以上、お答えとさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目３点目、基幹産業である農業を守るために、小

項目（１）、農地法改正に対する考え方について

お答えを申し上げます。

農地法等改正法が６月１７日、参議院本会議に

おいて可決、成立いたしました。農地を確保する

ため、転用規制を強化し、賃貸規制の緩和で有効

利用の促進を図るなど、法改正は１２月に施行が

予定され、農地制度は所有から利用優先へと軸足

を大きく移すことになりました。改正法の目玉と

なりました農地の権利移動関係では、衆議院での

修正で法律の目的に耕作者が盛り込まれ、耕作者

が権利取得する者の基本とされ、所有権取得はあ

くまでも農作業に従事する個人と農業生産法人に

限られ、従来どおりとなりました。一方、農地の

賃貸については、これまでの規制を見直し、一般
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企業も農地を借りることができるようになりまし

た。農地法第３条関連においては、企業などが参

入する場合の要件として、地元農業者との適切な

役割分担のもと、農業経営の継続性、安定性や法

人の業務執行役員の１人以上が農業に常時従事す

るなど、従来の特定法人貸付事業に沿った仕組み

とし、農業委員会が農業生産法人以外の法人に貸

し借りを許可する際、市長への通知が義務化され、

市長は必要に応じて意見が述べられるよう許可の

判断をより慎重にすることとし、その際許可を受

けた者は毎年度利用に関する報告の義務を負うこ

とが改正法に盛り込まれました。

農業委員会は、制度見直しによる新たな役割と

して、賃貸規制の緩和に伴う地域の担い手育成及

び効率的、総合的な農地利用との整合性の確保や

許可後の農地の適正利用に係る利用状況報告など、

事後監視、勧告、許可の取り消しなど厳正な対応

が求められております。このことから、名寄市に

おきましては企業からの農地利用申し出があった

場合には農業経営基盤強化促進法に基づく名寄市

の特定法人貸付事業実施要綱を参考とし、特に農

業参入に対するビジョンの明確さや強い意欲と情

熱、農地の確保、確実性、また借り入れ農地の妥

当性、農業経営の継続に必要な財産基盤、資金の

確保などの審査を行政、農業団体など関係機関と

の連携、指導も仰ぎながら対応してまいりたいと

考えております。

また、食料生産に必要な農地面積を確保するた

めの農地転用規制につきましては、違反転用に対

する許可権者の指示が行政代執行を行う制度の創

設など違反転用に対する罰則も強化され、これま

でも農業委員会の上部組織であります北海道農業

会議の呼びかけにより全道農地パトロール月間を

設定し、耕作放棄地や無断転用農地などの調査活

動の取り組みに努めているところでございます。

農業委員会では、７月２７日に北海道農業会議か

ら講師を招きまして、士別市農業委員会との合同

研修会を開催し、農業委員、事務局合わせて５５

人が参加し、研さんを深めているところでありま

す。今後政令、省令や運用基準の通知などが予定

されており、農業委員会も難しい重要な役割を担

うよう位置づけられておりますので、運用に当た

っては地域での土地利用や担い手の状況、意向な

どを反映できる弾力的な対応をしてまいりたいと

考えております。

次に、日米自由貿易協定、ＦＴＡに対する考え

方についてでございます。自由貿易協定とは、物

品の関税、その他の制限的な通商規則、サービス

貿易等の障壁など通商上の障壁を取り除く自由貿

易地域の結成を目的とした２国間以上の国際協定

とされております。経済的なメリットとしては、

自由貿易の促進拡大によるスケールメリットや協

定国間における投資拡大の効果が期待され、地域

間における競争促進によって国内経済の活性化や

地域全体における効率的な産業の再配置が行われ、

生産性向上のメリットも期待されると言われてお

ります。一方、デメリットも憂慮されておりまし

て、協定推進の立場の国は地域間における生産や

開発の自由競争や合理化を前提にしていることが

多く、自国に立場の優位性がない場合、相手国に

産業や生産拠点が移転する可能性があります。こ

のため国内で競争力が余り強くない産業や生産品

目が打撃を受けたり、国内消費者が求める生産品

の品質にも影響を及ぼす可能性が存在し、国民が

望まない方向へ進む可能性もあるとされておりま

す。

世界最大の農産物輸入国である日本は、既に多

くの農産物をアメリカから輸入していて、主なも

のは米や小麦、豚肉、牛肉、果樹などでございま

すが、これらの品目はいずれも国内の地域農業に

とって重要な品目となっております。そこで、一

定の国境措置を設けることで国内農業に過度の影

響を与えないよう保護をされております。日米間

で自由貿易協定、ＦＴＡが締結されれば、アメリ

カ産農産物の輸入が増加し、国内の農畜産業が大

きな打撃を受け、特に日本の食料基地とされる北
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海道農業が受ける影響は多大なものがございます。

食の安全、安定供給、食料自給率の向上、国内農

業、農村の振興が課題とされている日本の農業に

とって、農畜産物の自由化は国内農業生産の激減、

食料自給率の大幅低下、雇用の創出など大きな問

題を含んでいますので、基幹産業農業のまち名寄

市として容認できるものではなく、農林業や農山

村を犠牲にする協定の締結はあり得ないと考えて

おります。今後農業団体や関連産業等々と連携し

ながら対応してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

まず最初に、国保税のことなのですけれども、

本当に低所得者が多いというふうなお話もありま

した。もうそのとおりというふうに思うわけです。

今仕事がなくなった、解雇された、そういった方

たちも会社の保険がなくなるわけですから、国保

に入らなければならない。そういった方たちも含

めて本当に負担が重くのしかかってくるわけです

が、６月のちょっと古い話になるのですが、参議

院の厚生労働委員会で共産党の小池晃議員が質問

する中で、前の厚生労働大臣が国保を運営する市

町村が行っている国保の一部負担金の減免制度に

対して、特別調整交付金を使って負担分の半分を

国が見ることができないか検討していると、こん

なふうに答弁しているのですが、新しい政権にな

ってもこれが引き継がれるとうれしいなというふ

うに思っているのですが、これができると保険者

である市としても、また患者さんにしても非常に

望まれるところなのですけれども、国民健康保険

法の４４条、これが一部負担金減免、これについ

て名寄市の実績と周知について教えていただきた

いなというふうに思うのですが、実はホームペー

ジで申請書は出てきました。しかし、この概要と。

規定なりなんなりという部分が入っていなくて、

これは何かなというふうに思う人が多いのではな

いかなというふうに思うのですが、この実績と周

知はどのようにされているのかお知らせをいただ

きたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま病院の〇生活福祉部長（吉原保則君）

窓口での一部負担金の減免についての再質問がご

ざいました。一部負担金の減免につきましては、

今議員お話しのとおり当市におきましてはホーム

ページにおきまして名寄市国民健康保険条例施行

規則において公開をしているところでございます

けれども、なかなか少しわかりづらい部分なんか

もあろうかと思いますので、今後とも少し工夫な

どをしてまいりたいと思っております。この中で

被保険者が災害や貧困等の特別の事情があるもの

と認めた者とあり、この特別の事情につきまして

は現在生活保護基準額を判定基準としておりまし

て、一般的な収入の激減がございましても預貯金

等の保有によるものがあっては該当しなく、適用

については極めてまれであるかなと思っています

し、この５年間ほどの中については当市における

一部負担金の減免の実績はございません。また、

道北の５市につきましても同じように実績はない

ように伺っております。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

確かに生活保護の適用〇４番（川村幸栄議員）

との関連もあるかというふうに思うのですけれど

も、生活保護との連携も図りながら進めていただ

きたいなというふうに思うのです。実は、最近な

のですけれども、報道で知ったのですが、音更町

で初の適用になったというふうな報道がありまし

た。この方は、病気のために仕事をやめなければ

ならなくなったと。収入はなくなったのですが、

しかし若干蓄えがあったということで、生活保護

が受けられないということで、役場の方と相談す

る中で一部負担金の適用につながったというふう

なことも報道されていましたので、こういったこ
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ともこれからいろんな社会情勢の中で今までとは

違った形の本当に困窮されている方、またこの部

分だけ今必要なのだということだとか、いろんな

場面が出てくるかなというふうには思いますので、

ぜひこれを充実させていただきたいなというふう

に思っています。

これは、７月１日に厚生労働省で出されている

のですが、厚生労働省の医政局指導課長、そして

社会援護局保護課長、そして保険局国民健康保険

課長の３者連名によって「生活に困窮する国民健

康保険の被保険者に対する対応について」と題し

た通知がことし７月１日出されています。この中

に出されているのは、未収金の問題、これも未然

防止のために回収を強化するという側面もあるの

ですけれども、同時に一部負担金の減免などの活

用を訴えているわけです。ちょっと言ってみます

と、生活に困窮する国保の被保険者に対する対応

についても述べられていて、医療機関、市町村の

国保局、福祉事務所などに国保の保険料や一部負

担金を支払うことが困難である被保険者が相談に

訪れた場合には、一部負担金減免制度、生活保護

制度などについて十分な情報提供、きめ細かな相

談対応ができるようにするようにと、こういうよ

うな通知が出されていて、国としても未収金の問

題も含めてなのですけれども、やはり生活困窮の

中で病院にかかれないという形で亡くなっている

人もたびたびニュースに出てきますが、こういっ

た方たちをなくすための対応をするようにという

通知かなというふうに思っています。先ほども申

しましたように、今新型インフルエンザ、これが

大流行が懸念されている中で、東京の町田市、こ

れも読売新聞だったかと思うのですが、１０月か

ら国保滞納世帯、資格証明書、これを出していた

方たちに有効期間として１年の短期保険証を交付

するというふうに出しています。滞納者が受診を

手控えることで新型インフルエンザの感染が拡大

するのを防ぐのだと。緊急避難的な措置として説

明はしていますが、このようにいろんな形で知恵

を使って出しているというふうに考えていますが、

そういった部分で名寄市としてのお考えをひとつ

お聞かせをいただきたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

一部負担金の関〇生活福祉部長（吉原保則君）

係につきましては、支払うことが困難な場合の免

除を行う必要性については私どもも十分に認識し

ているところでございます。しかしながら、その

減免によりまして新たな財政負担を伴うことにな

りまして、今までも申しておりますが、脆弱な現

状の財政状況の中では減免による歳入の減少につ

きましては、税収確保のためにも次年度の税率改

正などにもつながる、さらには納税者に負担を求

めることとなるために、実施については極めて慎

重に判断していかなければならないと考えている

ところでございます。

それから、前段お話ありました国の段階では、

２１年度から一部負担金の適切な運用に係るモデ

ル事業を実施し、一部負担金の減免制度について

の事業を２１年度行う中で、それを検証し、２２

年度から実施が、適用が行われるような一定の基

準を示すというふうにされておりますので、本市

におきましても国の動向なり他自治体の動向など

を踏まえ、対処してまいりたいと考えております

ので、御理解を賜りたいと考えておりますし、そ

れぞれ医療費等の相談のあった場合については、

窓口等できめ細やかな相談の中で対応してまいり

たいと思いますので、ぜひ御理解を賜りたいと思

います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にきめ細かな対応〇４番（川村幸栄議員）

をぜひ望むところです。払うのには高過ぎる保険

税、そして重い窓口負担、これによって医療難民

と言われる方たちをつくってはならないというふ

うに考えています。そこで、市長に答弁を求めた

いというふうに思うのですが、先ほども言いまし

たように国保の加入者、本当に高齢者がふえ、ま

た低所得者の方たちが多い。そんな中で年々保険
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料は上がり、支払いが困難、こういった方々がふ

えています。原因は、医療費の増加もあるのです

けれども、国が国庫負担金のこの率を引き下げた

ことが大きく影響しているかなというふうに思っ

ています。前回にもお願いしたところであります

けれども、新しい政権がスタートしたということ

で、改めて市長会等を通じて強くこのことを求め

ていただきたいと思いますし、また資格証明書に

ついても現在名寄市は発行していないということ

ですので、引き続き発行しないことを明言してい

ただければと思いますが、お願いします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

昨日新政権がスタート〇市長（島 多慶志君）

しておりまして、厚生労働大臣等も決まったわけ

でございます。既に一部報道機関の報道によりま

すと、後期高齢者制度を廃止するという、このよ

うな報道に接しております。私ども道北市長会で

も先日会合がありまして、そのような場合にどう

いう制度に変わるのかということがなかなか想定

できなかったわけでありますが、国民健康保険の

ほうに後期高齢者制度の保険制度が合体となって

ということを私どもは広域の国民健康保険の運営

ということで、新しい制度を求めていこうと、こ

ういうような議論をしている経過があります。た

だ、制度設計から移行までに一定の時間がかかる

のではないかと、そういうことも思っております

し、特に昨年の４月、後期高齢の保険制度が全国

的に取り組まれた際には相当のエネルギーを使っ

て新制度の説明や、あるいは制度設計に伴ういろ

いろなプログラムの策定という負担があったわけ

でありますから、私どももそこのところは新政権

の保険制度の実行についてきちっと要望等も含め

て行っていきたいと、こんなふうに思っておりま

す。単純に申し上げますと、今の後期高齢者制度

が市町村に戻ってくると私どもの負担はふえると、

こういうふうに思っておりまして、これは国の責

任でしっかりと対応していただかなければならな

いと、こんなふうに思っております。

また、けさの道内紙の報道等でもありましたけ

れども、新型インフルエンザ等の発生によって思

わぬ感染をしてしまってということが想定をされ

るわけですが、これらに対しての短期の保険証明

書、こういうものの取り扱いという報道等もあり

ました。当名寄市におきましても決して新型イン

フルエンザ等の治療を抑えて、そのことがまた重

篤化したり、あるいは感染を広めたりということ

がないように、しっかりと対策本部等も立ち上げ

ましたので、その中で協議をしていきたいと思っ

ております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

本当にそこのところを望むところです。よろしく

お願いいたします。

次に、要介護認定のところの再質問をさせてい

ただきたいというふうに思います。先ほど認定が

下がった数も報告されたわけですが、６８人が認

定が下がっていると。そのうち５４人が経過措置

を受けているというふうな報告でしたが、この中

で該当にならなかった、非該当になった方はいる

のかどうかお知らせをいただきたいと思います。

そして、要介護認定の判定の内容、下がった内

容について、ここのところがこういうふうに変わ

っていて、こんなふうになったから認定が下がっ

たのですよというようなことをお知らせしたのか

どうか、その部分についてお知らせをいただきた

いと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今４月から実施〇福祉事務所長（小山龍彦君）

された認定制度で非該当になった方はおられます

かという御質問がございました。非該当になった

方は３名ございます。この方は、要支援から非該

当というようなことで、もともとサービスを利用

されていない方ということで、何も経済的な部分

での動きがないということです。それから、１名

の方は、同じ状況なのですけれども、自立支援サ

ービスを受けられて、相当のサービスは受けてい
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る形になるのですけれども、自己負担、ヘルパー

さんの単価が下がったということで、むしろ逆に

個人負担は安くなったと、そういうふうに聞いて

おります。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

要支援認定の判定、下〇４番（川村幸栄議員）

がった中身についてお知らせをしたかどうかもち

ょっと教えていただきたいと思っているのですが、

今非該当になった方が３名いらっしゃると。要支

援から非該当に、該当しなくなったというわけな

のですが、そういった今回の認定方法で該当にな

りませんでしたよといったときに、ここがこうだ

から該当しなかったのだということをお知らせし

たのかどうかお聞かせいただきたいと思うのです

けれども。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時３４分

再開 午後 ２時４３分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

小山福祉事務所長。

川村議員から要〇福祉事務所長（小山龍彦君）

支援から非該当になった旨の内容についての御質

問がございました。まず最初に、非該当に移った

要因といたしましては、判定の方法、検査の方法

が変わり、判定項目の項目数が少なくなったこと、

それから主な内容といたしましては、これまでで

きなかったことができるようになったというよう

な形で、それが機能回復訓練により機能が戻った

ということで、それらを踏まえまして要支援から

非該当に戻ったというふうに聞いております。

それから、周知につきましては該当する方に最

初に文書で行いまして、その後電話をおかけいた

しまして、さらに詳しく説明をして御理解をいた

だいております。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

認定度が下がるということ、それで保険料は払っ

ているのだけれども、介護を必要としたときに介

護を受けられないというようなことの不安がやっ

ぱり大きく広がっているかなというふうに思うの

です。ですから、やっぱりどうして認定がこんな

ふうに下がったのかという説明は必要だというふ

うに思っているのです。今１０月から新しい認定

基準、大幅に変わるというふうに言われています。

この中でも引き続き利用者さんには親切な御説明

をしていただきたいなというふうに思っています。

介護保険制度に対する要望も非常に高くなってい

ますので、やっぱり負担ばかり多くなって利用が

できないということのないようにぜひしていただ

きたいなというふうに思います。

ちょっと時間もありませんので、次にさせてい

ただきたいと思います。ヒブワクチンについては、

先ほど保護者と小児科医と連携しながらというふ

うなことでした。本数も本当にこれで大丈夫かな

というふうな思いが強くします。私もやっぱりヒ

ブワクチンの公費による定期接種化を子育て支援

などしている女性団体とも力を合わせて国に向け

て要望していきたいというふうに思っているので

すが、小児科医の先生方も、また市としても保護

者の皆さん方とも連携して積極的な働きかけをし

ていただきたいなというふうにお願いをしておき

たいと思います。

あと、住宅の問題ですが、先ほど答弁いただき

まして理解をしたところです。早急な改善をお願

いしたいと思います。

それから、もう一つなのですが、先ほど家賃の

減免、徴収猶予の措置のところをお話ししながら

というふうにされていました。実は、これホーム

ページから公営住宅入居の手続のを出させていた

だいたのですが、ここに出ている中で、例えばＤ

Ｖ被害者など法令で特定入居に該当する場合は優

先して入居を決定することができますよと、御相
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談くださいと、このように書かれています。これ

本当にいいなというふうに思ったのです。ここの

ところに先ほど言った家賃の減免、徴収猶予もあ

りますと。金銭的な所得のことで不安のある方は

御相談くださいということも入れていただいたら、

なおうれしいなというふうに思っていますので、

お願いしたいと思います。

あと、農業の問題です。早口で済みません。先

ほど農地法の問題、日米自由貿易協定、ＦＴＡに

対する考えお聞きしました。容認できるものでは

ないという思い、同じ思いでおります。私たちも

今一番望まれるのはやはり食料自給率、これを上

げていくことが何よりだというふうに思っていま

す。国会での参考質疑の中でも農業に参入してい

る企業代表から、条件の悪い農地には参入しない

ことを繰り返し陳述しています。それで、企業の

撤退が新たな耕作放棄地を生み出しているという

深刻な実態も明らかにされてきたわけです。皆さ

んも御存じだと思うのですが、千歳市のトマト工

場も放置されたままで、もうひどい状況になって

いるというふうになっています。ですから、先ほ

ど話あったように各関連機関とも審査をしっかり

していくのだということが言われていましたので、

ぜひここを進めていきたいというふうに思ってい

ます。

それで、私たちは農業で生活をして、そして営

農が継続できる、この価格保証を確立することが

必要だと、このように思っています。担い手の育

成、そして確保、耕作放棄地対策の強化に踏み出

す農政を実現すること、これを強く求めていきた

いと思いますし、またこのＦＴＡ問題についても

日本の農業を守っていきたいと、こう願う多くの

皆さんと共同して、食料自給率の向上に対してし

っかり奮闘をしていきたい。そして、皆さんと力

を合わせて食料主権、これを尊重する立場でＷＴ

Ｏの根本的な見直しや、また日米ＦＴＡ、日豪Ｅ

ＰＡ、この反対を強く掲げて運動を広げていく、

その決意を申し上げまして、質問と要望とにさせ

ていただきます。ありがとうございました。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

市道の交通安全確保について外２件を、持田健

議員。

ただいま議長より御指〇７番（持田 健議員）

名をいただきましたので、通告に従い順次質問を

させていただきます。

大項目の１つ目、市道の安全確保についてお尋

ねいたします。１点目、信号機の取りかえについ

てをお伺いいたします。徳田区に大型ショッピン

グセンターポスフールがオープンしたことにより、

ポスフールの周辺、名寄中学校前、国道４０号か

らポスフールに至る道路の交通量が増加し、豊栄

川沿い、徳田区１６線から国道及び８号道路に向

かう車両が、特に右折する車両がなかなか通行で

きません。現在国道及び８号通の交差点には、信

号機は設置されております。ですが、いずれも押

しボタン式の信号機であり、歩行者については特

に問題はありませんが、車両についてはドライバ

ーがおりてボタンを押すわけにもいかないし、特

に冬道になるとスムーズに発進、停止ができなく、

危険な状態が起こり得る可能性があります。徳田

区１６線通は、常時車の通行があるわけではなく、

朝夕の通勤自体が主であります。したがって、車

両に反応する感知式信号機であれば問題はかなり

解決されると思います。そこで、押しボタン式信

号機を感知式信号機に取りかえることができない

のかお知らせください。

２点目、通学路、歩道の除雪についてお伺いい

たします。名寄市は、歩道の除雪については片側

除雪と聞いておりますが、学校の位置、周辺の交

通量、道路状況等を考慮して、通学路、特に歩道

の安全を確保していただきたい。南小学校の入り

口、南１１丁目通でありますが、校門の前には横

断歩道も信号機も設置されてあります。歩道も１

１丁目通の北側は除雪をされており、安全は確保

されていますが、校門から８号通までの約４００
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メートルくらいの距離の南側の歩道については除

雪されてありません。そのため、みなみっこばし

を渡ってくる徳田区の生徒、あるいは南１２丁目

以南から小学校へ通う生徒は、横断歩道のない車

道を渡り、学校の前の横断歩道まで行かなければ

なりません。ことしの春に札幌で新入学生の生徒

が反対側から友達に声をかけられて、飛び出して

とうとい命を失った例もございます。財政面と、

また他の学校との兼ね合いで厳しいとは思います

が、地域の状況、交通量、現状を考慮して検討し

ていただき、校門から８号までの南側歩道の除雪

ができないのかお知らせください。

次に、大項目の２つ目、ＬＥＤの導入について

お尋ねいたします。１点目、照明灯にＬＥＤの導

入をされる考えはないのかお伺いいたします。Ｌ

ＥＤは、従来の水銀灯や蛍光灯などと比べて消費

電力が少なく、寿命も長いことから、第４世代の

明かりとも言われております。二酸化炭素削減効

果が期待されているところであります。愛知県豊

橋市は、今年度公園や道路の照明灯の一部にＬＥ

Ｄを導入することを決めました。市の公園緑地課

によりますと、設置予定のＬＥＤ照明は従来の水

銀灯と比較して消費電力が２５０ワットから２８

ワットへ大幅に減るほか、寿命は約４万時間ある

ため、交換の必要がないと言っております。また、

道内においてはコンビニ業界のローふンが店舗照

明としてＬＥＤを採用した１号店を札幌にオープ

ンしました。蛍光灯をＬＥＤに変えることにより、

従来と同等の明るさを保ったまま電気使用量は３

５％削減でき、蛍光灯はほぼ１年ごとに交換する

が、ＬＥＤは１０年近くもつと言われております。

北海道ローふン支社は、初期投資は従来と変わら

ないと説明し、本年度内にオープンする７店を含

めた新店舗をすべてＬＥＤを採用すると発表して

おります。名寄市においてもこれからできる公共

施設等の照明には検討しやすいでしょうが、既に

設置されている公園や道路において照明器具や装

置の交換時期等に少しずつでもＬＥＤを導入され

るお考えはあるのかお知らせください。

２点目、名寄市の道路及び公園の照明にかかわ

る電気料についてお伺いいたします。市民の安心、

安全のために各町内の道路や公園に常時明るさを

保つように照明設備が取りつけられているわけで

ありますが、公共施設内の照明であれば人の手に

よって節約することはできますが、道路や公園の

照明は季節によって時間に差はあるものの、点灯

したままであります。そこで、市全体として道路

や公園の照明にかかわる電気料を幾らぐらい支払

われているのかお知らせください。

なぜこのような質問をするかと申しますと、Ｌ

ＥＤの導入で電気使用料が削減できるが、器具等

のコストの面では高くなる。しかしながら、使用

時間、使用年数等を長い目で見ると、どちらが有

利か検討する材料にはなると判断したからです。

財政厳しい折、同等の性能を発揮するのであれば、

少しでも支出の少ないほうを選択すべきではない

でしょうか。

次に、大項目の３つ目、全国へ名寄市のＰＲに

ついてお尋ねいたします。１点目、集客人口の拡

大についてお伺いします。観光客を呼び込む温泉

地とか有効施設はなく、また夜景といっても田舎

都市のごく自然な風景であり、第１次産業が主体

の名寄市において自衛隊は駐屯しているものの、

大企業がないため、若者は都会へ出ていって年々

人口が減少している現状であります。このような

状況の中で、いかにして集客人口を拡大していく

か、広報活動は市の活性化に大変重要と考えます。

平成１８年１１月に使用開始したサンピラー交流

館には、カーリングの大会や合宿のため、道内外

からたくさんの人々が来名されています。また、

平成２０年５月２４日をもって道立サンピラーパ

ークの全面開園となり、さらに集客を望むところ

であります。また、名寄の観光の一つであったひ

まわり畑が智恵文からサンピラーパークに移転し

たことをインターネットで知った大阪の大谷夫婦

が自分たちの夢をかなえるため、公園を管理する
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名寄振興公社に相談したところ、寛大な心を持っ

た同公社、また名寄市は全面協力を約束し、こと

しの５月、みずから種まきをし、８月２日に満開

のひまわり畑の中で結婚式を挙げました。この事

実は、インターネット等を通じ全国に知れ渡り、

名寄のＰＲに大きく貢献してくれたものと考えま

す。また、来年３月で廃校になる風連高校の生徒

は、京都駅で名寄をＰＲしてくれました。全国へ

名寄の魅力をＰＲすることは、集客人口の拡大に

つながり、経済効果にも波及し、活性化にもつな

がると思います。名寄市は、四季折々の特性を生

かし、ＰＲ、イベント等をどのように考えておら

れるのかお知らせください。

２点目、定住人口の拡大についてお伺いいたし

ます。全国の都市を対象とした２００９年度版住

みよさランキングで、名寄市が全道３５市中千歳

市に次いで２年連続２位となりました。また、安

全なまちのランキングでは、全国７８４都市中３

３位と高い評価を受けている名寄市においても年

々人口が減少しているのが実情であります。団塊

世代の人たちが定年退職を迎えていますが、この

世代の人たちが名寄に定住する方策、都会に出て

いった若者がＵターンして名寄に帰ってきて定住、

あるいは都会から名寄に移住したくなるような名

寄の魅力をＰＲすることが重要な課題ではないで

しょうか。名寄市は、医療、福祉施設の充実感や

買い物の利便性が高く評価されているところであ

りますが、自然環境豊かな道北の中心都市であり

ます。定住すればこんな特典、利点等がついてく

る等の施策を考案し、定住人口の拡大を図る考え

はないのかお知らせください。

以上、この場からの質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま持田〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で３点にわたり御質問をいた

だきました。１点目、２点目は私から、３点目は

総務部長からのお答えとなりますので、よろしく

お願いをいたします。

それでは、大きな項目１点目、市道の安全確保

についてお答えをさせていただきます。最初に、

信号機の取りかえについてであります。信号機の

設置については、公安委員会で決定いたしますが、

交差点の状況、道路の状況及び交通量等を総合的

に勘案し、道内各地で設置されています。近年名

寄市においても大型店の進出に伴い、交通量も市

街地から郊外へと大きく流れが変わってきており、

特に大型店に通じる国道４０号線や東８号道路の

交通量が大幅に増加しています。議員の御指摘の

交差点においては、現在歩行者用の手押し信号機

が設置されておりますが、交通量が多いため、通

勤時間帯には１６線道路から国道または東８号道

路に出るのに相当な時間がかかることや安全性か

らも感知式の信号機が必要だということは認識を

しているところであります。町内会連合会主催の

まちづくり懇談会においても要望が出されており

ますので、ことしも名寄警察署を通じまして公安

委員会に要望書を提出しております。

現在設置されている信号機は、構造上の関係で

再利用ができないので、新規に設置するというこ

とになります。１度設置した信号機の変更につい

ては大変難しいとのことであります。今後におい

ても粘り強く要望をしてまいりたいと考えていま

すので、御理解をいただきたいというふうに思い

ます。

次に、通学路、歩道の除雪についてであります。

冬期間の歩道の除雪は、幹線道路や通学路を基本

に行っております。南小学校の通学路につきまし

ては、国道４０号の歩道橋、東８号の信号機が北

側に位置していることから、北側の歩道を除雪い

たしております。南小学校とスポーツセンターか

らの歩道除雪については、徳田方面から通学する

児童やスポーツセンターの利用者を考慮し、平成

２０年度において試行的に一部歩道の除雪を実施

させていただきました。最初除雪を行った後に雪

を堆積されたりいたしましたが、のぼり旗を設置

するなど啓蒙活動を実施することにより、地域の
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市民に定着してきたところであります。今年度に

おいても継続して実施するよう考えていますので、

地域の御協力をお願いしたいというふうに考えて

います。

また、８号道路からスポーツセンターあるいは

国道４０号までの両側の歩道除雪は、車道の狭隘

などを招くおそれがあるために道路全体の交通安

全や他の小学校とのバランスなどから非常に難し

いと考えておりますので、御理解をいただきたい

というふうに思います。

次に、大きな項目２点目のＬＥＤの導入につい

てお答えをいたします。最初に、照明灯にＬＥＤ

を導入してはであります。近年ＣＯ の削減の対応２

を含め、発光体の改良、改善が行われ、製品化さ

れ、ＬＥＤが市場に出回るようになりました。当

市においても試行的にＬＥＤの照明を生活道路を

中心に現在６基設置してきております。メーカー

の説明によりますと、消費電力が水銀ランプの約

半分で同等の明るさを確保できるということです

が、製品自体の価格が水銀灯と比べると、物によ

って違うものもありますけれども、かなり高価に

なります。ランプの定格寿命が水銀ランプ４０ワ

ットでは ０００時間、約 ５年、８０ワットで 

は１万 ０００時間、これ３年ぐらいですが、Ｌ

ＥＤは４万時間、議員が言われるとおり１０年と

なっています。これらの要件で約１０年間のイニ

シャル及びランニングコスト等を比較いたします

と、ほぼ同じくらいの費用になるというふうに考

えられますが、環境的な観点から見ればＣＯ の排２

出量はかなり低くなるとの情報でありますし、製

品も開発途上と考えられますので、今後の動向を

見ながら、環境に配慮した対応をしていきたいと

いうふうに考えております。

次に、道路及び公園の照明にかかわる電気料に

ついてであります。名寄市において道路照明にか

かわる電気料は、平成２０年度において ４２２

万 ０００円支出しています。内万としては、名

寄地区で ７１２万 ０００円、風連地区で７０ 

９万 ０００円となっています。また、公園等に

かかわる電気料金はメーター制になっております

が、公園施設の電気を使用する分、これはポンプ

等も含まれますので、正確に提示することができ

ませんが、全体の料金をお知らせいたしますと、

平成２０年度においては３１６万円支出していま

す。内万としては、名寄地区で３０３万 ０００

円、風連地区で１２万 ０００円となっています。

以上、お答えとさせていただきました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目３点目、全国へ名寄市のＰＲに

ついてお答えします。

まず最初に、集客人口の拡大についてお答えし

ます。道立公園道立サンピラーパークの丘陵地に

広がるひまわり畑で、８月２日、初めての結婚式

が行われました。ひまわり畑での結婚式を夢見て

いた新婦が同公園をインターネットで探し当て、

昨年１０月に公園を管理している名寄振興公社に

相談をし、今回の結婚式が実現いたしました。ひ

まわり畑とサンピラーパークの宣伝にもなること

から、振興公社の全面協力のもとにとり行われま

した。５月には、新郎新婦の２人が初めて当市を

訪れ、ひまわり畑の種まきにも参加し、結婚式当

日は両家の御家族や友人たちも大阪より御列席い

ただき、振興公社主催の披露パーティーがふるさ

と工房館で開催されました。このひまわり結婚式

は、新聞、テレビで大きく取り上げられ、サンピ

ラーパークを広くＰＲしていただきました。

過去名寄市におきましては、昭和４０年代から

始まりましたピヤシリジャンプ大会、同じくして

ピヤシリスキー場の開設に伴いまして昭和５０年

２月には全国高校スキー大会、その後２度にわた

るスキー国体の開催、あわせまして昭和５０年４

月にはスポーツセンターの開設等を通じまして、

体育協会加盟の団体による全道、全国の大会を数

多く開催して、名寄のＰＲに努めてまいりました。

最近では、健康の森の整備によりまして高齢者の
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方々の健康増進にも配慮して、全道各地からさま

ざまな方々が名寄を訪れ、健康増進のスポーツに

楽しんでいる状態であります。最近では、道立公

園内にカーリング場もできまして、全道大会も数

多く開催されまして、冬のスポーツがスキー、ジ

ャンプだけではなく、カーリングも含めたさまざ

まな幅広いイベントが現実開催されているという

ふうに理解をしております。

平成１８年４月には、市立短大が大学に変わり

まして、毎年２５０名に上る大学生が入れかわり

立ちかわり入っていることになりました。その保

護者の方々も招待するであるとか、その人方を巻

き込んだ新たな集客、交流事業のことも大事なこ

とだというふうに考えています。

それから、昨年からサンピラー公園を中心とし

まして、サンピラーパークフェスティバルも行わ

れておりまして、同公園や来年オープンする健康

の森の天文台等を活用したイベントも積極的に開

催すべきものと考えております。今後施設を利用

したイベント等を市内の民間企業、振興公社、観

光協会等と連携し、集客人口の拡大に向け、より

一層充実したものにしてまいりたいと考えており

ます。

次に、定住人口の拡大についてお答えします。

団塊の世代の人たちが退職を迎えていますが、こ

の世代の移住を進めていくことが定住人口の拡大

につながると考えています。名寄市は、北海道移

住促進協議会に加盟し、北海道の北の大地移住促

進事業における登録市町村として、ほかの市町村

と一体になってＰＲを行っているところでありま

す。また、名寄市のホームページ上にワンストッ

プ窓口を開設して、相談を受けた場合の対応や東

京なよろ会等の定期的なふるさと情報誌に移住、

定住情報を寄せるなどして定住人口の拡大に努め

ているところであります。名寄市は、道北の中心

都市として、交通の便、医療機関の充実、学生な

ど若者が集う文化があり、また何よりも自然豊か

な環境など恵まれた立地条件にあるかと考えてい

ます。１０月１７日、北海道、中国５県、四国４

県共催で開催されますもうひとつのふるさと探し

フェアｉｎ大阪に職員を派遣して、都市住民に北

海道名寄市の住みよさと、さらにはＵターン、就

職希望者等についても田舎暮らしや農村的暮らし

のよさを直接ＰＲする予定でおりますので、よろ

しく御理解をお願い申し上げたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁いただ〇７番（持田 健議員）

きありがとうございました。大筋のところは理解

いたしましたが、何点かについて再質問させてい

ただきます。

１点目、信号機の取りかえについて。大型ショ

ッピングセンターの進出に伴い交通量が増加した

ことは、名寄市内の物流の変化だけでなく、近隣

市町村からたくさんの人々が買い物に訪れたため

であり、市としては経済効果の波及につながるも

のであり、大いに歓迎すべきところであると思い

ます。しかし、ショッピングセンター周辺の住民

にとっては大変な迷惑なことであると思います。

信号機の設置については、公安委員会で決定され

るとのことであり、感知式の信号機への取りかえ

の要望についても大変難しいとのことであります

が、市民の切なる声として、今後も継続して名寄

警察署に対して要望されることを望みます。

２点目の除雪についてであります。歩道の両側

除雪については、車道の狭隘を招き、道路全体に

対する交通安全の観点から、名寄市は片側除雪を

実施している事情は理解いたしました。また、み

なみっこばしを渡って通学する徳田区の生徒及び

スポーツセンター利用者の通行を考慮して試行的

に除雪されたとのことですが、成果はいかがだっ

たのでしょうか、お知らせ願います。

冬期間スポーツセンターの利用者はたくさんお

られます。夜間の安全、安心な通行のために横断

歩道のある南小学校からスポーツセンターまでの

間は常時除雪はできないのかお知らせください。
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野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年度といい〇建設水道部長（野間井照之君）

ますか、ことしの冬は一応試行的に南小学校の入

り口からスポーツセンター、南西８条仲通という

のですけれども、その道路までは除雪をさせてい

ただきました。当初は、スポーツセンターのイベ

ントということでさせてみたのですけれども、南

小学校の通学生もいるということで、通年除雪を

させていただきました。なおかつ、ことしは１６

線の川が整備が終わりましたので、南側に築堤と

いうか、堤防の上を舗装をかけて歩道がわりにし

ておりますので、その分の除雪も少し考えていま

すので、ことしはそれとあわせた形で南小学校通

学路として通年にわたり本格的に除雪を入れてい

きたいというふうに考えています。

それと、道路の長い間のスポーツセンターから

の入り口については、やはり車道の狭隘を招くと

いうことも含めて安全上からできないというふう

に思っています。

以上であります。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

みなみっこばしのとこ〇７番（持田 健議員）

ろの完成に伴い、土手上も除雪されるということ

であり、南小学校からスポーツセンターまでの間

の通年の除雪と理解いたしました。小学校に通う

生徒やスポーツセンターを利用する市民のため、

また安心、安全のためにぜひことしだけでなく通

年、継続して実施されることを要望いたします。

次に、ＬＥＤの導入について、１点目、２点目

関連しておりますので、まとめて質問いたします。

ＬＥＤは、消費電力や使用電気料を削減できても

ランニングコストと比較するとほぼ同じ費用とい

う答弁でありましたが、環境的な観点から二酸化

炭素の排気量はかなり低くなるため、名寄市は試

行的にＬＥＤの照明灯を６基設置しているとのこ

とであります。６基分の成果については、恐らく

数年後でないと成果というか、実績は出ないと思

いますが、それが出た時点でまた特に検討される

と思いますので、検討していただきたい。

なお、道路照明にかかわる電気料金、平成２０

年度で ４２２万 ０００円とのことでありまし 

た。公園については、公園施設の電気料、ポンプ

代等も含んで、全体を合わせての金額であります

が、大体３１６万円ということで、合わせて ７

３８万 ０００円の電気料を支払われているとの

ことであります。９月１２日付の新聞報道により

ますと、一般家庭用のＬＥＤ電球でありますが、

大手電機メーカーが参入したため、大幅な値下げ

を実現し、今までの半分以下で発売をすると発表

しております。したがって、こういう電気を使っ

た場合、コスト面でかなり下がるのではないかと

予想されますが、設備投資と電気料、あるいは今

までに払われている電気料、それとコスト、それ

から耐用年数等を勘案されて、どちらが有利にな

るか、市としての考え方をちょっとお知らせくだ

さい。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＬＥＤは、近〇建設水道部長（野間井照之君）

年出てきた製品でありまして、私も９月１２日付

の新聞を見せていただきました。これ一般家庭用

でございまして、通常の道路照明あるいはこうい

う室内のＬＥＤというのは少し違うのではないか

と、私ちょっとそういうような認識をしていまし

て、例えば今電気代でいいますと、ただ何も取り

かえなくて電気だけを取りかえますとメーカーさ

んが言われるように半分以下の電気代になるとい

うふうに思っておりますし、それ以下、まだ下が

るかもしれません。そして、おまけにＣＯ の排出２

量もかなり低くなるというふうな、ホームページ

などで見てもそういうような情報が載っています。

ただ、電気それぞれに特徴がございまして、例え

ばこの議場のハロゲンはかなり光が拡散します。

ところが、ＬＥＤという照明は拡散はしないのだ

そうです。例えばスポットライト的にぽっと当た

ると。例えばこれだけの量をつけても影ができる

と。したがって、ここにＬＥＤを使うとすればこ
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の２でから ５でのＬＥＤをつけると。そうする

と、電気代というか、製品代がすごく高くなると

いうことなのだそうであります。したがって、先

ほど申し上げたようにコスト的に申し上げますと

イニシャルコストがかなり高くなる。建物でいう

と５でから６での部分で、まだ高いのではないか

と。５年か６年でペイするということになるので

はないかということらしいです。ペイというのは、

大体そうなると思います。

建物の部分でいいますと、名寄庁舎が今改築を

しています。トイレを見ていただくとわかるので

すが、２階のトイレで今まででやっていた部分で

は、灯具代金が５万 ２００円だったそうです。

ＬＥＤに取りかえましたので、その分の電気代と

いうか、製品代は２０万 ０００円ぐらいかかっ

ています。ここで４で近くというか、 ５でぐら

いになるのですけれども、ただ電気料は半分にな

ります、消費量は。ただ、２階の部分でいうと、

今までは２灯しかついていなかったのですけれど

も、トイレブースの中には電気をつけていなかっ

たと。これを電気をトイレブースの中にもつける

となると、４灯要ることになりますから、明るく

するために。そういう意味では、今までの灯量と

ると１０万 ０００円ぐらいなので、製品代では

でになっていくと。だから、電気代はその分かさ

んできますから、やっぱりＬＥＤの消費電力は安

いということは確かなのですけれども、全体製品

も含めると建物では五、六年でとんとんと。

ただ、道路の照明になりますと、まだ高くなっ

ていきます。例えば２５０、４００ワットの灯具

をつけていても名寄市内ですと相当の電気数があ

ります。全部で名寄市内、風連も合わせますと

１００ぐらいまちの中に電気がついています。こ

れで４０から８０ワットが結構多いのですけれど

も、それが半分ぐらい占めていますけれども、そ

れでも製品と電気代を合わせてもやはり１０年ぐ

らいかかってとんとんと。１０年たつとＬＥＤを

取りかえなければなならくなるので、またはね上

がってくるということも含めると、ちょっと長い

間、今の段階では１０年でとんとんですから、こ

れから環境のこともありますから、少し状況を見

ながら、少しずつでもＬＥＤをふやしながら、Ｌ

ＥＤの二酸化炭素の削減に向けて努力をしていき

たいというふうに考えておりますので、御理解い

ただきたいと思っています。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

私もＬＥＤがどれだけ〇７番（持田 健議員）

のものかちょっと細部まではわかりませんけれど

も、新聞によりますと一般家庭用ということであ

りますし、またこの家庭用の電球、今町内会等の

照明の電球とか照明を見ますと裸電球が見えるよ

うな電球ついていますよね。これがその分に使え

ればもっともっとと、そういうふうにちょっと考

えたわけであります。実際に電気料、そういうの

は安くなってもコスト面で高くなる。年数をずっ

と計算して現在のままのほうが安くなるというの

であれば、またこれに変える意味はないと思いま

すので、その点よく検討されて、どちらかいいほ

うを、環境面については確かにいいということは

わかっていますので、ぜひ検討していただきたい

と思います。

続いて、全国への名寄市のＰＲについてお伺い

いたします。集客人口の拡大について、ＰＲの方

法にはテレビ、ラジオ、インターネットや新聞報

道、またパンフレット等いろいろあると思います

が、一番効果的なものは当事者等による口コミ宣

伝が一番だと思います。大阪に在住する大谷夫婦

が夢をかなえたひまわり畑での結婚式、一生の思

い出になることでしょう。名寄での出来事を地元

大阪で口コミ宣伝をしていただければ、第２の大

谷夫婦があらわれるかもしれません。また、この

たび九度山がアイヌ文化を受け継ぐ景勝地として

国の名勝に正式指定されたことにより、名寄の名

所が１つふえました。来年の４月にオープンする

なよろ市立天文台、これ仮称でありますが、この

天文台と合わせて集客人口の拡大に向けてのＰＲ
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を要望いたします。

２点目の定住人口の拡大について、名寄市は先

ほどの答弁でもございましたように、北海道移住

促進協議会に加盟され、また北の大地移住促進事

業における登録市町村としてＰＲされているとこ

ろでありますが、名寄市のホームページや東京な

よろ会等の情報誌の活用により定住人口の拡大に

努力されている。その活動の中でそれらのＰＲに

よって名寄市に定住された実績、または団塊世代

の退職に伴う移住、定住の実績があればお知らせ

ください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市は、先ほど〇総務部長（佐々木雅之君）

申し上げましたように北海道移住促進協議会に加

盟をして、それから東京なよろ会等も通じまして

さまざまな移住促進の関係に努めております。残

念ながら道南地区であるとか道央地区とか比べま

して、空の交通アクセスの面とか、年じゅう通し

ても暖かいということも含めて、若干気象的なこ

とも含めてなかなか実績には結びついていないよ

うな状況ではあります。

移住の問い合わせの関係につきましては、毎年

５ないし６件ほどありまして、今年度につきまし

ては８月末で５件の問い合わせがありました。実

際に移住していただいた実績といたしましては、

平成１９年度に智恵文地区に１件、今年度は日進

地区に１件実績がございました。１カ月程度のち

ょっと暮らしというような、年間ではないのです

けれども、本人が希望する名寄の一番いい季節の

ときに１カ月程度こちらのほうに滞在するという

ちょっと暮らしの関係につきましては、毎年１件

ほどあります。これは、スキー場が目当てであっ

たり、農村風景が目当てだったり、パークゴルフ

が目当てだったりということで、それぞれ個人の

方の状況に応じてちょっと暮らしが実際行われて

おります。

住みやすさランキングの関係では、医療、福祉

施設も含めてトータルでいいのでしょうけれども、

なかなか大都市部のほうから地方都市であります

名寄に来てもらうためには、今後もさまざまな情

報ツールを使いまして、地道なＰＲを続けてまい

りたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇７番（持田 健議員）

た。今の答弁でありますと、定住は道南とか道央

地区に集中すると。これは、交通の便からいたし

方ないところであるとはお察しいたします。しか

しながら、智恵文地区に１件、日進地区に１件と

合わせて名寄でも２件あったということでありま

すので、これからも根気よく、またそれをＰＲし

て、定住されるようＰＲされることを望んでおり

ます。

定年退職だけでなく、例えば道外から名寄に来

ている自衛隊の独身の自衛隊さん、自衛隊の隊員

に名寄の女性と結婚を奨励してはいかがでしょう。

実は、私も本州から来て名寄で結婚し、定住した

一人であります。私の知っている中でもかなりの

自衛隊さん、内地から来て結婚してこちらに定住

している人はおりますので、これからも若い者に

ある程度そういうことを勧めて、そういうことを

されれば何人かの定住の人口の拡大にはなると思

います。そういうことで、常にこういうＰＲをさ

れて、名寄市のいいところ、また結婚されればこ

ういう特典がありますよ、こういう恩恵がありま

すよというようなことを考案されれば、なおさら

隊員も落ちつくかもわかりませんので、そういう

ふうに努力していただきたいと思います。

ちょっと時間は早いのですが、これで私の質問

を終わりたいと思います。

以上で持田健議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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御苦労さまでした。

散会 午後 ３時２９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 岩 木 正 文

署名議員 谷 内 司

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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平成２１年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年９月１８日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１９号 工事請負契約の変更に

ついて

議案第２０号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第４ 議案第２１号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第５ 意見書案第１号 大胆できめ細かな雇

用対策を求める意見書

意見書案第２号 米価暴落に歯止めを

かける緊急対策と米を守る抜本対策を

求める意見書

意見書案第３号 核兵器廃絶へ速やか

な国際交渉の開始を求める意見書

意見書案第４号 季節労働者対策の強

化を求める要望意見書

意見書案第５号 道路の整備に関する

意見書

日程第６ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣について

日程第９ 議員の派遣報告

日程第10 委員の派遣報告

１．追加議事日程

追加日程第１ 緊急質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

追加日程第１ 緊急質問

日程第３ 議案第１９号 工事請負契約の変更に

ついて

議案第２０号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第４ 議案第２１号 平成２１年度名寄市一

般会計補正予算

日程第５ 意見書案第１号 大胆できめ細かな雇

用対策を求める意見書

意見書案第２号 米価暴落に歯止めを

かける緊急対策と米を守る抜本対策を

求める意見書

意見書案第３号 核兵器廃絶へ速やか

な国際交渉の開始を求める意見書

意見書案第４号 季節労働者対策の強

化を求める要望意見書

意見書案第５号 道路の整備に関する

意見書

日程第６ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 委員の派遣について

日程第９ 議員の派遣報告

日程第10 委員の派遣報告

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

平成２１年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

９番 駒 津 喜 一 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市自治基本条例素案について外２件を、佐

藤勝議員。

おはようございます。〇１０番（佐藤 勝議員）

議長から御指名をいただきましたので、通告順に

従いまして、質問してまいります。

初めに、大きな項目の１つ目といたしまして、

名寄市自治基本条例素案についてお尋ねをいたし

ます。名寄市自治基本条例（仮称）は、名寄市の

まちづくりの基本となるルールを定めるもので、

平成２０年２月から名寄市自治基本条例市民懇話

会が２２回にわたり検討を重ね、２１年３月に自

治基本条例のあり方に関する答申書として市に提

出されています。その後市の見直しを経て、８月

に名寄市自治基本条例（仮称）素案として市民に

示され、現在市民意見の提出、パブリックコメン

トを求めているところであります。

さて、市が見直しをした自治基本条例素案につ

いてお尋ねをいたします。まず、１点目といたし

まして、市民懇話会答申にある第３３条第３項、

「地域単位のまちづくり組織を設置し、」を素案

では削除していますが、その理由についてお聞か

せを願います。

２つ目といたしまして、合併協議の確認事項で

ある自治法に基づく地域自治区設置の認識につい

て改めてお聞きをいたします。

３つ目といたしまして、地域自治、分権のまち

づくりの考え方についてお知らせをください。

４つ目といたしまして、地域自治組織設置に向

けた議論経過についてお聞かせをください。

最後に、５つ目といたしまして、今後自治法に

基づく地域自治区設置に向けて議論を深め、体制

を整え、努力をするのかどうかについてお尋ねを

いたします。

大きな項目の２つ目でありますが、再び政策形

成過程の透明性確保についてお尋ねをいたします。

このことにつきましては、平成１９年第３回定例

会で庁議などの議事の内容をホームページ上で公

開することを提案いたしますとの見出しでお聞き

をしております。このとき前向きな答弁があり、

その後の対応について大変期待をしていたところ

でありますが、今現在ホームページ上にあらわれ

てくるのは部次長会議議案として協議事項、報告

事項の各項目のみであり、連絡事項その他のやは

り項目だけであります。各項目の内容についての

記載は、１行どころか一文字もないのであります。

庁議については、市行政の総合的かつ効率的な運

営を図るための会議をいいますの一文と市長以下

８人の構成によるとした解説があるのみで、会議

の実態をかいま見ることさえできません。

そこで、次のことについてお聞きをいたします。

１つ目といたしまして、庁議の内容、実態につい

てお知らせをください。

次に、２つ目といたしまして、部次長会議の内

容、実態についてお知らせを願います。

最後に、３つ目、議事内容の公開についての御

認識についてお聞かせを願います。

最後に、大きな項目の３つ目といたしまして、

なよろ健康の森並びに北海道立サンピラーパーク

並びに北海道立トムテ文化の森の案内表示につい

てお尋ねをいたします。名寄市日進にある３つの

市立、道立施設の案内表示がとてもわかりづらく、

迷いを誘います。それぞれのゾーンに入り込むと、
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案内表示不足のため、さらに迷い込んでしまう結

果となってしまいます。今後やがて天文台も完成

し、より多くの市内外からの訪問客を期待する中

で、現在の案内表示のままでは混乱が生じること

は明白であります。次の３点についてお尋ねをい

たします。

１点目ですが、道路案内表示は正確に案内を果

たしているかどうかの御認識についてお知らせを

ください。

２つ目といたしまして、公園内の案内表示は適

切とお思いでしょうか。

３つ目といたしまして、３つの施設案内、パン

フレットは訪れる人にとって親切な内容になって

いるとお思いでしょうか。このことについては、

文字でお話をするより写真を見ていただいたほう

がより理解が早まると思いまして、私現場で写真

を撮ってきてここに持ってきておりますので、ち

ょっと皆様に見ていただいて、この質問を終わり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

駅前通、大通をずっと北に走りますと、日進橋の

手前、橋の上ですか、この道路標示、サンピラー

パークという道路標示がまずございます。それか

ら、この写真の角のほうに出ますが、ここに健康

の森、この大きな看板が道路左側に橋のたもとに

表示がされております。これには、なよろ健康の

森、それから下に道立トムテ文化の森という表示

があります。２つ表示されております。それから、

その右に曲がってずっと進んでいきますと、踏切

を越えますと道路標示が、この表示が出てまいり

ます。これは、なよろ健康の森という案内が一番

上になされております。あとは、温泉と、それか

らスキー場の案内が下２つになっております。そ

れをずっと進んでまいりますと、左側に健康の森

の大きな看板が立っております。それから、左側

に同じようにサンピラーパークという立て看板が

立っております。位置関係はこのようになってお

ります。もう御存じの方は改めて説明するまでは

ないと思うのですが、それから健康の森の左角に

なりますね、進んでいきますと。そこになよろ健

康の森の大看板が道路に向かって立っております。

それから、同じように右側のサンピラーパークに

ついては手づくりで非常にわかりやすくサンピラ

ーパークの案内板が出ております。健康の森の中

には、このように大きな総合案内板が立っており

ます。この中には、健康の森の案内はありますが、

この中にトムテの森があるのでありますが、それ

については一切表示はありません、内部に入って

しまいますと。ですから、トムテの森がどこにあ

るかについては中に入ってしまうと全くわからな

い。知っている人しかわからないというような状

況にあります。

以上、ちょっと大ざっぱに写真を見ていただい

て、私の壇上からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま佐藤勝議員から大きな項目で３点の

質問をいただきました。１点目と２点目は私のほ

うから、３点目は経済部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いをいたします。

まず、１点目、名寄市自治基本条例素案につい

て答弁いたします。（１）の市の素案から市民懇

話会答申第３３項第３項、地域単位のまちづくり

組織を削除した理由についてお答えします。市民

懇話会答申第３３条第３項では、市はコミュニテ

ィーにおけるまちづくりを支援するため、地域単

位のまちづくり組織を設置し、これを支援するこ

とができるといただきました。一昨年来名寄地区

の市民の皆さんと意見交換、協議を続け、設置さ

れた小学校区域を単位とする新たなまちづくり組

織は、地域が主体となった自主的な組織であるこ

とから、答申としていただいた第３３条第１項の

地域単位の住民活動が自治の重要な担い手である

ことを認識し、これを守り育てるよう努めるとい

う規定をもって小学校区域の組織である地域連絡

協議会との連携、支援に取り組んでいきたいと考

えております。
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（２）番目の合併協議で約束した地域自治区設

置の認識についてお答えいたします。市町村合併

による行政区域の拡大、広域化は、少子化が進む

中、住民の声が行政に届きづらくなるのではない

かといったことが懸念されています。名寄市では、

このような懸念の対応と自立したまちづくりを進

めるために、名寄地区においては小学校区単位を

基本とした地域自治区の設置を目指しているとこ

ろであります。地域自治区は、地域の住民の意向

を十分把握、掌握し、市政に反映させる機能のほ

かに市民が地域の活動を通してまちづくりに参加

していることを実感できる仕組みを持つ機能と認

識をしています。つまり地域の振興に対し、地域

住民が中心となり、行政と連携したまちづくりが

行えるような仕組みが地域自治区と考えています。

（３）番、地域自治、分権のまちづくりの考え

方についてお答えします。名寄市は、地域特性を

生かしたそれぞれの地域の連携のもとに協働のま

ちづくりを進めたいと考えています。そのため名

寄市自治基本条例素案の第９条では、市民及び市

は地域の特性を踏まえ、コミュニティーの自主性、

自立性を尊重しなければならないといたしました。

また、コミュニティー支援では、第３３条第１項

で、市民及び市は地域単位の住民活動が自治の重

要な担い手であることを認識し、これを守り育て

るよう努めなければならない。第２項では、市民

及び市はコミュニティーによるまちづくりを尊重

するとともに、その意見をできる限り市政に反映

させるよう努めなければならないとしているとこ

ろです。つまり地域特性を生かしたまちづくりを

進めるためには、地域住民みずから自主性を発揮

していただき、地域の課題を認識したり、地域の

将来のあり方などを検討して、住んでいてよかっ

たと思えるまちを目指して、１つ目は地域で解決

できるもの、２つとして地域と行政が協力、連携

していくもの、３つ目として行政で行うものなど

市民と行政の役割分担によるまちづくりの実現に

向け努力をしていきたいと考えています。

（４）番目の地域自治組織設置に向けた議論経

過についてお答えします。平成１６年度の地方自

治法の改正により、地域自治組織制度が新設され、

合併協議会や総合計画において位置づけされた地

域自治区構想はまさにこれを受けたものでした。

名寄地区では、自治法に定められた一般制度の地

域自治区を設置することとしました。設置の主な

内容は、１つ目として区域の設定、２つ目として

住民の意見を取りまとめ、地域協議会の設置、３

つ目として事務所の設置、４つ目として事務所長

の配置、５つ目として財源の確保などが小学校区

単位の地域自治区創設に当たっては町内会の理解

と協力が不可欠であることから、平成１９年６月

から９月にかけて説明する機会を設け、説明をし

てまいりました。その年の１１月から１２月にか

けてのまちづくり懇談会では、これからのまちづ

くりをテーマに地域自治組織についても意見交換

をしたところです。平成２年１２月に開かれた町

内会連合会の総会で、行政委員制度を廃止するこ

とを確認し、平成３年度に廃止した経過がありま

す。町内会の役員などから、新たなまちづくり組

織が行政側から提案されることにアレルギーを持

っていることもありました。また、行政側といた

しましても事務所の確保やスタッフの配置、財源

の問題等もありまして、時期尚早との判断に至っ

たところであります。しかしながら、地域からは

子供たちの見守りやお年寄りのサポート、防犯、

防災対策、地域福祉のネットワークなどで広範、

広域的な地域組織が必要との意見が多く出され、

町内会長を初め町内会役員の皆さんと幾度となく

意見交換を重ねて、地域が主体となった自主的な

組織として小学校区域を基本とした新たな地域組

織を設置することにいたしました。これらの地域

組織は、地域連絡協議会として昨年１１月、南小

学校区域を皮切りに７地区が立ち上がり、現在町

内会の枠を超えた活動に取り組んでいるところで

あります。総合計画の基本目標の一つに、市民と

行政との協働のまちづくりがありますが、それを
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具体的に進める一つの仕組みとしてのこの地域連

絡協議会を支援してまいりたいと考えております

ので、御理解を願います。

（５）番目の今後地域自治区を求めるかにつき

ましてお答えいたします。住民自治の観点から、

地域住民の意見を反映させるとともに、地域の住

民との連携の強化を目的とする地域自治区は、全

域にわたっておくことが基本と考えています。名

寄地区では、現在地域連絡協議会を設置しながら、

市民と協働のまちづくりを進めております。こう

した状況を踏まえまして、風連地区におきまして

も特例区終了後当分の間は名寄地区と同様に地域

連絡協議会を設置しながら、地域の課題について

対応してまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

次に、大きな項目２点目、再び政策形成過程の

透明性確保に問うということに対してお尋ねがあ

りました。市では、行政の総合的かつ効率的な運

営を図るため、規定を設けまして、庁議、部次長

会議を置いております。庁議は、市政の基本方針

に関することについて審議するほか、各部からの

報告、協議事項を受けて方針の決定を行っており

ます。開催は毎週月曜日でありますが、第１週は

部次長会議と合同で実施しております。部次長会

議では、庁議において部次長会議に付議すべきも

のと決定された事項について審議するほか、市政

運営上必要な事項や各部との連絡調整等などを行

っております。開催は毎月１回で、庁議と合同の

開催となっております。議事内容の公開につきま

しては、平成２０年４月から部次長会議の議案に

ついて公開を行っております。できるところから

始めるということで、質問にあります審議内容に

ついての公開は行っておりませんが、来年４月か

ら自治基本条例が施行される予定となっているこ

とから、市民主役のまちづくりを推進するために

市政運営に必要な情報を提供していかなければな

らないと考えております。来年４月以降の公開を

目標に、庁議での方針の決定や部次長会議での内

容について簡潔にまとめ、わかりやすい情報を発

信するための検討を現在進めております。

以上、答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目３点目、なよろ健康の森、北海道道立サンピラ

ーパーク、北海道立トムテ文化の森の案内表示に

ついて、小項目（１）、道路案内表示についてお

答えを申し上げます。

道路案内表示につきましては、国道４０号線及

び２３９号線、道道日進名寄線及び美深名寄線、

さらには日進地区の市道からなよろ健康の森及び

北海道立サンピラーパークを利用される方のため

に案内標識が数多く設置されております。しかし、

なよろ健康の森が名寄市立で、サンピラーパーク、

トムテ文化の森が北海道立であることから、看板

表示の大きさ、あるいは統一性に欠けている面が

ございます。また、風連地区には看板の設置が少

なく、市街からの利用者においては施設までの経

路がわかりづらいことも懸念されます。中でも道

立トムテ文化の森を利用される方の中には、わか

りづらいと思っている方もいるかと思われます。

これらの施設は、パークゴルフ場や児童遊具ある

いはカーリング場等の利用のため、市街からも多

数の利用者が訪れる施設であり、利用者はこの３

つの施設全体を一つの心と体のリフレッシュゾー

ンとしてとらえていることから、利用者の立場に

立った道路案内表示となるよういま一度案内標識

の現況調査を行い、わかりやすい案内標識の設置

に向け、北海道など関係と協議を進めたいと考え

ております。

次に、小項目（２）、公園内の案内表示につい

てでございます。公園内の案内表示につきまして

は、なよろ健康の森内にはなよろ健康の森総合案

内板及び北海道立トムテ文化の森の案内板が設置

されており、さらに各施設等の案内表示が数多く

設置されてございます。また、道立サンピラーパ

ーク内にもサンピラーパークの案内板が設置され
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ておりますが、案内板は施設ごとに設置されてい

るために、初めて利用される方の中にはわかりづ

らいと思っている方もいるかと思います。平成２

２年４月に道立サンピラーパーク内の星見の丘に

新天文台が開設されることから、この機会になよ

ろ健康の森と道立サンピラーパークが一体となっ

た案内板の作成等に向けて北海道及び指定管理者

となっている名寄振興公社等と協議を進めてまい

ります。

次に、小項目（３）、わかりやすいパンフレッ

トの製作についてでございます。パンフレットは、

施設ごとに作成しておりますが、よりわかりやす

いパンフレットの製作が求められているところで

ございます。公園内の案内表示同様、平成２２年

４月に道立サンピラーパーク内の星見の丘に新天

文台が開設されることから、この機会に健康の森

とサンピラーパークあるいは天文台、その他の施

設が一体となったパンフレットの製作に向けて、

北海道及び指定管理者となっている振興公社と協

議し、製作に向けて進めていきたいと考えており

ます。また、互いの施設のパンフにも相互にそれ

ぞれの施設を入れることなど、わかりやすいパン

フレットの製作に向けても協議をしていきたいと

いうふうに考えております。さらには、ＮＰＯ法

人なよろ観光まちづくり協会でもパンフレットを

製作していることから、今後とも観光協会とも協

議を進めることとしたいというふうに思っており

ます。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１０番（佐藤 勝議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきます。

初めに、１項目めの自治基本条例（仮称）であ

りますが、素案について何点かお聞きをいたしま

す。初めに、今（１）の第３３条第３項を削除し

た理由についての御説明があったわけですが、ま

ず私がよくわからない言葉の中にコミュニティー

という言葉が使われているのですが、これについ

てなかなか解説のほうを見ても地域コミュニティ

ーという表現があったり、あるいは地域のコミュ

ニティーという言い方があったりして、果たして

コミュニティーというのはとらえどころのないよ

うな、大きくとらえれば非常に大きくもとらえら

れるし、小さくとらえれば本当に小さく、狭くと

らえることもできるあいまいもことした言葉では

ないかなというふうに思うわけですが、まずこの

素案におけるコミュニティーで想定しているコミ

ュニティーとはどのようなコミュニティーなのか

の御説明をお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

コミュニティーを〇総務部長（佐々木雅之君）

説明する中で、昨年１１月２６日に市民懇話会と

市議会との意見交換の中でコミュニティーの関係

について意見交換がありました。その中で白井会

長が申し上げた説明の中で、コミュニティーがど

ういった組織を指すかについては限定しておりま

せんと。どういう形であれ、コミュニティーによ

る活動を尊重しなければならないということで整

理をしておりましてということで、さまざまな住

民組織、あるときは町内会、そのようなものを、

広範なものをコミュニティーという位置づけをし

ているということで考えておりますので、そのよ

うな形で今回の自治基本条例の素案の中には盛り

込まさせております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は法律家ではあり〇１０番（佐藤 勝議員）

ませんので、恥ずかしい議論になるかもしれませ

んが、少なくても条例の中で一つの言葉がいろい

ろなとらえ方ができるというのは、まずその１点

で問題があると思うのですが、加えて今回の自治

基本条例のコミュニティーを指す部分というのは

多分地域から、それからもっと狭い隣保班的なも

のを含めてあると思うのですが、コミュニティー

が果たすべき役割というのは自治基本条例の中で

非常に大きなもの、重たいものがあるというふう

に思うのです。今市民の皆さんにお配りしている
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資料の中を見ましても、３ページ、まちづくりの

基本理念の中に第３条のかかわる部分ですが、３

つ項目が挙げられております。その次のまちづく

りの基本原則の中には５つの原則が書かれている

わけですが、ここにはコミュニティー自治という

書き込みがあるのですが、ここに至って今の部長

の特別限定はしていないということになって、そ

んな中でコミュニティー自治というふうな使われ

方をしてきますと、いよいよもってとらえ方、読

む人によってはいろんな想像を働かせながら、理

解をしながら読んでしまうということで、果たし

ていいのかということになろうかと思います。し

かも、３ページの中のまちづくりの基本理念第３

条にかかわる分の中には、やはり自治基本条例の

中には３本の柱があると思うのです。ここに書い

てあるとおり市民です。まず、市民。それから、

３つ目にあります名寄市です。その中間にあるい

わゆるコミュニティーと言われている部分、自治

組織の部分がこの中には欠落をしているというふ

うに私は読んだのですが、その分についての理解

が私の誤りなのか。それから、しかも同じ３ペー

ジの５つの原則の基本原則なのですが、この中に

はコミュニティー自治ということで、これは９条

ですが、字数としては１行書かれているだけです。

私は、やっぱり市民があって、地域があって、大

きな名寄市があって、この３つがうまく機能して、

本当の名寄市の自治が完結するというふうに思っ

ているわけですが、そのあたりどのように理解し

たらいいのかお知らせください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

素案の２条のとこ〇総務部長（佐々木雅之君）

ろで定義づけがされておりまして、この条例にお

きましてコミュニティーとは町内会など市内の特

定の地域に根差してその特性を生かしたよりよい

地域づくりにかかわる集団、組織ということであ

りまして、先ほど懇話会での意向も答申のときの

意見も含めまして形に対してとらわれないで、さ

まざまな組織、集団を指し示すものというふうに

考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはわかるのです〇１０番（佐藤 勝議員）

が、私が申し上げたいのはさまざまな組織、集団

と地域自治を担う組織というのは明らかに違うと。

役割も違いますし、参加してくる市民の皆さんの

数も違いますし、エリアも違うし、そこは一緒に

してしまうとわからなくなるというふうな言い方

をさっきからしているつもりなのですが、いかが

でしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今名寄地区で取り〇総務部長（佐々木雅之君）

組んでいるのは、地域連絡協議会という形で小学

校区を単位とした広範な地域を策定してやってお

りまして、その中におきましても集団、それから

組織につきましてはさまざまなものがありますの

で、その辺につきましては小学校区を単位としま

した地域連絡協議会を一つの固まりとして取り組

みをしている最中でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう方向でいか〇１０番（佐藤 勝議員）

なければならないというふうに思います。ですか

ら、ここはやはり地域自治を担う組織についての

書き込みを１項目書き加えないとだめだと思うの

です。いわゆるコミュニティー自治という中にさ

まざまな団体、組織が含まれるということで、そ

こに地域自治を担う、地域分権を担う部分までも

入れてしまうとわからなくなってしまうと。それ

から、やはり思いというのはボリュームにあらわ

れると思うのです。そのボリュームからいっても

先ほど申し上げましたとおり、コミュニティーが

地域自治を、分権を担うのだよという部分は９条

の１行と１文字があるだけなのです。これで果た

してどれほど名寄市が地域自治、地域分権を情熱

を持って進めていこうとしているのかというのは

読み取ることができないのですけれども、いかが

でしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）
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うに関しましては、行政主導型というよりは地域

のコミュニティーみずからが活動するべきものだ

というふうに考えておりまして、余り行政主導型、

押しつけ型にはしないということにつきましては、

名寄地区におきましては町内会の活動等から考え

ていただければなというふうに考えています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それは、私は違うと〇１０番（佐藤 勝議員）

思います。自治は住民みずから自発的に担うもの

だというのは、これは当然の当たり前の議論です

けれども、地域自治を立ち上げるときはやはり行

政が進めなければ一歩も進みません。自然発生的

に皆さんの自治意識が高まったから、あっちにも

できた、こっちにもできたということは想像もで

きませんし、あり得ないことだというふうに思い

ます。やはり制度設計をしっかりやって、それを

もとに市民の皆さん、地域の皆さんの理解をいた

だきながら、新たな組織を立ち上げて、しかもそ

れは従来の自治会、それから自治連合会とも競合

しない。明らかに機能は違う、権能は違うわけで

すから、競合するはずもないのですが、しっかり

とした制度設計があれば市民の皆さんからのあつ

れきも生じることありませんし、当然そこは市が

進めていかなければならないと私は思うのですが、

これは間違いですか。どうでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄地区におきま〇総務部長（佐々木雅之君）

しては、先ほども言いましたようにもともとあり

ました町内会の活動がございまして、そこは行政

から独立をしまして、自主自立で運営をさせてい

ただいておりました。その中で少子高齢化も含め

て、単一町内会ではさまざまな部分に対して対応

できない部分につきましては、合併協議の中で地

域自治区ということの発想もございましたので、

それに基づきまして名寄地区については７つの小

学校区に分けて、その辺の歩み出しにつきまして

は行政と町内会と協議をさせていただきまして取

り進めてきたというふうに考えておりまして、こ

としの３月に７つ全部が立ち上がりまして、４月

から今現在動いている最中でありますので、御理

解賜りたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

町内会連合会の活動、〇１０番（佐藤 勝議員）

平成２０年１月１日号ですが、活動内容を見ます

と、地域自治区のあり方について共通認識の醸成

という活動項目が書かれているのです。ですから、

町内会の皆さんは、従来町内会に組織されている

市民の皆さんは新しくできるであろう、進めてく

るであろう地域自治区のあり方について学んでい

こうと。そういう意味では受け入れ態勢はできて

いたというふうに思うのですが、質問の中にもあ

るのですが、地域自治区をどれほど綿密に制度設

計したのかというところがやはり町内会連合会の

皆さん、あるいは町内会の皆さんとバッティング

した部分だというふうに思うのです。というのは、

当然しっかりとした制度設計があれば市民の皆さ

んにも理解をいただけたはずなのですが、先ほど

の答弁の中では、これは法律に、自治法に書いて

ある地域自治区の機能について部長のほうから答

弁があっただけで、名寄市としてはではどういう

中身を詰めていくのだというようなお話はなかっ

たと思うのですが、具体的な活動項目についての

議論経過があったのかどうかについてはいかがで

しょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１つは、７つの小〇総務部長（佐々木雅之君）

学校区にそれぞれの従来からありました町内会の

活動を取り組めるべきものから取り組んで、少子

高齢化の中で単一町内会では取り組みできないよ

うなものについて取り組んでいきましょうという

ことで、そこにも行政サイドからこういうことを

しなさい、ああいうことをしなさいという押しつ

けではなかったように私は思っております。これ

は、そもそも地域のコミュニティーというのは自

主自立というのが望ましい、ベースになるという
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考え方でございまして、それにつきましてはスム

ーズに地域自治区に移行するためにも、そこは行

政主導型ではなくて地域住民の意識の盛り上がり

が大切だということも含めまして、一つの取り組

むべき方向につきましては少子高齢化の中で子供

たちの見守り、高齢者に対する見守り、防犯、防

災、こういう観点から議論させてもらいまして、

やっとことしの３月に立ち上げた状況でございま

すので、いましばらく推移を見守っていただきた

いと思っています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。いわ〇１０番（佐藤 勝議員）

ゆる安心、安全の部分、見守りの部分については、

それこそまさしく町内会あるいは連合会が従来や

ってきた活動の大切な部分でありまして、そのあ

たりは私が想定する地域自治区がやらなければな

らない守備範囲ではないというふうに思うのです。

これは、見解の相違ですから、水かけ論になりま

すからそろそろ打ち切りますが、いずれにしても

綿密な中身の詰め込みがなかったと私は判断せざ

るを得ません。

それから、まだこの続き、別な観点からお話し

させていただきますが、今風連では行政区制度か

ら町内会制度に移行の最中でありますが、過日の

木戸口議員のほうからの質問でもそのことについ

て触れられておりましたが、２３年で特例区が切

れて、その後の部分ですが、従来のお話をお聞き

していますと、風連にも地域連絡協議会を設置す

るということなのですが、私は名寄地区の場合は

今お尋ねしたとおり町内会連合会というしっかり

とした実績もある、組織もしっかりしているもの

があるので、そこは時間をかけながら、それこそ

市民の皆さんの御理解をいただきながらやってい

かなければいけないでしょうが、風連地区に関し

てはそういった意味からいいますと、まさしく今

行政組織から町内会組織に移るということで、み

ずからをみずからの手でおさめていくということ

を今まさに始めようとしているやさきであります

から、ここは合併協議の確認事項でもあります地

域協議会に持っていっていいのではないかと。将

来的に名寄市全体を地域自治区に持っていくとい

うのであれば、二度手間を経て１枚かまして、地

域連絡協議会というものをかまして、その後にま

た再び時期が熟したときに、機が熟したときに地

域自治区を設置するのではなくて、風連地区の場

合は一足飛びに約束どおり特例区が終わった時点

で地域自治区を設置できるし、するべきだと思う

のですが、それはいかがですか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

合併協定につきまして〇副市長（中尾裕二君）

は、大変重いものと受けとめております。１８年

３月の合併に向けて鋭意合併協議を進めたわけで

すけれども、そのときに対等合併を担保するもの

として風連地区には合併特例区、それに対応する

ものとして名寄地区には地域自治区をということ

で協議が調いまして、合併協定をしたというふう

に承知をしております。その後私どもも鋭意地域

自治区の創設に向けて２年ほどかけて作業を進め

てまいりましたけれども、議員御指摘のように決

して制度設計が甘いとかいうことではなくて、こ

の制度そのものが地方自治法、１６年に改正され

た新しい取り組みでございまして、全国でも幾つ

か取りかかっているところもありますけれども、

押しなべて苦悩していると、こういう状況にあり

ます。現在地域の人方がみずからの意思で進めよ

うという、こういう機運が盛り上がらない限りは、

幾ら私どもがリードをしてお話をしても、立ち上

がったとしても制度的に長続きしないということ

でございますので、現在は地域連絡協議会という

形で立ち上がりましたので、この中で地域の自主

活動、自治活動を広げていく中で、いずれ機運が

高まったときに条例改正をさせていただいて、文

言についてはきちっと整理をさせていただきたい

と、このように考えております。

一方、風連地区のほうにつきましては、合併特

例区は５年間という期限がございますから、この
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期限の中で当然特例区が終了した後に地域の思い、

あるいは意見が反映される組織というのは必要と

いうふうに思っておりますので、ただし一市二制

度ということにはなりませんので、この原則を超

えない範囲で現在持っております合併協議会の中

でぜひその後の組織のあり方については地域の皆

さんも含めた議論をしていただいて、方向性を出

していただければと、このように考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりましたとはな〇１０番（佐藤 勝議員）

かなか言えないのですが、私は地域自治区という

名前にこだわるものでは決してありません。です

から、名称については地域連絡協議会であろうと、

ほかの名称であろうと、それはいいと思うのです。

ただ、その組織にとって大事なのは、今合併特例

区にある特例区協議会、それから地域自治区にな

った場合には地域協議会という、いわゆる町内会

連合会とは違う、そういう町内会のトップ同士の

組織ではなくて、各界各層各年代の集まった協議

する場、その場でその地域の課題を考え、あるい

は市長の諮問を受け、答申を述べ、逆に地域の問

題をみずから市長に申し出るというような働きを

する協議会の設置と、それからもう一つは、大事

なことは金額の多い少ないではなくてやはり財源

です。これは、すべて確定された財源ではなくて、

いわゆる協議会、地域連絡協議会だったら、その

協議会の中である程度自由度のある財源を持つと

いうことが大事かというふうに思います。これは、

新たな財源を市全体の財政に積み上げるのではな

くて、本来市でやることを地域連絡協議会でやる

ということですから、財源としては全く変わらな

くて、市の全体の財源の一部をその地域協議会に

回すということですから、市にとっての財政負担

は全くないということでありますから、その地域

独自の裁量で、独自の事業について使うと。市に

かわって使うということでありますから、それに

ついては全く問題がない。

それと、もう一つは、先ほど総務部長の答弁に

もありましたけれども、職員と事務所というふう

なお話もありましたが、これはいろいろやり方が

あろうかと。知恵の出し方はあるというふうに思

います。ですから、そこは地域スタッフ的な職員

の配置も含めてやり方はあると思うのですが、風

連のこれから立ち上げるであろう地域連絡協議会

という中身についてどのように今のところお考え

なのかお答えを願います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員がお話をされてい〇副市長（中尾裕二君）

るとおり、私も特に地域自治組織が立ち上がった

からといって別途財源がかかるというふうには承

知はしておりません。現在名寄地区におきまして

各地区すべて地域連絡協議会が立ち上がりました

ので、それぞれの協議会において独自の活動が行

われると思います。これにつきましては、その事

業にふさわしい財源を予算として盛らせていただ

いて、その財源をもって活動していただくと。そ

の活動の中でいずれ修練されて本来的意味の地域

自治が確立されていくだろうと、このように考え

ております。ただ、その時点でいずれ行政と地域

自治組織との関係、あるいは議会と地域自治組織

との関係というのは当然予算あるいは審議等も含

めて出てくるというふうに考えておりますので、

それは一定の方向が出たときにそうした整理はさ

せていただきたいと思っておりますし、一方御質

問の風連地区の部分につきましては、現在特例区

ということで、風連もともと固有の事務なり、あ

るいは５年間のソフトランディングということも

含めて対応いただいておりますけれども、これに

つきましては５年後を見据えて、ぜひ協議会の中、

あるいは地域の皆さんで今後受け皿としてどうい

う組織がふさわしいのか議論いただいて、方向を

出していただければと、このように考えておりま

す。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。風連〇１０番（佐藤 勝議員）



－150－

平成２１年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

地区のこれから立ち上がるであろう地域連絡協議

会については、今の特例区をベースとしたものか

ら立ち上がっていくのだというふうな、それは地

域住民の皆さん、市民の皆さんの独自の発想で動

いていくことが可能だというふうに私は理解をい

たしました。それから、これはまだもう少しお聞

きしたい部分もあるのですが、時間の関係もあり

ますので、終わりということでなくて、また次の

機会に経過を見ながら話をさせていただきます。

それから次に、大きな項目の２つ目、ホームペ

ージ上に庁議の議事内容の掲載をということなの

ですが、ここにホームページのコピーがあるので

すが、庁議については庁議とはこういうものです

よというような説明があるだけで、特別中身につ

いてこういうことを協議したという記載は一切あ

りません。それから、私がちょっと理解できない

のは、庁議の紹介というふうに、一番最初の表紙

です。庁議というのは、この説明の中では市行政

の総合的かつ効率的な運営を図るための会議とい

うふうに説明されているのですが、扉では庁議か

ら市民の皆様へというふうな、これ私なりの理解

なのですけれども、私たち市議会議員というのを

圧縮して市議という言い方がありますけれども、

それと同じような使い方なのかなと思ったりもし

て、よく理解できません。まず、これが１点なの

ですが。ですから、いわゆる庁議というのが会議

というような書き方をされているのですが、中身

については全く知ることはできません。

それから、部次長会議についても項目、審議事

項について、１、２、３、何々についてというよ

うなことだけがあります。それから、報告につい

てもそのようなことなのですが、手元に横浜市と、

それから東京都狛江市の資料があるのですが、こ

こは例えば東京都狛江市は日時、場所、出席者、

それから審議事項、報告事項、その下に概要とし

て、これは７月２８日の協議の概要ですが、Ａ４、

４ページにわたって非常に事細かに結果について

も質疑応答についても書かれております。それか

ら、横浜市の場合は、都市経営戦略会議、これは

市長と副市長の会議を戦略会議、それから副市長

が招集する会議を執行会議というふうな言い方を

しておりまして、ここもまた出席者、欠席者、そ

れから議題、議事内容、議事内容については論点、

主な意見、結論というふうに非常にわかりやすく

記載されております。私は、１９年にお答えをい

ただいたときに、すぐではないにしてもこういう

内容で出てくるのだろうなというふうな期待を持

っていたのですが、今先ほどの答弁の中では４月

１日から自治基本条例に基づいてやっていきたい

というふうなことなのですが、今想定していると

ころはどの程度の内容を公開できるというふうに

想定されているのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤議員からいろ〇総務部長（佐々木雅之君）

いろ情報をいただきまして、私も狛江市の状況を

見させてもらいました。人口規模が違うことと財

政希望も違うのでしょう。職員の数も多分違うと

思います。ただ、議会基本条例がことしできまし

て、来年自治基本条例をつくるという観点に当た

りまして、従来の求められれば情報公開に応じる

姿勢から一歩踏み出して、何を求めていいか、ど

ういう具体的な動きをしているかについても求め

られなくても一定の情報は提供すべきという観点

から、今作業を進めております。問題は、総合計

画の審議状況であるとか、重要な委員会の会議録

等についてもまだ十分な状況とはなっておりませ

んので、今回の自治基本条例を制定するに当たっ

て、少なくても総合計画の関係であるとか、それ

から重要な各種計画の関係について数回開かれる

であろう審議会については、簡潔な要約会議録で

も構わないので、何とか出せないかという検討を

今始めております。それから、庁議、部次長会議

の関係につきましては、部次長会議については昨

年から会議の議題だけ載せましたけれども、簡潔

にするということについては、ただ職員の数を今

スリム化していく中で、一定程度様式を定めまし
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て、それが会議終了後若干つけ加えることによっ

て余り労力をかけないでホームページ上にアップ

できるのではないかと、そのような検討で、どの

レベルにするかにつきまして、それから庁議、部

次長会議以外にもどの範囲の各種審議会、委員会

等についても重要度、緊急度、必要度のことを考

えまして現在検討しておりますので、一定の方向

がまとまりましたら、議会のほうにも御報告させ

ていただきたいというふうに考えています。現時

点では、そのような状況であります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の部長のお答えな〇１０番（佐藤 勝議員）

のですが、出す情報をそちらで選択するというの

は、これは情報公開ではないと思うのです。例え

ば総合計画、各種計画についてはある程度出しま

すよと。だけれども、この部分は出さない、書か

ない。これは、情報公開の名に値しないものでは

ないでしょうか。いかがですか。私は、これから

議決されるであろう自治基本条例の中には、７条

の４項に市は市政に関する意思決定の過程を市民

に明らかにしなければならない。この中には、市

が執行側で取捨選択をして、出す情報、出さない

情報を選択するとは一項目も書いていないのです。

すべて出さなければいけない。これは都合が悪い

から出さない。それから、当然総合計画、それか

ら各種計画なんていうのはここで書かなくたって

いろんな場で出てくるわけですから、私が求める

のは、例えば具体的に今駅横の問題が議論されて

いるのだけれども、これがいつの時点でどういう

議論をされたかということが知りたいわけです、

私だけではなくて市民の皆さんすべてが。それが

市側の、あえて言えば作為的とは言いませんが、

取捨選択によって出す情報、出さない情報が出て

くるということは大変問題だと思うのですけれど

も、いかがですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私出さない情報で〇総務部長（佐々木雅之君）

なくて、物事にはボリュームの問題もありました

ので、自治基本条例ができた段階で、基本的には

出すのが、お見せするのが大前提だと思っていま

す。ただ、その一方で行財政改革を進めておりま

して、組織のスリム化もしておりますので、先ほ

ど言いましたように議会の会議録ベースのような

立派なものは多分難しいと思っています。そうい

う意味も含めて簡潔に要約したものをお見せする

ような形で、順序を追って必要度、緊急度の関係

から含めて、基本的には出すことを前提にしまし

て作業を進めようと思っておりますので、都合悪

いから出さないとか、都合がいいから出すとかと

いう考え方は一切持っておりませんので、舌足ら

ずな答弁で申しわけなかったと思いますけれども、

自治基本条例についてはそういう考えでおります

ので、よろしくお願いします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

逆に私のほうが少し〇１０番（佐藤 勝議員）

行き過ぎた発言があったことをおわびいたします。

当然そのようなことだというふうに思います。た

だ、人数が、職員の数が少ないからできるところ

に限界があるというのは、やはりこれは逃げです。

ですから、例えば横浜市はそれはそれは３００万

人の都市ですから、あふれんばかりの職員はいる

のでしょうけれども、ただやっぱり１人当たりの

職員の数というのは多分名寄よりは少ないという

ふうに思うのです。ですから、少ないからある程

度抑えなければいけないというのは、それはやっ

ぱり言いわけです。ですから、特に緊急度という

言い方ありましたけれども、緊急であろうと、重

要であろうとなかろうと、一定の論点、それから

意見、交わされた意見、それからこういう結論に

至ったということについてはやはりしっかりと書

いていかなければ公開の意味がありません。それ

だけはっきり申し上げておきます。４月以降の経

過について見守っていきます。

残り２分になりましたので、３点目の案内表示

の分なのですが、先ほどちょっと足早に見ていた

だいたので、よく御理解いただけなかった部分も
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あろうかと思いますが、要するに道立と市立と、

それからしかも市立の中に道立のトムテの森があ

るというようなことで、非常にわかりづらいわけ

です。ですから、私もどういうふうにしたらいい

か皆目検討つかないのですけれども、そこはやは

り知恵のある市側で、私たち不案内な者も間違い

なくそこにたどり着けるというふうな案内を、今

先ほど茂木部長のほうから非常に積極的なお答え

をいただいたので、安心はしているわけですが、

パンフレットについても大体私が見たところでは

３種類のパンフレットが、公園に関する、ゾーン

に関するものがあります。道立サンピラーパーク

のパンフレット、それからトムテの森の休暇村の

パンフレット、それからこれは３つすべて書き込

んでありますが、中を開いてみますとどこが健康

の森で、どこが道立サンピラーパークで、トムテ

の森がどうなのかということはこのパンフレット

ではわかりません。ですから、そのところを土台

にしながら、新たなパンフレットをつくっていた

だきたいということと、私は混乱しているのです

が、わからないのですが、きのうの佐々木部長の

答弁だったと思うのですが、天文台が健康の森の

中にできるという答弁があったかなと思うのです

が、これは私の聞き違いだったら後でおわびしま

すが、そのあたりもこれ明らかに地区としては道

立のサンピラーパーク公園の中に建つはずなので

すけれども、これは私の間違いなのかどうか。先

ほどは、部長の答弁の中にはサンピラーパークの

中にというふうな答弁があったかなというふうに

思います。森の休暇村に至っては、ほとんど今の

状態ではたどり着くことはできませんので、その

あたり改めてわかりやすいパンフレットづくり、

それから案内表示をつくっていただくことをお約

束して、私の質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

佐藤勝議員からの〇総務部長（佐々木雅之君）

御指摘ありまして、昨日の持田議員の質問に答え

るときに答弁の中で健康の森と天文台はカンマが

ついておりまして、健康の森、天文台等を使った

イベントということでありましたので、続けて読

みましたので、大変失礼申し上げました。訂正さ

せていただきます。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

地域社会の高齢化に対する介護施設と老健施設

についてを、田中之繁議員。

議長から御指名をい〇２２番（田中之繁議員）

ただきましたので、さきに通告してあります事項

について質問してまいります。同僚議員からの重

複もありますが、（１）につきましては割愛をさ

せていただきますことをお許しをいただきながら、

理事者の意のある御答弁をお願いを申し上げます。

地域社会の高齢化に対する介護施設と老健施設

についてであります。我が国は、世界でも例のな

い速いペースで高齢化社会を迎えていることは御

案内のとおりであります。名寄市におきましても

高齢化の進行は全国平均を上回るとのことですが、

また日本は世界一寝たきり老人が多いと言われて

おり、大ざっぱに言えば人口比で見ればアメリカ

の５倍、ヨーロッパの８倍とも推計され、その多

くはプロのサービスを受けられないことによるつ

くられた寝たきりであります。家族だけで行う介

護は時風ではない。確かに日本のお年寄りの中に

は、福祉のお世話になることが嫌いだと考える方

が多いとも言われています。しかしながら、その

ために介護疲れで体を壊した介護者や２年、３年

もふろに入れず、あかにまみれたやせ細ったお年

寄りもおります。経済的に豊かなはずの日本では、

人生の終わりに悲惨などんでん返しが待っている

悲しい現実であることも改めて認識をしなければ

ならないと思っております。家族だけの介護では

限界があると思いますが、体の弱ったお年寄りは

家族に対しては甘えが出て、新しい人生との接触

を嫌がり、しかし他人による介護となると緊張感

が生まれ、自立心を引き出すことにもなります。

介護の保険には、まだまだ解決しなければならな
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い課題があることは否定はできません。それでも

介護の保険の導入により、これまで遠慮してきた

方々が積極的なサービスを受けることは制度導入

の意義があると思います。介護に対する精神的な

負担が少しでも軽減されれば、共倒れする可能性

も随分減ってくるし、お互いにそういうような気

持ちを持つことができれば、要介護になる可能性

の高い８０歳の親や、そして介護する息子さん、

嫁さんとの関係もきっと今までどおりいいものと

なると思うわけであります。今日の社会では、生

命を守ることを大事としながら、それよりよりよ

い生活の場を提供することが求められております。

行政としては、場当たり的なばらまき方で予算を

消化することではなく、一定の方針に基づいた優

先順位が明確化され、計画的要素が行政に求めら

れているのではないでしょうか。しかるに世界一

の少子高齢化であることは御案内のとおりであり、

現下の社会福祉、行政の仕組みを見ると社会・援

護局、老健局、雇用均等・児童家庭局などとても

幅が広いわけでありますが、このたびは老健に関

する問題に対して今後の行政のあり方についてお

伺いをいたしたいと思います。

（２）でありますが、高齢化の社会における介

護の取り組みであります。今後国の政策の中で社

会福祉は積極的に地域における計画的な整備をし

ていく必要があるわけでありますが、どのような

政策を持って進めていこうとしているのかお伺い

をいたしたいと思います。

３点目でありますが、ひとり暮らし高齢者の生

活状況についてお尋ねをいたします。戦前、戦後

の日本、また我がふるさと名寄の基礎を築いてく

れた御老人たちがあと幾年この世にいられるのか、

少ない年金で不安を持ちながら、一年一年体力の

限界を感じ、孤独と不安と戦いながら、不満も言

わずじっと耐えて生活している状況を行政がどの

ように把握しているのか、どのように手当てをし

ているのか、行政が高齢者に対し、今後どのよう

にして対応していこうとしているのかお伺いをし

たいと思います。

４点目でありますが、高齢者に対する介護とグ

ループホーム及び老健施設の取り組みであります。

お伺いをしたいと思いますが、現下の状況を見た

とき、特別養護老人ホーム入所の状況は老健施設

の入所状況とは対極に、そして把握して今後の推

移はどうなのか、施設の増設の考えはどうなのか、

あるとすれば行政として福祉計画を策定した物の

考え方、また民間施設の行政と協力しての考え方

に沿っての計画があるならば教えていただきたい

と思います。

これで理事者の意のある御答弁を得ながら、こ

の場からの質問を終わります。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

田中議員から大〇福祉事務所長（小山龍彦君）

項目１項目、小項目で４項目のお尋ねがございま

した。一部過日御質問いただきました山口議員と

の回答が重複することになるかとは思いますが、

お許しをいただきたいと思います。

それでは、高齢化社会における介護の取り組み

についてお答えをしてまいりたいと思います。当

市が設置しております特別養護老人ホーム２施設

の入所の希望待機者は、現在１９０名ということ

でございまして、在宅の介護サービスを受けなが

ら生活されている方が８０名となっており、その

他の方につきましては病院や老人保健施設に入院、

入所されている方が大半でございますが、待機者

は老後の生活に不安を抱いて申し込みされている

実態もあるというふうに伺っております。平成１

４年には、指定介護老人福祉施設の入所に関する

指針が公表されまして、それ以前につきましては

申し込みの順番が優先されていたようでございま

すけれども、現在は待機者につきましては入所判

定委員会が待機者の介護の状況や住環境、家族に

よる支援状態などを総合的に判定しながら、入所

の順番を決定しているところでございます。名寄

市の老人福祉施設、老人保健施設、地域のグルー

プホームでの収容の人口割合は同規模の市の中で
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もトップレベルでありまして、入所が必要とされ

る方についてはほぼ満たされていると認識をして

おります。ただ、議員御指摘のように高齢化、少

子化が進む状況にあっては、現状の施設だけでは

不足するということが懸念されますので、関連す

る介護保険料の増額や国の福祉施策等を十分検討

しながら対応してまいりたいと考えております。

次に、ひとり暮らしの高齢者の生活状況につい

てお尋ねがございました。さきの高橋議員の質問

にもお答えしておりますが、８月末の総人口で申

しますと３万９３９人のうち６５歳以上の方は

１８７人で、高齢化率は２ ４６１になっており

ます。また、総世ま数で申しますと１万 ７４７

世まのうち、高齢者世まで １３３、単身者世ま

で １０３世まとなっており、いずれも増加ので

向を示しております。ひとり暮らしの高齢者数は

平成２０年度で １８２世まとなっておりますが、

認知症を初め高齢者の肉体的、精神的な衰えはそ

の生活状態で孤立することにより、進行速度が速

まるのではないかと想定しております。その防止

策といたしましては、仲間づくりや趣味やサーク

ル活動への参加が身近で取り組みやすく、また効

果的なものと思っております。市では、介護予防

教室や料理教室、老人文化祭、生きがいホビーセ

ンターにおける趣味の講座などで高齢者の活動や

外出の支援をしております。また、独居高齢者の

見守りには社会福祉協議会や町内会関係者からの

連絡、通報を受けて高齢福祉課や地域包括支援セ

ンターにおいて情報を整理し、万が一に対応でき

るようにしております。

続きまして、高齢者介護における老健施設、グ

ループホームの取り組みについてお答えをいたし

たいと思います。名寄市総合計画での老人福祉施

設の設置は、後期計画でケアハウス等の整備、小

規模多機能施設の設置、特別養護老人ホームしら

かばハイツの改築工事が計画されておりますが、

本年３月に策定された名寄市第４期高齢者保健医

療福祉計画・介護保険事業計画では、民間活力の

導入による小規模多機能施設を平成２２年に開設

することとしております。政権交代が実現した現

在、さきの政府の補正予算も凍結等が実施される

中で、補正予算による介護基盤の緊急整備特別対

策事業もその実施が見えない状況に至っておりま

す。また、一方で、高齢者向けのマンションにつ

いても民間による建設の動きが見えており、今後

新政権による介護を含む福祉政策の方針を見きわ

めながら、超高齢化社会を見据えたインフラ整備

の検討が必要な時代に来ていると認識しておりま

すので、御理解を賜りますようお願いを申し上げ、

この場からの答弁といたします。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問を〇２２番（田中之繁議員）

させていただきます。

このような時期に大変なそういう介護施設など

に対して、いろんな面で御苦労されている福祉関

係の方、また市長を初め関係各位に心から感謝と

お礼を申し上げたいと思います。

いろんな説明がございましたが、地域福祉とは

要介護者に対し一方的かつ事務的対応ではなく、

サービスを提供することではなく、住民主体、生

活圏をキーワードとした自主生活のための包括的

な社会福祉の取り組みが必要ではないかと思いま

す。実際に介護在宅待機組に対しまして、行政と

してどのように対応し、用意ができているのか疑

いがあると言わざるを得ません。老後に対し不安、

心配のない社会をつくることが一番の行政の責任

ではないかと思います。老人福祉法第４条に基づ

いて、規定されているとおり住民の老後に対する

健康の維持と必要な施設は積極的に推進し、円滑

に実施しなければならないと表明をされているわ

けですが、この点どのように考えているのかお伺

いしたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

包括的な福祉の〇福祉事務所長（小山龍彦君）

取り組みの部分でお答えをさせていただきたいと

思います。
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さきの部分で高齢者世まの増加等の部分もあり

ましたけれども、さきに佐々木部長が佐藤議員と

のやりとりの中でもありましたとおり、地域の核

である町内会も地域、地域によってそれぞれ高齢

化が進んでいるということで、住民生活や生活圏

をキーワードとした自主生活という部分に包括的

な福祉をかぶせていくためには、今改めて先ほど

のような地域連絡協議会というような形の中で地

域コミュニティーを再構築し、その地域の中で仲

間同士での見守り、マンツーマン、町内会の役員

の方がその方を特定してキープするというか、サ

ポートするというか、そういうような形の中で体

制づくりをしていくということが大変必要なのか

なというふうに思っているところでございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

きょうは、老人、個〇２２番（田中之繁議員）

人的な民間による施設を２２年からというような

話を今説明を受けましたが、たしか山口議員から

聞いたときには平成２４年から２６年ということ

だったと思いますが、これは３年ぐらいかけてと

いう話だったけれども、今回はそういう平成２２

年から民活を利用したそういう施設をするという

ことですか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

第４期介護保険〇福祉事務所長（小山龍彦君）

事業計画では、２１年から２３年の間が第４期と

いうことでございまして、第４期から第５期にか

ける中で小規模多機能ということで、３０人以下

ぐらいの施設の中で、今議員が直接はおっしゃら

れてはおりませんけれども、待機者対策という部

分で、その部分に組み込んだ部分を民間活力を使

いまして進めてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

やっぱり介護問題に〇２２番（田中之繁議員）

対して、本当に毎日テレビだとか雑誌、新聞等、

いろんな問題が起きているということであります。

これは、名寄だけではなくて全国的に大変な問題

だなと私は思っているわけです。北海道に対して

でも毎月１００人がいろんな形でそういう事件を

起こしたり、死んでいるということでありまして、

これは本当にこれからこんな問題がいっぱい出て

くると、やはりほかの市町村ばかりでなくて名寄

としても当然考えていかなければいかぬ。これ大

事な問題かなと、そういうふうに私は思って今回

質問させていただきました。このような問題に対

して、執行者が老人福祉を第一に考えて執行する

ことが一番の考えではないかと思います。本当に

北海道で月１００人に上る御老人が何らかの理由

で命を絶っているということでありますから、そ

のような観点から見れば、なるべく早くこういう

施設を考えながら、優先的にやっていかなければ、

何も意味がないのではないかと、そんなふうに思

っているわけであります。

介護施設の段階で、ひとり暮らし向けの軽費老

人ホームなど、実績のある民間に本当にこれから

協力をしていただきながらやっていくのが一番で

ないかと、そういうふうに私は思っているわけで

す。実際に私も旭川のほうの金さん銀さんという

施設を見てまいりました。これは、何で私が行っ

たかと申しますと、士別にことし申請をしたとい

うことを聞きました。それであれば何とか名寄に

もひとつつくっていただきたいということで、旭

川まで見にいってきたわけです。この金さん銀さ

んというのは、今１４施設持っているのです、民

間で。しかし、そこには大体今回深川の老人ホー

ムをつくったところは本当に国道沿いのところに

つくって、大変にみんながいろんな形で喜んでい

ると。それはなぜかと。今までそういう老人施設

とすれば山の中につくったり、そういうのが多か

った。それはなぜかといったら、やはり土地が安

いだとか、そういうことで、昔であればうば捨て

山だと、こういうことが言われていましたが、今

はそういうことはとんでもない間違いだと。やは

りまちの中だとか、いろいろな知り合いの中でや

っていくことが認知症だとか、そういう人方に対
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して物すごく受けていると。やはりひとり暮らし

の人だとか、そういう人方は自分で病気をつくっ

ていっているような状況なのです、今。女の人で

すと、割といろんな地域のつき合いがあるから出

ていくけれども、男の人というのはやはり奥さん

が死んでしまったら、自分一人で家にこもってぱ

っとやっていると。しかし、病院へ連れていった

らどこも悪くないと。そういう精神面が物すごく、

自分で状況をつくってやっていると。そんなよう

な状況がやはり田舎に多いのではないかというこ

とで、私はいろいろそういう旭川の施設を見てま

いりました。しかし、ここは今一番問題にされて

いるのが介護士が本当にいないと、施設には。こ

れもこの間テレビで解説しておりましたが、とに

かく介護士が４人に１人やめていくのだと。そう

いう状況であります。今確かに認知症だとか介護

施設に勤めている人は、見る人が４５０万のそう

いう介護をされている人がいるということであり

まして、それに対して介護士が１２５万人だとい

うことで、大変少ないということを言われていま

す。これは、本当に２０２５年には介護士を２５

０万にしなかったら、もっていかないということ

も言われておりまして、４人に１人がやめていっ

ている状況は頭も使い、体力も使い、そして賃金

が安いということです。本当に行政も大変だと思

いますが、そういうような状況になっていると。

しかし、旭川の金さん銀さんのところ、介護士が

２７０人いると。一切やめていないと。そういう

ことを聞いてまいりました。しかし、今度士別に

できるわけですから、いろんな形でやはり名寄も

協力していただきたいなと、そんなふうに見なが

ら、これからは本当に高齢者の人がどんどんふえ

ていくと。これは、私もあと１５年か２０年した

ら自分も入るのではないかと。ここにいる人方も

本当に皆さんやっぱりそういうふうな気持ちです。

やはり子供がいない。みんな東京だとかどこか行

って、結婚して、やっぱり自分はここに残ってい

るときは必ずそういう人方にお世話にならなけれ

ばいけないと。こういう実態を考えて、こういう

老後に対してやはり行政が本当に積極的に考えて

いく問題ではないかと思います。我々は、元気で

あればいつまでもと思いますけれども、これはも

う一年一年体が弱って、こういう状態です。しか

し、今そのうちに、あと何年といいましたか、と

にかく老人と若者が半々になる時代が来るよとい

うことをこの間も発表しておりました。それであ

れば、やっぱりこういうものに対して我々は、年

寄りも長生きしている人がたくさんいるわけです

が、本当に年とった人方がいつ、自分の先があと

何年かなと、こんなことばかりしているわけです。

しかし、そういう気持ちを精神的にもやはり毛細

血管にいい気持ちを入れて健康にすることが行政

の役目でないかと思いますが、これに対してどう

なのですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

田中議員からは、福祉〇市長（島 多慶志君）

に対する思い入れも含めてるる御意見をいただき

ました。質問からちょっと外れますけれども、８

月２９日に名寄市を会場に地域福祉を考えるセミ

ナーということで、道内外から大勢の研究者が集

まってのセミナーが開催されました。その前段で

名寄地域の福祉に対する鼎談というのがありまし

て、日本社会事業大学の大橋学長に司会をしてい

ただいたわけですが、その中でその前段も含めて

いろいろと懇談をする機会がありました。急速に

高齢化が進行して、日本の場合には高齢化福祉に

対する行政というものについては常に後追いの形

で今進んでいるという、そういうお話を伺うこと

ができました。私もまさに現在進めている国の高

齢者の福祉については後手後手に回っているなと、

こういう実感をしております。たまたま私は、ち

ょうど１０年前になりますけれども、介護福祉の

先進国と言われるドイツの高齢者福祉についての

研修を実地でする経験を持ちました。当時のドイ

ツにおける介護福祉のありようというのは、保険

制度は国が一元化して財政管理をしているわけで
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すが、介護に当たる人材というのは介護の判定を

しますと兄弟であろうが、子供であろうが、隣の

人であろうが、資格を余り追求はしていませんで

した。問題は、幾らの介護の度数かという、その

判定をして、その介護をする方についてはきちっ

と報酬を払うと。金銭を給付をすると、こういう

ことであります。当然介護度が上がりますと、プ

ロの手によっての介護が必要なわけですが、介護

の最初から日本の場合には制度設計が有資格の介

護士による介護と、こういう規定をしておりまし

て、どうしても高齢化が高まってまいりますと人

材が足りないという現実があります。ドイツの例

をもう少し申し上げますと、子供が親の介護のた

めに企業の勤め先をやめるというような事情につ

いては、保険や年金は勤めていたと同様の制度を

担保すると、こういうことでありますから、まさ

に親孝行をそれまで勤めている職場の保険ですと

か年金だとかということを心配しないで介護がで

きる。そして、その報酬というものは介護の度数

によって金銭で評価をされてということでありま

すから、日本の介護制度と比較をしますとやはり

しっかりとした基盤ができているなと、こういう

ふうに受けとめておりました。このことについて

も大橋学長にも日本の介護制度についてこれから

やはり修正を加えていくべきではないかと、こう

いうこともお話をさせていただいた経過がござい

ます。

今民間の介護の施設が多くお話の中にありまし

た。名寄市の場合は、昨日からもお答えをしてお

りますが、合併をする以前の施設整備ということ

が幸いにして１８０の特別養護老人ホームを今持

っているわけであります。しかし、これから国の

福祉施策の中で、特に高齢者の保健医療福祉とい

うことがどのように展開されてくるのかというこ

とについては、現在のところなかなか推測ができ

ません。非常に高齢者の比率が高いということは、

それだけの支える力というものをどこに求めるの

かと。これは、マンパワーもありますけれども、

財政的にだれが負担をしていくのかということも

大きな課題であります。私ども名寄市の行政の中

では、まずは高齢者の健康維持について、医療の

確保について、地方センター病院という医療の指

定を受けて、私どもも鋭意これらについて取り組

んでいるところであります。福祉につきましても

訪問介護であるとか、あるいは看護を含めての訪

問体制の確立等も進めているわけでありまして、

この後やはり老老介護等の具体的な介護疲れによ

る家庭の支援をどう進めていくのかと。このこと

については、地域のネットワークということも大

きな支援の要素であろうと思いますが、しかしそ

れは国の制度設計の中できちっと確立をしなけれ

ば、地方の近隣の支援だけでは回復できないと、

そういうふうにも思っております。それだけにこ

れからの高齢者に対する保健医療福祉、これらの

政策については、私ども名寄市単独の取り組みで

はなくて、北海道市長会あるいは地方六団体が中

央に対してしっかりと制度設計の確立を求めてい

くというスタンスでおりますので、ぜひ御理解を

いただきたいと思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

確かに今市長から御〇２２番（田中之繁議員）

答弁をいただきましたが、市町村が地域福祉のを

策定して具体的に推進することが急務だという質

問をしようと思ったのですけれども、市長からい

ろんな形で教えていただきました。しかし、厚生

労働省の取りまとめの報告書では生活の持続性を

推進するための新しい介護サービスの体系が示さ

れている。地域の福祉においては、住民参加が必

要不可欠な要素であると私は思うわけであります。

住民参加を実現するためには、住民が参加しやす

い仕組みは行政が準備することだと私は思います。

第１に地域福祉計画を策定すること、第２には住

民参加を促すこと、第３には行政職員自身が地域

に出向き、住民等の声に耳をでけると。そのこと

を通して行政の住民との協働が実現するのではな

いかと私は思っているところであります。国政の
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場にのって、市町村が地域福祉のを策定し、福祉

計画を一体的に推進することが急務ではないでし

ょうか。また、地域福祉活動計画にはいろんな策

定があるわけですが、社協が中心になって住民が

主体的に策定するほうが、そうすることによって

地域福祉システムが構築され、社協が策定する計

画により住民ニーズを通して地域社会の問題状況

を発見することができると私は思っております。

ニーズに合った政策ができると、積極的なニーズ

の掘り起こしも可能になり、福祉活動計画のもと

に地域社会の問題状況を発見することができるの

ではないかと思っております。

また、グループホームにつきまして、共同生活

住宅の民への支援策、ヘルパーの派遣、そのよう

な取り組みをこれはぜひ考えていただきたいと思

いますし、今直面している老人施設の問題を、や

はり低年金者が多いのです。金を持った人はいい

ところに入って、どこへ行ってもこれは自由にな

るわけですけれども、低年金で入れるような施設

がないとやはり本当に老後はもうとにかくあとは

夫婦二人、あと何年たったら自分はこうだと、こ

んなことばかりでいるのです。そして、そういう

高級なところに入れる人は名寄から去っていくと。

しかし、やはり年寄りは名寄で最期を終えたいと、

そういう人がたくさんいるのです。先日も私の町

内会、八十何歳の人が町内活動をしながら、本当

にしょっちゅう出てきておりました。それが極端

に体力が弱って、子供のところに行く。子供も来

てくださいと、こういうような話を町内会長から

聞いたわけですが、やはりここにいたいと言いな

がら一人で、民生委員の人が市立病院に連れてい

ったら、やはりどこも悪くないとかなんとか、最

後にそういう病院に入れないから、精神科のほう

に入ってくださいと、こういうような話が来たわ

けです。しかし、これは大変だと。やっぱり最後

は息子さんのほうにと先月行きましたけれども、

こういうような実態はうちの町内ばかりでなくて、

これは本当に名寄にこれだけの町内会が幾つもあ

るということを私は聞きました。民生委員の人方

も大変な苦労をしながら、この町内で高齢者が４

人に１人というような実態でありますので、そこ

ら辺を社協が中心になり、先ほど言ったような協

働の、そういうことを行政は一番先にしていかな

いと、民生委員の人も名前だけはもらったけれど

も、何していいのかわからぬと、こんなような状

況でありますので、そこら辺民生委員と、町内に

２人ずついるわけですが、本当に民生委員の皆さ

んも大変な苦労しているわけですから、そこら辺

をどういうふうな考えを持ってこれから進めてい

くかお知らせを願いたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員からお話がありま〇副市長（中尾裕二君）

したとおり、今後の全市的な取り組みとしまして

は、やはり高齢者保健医療福祉計画の中でしっか

りと計画づけをして実施をしていくということが

重要と思っておりますし、また地域のぬくもり、

優しさのあるネットワークづくりということでは、

現在立ち上げました地域連絡協議会の中でしっか

りと組み立てをしていただいて、こちらのほうに

は社協との連携あるいは大学との連携等もござい

ますので、これは総体的なネットワークづくりを

通じて進めていきたいと、このように考えており

ます。ただ、あくまでも社会福祉につきましては

やはり自治体でできる部分もございますが、国の

制度の枠内での福祉行政という限界もございます

ので、この点については先ほども市長のほうから

もお話ありましたように北海道市長会あるいは地

方六団体を通じて国のほうに、特に今回は新政権

が誕生しておりまして、国民に優しい、思いやり

のある政治を展開するということでございますの

で、ぜひ働きかけをして進めていきたいと、この

ように考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後になると思いま〇２２番（田中之繁議員）

すが、平成２２年にはひとり暮らし向け軽費老人
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ホームというような施設をつくるということであ

りますが、これはいろんな問題でまちおこしだと

かまちづくりということを皆さんがやはりいろん

な形で言っております。しかし、これはこういう

まちだからこそ、田舎に人口ふやすということは

本当に大変なことだということで、やはりこうい

うまちづくりというのはいろいろあると思うので

す。だから、これ３０人の軽費老人ホームができ

れば３０人の雇用ができるのです。その人が勤め

れば定住すると。一番問題になっているのが雇用

の創出も必要だということでありますから、これ

からのまちづくりの一環として、やはり名寄には

本当に道北センター病院、市立病院があるわけで

すから、それを軸としたシルバータウン構想とい

うものを前提にまちづくりを考えていくことがこ

れから大事でないかと。いろんな商店街に対する

ものもあるわけですが、本当に先ほど言ったよう

にだんだんみんな年とって、必ず人間は１回死ぬ

のです。金があるからずっと生きるということは

ないです。やはり必ず人間は死なないといかぬ。

しかし、そういう問題でこれを第一に優先して考

えていかなければ、やはり地方は本当に大変な問

題が起きてくるなと、私はそう思っています。よ

そから名寄は中核都市と言われていますけれども、

両方の面からやはりここに、いろんな形の中で老

人が本当に来てここで住みたい。しかし、名寄で

住んでいて本当によかったなと、こういうような

施策を考えていかなかったら、大変な問題になっ

てくるのではないかと。しかし、また戻りますけ

れども、旭川の金さん銀さんのところの所長さん

は本当に金もうけでやっているのてないのだと。

これは、やはりこの人は浜頓別の職員やっていた

と。町の職員、そのときに福祉関係の仕事をして

いたということであります。そして、旭川に行っ

て、今１３ですか、そんなこともあって行ってき

たのですが、本当にこの人の話聞いたら、やはり

先ほど言ったように人間は一生に１回は死ななけ

れば。しかし、金もうけでやるわけではないのだ

と。これは、やっぱりその施設に入ったときに本

当にいつ死ぬか、いつ死ぬかと、こんなことばか

り考えて座っている人が多いのです。しかし、や

っぱり人間は死ぬときにどうやるか、そんなこと

ばかり考えて、うつみたいなこと多いということ

ですから、もしか亡くなったときにとにかくみん

なが入っている人方も従業員も一緒になって葬式

をしてあげるのだと、こういうことをやっている

というのです。そのときに本当に１人でこうやっ

て死んでいくのか。兄弟も身内もいない人がたく

さんいるわけですけれども、そのときに本当に感

謝して、送った後に残っている人が私もこうなっ

たときしてくれるのだなと、こういうことをやは

り言って安心していると、これが実態なのです。

だから、私はその話を聞いて、ぜひ名寄のほうに

も何とかしていただきたいなということで言った

ときには実は士別につくるのだと。士別より先に

名寄につくってくれと、こういうような話をして

きたわけですが、やはり士別が今回できるという

ことを聞いたのです。安い年金で入れる施設が本

当にどんどん減っているということでありますの

で、何とかひとつそこにいろんな形で協力しなが

ら、行政も積極的にそれに取り組んでいただきた

いなと。やはり人間というものは、寂しさと自分

でそういう病気もつくっているのも確かでありま

す。しかし、これ安心していけるということは本

当に大事なことでありまして、やはり昔何ぼ商売

やってもうけて、何年もしたけれども、最後には

いろんな形でつぶれ、倒産した人もいるのです。

その人方がやはり何とかそういう施設に入って、

老後ちゃんとしてやりたいと、そんな気持ちでこ

の社長さんは言っていました。確かに昔はそうや

って貢献して、しかしつぶれてしまったら何だと、

そんな世の中になっていると。やはり死ぬときだ

けはそういうふうな施設できちっとしてあげたい

なと、そういうことで安い年金で入れるような施

設を１３つくったということでありますので、こ

れはひとついろんな形で行政もいろんなものを見
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て、やはり名寄に協力していただきながら、本当

にシルバータウン構想というのを考えながら、ひ

とつ市長さん、考えていただきたいということを

要望して、お願いをして終わります。

以上で田中之繁議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

新型インフルエンザの流行時期を迎えての対応

について、熊谷吉正議員より緊急質問の通告があ

りました。日程に追加し、直ちに発言を許可する

ことで御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

日程の順序を変更し、発言を許すことにいたし

ます。

熊谷吉正議員。〇議長（小野寺一知議員）

今議会最終日一般質〇１９番（熊谷吉正議員）

問大トリの田中議員の後で大変恐縮なのですけれ

ども、発言の機会を与えていただくことに皆さん

に敬意を表したいと思います。

テーマは１つなのですが、新型インフルエンザ

の流行時期を迎えてということで、一昨日もお二

人の議員から、それぞれ答弁がありましたけれど

も、その中でも流行時期が９月末から１０月にか

けて以降ということで、あと１週間か１０日もす

ればその時期に入るということで、特に名寄市内

的に言われているのは、全国的にそうですけれど

も、５人に１人以上は罹患をする確率だというこ

とですから、人口比でいくと ０００人以上がそ

の可能性があるということで、まさに大流行を想

定をした対応、対策がより徹底をされなければな

らないのでないかというように考えております。

もちろん今まで周知のとおりの予防や拡大しない

ための措置は全市民的にそれぞれ肝に銘じなけれ

ばならないわけでありますけれども、この段階に

来るとむしろだれもがかかるのだという想定を前

提にした対応、対策がより具体的な形として伝わ

っていかなければならないのではないかというふ

うに考えておりまして、どうもその辺については

先般のやりとりの中でも見えてこなかったような

気がいたしますので、あえて御質問を申し上げさ

せていただきたいと思います。

絞りますけれども、特に厚労省が新型インフル

エンザ対策本部を立ち上げて、基本的対処方針を

７月に、改訂版ですけれども、出しております。

あるいは、昨年の暮れの段階、１１月の段階では

各省庁横断的な対策本部の中で新型インフルエン

ザ対策あるいは鳥インフルエンザ対策のガイドラ

インを出しておりますが、当然保健所を中心にし

ながら、対策本部の中で一定の熟知をされている

ものと判断をしておりますけれども、特に予防の

話は今までもされておりますけれども、仮に大流

行ということを想定をした答弁に絞っていただい

て結構だと思いますので、簡潔にお願いしたいの

ですが、いわゆる基本的対処方針やガイドライン

に基づいて、具体的に名寄市の対策本部が公共機

関や福祉施設や学校や、もちろん民間の事業所も

含めてどのように、公共施設でいけば指導という

ことになるでしょうし、民間の場合は強制という

よりもむしろ要請をしながら理解を得ていくとい

うことになろうと思うのですが、ぜひその辺につ

いて取り組みの経過、現状についてお知らせをい

ただきたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま新型イ〇生活福祉部長（吉原保則君）

ンフルエンザの対策につきまして、特に民間の事

業所に対する対応ということでのお尋ねかと思い

ます。この間個別の事業所に対しましては、直接

の通知等は実施していないところでございますけ

れども、市民の周知といたしましては４月２８日

に名寄市の保健推進員連絡協議会の総会が開催さ

れまして、その場で急遽ちょうど発生が確認され

た部分もございましたので、参加者の約１５０名
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の皆様に対しまして啓発のチラシを配布したのを

皮切りに、その後御案内のとおり５月なり６月の

広報への折り込みチラシ、それから町内会への回

覧板による通知、一方ではＡｉｒてっしによる放

送、それに今月１５日付の地元２紙への新聞広告

などを通じて予防対策の啓発なり広報を行ってき

たところでございます。各事業所におかれまして

もこれらの情報などを踏まえた中でそれぞれの対

応をとっていただいていると考えているところで

ございますし、今後とも保健所はもとより商工会

議所あるいは商工会などとの連携を一層強化する

中で、各種会合などさまざまな機会をとらえる中

で、一層注意喚起などを呼びかけてまいりたい、

このように考えているところでございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

その辺の話はもう既〇１９番（熊谷吉正議員）

に語られている部分なので、私の求めに応じたお

答えにはなっていないのですが、今の話ですと民

間に絞ればこれからさまざまな機会をとらえてと

いうことなのですが、とりあえず伝えられている

のは９月の下旬から、これが正しいとすれば特に

冬の寒さが早い名寄市にとってはそう悠長なこと

を言っている時期ではないのではないかと。１週

間か１０日ぐらいすればもう９月下旬ですから、

そういう意味ではちょっといかがなものかなとい

うふうに感じております。公共の話についても公

共機関や具体的な指導も含めて現場なんかには流

れているようなのですが、具体的に発生した場合

どういう処置を対応するのかということを、これ

は民間の場合でもそうですけれども、当然罹患を

した者については病院なり自宅待機なり、さまざ

まな時点で療養するわけです。あるいは、それに

濃厚な接触者については看病したりしなければな

らない。ですから、学校、医療機関、名寄市でい

えば給食センターや市立病院の関係やら消防署も

もちろんそうでしょうけれども、さまざまな場面

でだれもがかかるという想定のもとに一定の対応、

対策というのは当然必要になってくると思います。

名寄市の場合は、職員の場合は労働条件上有給や

特別休暇制度がちゃんと整っておりますから、そ

の休暇の範囲、あるいは超える場合もあるかもし

れませんけれども、いずれにしても休まなければ

ならない。あるいは、家族で発生した場合につい

ても休まなければならない可能性もある。あるい

は、臨職の場合については年休は一程度あります

けれども、私もいわゆる特別休暇、病気休暇制度

等についてはないという認識にありますから、そ

の場合への柔軟な対応の問題、民間の場合でも特

に公共よりもっと厳しいのはやっぱり現実に臨時

職員やパートの従業員者が相当数いるというふう

に考えておりまして、民間の経営者や雇用主にも

理解を得ていかなければならぬと。そのことの徹

底によって、いわゆる爆発的な流行をできるだけ

抑制をするということにつながるわけでありまし

て、厚労省の対策本部の通知なんかでも全国的に

はいろいろ建設関係の団体、あるいは商業団体の

団体を通しながら、事業所に流れるというふうに

は一応なっていますが、横の段階でも地域の対策

本部を通して具体的にやっぱり理解を求める。公

共であれば指導する、現場に。あるいは、民間の

場合は具体的に要請をするという、あるいはひど

いのは国のほうから事業を縮小していただくとか、

あるいは取引先との関係の事前のマニュアルだと

か、さまざまなことが膨大にマニュアル化されて

いたり、ガイドラインの中で示されているわけで

ありまして、どうもやりとりを聞いていてそうい

う準備まで必要ないという前提でおられるような

認識があるものですから、非常に短い時間しかな

いという、危機管理の問題もこの間も指摘をされ

ていますが、ちょっと弱いのかなという感じもし

ておりまして、改めて当面する近々の課題として、

しっかり対策本部の中でどこまで具体的に取り組

もうとしているのか伝わってきませんので、改め

てその取り組みについての考え方をお知らせいた

だきたいと思います。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）
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休憩 午前１１時５５分

再開 午前１１時５５分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

中尾副市長。

現在のインフルエンザ〇副市長（中尾裕二君）

の状況を考えまして、対策連絡協議会から急遽対

策本部に格上げをして、個人市民の方々には新聞

等連続して掲載することも含めて、あるいは小中

学校、さらには公共施設等には速やかに張り紙等

も含めた連絡をさせていただいて周知を図ってお

ります。お尋ねの民間の部分につきましては、個

別に当たっているというところは今しておりませ

んけれども、早急に対策本部等の会合の中で後手

に回らないように、迅速に、機動的に対応できる

ように改めて検討し直しをして、市民の皆さんに

は周知を図っていきたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

国が、厚労省が、あ〇１９番（熊谷吉正議員）

るいは北海道が、保健所がという、確かに情報発

信元は縦系列の中でかなり膨大な対応やマニュア

ルやらガイドラインなどを含めて出ておりますけ

れども、それを受けて具体的に接するのはやっぱ

り自治体であると思うのです。自治体が具体的に、

市民が保健所にということは常任委員会の中でも

一部指摘はしたのですけれども、やっぱり名寄市

を頼りにして具体的ないろんなことについて相談、

あるいは求めがあるのではないかという、現実に

発生した場合。ですから、ぜひかからないような

ことについてもかなりの指導、周知は私ども伝わ

っておりますし、いろんな事業所や福祉施設も含

めて手洗いやら消毒やら、本当にかなり浸透して

いるというふうに思いますけれども、かかるとい

うことを想定をしなければ、特に集団のときに一

番怖いような気がいたしますから、集団化しない

ように改めて緊急に対策本部をしっかり再開をし

ていただきながら、民間の場合特に強制というわ

けにはいきませんから、しかし広がった場合には

やっぱり仕事をとめなければならぬということに

もなりかねないし、お客さんとの接点も大変でし

ょうし、ある意味ではやり過ぎということはない

ような気がいたしますから、公共、民間問わず、

ぜひ発生した場合の働いている人たちへの休暇の

補償の問題、あるいは臨時職員の関係についても

市の場合相当数、４００人ぐらいいると思います

から、病院なども含めて。その場合、やっぱり収

入を得るために働いているわけでありまして、休

んでくださいと。その後の仕事は、もちろん市で

責任を持っていろんな対応を、あるいは場合にし

てはサービスをストップしなければならぬという

ことも、学校や病院や保育所の対応によってもさ

まざま違うのでしょうけれども、やっぱり休んで

いただくということが本人がかかった場合ばかり

ではなくて、家族がかかった場合も濃厚接触者と

いうことでかなり規制をしなければならぬことも

あるというふうに考えていますから、具体的に出

ているのです、ガイドラインやらその他にも。そ

れで、ぜひ休みやすいような環境づくりを、特に

市が雇用している関係については強く求めておき

たいと思いますし、民間の場合についても親方、

子方で二、三人しかいない家族的なところはそれ

ぞれ思い切って１週間、１０日休むかとか、そう

いうことの配慮もされやすいでしょうけれども、

トータル民間の場合は厳しいですから、なかなか

大変でしょうけれども、やっぱりいざとなると対

応について商工会議所あるいは建設協会だとか、

さまざまな団体を通しながらでも結構でしょうけ

れども、市がもっともっと具体的な情報や要請を

していくということについて少し欠けているよう

な気がいたしますので、ぜひ特段の御配慮、取り

組みを求めておきたいと思います。

最後、インフルエンザの流行時期は、これ通常

の季節的なインフルエンザの時期もまたその後に

やってくるということですし、いわゆる市立病院

や民間の病院もそうなのですが、診療報酬の臨時
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的な取り扱いなんかについての通知も先般厚労省

から出ているようですし、あるいは医療従事者が

かかった場合の対応などについての判断の場合、

あるいはさまざまな分、治療費の問題や予防注射、

これからだんだん予防注射の時期に多分なると思

いますから、それらについての具体的な支出関係

について、特に今新政権も立ち上がりましたけれ

ども、国の支援の中でもかなり最重要項、３党連

立の中でも挙げられていたりしていますから、国

の要請をしながらも名寄市で独自の政策も事前の

策で必要ではないのかというふうに考えておりま

すけれども、その辺についてはどのように考えて

おられますか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

９月１４日に名寄保健〇市長（島 多慶志君）

所管内の８自治体、こちらのほうはインフルエン

ザの対策会議ということではありませんでしたけ

れども、保健医療福祉の地域の連携会議の中で情

報交換を含めて取り組みの実態等についても、あ

るいは厚生労働省が出している対策等の共通認識

についても指導、議論をした経過がございます。

今回のインフルエンザにつきましては、４月以降

全国的に発生をしているわけでございまして、当

名寄市にも残念ながら集団発生というようなこと

で、幼稚園に対して休園という、そういう取り扱

いも取り組みをしている実態がございます。私ど

もこれから季節性のインフルエンザとあわせて新

型インフルエンザが流行するのではないかと、こ

ういう懸念を持っておりまして、ただ単にうがい、

手洗いだけですべて完了するという認識をしてお

りません。究極はやはりワクチンの注射と、こう

いうことになろうというふうに思っておりますが、

残念ながらワクチンの製造過程における御苦労と

いうものを聞いております。１１月の下旬ぐらい

までに国内のワクチンの製造量が ７００万人分

と、こういうような情報に接しているわけでござ

いますが、このワクチンにつきましてはすべての

希望者に行き渡るというような内容ではないと。

したがいまして、優先順位をつけてワクチンの投

与をしていくと、こういうことであります。追っ

て外国からの輸入ということもあるわけですが、

この輸入のワクチンについては日本の体力といい

ますか、ワクチンによる障害があるのか、副作用

があるのかないのかと、こういうこともあるよう

でありますから、非常に難しい問題だなというふ

うに認識をしております。

お尋ねの職場等で流行して、その職場が閉鎖に

なるだとか、学校も含めてということなのですが、

そのときに待機する、あるいは就労できない補償

をどうするのかというのは、既に国内では保育所

が休園になって、あるいは学校が休校になって、

保護者がついていなければならぬと、こういうよ

うな事例もあるようでございますが、私ども名寄

市だけの財政力ですべての市民の皆さんのそうい

う事案に対応するという力量は残念ながら持ち合

わせておりません。ワクチンの予防注射について

もいかほどの単価になるのかというのも公表され

ておりません。情報交換の中では、自治体でワク

チンの接種をすることによって医療費の抑制とい

いますか、そういうことが図られるということで

は支援をしていきたいと、こういう一種の表明等

も一部ありましたけれども、全体として１本のワ

クチンの単価がわからないというような状況の中

ではトータルでどの程度のボリュームになるのか

というのも推定ができないわけでありますし、そ

ういう意味では市民の健康を守るという見地から、

私どももしっかりとした情報収集をする中で対応

していきたいなというふうに思っているところで

ございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

これで終わりますけ〇１９番（熊谷吉正議員）

れども、けさほども札幌市で初めて注意報を出さ

れたということで報道がありましたし、春の大阪、

関西方面の集団発生の段階でもかなりやっぱり地

元の中小零細の企業、事業所が大変大混乱を、皆

さんが次から次へと休むというようなことであり
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ました経験もいろいろ伝えられておりますから、

ぜひ予防はもとよりしっかりやっていただいてい

ると思いますけれども、集団発生をしっかり最小

限にとどめる。シーズン終わって、名寄市の取り

組みのおかげでほかの市町村よりすごく少なかっ

たというような結果になることを強く願うもので

あります。ぜひ対策本部の中では、ありとあらゆ

る想定のもとに市民にも民間にもしっかり協力を

いただきながら、一層の対策を強めていただくよ

う求めてまいりたいと思います。ありがとうござ

いました。

以上で緊急質問を終〇議長（小野寺一知議員）

結いたします。

１３時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０７分

再開 午後 １時１５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第３ 議案第１９号及び議案第２０号 工

事請負契約の変更について、以上２件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号及び議案〇市長（島 多慶志君）

第２０号 工事請負契約の変更について、一括し

て提案の理由を申し上げます。

まず、議案第１９号について申し上げます。市

立天文台整備事業の建築主体工事については、平

成２０年１０月６日に大野土建・大野組経常建設

共同企業体と３共 ６５０万円で契約をし、現在

施工中でありますが、本件は望遠鏡設備等の仕様

を追加するため、設計を変更し、当初の契約金額

に １３６万 ０００円を加え、３共 ７８６万  

０００円で同企業体と変更契約を０結しようと

するものであります。

次に、議案第２０号について申し上げます。市

立天文台整備事業の天文施設設置工事については、

同じく平成２０年１０月６日に国際航業株式会社

北海道支店と２共６８５万円で契約をし、現在施

工中でありますが、北海道大学による望遠鏡設計

の仕様確定に伴い、設計を変更し、当初の契約金

額に１７１万 ５００円を加え、２共８５６万 

５００円で同社と変更契約を０結しようとするも

のであります。

以上２件について、名寄市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第

２条の規定により議会の議決を求めるものであり

ます。

なお、詳細につきましては、建設水道部長より

説明をさせますので、よろしく御審議くださいま

すようお願い申し上げます。

補足説明を野間井建〇議長（小野寺一知議員）

設水道部長。

市長提案の補〇建設水道部長（野間井照之君）

足説明を議案第１９号及び議案第２０号について

一括して追加説明を申し上げます。

当該施設は、総合計画において心豊かな人と文

化をはぐくむまちづくりを基本目標として、天体

観測を生かしたまちづくりを施策の大綱の中で挙

げており、本計画の実施事業として市立天文台整

備事業が登載されています。平成１７年１２月に

は、北海道大学理学研究科と地域間の交流促進及

び施設、機器などの相互利用を図るべく協定を０

結しており、国内で初めてとなる大学と自治体の

連携で研究、教育、観光を主点とした施設整備と

なる事業であります。

工事は、昨年１０月７日に着手をし、これまで

に建物躯体が完了し、以降内外の仕上げ及び設備

機器等の設置を行い、本体工事は本年１２月２日

に、天文施設設置工事は来年２月１９日の完成予

定で現在施工中であります。本年４月以降、北海

道大学理学研究科と研究施設の北大整備事業分、

望遠鏡設備を協議した結果、当初計画時に想定し

ていない研究機能拡充のため、設備設置が必要に

なり、設計の見直しをする必要が生じました。



－165－

平成２１年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

追加工事の主なものは、議案第１９号が市立天

文台整備事業建築主体工事で、観測室内の機材荷

揚げ用に段差解消機を設置、２つ目に観測準備室

への観測室までの操作盤の設置、３つ目に屋上天

文観測広場への太陽望遠鏡基礎の設置、そして議

案第１２号が市立天文台整備事業天文施設設置工

事で、建築主体工事に伴う建築物の構造計算等設

計業務の追加が主な内容であり、本工事と密接で

あることから、設計変更による対応とするもので

あります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

これより、議案第１〇議長（小野寺一知議員）

９号外１件について一括質疑に入ります。御発言

ございませんか。

川村幸栄議員。

天文台については、私〇４番（川村幸栄議員）

たちもオープンするのを心待ちにしているという

ところもあります。しかし、中にはこのように次

から次から負担が大きくなると、もうこれで終わ

りかというような声もあるわけです。それで、今

御説明を伺いましたら、北大との協議の中で研究

機能の拡充のためにレンズを大きなものにという

ふうなお話だったかというふうに思うのですが、

こういったところで名寄市が負担するのではなく

て、きちっと北大というか、国のほうにも負担を

していただくということも必要ではないかという

ふうに考えるのですが、いかがでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の工事費の関係〇教育部長（山内 豊君）

につきましては、平成２０年度で全体経費を予定

をしておりまして、その工事の中で契約金額が当

初の金額よりもかなり下回ったということであり

ます。平成２１年度の予算の中でその減額という

か、減った部分について予算計上しなかったとい

う状況があります。そういったことで今回春先ほ

ど説明がありましたけれども、北大との協議の中

で天体設備等の実施設計の変更ということがあり

まして、その減額分にまではいきませんけれども、

５００万円ほど足りなかったということであり

まして、当初の事業費とはそんなに変わっていな

いということでありますので、御理解いただきた

いと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の御説明では、当初〇４番（川村幸栄議員）

の予算よりかというようなお話でした。大幅に上

がっているということではないということですけ

れども、しかし市民の受けとめ方という部分では

小さなところ、市民負担のところをふやしたり、

また今まで見ていただいた部分を削ったりという

ようなところで、利用料、使用料の部分でも改正

が今検討されていかなければならないときに、大

きなお金がかかるというふうには思っていても、

期待もしていながらも、きのうの黒井議員の質問

の中でも本当に期待は大きくなるところなのです

けれども、それでもやっぱり感覚的にそういう負

担が大きくなるという思いの中で、もうこれ以上

はストップしてもらいたい。ここでとまるのだろ

うかと。ひょっとしたら、最終的にまたふえるの

でないかというような懸念もされるわけです。こ

のことに今進行中ですので、これをストップとい

うことにはならないかとは思うのですけれども、

そういった部分もぜひ受けとめていただいて、今

後のところの見通しもお聞かせいただければと思

います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

本体工事、それから〇教育部長（山内 豊君）

設備については今の協議の中ではもう既に北大と

の協議終わっておりますので、これ以上の変更と

いうのはないと思います。

それで、本体の部分とは別にきのうもお話しさ

せていただきましたけれども、維持管理の部分に

つきまして北大との協議の中では当初共有部分で

の割合負担ということがありまして、その中では

当初は３対７だとか４対６だとかという、そうい

うような状況であったのですけれども、こちらの
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ほうの施設全体にわたっての北大さんも共有して

使っていく部分があるのだろうということで、５

対５ということで維持管理費については合意をし

たということでありますから、そういった部分で

市民の負担についてはその辺で軽減というか、そ

こまでならないかもしれませんけれども、そうい

ったことで北大との協議が進んだということであ

りますので、御理解いただきたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第４ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

１号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２１号 平成２〇市長（島 多慶志君）

１年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、水源の崩落と施設の老朽化で使

用できなくなった智恵文智北地区の飲料水供給施

設を復旧整備することに伴う関連経費を補正しよ

うとするもので、歳入歳出それぞれに５１７万

０００円を追加して、予算総額を２１３共７２万

０００円にしようとするものであります。

補正の内容を歳出から申し上げます。４款衛生

費におきまして飲料水施設整備事業費の手数料３

１０万円の追加は、智北地区の飲料水供給施設が

使用不可能となったため、仮設給水施設を設置す

ることに伴う手数料１００万円と給水運搬費２１

０万円であります。また、智北地区飲料水供給施

設整備補設金２０７万 ０００円の追加は、名寄

市共同飲料水施設等事業条例に基づき、新井戸掘

削経費の３分の２を設成しようとするものであり

ます。

次に、歳入につきましては、繰越金を充当して

調整しようとするものであります。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 大胆できめ細かな雇用対策を求める意見

書、意見書案第２号 米価暴落に歯止めをかける

緊急対策と米を守る抜本対策を求める意見書、意

見書案第３号 核兵器廃絶へ速やかな国際交渉の
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開始を求める意見書、意見書案第４号 季節労働

者対策の強化を求める要望意見書、意見書案第５

号 道路の整備に関する意見書、以上５件を一括

議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外４件は原案のとおり

可決されました。

日程第６ 報告第２〇議長（小野寺一知議員）

２号 例月現金出納検査報告についてを議題とい

たします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第７ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査及び調査の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第８ 委員の派〇議長（小野寺一知議員）

遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

次に、議員の派遣報告を行うため、会議規則第

５４条の規定により熊谷副議長と交代するため、

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３１分

再開 午後 １時３１分

休憩前に引き続き会〇副議長（熊谷吉正議員）

議を開きます。

議長にかわりまして議事を進めてまいります。

日程第９ 議員の派遣報告を行います。

派遣された議員の報告を求めます。

小野寺一知議員。

名寄市と友好都市〇２６番（小野寺一知議員）

の関係にあるドーリンスク市から創立１２５周年

記念式典の招待を受け、中尾副市長を団長に私が

副団長として佐藤勝議員、友好委員会、市の担当

者合わせて６名で今月の１０日から１５日の６日

間、ドーリンスク市を訪問いたしましたので、日

程に基づいて報告をさせていただきます。

９月１０日朝の５時３０分に島市長、熊谷副議

長、長谷川友好委員会委員長を初め多くの関係者

の皆様の見送りを受け、マイクロバスにて名寄を

出発いたしました。午前１０時に稚内港を出港い

たしましたが、あいにくの天候で海はしけており、

船は大揺れの状況でありました。２時間の時差が

ありますので、サハリン時間午後５時３０分にコ

ルサコフ港に到着いたしました。コルサコフには、

７月に名寄を訪問したガリーナ議長、アレクセイ

副市長を初め通訳を加えて６名が出迎えておりま

した。ガリーナ議長と再会の喜びを分かち合った

ところでございます。その後ドーリンスク市側が

用意したバスで約１時間半をかけてドーリンスク

市に向かい、ホテルユビレイナに到着したときは

薄暗くなっておりました。ホテルでセルゲイ第１
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副市長、ナターリア友好協会委員長などの出迎え

を受け、早速歓迎の夕食会が行われました。私は、

ドーリンスク側の温かい出迎えと１２５周年の式

典に招待をいただいたことに感謝の気持ちを申し

上げたところでございます。

１１日は、すばらしい晴天で、朝の９時にドー

リンスク市表敬訪問のため市役所に行きました。

市役所の入り口では、多くの職員が出迎えていた

だきまして、ほとんどが女性の職員でした。後で

聞くところによると、職員数は８０人ぐらいで、

その９割は女性とのことでございました。働く職

員の男女比率の違いに驚きを受けたところでもあ

ります。表敬訪問では、パホーモア市長は公務の

都合で出席しておりませんでしたが、セルゲイ第

１副市長を初めガリーナ議長、アレクセイ副市長、

ナターリア友好委員会会長、市の幹部を含めて１

０名が出席し、名寄市から木製の時計、議会を代

表して私からドーリンスク市議会に羽子板を贈り

ました。お返しとして、名寄市と市議会にアザラ

シの木彫りの置物をいただいたこと報告しておき

たいと思います。ドーリンスク市がまちづくりに

努力していること、名寄市訪問時の経験もまちづ

くりに生かしているので、ぜひドーリンスク市の

企業や施設を見学してほしい旨の歓迎のあいさつ

があり、中尾副市長、私からも招待のお礼を述べ、

１時間ほどで歓談をして交流を図りました。

なお、ドーリンスク市からいただいたアザラシ

の置物は、議長室に飾ってありますので、議員の

皆さんにおかれましては後ほど見ていただければ

ありがたいと思います。

１０時には市役所を後にして、ハム、ソーセー

ジ、ギョーザなどの精肉製品や水、ビール、ジュ

ースなどの飲料を生産している多角経営のドーリ

ンスク肉製品コンビナート会社と牛の飼育、ジャ

ガイモ、ニンジン、キュウリなどの生産や牛乳の

加工も行っている農産協同組合、ソコロフスキー

をををいたしました。この農産協同組合は、 ０

００ヘクタールの農地で牛 ６００頭を飼育し、

そして野菜栽培を行い、２７０名の従業員で操業

を行っており、両社とも若者が多く働いておりま

して、非常に活気がありました。昼食には、パホ

ーモア市長も出席し、ドーリンスク市の企業の発

展に市としても力を入れていると述べられており

ました。

午後からは、ナナバン幼稚園、聾唖児童特別学

校、ドーリンスク中央地区病院を訪問し、私が平

成３年訪問したときと同じ建物ではありましたけ

れども、リフォームをしていて、見違える施設に

生まれ変わっておりました。どこの職員も親切に

私たちに施設の説明をしていただき、感謝をした

ところでもあります。夕食後、セルゲイ副市長や

ドーリンスク市経済界の皆さんとロシア式のシラ

カバの枝で背中をたたき合ってサウナに入るなど、

裸のおつき合いもしてまいりました。

１２日も朝から晴天で、式典に参列するために

レーニン広場に向かいました。１１時にホロシャ

ビンサハリン州知事が参列しての映画館、ロシア

のオープン式を見学し、１１時３０分から約 ０

００人が集まる中で１２５周年記念式典に参列し、

中尾副市長と私があいさつをしてまいりました。

パホーモア市長よりこの１８年間望ましい友好関

係が続いてきたことはドーリンスク市民の喜びで

あり、今後も長く友好関係を構築していきたい旨

のお礼のあいさつをいただきました。

午後からは、フィルソバ村養魚場をををいたし

ました。カラフトマスの遡上時期で、木枠からで

きた生けすにカラフトマスを誘導して、大きなた

も網で捕獲し、産卵してふ化を行っておりました。

カラフトマスの遡上は、雨が多かったために３０

年ぶりの豊漁であるとも伺っており、ドーリンス

ク市には今の名寄では見られない自然があること

を感じてきたところでもあります。

１３日の日曜日は、ドーリンスク市内から４５

キロほど離れた東海岸の景勝地があるコテージに

招かれ、友好協会の会員や市の御夫人たちの手づ

くりの料理をいただきながら、釣りを体験するな
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どしながら、パホーモア市長や多くの市民の皆さ

んと一日を過ごしました。

１４日には、ドーリンスク市側の計らいでユジ

ノサハリンスク市をををさせていただき、ドーリ

ンスク市の心温まる気持ちを改めて感謝を感じた

ところでもあります。

なお、ををの合間を見て北海道サハリン事務所

を訪れました。名寄市とドーリンスク市との間で

の文書の通訳やドーリンスク市側との連絡をして

いただいていることに対し感謝の意を伝えたとこ

ろであります。

夜は、お別れパーティーが開催されましたが、

子供や市民合唱団の歌声や演奏を聞いた後、パホ

ーモア市長から訪問団が記念式典に参加してくれ

たお礼とこれからの交流は子供や各団体などに広

げていきたい旨のあいさつがありました。中尾副

市長や私からは、１２５周年記念式典がすばらし

いものであったこと、大変多くの企業や施設を見

せていただいたことに感謝し、ドーリンスク市が

目覚ましく発展していることを島市長や議会の皆

さんに、そして市民に伝えることを約束してまい

りました。歓談では２０周年記念式典についての

話題になりましたが、お互いの友好委員会を通じ

て協議し、式典を行うことを確認いたしました。

１５日朝早くホテルユビレイナを出発いたしま

したが、セルゲイ第１副市長、ガリーナ議長など

の見送りを受け、無事午後１時３０分には稚内港

に到着、午後５時３０分に名寄に戻りました。戻

りましたときは、島市長、熊谷副議長、長谷川友

好委員会会長など多くの関係者に出迎えをいただ

き、まことにありがとうございました。

私は、平成３年ドーリンスク市を訪問しており

ますが、今回訪問して建物の新築やリフォームが

進み、色合いもカラフルで、町並みが明るくなっ

たことに驚いたところであります。また、インフ

ラの整備も進み、電気の停電や水道の断水がなく、

一定のライフラインに達して着々とまちづくりが

進んでいるところを確認してまいりました。地元

企業の育成にも力を入れている状況も強く感じた

ところでもあります。パホーモア市長も言ってお

りましたが、今後の交流のあり方についてはまち

づくりの情報交換を行うこと、各団体や未来のあ

る子供たちが交流していくことが両市の友好関係

にさらに必要と感じてきたところであります。

終わりになりますが、皆様の御理解でドーリン

スクを訪問させていただきましたことに感謝を申

し上げ、報告といたします。ありがとうございま

した。

以上で小野寺議員の〇副議長（熊谷吉正議員）

派遣報告を終わります。

暫時休憩します。

休憩 午後 １時４２分

再開 午後 １時４３分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第１０ 委員の派遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

建設常任委員会、中野秀敏委員長。

議長のお許〇建設常任委員長（中野秀敏議員）

しをいただきましたので、建設常任委員会の行政

ををについて御報告いたします。

当委員会は、７月１３日から１６日の４日間の

日程で、山形県新庄市、寒河江市、宮城県気仙沼

市の３市においてをを研修をいたしました。

７月１４日午前は、山形県新庄市において廃プ

ラスチックの油化施設について研修いたしました。

新庄市は、山形県の北部に位置し、人口約４万人、

面積約２２３平方キロ、５５１が山林であり、産

業は農業が中心で、５ ３平方キロが農地として

耕作されています。

ををいたしました株式会社最上機工は、異業種

で油化精製を進めており、本業は口径管推進工事、

コンクリート圧送業務、土木建築工事を中心とし

た土木業の会社で、昭和４８年に設立されていま

す。同社は、平成１９年に油化プラントの第１号
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機を稼働開始し、総投資額は約４共円で、現在２

基のプラントで油化精製をしています。原料は、

産業廃棄物、プラスチック、ポリスチレン、ポリ

エチレン、ポリプロピレン、農業資材廃棄物等で

すが、山形県は県外からの産廃物の持ち込みが禁

止されており、原料不足による稼働率が悪いとの

ことでした。油化施設は、前処理工場と油化精製

工場の２棟で成り立っており、前者は粉砕、破砕

及び不純物の除去作業工場、後者は油化精製をす

る小型バッチ式油化プラント２基を設置していま

す。油化精製は、環境対応と安全性が重要な課題

ですが、排ガスは基準をクリアしており、排水は

発生せず、精製時の水分は蒸気として放出され、

騒音、悪臭はありません。火災、爆発等の問題に

ついては、作業手順を間違えなければ工場内での

直接引火、発火のおそれは少ないとのことでした。

作業は、前処理した廃プラ等を ５トン作に投入

し、バーナー点火後は１名で管理ができます。作

１基の処理量は１日 ５トン、原料にもよります

が、重質油と軽質油が ０００リットル油化精製

され、一部はプラント用、その他は販売して経営

を成り立たせています。

油化プラントは、環境に優しく、輸送コスト、

ランニングコストが低いことから、名寄市におい

て油化プラントを建設し、油化活用促進をする場

合、公共施設への供給及び炭化センターへの販売

で事業が成り立つと思われます。ただ、プラント

のフル稼働を考えるとき、原料の調達が課題と思

われます。

２カ所目のををは、同日午後より山形県寒河江

市を訪問しました。寒河江市は、人口約４万 ０

００、農業では昭和４０年代からサクランボの生

産に取り組み、４０年代後半からは観光農園を行

うようになりました。サクランボは、寒河江市の

大きな特産物となり、街路灯や橋の欄干などはサ

クランボをモチーフにつくるなど、サクランボに

こだわった取り組みが行われています。また、高

速道路の開通に伴いアクセスがよくなったことか

ら、道の駅チェリーランドさがえを建設し、交流

人口もふえていきました。

寒河江市では、歴史と文化を生かした美しい景

観の形成についてをテーマにをを研修しました。

昭和６３年に市民から寒河江市を訪れる人にきれ

いなまちをアピールしたいとの発案があり、国道

１１２号線沿いに市が花の苗を提供し、市民が栽

植するフラワーロードが始まり、現在では市内中

心街を含む道路延長１０キロメートル以上に植栽

参加人員 ０００人の事業となり、また寒河江市

ではこれまで環境美化基本方針を定めたり、せせ

らぎ宣言をするなど、潤いと安らぎのある自然や

環境に対する施策を行っており、市民、企業、行

政がパートナーシップを組んで互いに連携、協力

しながら自然や環境を見直して、みんなで汗を流

しながら快適で美しい地域づくりを進めるグラウ

ンドワークが展開されています。具体的には、住

民の発案から公園管理や河川の美化、蛍の里や水

辺のコンサートが行われています。これらの取り

組みが発展し、ことし７回目となる花咲かフェア

ＩＮさがえが２４日間開催され、市民ボランティ

ア参加者 ０００名、来場者２８万人の大きなイ

ベントとなりました。市民がまちづくりにかかわ

る大きな力は、名寄市が求める市民との協働の一

つの形ではないかと感じました。

寒河江市では、サクランボを一つの核としてま

ちづくり進めていますが、名寄市も風連地区の巨

大壁画や道の駅、名寄地区では日進地区の健康の

森とサンピラーパークや現在建設が進められてい

る新天文台など多くのテーマを生かし、市民と協

働で自然や美しい景観を生かしたまちづくりを行

うことが求められており、寒河江市でのををは大

変参考になりました。

７月１５日は、宮城県気仙沼市で三日町三丁目

地区第１種市街地再開発についてをを研修しまし

た。気仙沼市は、人口約６万 ０００人、面積２

２６平方キロ、太平洋に面し、その沿岸は景観の

よいリアス式海岸で、陸中海岸、国立公園及び海
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中公園の指定を受けている漁業と観光で発展して

います。

気仙沼市の担当職員から三日町の中心市街地区

活性化基本計画について説明を受けました。昭和

５９年に郊外型大型店が進出してから、中心市街

地の衰退が顕著になり、商工会議所や地元商店街

での活性化策が検討され、平成６年に市が三日町

地区などの市街地総合再生計画を策定し、その中

で隣接する民間医療施設とリンクした高齢者対応

型共同住宅の計画地として位置づけられました。

平成８年には、保留床を市営住宅とする再開発構

想も検討されましたが、市の負担が大きなことか

ら、休止となりました。平成１０年には、市は中

心市街地活性化基本計画を策定して、この地域を

第１種市街地再開発事業計画地として具体的検討

を行い、身の丈に合った再開発の位置づけで、計

画の初期から保留床の処分先を確保して計画を推

進しました。まちの空洞化に対応するため、一般

的には郊外に建設されることが多い特養老人ホー

ム等の老人福祉施設と市営住宅３０戸を再開発ビ

ルの核とし、福祉施設は既に実績のある社会福祉

法人が参加組合員とし、整備を進め、市営住宅は

その売買に当たり新たに制度化された地域住宅交

付金制度の適用を受け、さらに借地権方式を採用

するなどの経過を踏まえて、再開発組合の設立権

利返還計画の認可などの手続を経て事業が着工と

なりました。

建設概要は、建地面積 ８０８平方メートル、

建物面積は ４２５平方メートル、延べ床面積 

７４０平方メートルで、１階は店舗、コンビニ、

２階から４階が福祉施設、特養、ショートステイ、

デイサービス等、５階から７階が市営住宅、２Ｄ

Ｋ１５戸と２Ｋ高齢者世ま用１５戸、８階が権利

者住宅２戸と高齢者向け賃貸住宅５戸となってい

ます。事業費は、再開発組合分として１５共 ６

００万円、社会福祉法人施設として１０共 ５０

０万円、借入金は７共 ５５０万円、事業総額は

２６共 １００万円です。

説明を受けた後は、現地をををし、福祉法人関

係者からの説明を受けました。今回ををした事例

は、元地に遊休地化した木材工場跡地があり、地

域の活性化を含めた計画を初期から地権者を含め

た官民一体となって議論され、１０年を超える試

行錯誤の結果であり、まちなか居住としての地域

の位置づけがされていました。名寄市においても

同様の整備がなされましたが、このような施設計

画にはやはり地域の活性化を第一に考慮し、官民

一体となった計画策定をすることが必要と感じた

ををでありました。

以上を申し上げ、建設常任委員会の行政ををと

させていただきます。ありがとうございました。

次に、議会報特別委〇議長（小野寺一知議員）

員会、佐藤勝委員長。

議長の御〇議会報特別委員長（佐藤 勝議員）

指名をいただきましたので、７月６日、７日に実

施いたしました議会報特別委員会の行政調査につ

いて御報告申し上げます。

７月６日は石狩市議会、北海道庁広報広聴課、

７日は北海道新聞社ＮＩＥ推進センター、なおＮ

ＩＥはニュースペーパー・イン・エデュケーショ

ンの略であります。教育に新聞をという意味だそ

うです。ＮＩＥ推進センターを対象に調査を行い

ました。

石狩市議会では、議会報の編集と発行、議会報

委員会の活動について事務局から説明を受けまし

た。同市の議会報は、まず表紙が単色の濃淡をう

まく使い分けて、とても魅力的に構成されていて

読者の目を引きます。ことし５月発行の１５８号

からは、大文字化を図り、より読みやすさを追求

していて、さらに質問と答えが端的に表記されて

いる点も参考にしたいところでありました。１９

５号からは、議会広報編集委員会から議会広報特

別委員会に衣がえをして、より委員会主導の議会

報発行が期待されているところでありました。

道庁広報広聴課では、全道２６０万世まに配布

されている広報紙「ほっかいどう」、タブロイド
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版でありますが、の発行について委託先業者も交

えての説明を受けました。タブロイド版のメリッ

トとして、読者にとって一覧性にすぐれているこ

と、コストが安いこと、レイアウトの自由度が高

いことなどを挙げ、反面保存性に難があることの

指摘もありました。紙面づくりでは、クイズｄｅ

プレプントコーナーで毎回 ０００から ０００ 

通の応募があること、まずは見出しで関心を引く

こと、もっと知りたいときの問い合わせ先の明示、

文字以外の写真の使用など、めり張りのきいた紙

面構成など実践的なお話を伺いました。

道新ＮＩＥ推進センターでは、見出しをつける

ことは本文を書くことより難しいこと、実際の新

聞記事を使い、テスト形式で学びました。また、

紙面割り、レイアウトでありますが、このことに

ついては名寄市広報、それから私たちの議会だよ

り双方の評価も交えてのお話となりました。まず、

見出しは、１つとして正確さ、２として具体性、

３番目として意外性、あれと思わせることが重要

である。悪い例といたしましては、○○について

など漠然とした表記を挙げていました。新聞の見

出しは、頭にまず結論、大事なことを書き、次に

理由を書くことなどとても実践に即した講義を受

けてまいりました。

なお、名寄市議会だよりについては、議会改革

など時の話題について思い切ったレイアウトを用

いて市民に伝える工夫をなどの非常に有益なアド

バイスもいただいてまいりました。今回の調査の

成果を今後の議会報づくりに生かしていくべく、

議員それぞれ研さんを重ね、努力することを申し

添えて、私の報告といたします。ありがとうござ

いました。

以上で委員の派遣報〇議長（小野寺一知議員）

告を終わります。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２１年第３回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 １時５９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 駒 津 喜 一

署名議員 山 口 祐 司

平成２１年９月１８日（金曜日）第３回９月定例会・第４号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２１年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐 藤 靖 １．政権交代に対する見解

（Ｐ ３８） (1) 第４５回衆議院議員総選挙で示された国民の審判結果に対する見

解

(2) 民主党中心の政権に対する見解

(3) 民主党中心政権に期待することは

２．島市長の今後について

(1) 来春の市長選挙に対する島市長の態度表明時期について

３．名寄市立総合病院の展望について

(1) 地域医療再生基金の見通しについて

(2) 病院ボランティアの見通しについて

(3) ＤＰＣ導入と今後の医療推進体制について

(4) 第１四半期の状況と医療スタッフ確保について

４．観光行政について

(1) 観光イベント・観光施設の、参加・利用状況について

(2) 観光のあり方について

(3) 自然等名寄の良さを生かした観光について

２ 大 石 健 二 １．島市政の政治的運営から

（Ｐ ５０） (1) 国政の潮流変化に伴う市政運営の対応について

ア その具体的な対応と今後に想定される課題

２．名寄市の行財政から

(1) 市民ホール（仮称）建設構想について

ア 施設整備推進等の手法と今後の課題

(2) 名寄市の行財政改革について

ア これまでの経過と今後の課題

(3) 中心市街区域の再生と活性化について

ア これまでの経過及び現状分析等と今後の課題

平 成 ２ １ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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３ 高 橋 伸 典 １．照明灯に発光ダイオードの導入を

（Ｐ ６０） (1) ＣＯ 削減対策の本市の取り組みと推進状況は２

(2) 公共施設の照明や照明灯に、ＬＥＤの導入推進を

２．新型インフルエンザ対策について

(1) 管内の状況と対策は

(2) 市民への予防対策と、感染時の病院対応並びに市民周知は

(3) 名寄市立総合病院と市内医療機関との連携と対策は

３．育児世帯へのごみ袋無償配布について

(1) 紙おむつ使用の０歳児へのごみ袋の無償配布を

４．高齢者世帯に「いのちのカプセル」を

(1) 独居高齢者世帯の状況について

(2) 救急車出動件数の種別と高齢者の利用割合について

(3) いのちのカプセル配布について

５．東地区とまちなかの連絡橋について

４ 山 口 祐 司 １．「特養ホーム待機」実態にどう対処するか

（Ｐ ７０） (1) 総合計画での施設整備改修事業について

(2) 「在宅介護限界の声」市としての考え方は

２．地域の公共交通について

(1) 乗り合い車両実証運行までの経過について

(2) 住民説明会での反応と今後の取り組みについて

３．カラーバリアフリー対策について

(1) 名寄市の色覚異常者の実態把握について

(2) ホームページや各種パンフレットへの配慮について

(3) 小中学校における教育現場での対応について

５ 木戸口 真 １．市民生活の安心・安全対策について

（Ｐ ７８） (1) 名寄市における新型インフルエンザ予防対策の現況と課題は

(2) タミフルの効果と名寄市の確保状況は

(3) 国の「新たな経済対策」による介護施設への助成制度の内容と取

り組みは

２．日進保育所のあり方と今後について

(1) 休止となった日進保育所の経過と現況、今後について

(2) 政権交代により、子育て支援の拡充が予想される。地域と将来的

な話し合いが必要と考えるが

(3) 地域的（遠距離）なことから、今後も保育所へ何らかの支援が必
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要と考えるが

３．風連地区の新たな組織移行と特例区の今後について

(1) 風連地区の住民自治組織（町内会）移行に向けた状況と課題は

(2) 町内会移行後、活動交付金が必要と考えるが

(3) 副市長が兼務する特例区長の任期が平成２２年５月までとなって

いるが、特例区終了までの残り１年間の考え方は

(4) 特例区終了後のコミュニティセンターの管理運営に関する地域と

の協議は

６ 黒 井 徹 １．なよろ天文台の振興について

（Ｐ ９２） (1) 職員の配置について

(2) 市民の天文台の活用について

(3) 北大との連携について

２．名寄市立大学について

(1) 就職状況について

(2) 施設整備計画について

７ 佐々木 寿 １．福祉事業について

（Ｐ１０２） (1) 介護保険制度改正に伴う対応について

(2) 認知症支援について

２．温暖化対策について

(1) ＣＯ 削減のための具体的施策の取り組みと、成果について２

(2) 循環型社会の創出について

３．自然環境保全について

(1) 自然資産の保全について

(2) 環境教育活動について

４．人事管理について

(1) 臨時・非常勤職員の任用・活用実態について

８ 駒 津 喜 一 １．文化ホール建設について

（Ｐ１１２） (1) 検討会での進行状況について

(2) まちづくり交付金事業との連携について

２．市立総合病院の整備について

(1) ドクターへリポートの整備を含む地域医療ネットワークシステム

構築事業について

３．独居高齢者に対する支援について
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(1) 緊急時の対応策について

(2) 救急医療情報キットの導入について

９ 川 村 幸 栄 １．医療負担・介護負担の軽減のために

（Ｐ１１８） (1) 国保税の市民負担軽減について

(2) 要介護認定の判定などについて

(3) インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）ワクチンの接種について

２．安心して利用できる市営住宅について

(1) 施設整備について

(2) 家賃について

３．基幹産業である農業を守るために

(1) 農地法の改正に対する考え方について

(2) 日米自由貿易協定（ＦＴＡ）に対する考え方について

１０ 持 田 健 １．市道の安全確保について

（Ｐ１２９） (1) 信号機の取り替えについて

(2) 通学路（歩道）の除雪について

２．ＬＥＤの導入について

(1) 照明灯にＬＥＤの導入を

(2) 市の公共施設（道路、公園等）の照明にかかる電気料について

３．全国へ名寄市のＰＲについて

(1) 集客人口の拡大について

(2) 定住人口の拡大について

１１ 佐 藤 勝 １．名寄市自治基本条例（素案）について

（Ｐ１４１） (1) 市の素案から、市民懇話会答申の第３３条第３項「地域単位のま

ちづくり組織を設置し、」を削除した理由

(2) 合併協議で約束した「地域自治区」設置の認識について

(3) 「地域自治・分権のまちづくり」の考え方について

(4) 「地域自治組織」設置に向けた議論経過について

(5) 今後「地域自治区」を求めるか

２．再び、政策形成過程の透明性確保について問う

(1) 庁議の内容、実態について

(2) 部・次長会議の内容、実態について

(3) 議事内容の公開のあり方

３．「なよろ健康の森」「北海道立サンピラーパーク」「北海道立トム

平 成 ２ １ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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テ文化の森」の案内表示について

(1) 道路案内表示について

(2) 公園内の案内表示について

(3) わかりやすいパンフレットの製作を

１２ 田 中 之 繁 １．地域社会の高齢化に対する介護施設と老健施設について

（Ｐ１５２） (1) 認知症、高齢者介護に対する地域福祉のあり方について

(2) 高齢化社会における介護の取り組みについて

(3) 独り暮らし高齢者の生活状況について

(4) 高齢者介護におけるグループホームと老健施設の取り組みについ

て
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第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成２１年９月１日～平成２１年９月１８日 １８日間

本会議時間数 １４時間２４分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

平成２１年第２回 名寄市が建設（新築及び改築）する公共施設 21. 6.15 建設常任委員会付託

定例会付託請願 に石油燃料設備の採択についての請願 ・閉会中継続審査

第１号

21. 9. 1 採 択

議 案 第 １ 号 なよろ市立天文台条例の制定について 〃 総務文教常任委員会

付託・閉会中継続審

査

議 案 第 ２ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について 〃 〃

議 案 第 ３ 号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について 〃 原 案 可 決

議 案 第 ４ 号 名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一部改 〃 経済常任委員会付託

正について ・閉会中継続審査

議 案 第 ５ 号 名寄市肉牛繁殖センター条例の一部改正につ 〃 原 案 可 決

いて

議 案 第 ６ 号 合併特例区規約の変更について 〃 〃

議 案 第 ７ 号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に 〃 〃

ついて

議 案 第 ８ 号 市道路線の廃止について 〃 〃

議 案 第 ９ 号 市道路線の認定について 〃 〃

議 案 第 １ ０ 号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

平 成 ２ １ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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議 案 第 １ １ 号 平成２１年度名寄市国民健康保険特別会計補 21. 9. 1 原 案 可 決

正予算

議 案 第 １ ２ 号 平成２１年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 １ ３ 号 平成２１年度名寄市後期高齢者医療特別会計 〃 〃

補正予算

議 案 第 １ ４ 号 平成２１年度名寄市病院事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 １ ５ 号 平成２０年度名寄市各会計決算の認定につい 〃 決算審査特別委員会

て 設置・付託・閉会中

継続審査

議 案 第 １ ６ 号 平成２０年度名寄市病院事業会計の決算の認 〃 〃

定について

議 案 第 １ ７ 号 平成２０年度名寄市水道事業会計決算の認定 〃 〃

について

議 案 第 １ ８ 号 特別職の職員の給与の支給特例に関する条例 〃 原 案 可 決

の制定について

議 案 第 １ ９ 号 工事請負契約の変更について 21. 9.18 〃

議 案 第 ２ ０ 号 工事請負契約の変更について 〃 〃

議 案 第 ２ １ 号 平成２１年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

意見書案第１号 大胆できめ細かな雇用対策を求める意見書 〃 〃

意見書案第２号 米価暴落に歯止めをかける緊急対策と米を守 〃 〃

る抜本対策を求める意見書
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意見書案第３号 核兵器廃絶へ速やかな国際交渉の開始を求め 21. 9.18 原 案 可 決

る意見書

意見書案第４号 季節労働者対策の強化を求める要望意見書 〃 〃

意見書案第５号 道路の整備に関する意見書 〃 〃

報 告 第 １ 号 平成２０年度名寄市風連特例区会計決算の報 21. 9. 1 報 告 済

告について

報 告 第 ２ 号 例月現金出納検査報告について 21. 9.18 〃

閉会中継続審査（調査）の申し出について 〃 継続審査（調査）

決 定

議員の派遣について 21. 9. 1 派 遣 決 定

委員の派遣について 21. 9.18 〃

議員の派遣報告 〃 報 告 済

委員の派遣報告 〃 〃

平 成 ２ １ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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